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平成２４年第４回（１２月）伊豆市議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                 平成２４年１１月２７日（火曜日）午前９時３０分開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 
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日程第１５ 議案第１０１号 伊豆市債権管理条例の制定について 
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              定について 
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開会 午前 ９時３１分 

 

◎開会宣告 

○議長（飯田正志君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成24年第４回伊豆市議会定例会を開会いたします。 

  ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田正志君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田正志君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職

員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（飯田正志君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第88条の規定により、議長において指名いたします。７番、大川明芳議員、８番、

梅原正次議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（飯田正志君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。 

  今定例会の会期は、本日から12月14日までの18日間としたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月14日までの18日間と決定いたしました。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付してあります日程表のとおりでご

ざいます。御了承願います。 

  次に、休会日についてお諮りします。 

  本定例会における休会日は、会期日程表に記されたとおりにしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（飯田正志君） 異議なしと認めます。 

  よって、休会日は会期日程表に記されたとおりとすることに決しました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（飯田正志君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  まず、監査委員からの法に基づく例月出納検査結果報告の写し並びにその他議長等の会

議・出張等につきましては、お手元に配付した資料のとおりであります。 

  次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第１項の規定による「平成23年度

伊豆市教育委員会自己点検・評価報告書」につきましては、法に基づき教育委員会委員長か

ら議長に提出がありましたので、お手元に配付いたしました。 

  次に、静岡県保険医協会から提出された「保険で良い歯科医療の実現を求める意見書採択

に関する陳情のお願い」につきましては、議員控室に掲示させていただきましたので、御了

承願います。 

  また、伊豆の国市議長から提出依頼のありました「伊豆中央道・修善寺道路の早期無料化

と江間交差点のフルインターチェンジ化を求める意見書」及び新日本婦人の会中伊豆支部支

部長河村千鶴子氏から依頼のありました「オスプレイ配備と低空飛行訓練の撤回を求める意

見書採択に関する陳情」の２件につきましては、第１委員会に審査を付託いたします。 

  以上で報告を終わります。 

  続きまして、一部事務組合議会議員から議会報告の申し出がありましたので、これを許し

ます。 

  伊豆市沼津市衛生施設組合議会について。 

  13番、室野英子議員。 

〔１３番 室野英子君登壇〕 

○１３番（室野英子君） 13番、室野です。 

  伊豆市沼津市衛生施設組合議会の平成24年第１回臨時議会が、去る11月19日午後３時より

伊豆市役所当議場において開催されました。 

  議題は、副議長の選挙及び監査委員の選任についてでありました。 

  選挙により、副議長には永岡康司議員、また監査委員には小長谷朗夫議員が選任されまし

たことを御報告いたします。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 

○議長（飯田正志君） 日程第４、行政報告を行います。 

  市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  平成24年第４回伊豆市議会定例会に臨み、行政報告を申し上げます。 

  まず、第36回全国育樹祭について。 

  11月10日、第36回全国育樹祭のお手入れ行事が西天城高原にて行われました。議員の皆様

にも特別奉送迎に御列席いただきましたが、当日は秋晴れの天候に恵まれ、皇太子殿下には

天皇、皇后両陛下がお手植えあそばされましたヒメシャラ、ヤマボウシの両木をつつがなく

お手入れ賜りました。また、昼食におかれては、湯ヶ島の５つの旅館の料理長合作によるお

食事を差し上げ、同じく５旅館のおかみさんたちにおもてなしいただきました。両陛下がお

手植えされた木を皇太子殿下がお手入れされるという、まさに我が国の森を世代を継いで大

切に守っていくというすばらしい行事であったと思います。本大会の成功に向けて準備段階

から御支援いただいた市民の皆様に、厚く感謝を申し上げます。 

  なお、その後、皇太子殿下は、だるま山のレストハウスで休憩なさいました。そのとき、

富士山が雲に隠れていて、お立ちのときに少し顔を出されたそうです。それを確認をしまし

た市の職員が、その日の朝、撮影しました写真を後日、宮内庁にお送りしましたところ、侍

従長を通じて皇太子殿下からお礼の御連絡をいただきました。あわせて御報告申し上げます。 

  次に、平塚市との友好都市協定について。 

  議案としても上程されていますが、このたび、平塚市と友好都市協定を締結することとい

たしました。天城湯ヶ島町の時分に、天城ふるさと広場の一部として山荘と体育館を建設し

ていただいたときからのおつき合いが、平塚七夕まつりに天城連峰太鼓が招待されるという

形で継続しておりました。私が市長に就任して以降、市議会や市民も含めた相互交流が再び

活性化し、友好都市協定を締結するまでに至りました。この機会に、災害時相互応援協定も

締結させていただく予定になっております。今後ますます、平塚市との市民交流、文化交流

などを深めてまいりたいと考えています。 

  次に、コミュニティＦＭ「ＦＭ・ＩＳ」について。 

  ９月議会において、１億3,000万円の開設経費補助金を承認いただきました「ＦＭ・Ｉ

Ｓ」について、発起人会において社長候補を公募したところ１名の応募があり、同会で面接

した結果、株式会社ワーキング・ヘッズ・アドバンスの代表取締役桜田賢介氏に内定されま

した。桜田氏は御自分の会社を沼津市から伊豆市に移転するとともに、自身も御家族ともど

も梅木に移住された方です。 

  ＦＭ・ＩＳは、かつて伊豆中央農協が運営していた有線放送を電波によって復活させると

ともに、同報無線の一部の機能を代替させ、地域コミュニティの活性化を目的とする事業で

ございます。年内に資本金2,000万円の出資者を募り、年明け早々に運営会社を設立、来年

４月の開局を目指しています。議員の皆様にも、本事業の特質を御理解いただいた上で、御

支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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  次に、県道223号線、いわゆる県道富士山線について。 

  駿河湾フェリーの航路が、「県道223号線」として認定される運びとなりました。伊豆半

島各市町の強い要望に県議会と知事がこたえていただいたもので、駿河湾にそびえ立つ富士

山を望みながら１時間の海路をつなぐフェリーにまさにふさわしい県道番号だと思います。

今後は、県と駿河湾周辺市町が力を合わせて利用促進に努めてまいります。まずは、中京圏

及び関西圏に対する誘客プロモーションと富士山静岡空港を経由してのインバウンド推進に、

伊豆半島の他の市町と力を合わせて取り組みます。 

  汚泥再生処理施設の建設について。 

  汚泥再生処理施設の建設について４社からの応募があり、21日に審査会を開催して応募内

容を審査した結果、クボタ環境サービス株式会社に決定しました。今後は詳細な設計を行い、

来年６月ころに着工し、平成27年３月までの完成を目指します。 

  最後に、中伊豆荘跡地の売却について。 

  中伊豆荘跡地売却を公募したところ、１件の応募がありました。提案者は、佐賀県の武雄

市で武雄センチュリーホテルを経営されております株式会社ミロクリゾートで、提案内容も

美術館を併設したリゾートホテルであり、万天の湯及びテニスコートを改修して活用する計

画も含められており、市の方針に合致したものになっています。あらかじめ地元地区である

菅引、中原戸、原保、戸倉野の４地区の役員の方々にも御説明させていただき、また売却に

かかわる審査会においても売却を承認する意見であったことから、今後、議会での議決をい

ただいた後、年度内に売却したいと考えております。 

  以上、報告申し上げます。 

○議長（飯田正志君） 以上で行政報告を終わりました。 

 

◎議案第９１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 日程第５、議案第91号 専決処分の報告及びその承認について（平成

24年度伊豆市一般会計補正予算（第４回））を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第91号について提案理由を申し上げます。 

  一般会計予算を歳入歳出それぞれ2,500万円増額し、総額を162億1,810万円とする専決処

分の報告とその承認を求めるものでございます。 

  平成24年11月16日に衆議院が急遽解散し、12月４日公示、16日執行される衆議院議員総選

挙に向け、その準備に早期に取り組むため、専決にて補正予算を定めたものでございます。

詳細については、担当する部長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 
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  提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） おはようございます。 

  それでは、私のほうから議案第91号 専決処分の一般会計補正予算（第４回）につきまし

て、補足説明をさせていただきます。 

  ただいま、市長のほうからも申し上げましたとおり、16日投票、４日公示の16日投票。こ

の日程が決まりまして、入場券、掲示板、備品等発注を早急に実施する必要がございました

ので、専決処分とさせていただきました。 

  議案のほう、３ページをごらんいただきたいと思います。 

  専決処分書でございます。 

  ただいま、市長のほうからも御報告をさせていただいたとおり、2,500万円を増額して、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ162億1,810万円とするものでございます。 

  それでは、その内容につきまして説明をさせていただきます。 

  まず、歳入につきましては６ページ、７ページをごらんいただきたいと思います。 

  衆議院議員選挙の委託金、これは国のほうから参り、県のほうから経由してまいりますが、

2,500万円全額がこの委託金で賄われるものとなっております。 

  続きまして、歳出でございます。 

  ８ページ、９ページ、ここから御説明をさせていただきます。 

  まず、１款の報酬でございますが、こちらにつきましては、投票管理者、これは28カ所の

投票所と期日前投票、これにかかわります総人数、54人分になります。64万2,000円でござ

います。 

  それから、01－04投票立会人の報酬、これにつきましては、28カ所ございます投票所３人

ずつでございます。84人になります。これに期日前投票の52人を加えた人数となります。 

  それから、01－05開票立会人でございますが、こちらにつきましては、比例と小選挙区２

つございますので、それぞれ10人ずつの２ということで20人になります。 

  それから時間外手当、984万8,000円、これが一番多くなってございますが、投開票事務、

延べ人数にしますと320人ぐらいになりますが、この職員にかかります時間外手当及び事務

手続を進めるに当たっての時間外手当ということになっております。 

  それから７節の賃金、98万8,000円ございます。こちらにつきましては、期日前投票で事

務をお願いしてございます臨時職員、これにかかわる賃金でございます。 

  それから８節の報償費、22万8,000円ございますが、こちらにつきましては、協力者謝礼

といたしまして、掲示板の設置をお願いしてございます、協力をされた方に謝礼をお支払い

するもの、あるいは明るい選挙推進協議会の謝礼としまして、選挙公報等を行っていただき

ますので、こういった方への謝礼を計上させていただいております。 
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  それから12節役務費、271万9,000円ございます。この中で12-12調整手数料、94万円とい

うのがございます。これは現在、機械、器具でございますけれども、枚数計算機、あるいは

読み取り分類機、こういったものを使っておりますが、これらの機械の調整、そういったも

のに係る委託手数料でございます。 

  それから委託料の75万円でございますが、主なものといたしましては、選挙の看板を立て

たり撤去したりする業務、これをシルバー人材センターのほうに委託をしてございます。65

万円となっております。 

  それから使用料及び賃借料、93万7,000円ございます。14－42、一番下になります、ポス

ター掲示板借上料。今、ポスターの掲示板は、リサイクルといいますか、借りてまた返すと

いう形で借り上げをしてございます。173枚予定をしております。このうち20枚は予備とな

っております。 

  次のページ、10ページ、11ページをごらんいただきたいと思います。 

  事務備品購入費463万2,000円となっております。これは、現在使用しております読み取り

分類機、これが紙詰まり等のふぐあいが頻繁に生じますので、新しく買いかえたいというこ

とで予定をしております。また、当日投票システム、これはプログラムになりますが、こう

いったものを買い入れ、購入を予定しておる経費でございます。合わせまして総額2,500万

円ということで、これは県からの委託金の中で購入をさせていただきますが、最終的には選

挙経費が決まってまいりますので、それによりまして若干の差異が生じることになると思い

ます。 

  以上、衆議院選挙に伴います専決処分をさせていただいた予算の御説明をさせていただき

ました。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  質疑がありますので、これより暫時休憩をいたします。 

  この休憩中に質疑のある議員は、通告書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前 ９時４９分 

再開 午前 ９時５０分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第91号について質疑を行います。 

  14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 
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○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第91号 専決処分の報告及びその承認について（平成24年度伊豆市一般会計補正予算

（第４回））について質問させていただきます。 

  専決処分の報告及びその承認について、専決の理由、議会を開くことができなかったのか

どうかお伺いしたい。 

  また、ただいま説明がありましたけれども、調整手数料、ポスター掲示板借上料、事務備

品購入費の内容の説明をお願いしたい。ポスター掲示板借り上げについては、既にどこから

借り上げるのか決まっているものだと思いますので、お伺いをしたい。それから調整手数料

と事務備品購入費、これ関連をするのかどうなのか。計数器、読み取り機ですか、これらを

調整するために94万円かけているわけですね。ところが、また一方では、新規に何か読み取

り機とか計数器、購入するのかどうなのか、その辺の関連についてお伺いいたします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） まず、専決する理由ということで、これはあの４日の公示に入場

券、あるいは掲示板等間に合わせる必要があった。また、そういった期間が16日の解散とい

うことで、翌日から休みが入っておりまして、期間的に発注するのに予算がないと発注もで

きない、依頼もできない、そういう状況がございましたので、専決処分ということでさせて

いただいたということでございます。 

  それから、まず調整手数料ということでございましたけれども、枚数計算器と読み取り分

類機というものを使っております。現在１台あるわけでございますけれども、ライン等２レ

ーンとか３レーンつくっていきます。そういったときに今回も２種類ございますので、二つ、

２台必要とするということで、１台購入をさせていただくという形になります。それで、調

整ということですので、いろんな名前をその都度読み込ませたりする、そういう手数、そう

いった調整が必要になるということで、調整は必要な経費ということでさせていただいてい

ます。 

  それから、ポスターの掲示板の借り上げということで、申しわけございません、今、業者

名まではちょっと忘れてちょっと失念しておりますけれども、またそれは御報告したいと思

いますが、現在は板そのものがベニヤといいますか、合板ではございませんので、再利用で

きるものになっているということで、一説には特許のような形にもなっているということで、

使い回しをしているということでございます。 

  よろしいですか、以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 専決処分、これ一応2,500万円の専決処分ですね。全額県費で賄え
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るということですので、よしとしたいと思いますけれども、しかし、この期間中は議員も決

まっておりまして、できるだけ専決というのではなくて、議会を開いて審議していただきた

いと思います。 

  それと、１点だけ質問させていただきます。 

  事務備品購入費が463万2,000円ということですので、機械１台400万円ぐらいの機械を購

入するということなんですけれども、これも既に業者が決まっているのでしょうかどうかお

伺いをしたい。 

○議長（飯田正志君） 総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） これは、読み取り分類機と投開票システムといいまして、投票所

で全部ではございませんけれども、投票所で投票した状況を集計する、そういったシステム

のプログラム、これを含むものでございます。現在、読み取り分類機につきましては、ムサ

シという会社だったと思いますけれども、そこからの購入という形になります。ちょっとま

た、それも正式にはまた確認をさせていただいて御報告をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） よろしいですか。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  本案については、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略するに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第91号について、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第91号は原案のとおり承認することに決しました。 

 

◎議案第９２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 日程第６、議案第92号 伊豆市監査委員の選任についてを議題といた

します。 
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  ここで地方自治法第117条の規定により、三田忠男議員の退席を求めます。 

〔２番 三田忠男君退場〕 

○議長（飯田正志君） それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第92号について提案理由を申し上げます。 

  本選任案は、地方自治法第196条に基づき、議員のうちから選任する監査委員の選任同意

について議会にお諮りするものでございます。 

  三田忠男氏は、昭和50年から現在に至るまで社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーシ

ョンセンターに勤務され、施設長、法人理事等を歴任され、豊富な知識と経験を有しており、

地域での信頼も厚く、監査委員として適任であると判断いたします。 

  よって、三田忠男氏を監査委員として選任いたしたく、議会に提案する次第でございます。

よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第92号 伊豆市監査委員の選任についてお伺いします。 

  本監査委員の選考に当たって、市長はどのように選考したのか、議会への打診があったの

かどうか伺いたいと思います。 

  それから、職業の欄に社会福祉施設職員となっておりますが、どのような職員なのか、ど

んな仕事をしているのかお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） まず、議会への打診ということでございましたけれども、事前に

議会のほうにも御相談をさせていただいて、何名か名前のほうは御推薦をいただいておりま

す。その中で一番適任ではないかということで、三田議員のほうにお願いをするということ

となった次第でございます。 

  また、現在、嘱託職員ということで、今までの経験をもとにということになりますけれど

も、特に部長職、あるいはまた施設長というところの要職を経験されておりますので、そう

いった方での経験に基づく嘱託職員ということで理解をしているところでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１４番（森 良雄君） ２点ほどお伺いをします。 

  議会へ打診しているということですが、議会のどこへ打診したのか。議運とかそういうと

ころに打診しているのかどうかということが１点。それから嘱託職員といってもいろんな職

種があると思いますけれども、どういう仕事をしているのかお伺いしたい。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 議運とかそういった組織はまだできておりませんでしたので、前

議長等を通して御相談をさせていただいたというところでございます。また、嘱託職員とい

うことで、現在は一般、これまで務められてきた介護、障害者の相談であるとか、また送迎

等もされているという話は伺っております。一般の職員と同じような内容の職ということで

お話は伺っております。詳細、ちょっと違っているかもしれませんので、そこはまた、議員

本人に確認はしてみたいと思いますが、聞いているところですと、今までの施設の部長職等

の経歴に基づきまして、障害者施設のほうですね、そういったものを担当されているという

ことでお話は伺っております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 森良雄議員。 

○１４番（森 良雄君） 議会というのではなくて、議長個人と相談したということですね。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 個人といいますか、何人かの議員さんということで御理解いただ

ければよろしいかと思います。 

○議長（飯田正志君） これにて質疑を終わります。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田正志君） 質疑なしと認めます。 

  質疑を終結いたします。 

  本件は委員会付託、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  議案第92号 伊豆市監査委員の選任は、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
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○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第92号はこれに同意することに決定いたしました。 

  三田忠男議員の入場を求めます。 

〔２番 三田忠男君入場〕 

○議長（飯田正志君） 三田忠男議員が戻られましたので、ただいまの審議の結果をお伝えい

たします。 

  本案件は原案のとおり同意されました。 

 

◎議案第９３号～議案第９７号の上程、説明 

○議長（飯田正志君） 日程第７、議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５

回）から日程第11、議案第97号 平成24年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第２回）につ

いてまでの５議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第93号から97号まで提案理由を申し上げます。 

  議案第93号の一般会計補正予算（第５回）につきましては、中途退職等に伴います人件費

の所要額調整のほか、早期優遇退職制度に基づく退職手当組合特別負担金、救急医療体制維

持のための公的病院等への補助金、学校再編に伴う天城小学校の通学安全対策経費など３億

1,200万円を増額し、歳入歳出予算額を165億3,010万円とするほか、繰越明許費１件、債務

負担行為８件の追加をお願いする内容となっております。 

  議案第94号の国民健康保険特別会計補正予算（第２回）につきましては、介護保険納付金

の決定に伴います不足額の追加及び前年度の国庫負担金等の清算に伴う返還のための所要額、

議案第95号は、簡易水道事業特別会計補正予算（第２回）につきましては、八木沢地区簡易

水道の追加工事のための所要額、議案第96号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

回）は、電気料金に不足が見込まれるための所要額について、それぞれ予算の増額をお願い

する内容となっております。 

  議案第97号の上水道事業会計補正予算（第２回）に関しては、地方公営企業会計の基準見

直しに伴う調査業務の債務負担行為をお願いするものでございます。それぞれ担当する部長

から詳細について説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  まず、議案第93号について、総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） それでは、議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第
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５回）につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  お手元に平成24年度12月補正予算案資料というのが届いていると思います。こちらのほう

もあわせてごらんいただきたいと思います。 

  まず、この資料のほう、２ページになります。 

  平成24年度12月補正予算の概要というところでございます。一般会計から上水道会計まで

それぞれ債務負担行為まで金額を掲載してございます。補正の主な内容はここに記載のとお

りでございますが、予算書に基づきまして御説明をさせていただきます。 

  まず、ページのほう、20ページ、21ページをごらんいただきたいと思います。 

  20ページ、歳入の補正予算でございます。 

  財源といたしまして、今回の補正では交付税8,000万円、それから国庫支出金3,687万

9,000円、繰越金１億2,306万5,000円、こういったものが主な財源となっております。 

  歳出のほうで見ますと、21ページになりますが、総務費の総務管理費7,814万3,000円、こ

ちらにつきましては、退職予定者の退職手当組合への特別負担金でございます。これが主な

要因となってございます。 

  それから３款の民生費、こちらにつきましては、１項の社会福祉費でございますが、こち

らのほうが障害者の関係で8,377万2,000円、障害者自立支援事業の増額というようなことが

主な内容となっております。 

  それから４款の衛生費でございます。保健衛生費、こちらのほうが8,740万8,000円の増額

となっております。こちらにつきましては、主なものは医療体制の確保ということで、救急

指定をしております病院のほう、日本赤十字病院とリハビリテーション中伊豆温泉病院、こ

ちらの病院のほうに支援を行うということが主な内容となっております。 

  それから、教育費のほうが3,978万円となってございます。こちらのほう、主なものは小

学校のほうで3,760万円の増となってございます。こちらにつきましては、天城地区の再編

を受けての児童の待機場所の確保、こういった経費が主な要因となってございます。 

  あとは災害復旧費1,886万円となってございます。 

  続きまして、22ページ、23ページをごらんいただきたいと思います。 

  第２表の繰越明許費でございます。 

  ３款２項児童福祉費の中で、事業名が放課後児童クラブ運営事業となってございます。金

額のほうは288万円でございます。これは天城地区の再編に伴いまして、天城地区の放課後

児童クラブを現在の狩野小学校の体育館のミーティングルーム、こちらのほうを使って整備

をするというものでございまして、こちらのほう、３月までに執行が終わらないという見込

みでございますので、繰越明許ということで措置をさせていただきたいと思っております。 

  それから、23ページの債務負担行為、８件ございます。指定ごみ袋製造運搬、こちらのほ

うは、25年度に実際には予算の支出がございますけれども、発注等かける関係上、債務負担

行為とさせていただいております。次の外国人の指導助手、ここにつきましても、25年から
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の事業でございますが、あらかじめ入札等発注をかけるのに債務負担行為が必要となってご

ざいます。 

  それから、３番目の修善寺体育館・グラウンド管理業務委託、こちらにつきましては、こ

の後、議案のほうで御説明があると思いますが、議案第109号になります。指定管理者の指

定に伴いまして支出が発生するものですから、事前に債務負担行為としてお願いをするもの

でございます。 

  給食センターの関係につきましては、いずれも業者の選定等をするのに事前に選定を進め

る必要があるために、債務負担行為をお願いするものでございます。 

  続きまして、24ページになります。 

  地方債の補正でございます。 

  合計の金額で申し上げますと、16億5,200万円を950万円増額をさせていただいて、16億

6,170万円とさせていただく内容となってございます。 

  こども園の一般事務事業、こちらにつきましては、避難タワー、既に完成をしてございま

すが、当初の予定が75％充当ということで予定をしておりましたが、借り入れを行うに当た

って100％充当ということでございましたので、これを4,040万円に増額をさせていただいて

借り入れ手続のほうを進めさせていただきたいと思っております。 

  それから、消防施設管理事業でございますが、こちらにつきましては青羽根消防団詰所、

こちらのほうの設計業務を含めた事業費、こういったものが増額となってございまして、

1,080万円を1,170万円に増額をさせていただきたいというものでございます。 

  それから、３番目の消防施設管理事業、こちらにつきましては、消防ポンプの更新を予定

をしております事業でございまして、こちらにつきましては、県費の補助対象となったもの

ですから、地方債の借り入れ額を1,500万円から910万円ということで減額をさせていただき

たいと思っております。 

  それから、災害復旧事業につきましては、今回の補正でお願いをしてございます経費の事

業に充当するものでございます。510万円となってございます。 

  それでは、28ページ、29ページから歳入の主な項目につきまして説明をしていきたいと思

います。 

  まず、先ほども申し上げました地方交付税でございます。 

  10款１項１目の地方交付税、これは先ほども言いましたように、公的病院、こちらへの補

助を予定をしておりまして、こちらのほうが特別交付税での算入という形になっておりまし

て、8,000万円を見込んでございます。 

  12款の分担金負担金でございますが、農林水産業費分担金でございます。こちらにつきま

しては、農地災害が発生をしておりまして、この農地災に伴います受益者負担ということで

10％相当になります。15万円を計上させていただいております。 

  14款の国庫支出金でございますが、民生費の国庫支出金でございまして、障害者自立支援
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法の介護給付費等の国庫負担ということでございまして、サービスの利用者の増並びにこれ

まで送迎加算というのがなかったのですが、こちらのほうがついてきたということで3,905

万円の予算増額となっております。負担率は２分の１の負担でございます。 

  それから障害者の医療費国庫負担、こちらにつきましても利用者がふえたということで、

335万円、こちらにつきましても２分の１の負担となってございます。 

  それから２項の国庫補助金になります。１目の総務費国庫補助金でございますが、無線シ

ステム普及支援事業ということで、これは地デジ対策、こちらの対策でございまして、

1,550万円の減額となってございます。こちらにつきましては、当初、上船原地区を予定し

ておりましたけれども、組合の意向がまとまりませんで、今年度、執行できないということ

になりましたので、減額をさせていただきます。 

  それから、災害復旧費補助金でございます。１の農地・農業用施設災害復旧費75万円、こ

ちらにつきましては、工事費の２分の１を予定してございます。それから公共土木災害復旧

費、こちらにつきましては849万4,000円ということで、工事費と用地費の３分の２を計上さ

せていただいております。 

  次の30ページ、31ページをごらんいただきたいと思います。 

  民生費の委託金でございますが、こちらにつきましては、また歳出のほうで説明をさせて

いただきますけれども、国民年金の事務委託の増額でございます。 

  それから民生費の負担金につきましては、先ほど国庫負担金の中で御説明したとおりの内

容で、こちらのほうは４分の１の負担率となってございます。それぞれ４分の１の負担率で

ございます。 

  県の補助金、農業費補助金がございます。123万3,000円でございます。こちらにつきまし

ては、前の補正でお願いをしてございました森林整備加速化・森林再生事業補助金、間伐の

機械等の購入に充てる経費ということでお願いしてございましたけれども、これよりもちょ

っと率のよい補助の枠がとれたということで、523万3,000円の新しい林業再生プロジェクト

推進事業補助金というものに振りかえるものでございます。これに基づきまして、後ほど歳

出のほうでは、この差額が追加支出になるという形になってございます。 

  それから18款の繰入金、こちらにつきましては、湯ヶ島財産区からの繰り入れということ

で、歳出のほうで説明いたしますけれども、旧天城営林署の跡地の購入ということで、文学

の里づくり事業の一部として購入を予定しているものでございます。 

  次の32ページ、33ページになります。 

  19款の繰越金でございますが、こちらにつきましては１億2,306万5,000円の増ということ

で今年度の繰越調定額９億5,798万9,000円ございますので、残額が3,890万円ほどの残とい

う形で、留保資金としてこちらのほうは残していきたいと考えてございます。 

  それから20款の諸収入でございます。新たな難視対策の補助事業助成金でございます。こ

ちらのほうは、先ほどの国庫補助金と違いまして、新設をする分につきましては協議会をつ
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くられておりまして、そちらからの補助という形で雑入で受けるものでございます。こちら

につきましては、土肥の平石地区、それから中伊豆の伊豆スカイランド、それからの湯ヶ島

地区の吉奈新田、こちらのほうで加入者数が大幅にふえてきてございまして、その増加に伴

います補助の増という形で3,120万円をお願いしてございます。 

  21款の市債でございます。こちらにつきましては、先ほど、市債の説明の中で御説明をさ

せていただいたところでございます。１の防災基盤整備事業につきましては、75％の充当と

いうことで、県補助の増に伴います減額となってございます。なお、30％相当が交付税算入

をされる補助、地方債でございます。 

  次の緊急防災・減災事業につきましては、単独の事業に伴います緊急防災事業でございま

して、70％が交付税に算入されるということになっております。 

  災害復旧のほうにつきましては、対象事業から国庫補助分を差し引いて90％充当率を掛け

てございます。こちらにつきましては100％交付税で算入されるという地方債でございます。 

  続きまして、歳出の主なものにつきまして御説明をさせていただきます。 

  ページのほう、34ページ、35ページをごらんいただきたいと思いますが、先ほど総務費の

中でも若干触れましたが、職員手当が5,293万7,000円の増となっております。この中で03－

43、総合事務組合退職手当特別負担金でございます。こちらにつきましては、市のほうで早

期優遇退職制度という制度を設けておりまして、次年度退職予定者14人分の特別負担が発生

するということになっております。１名、中途退職がございましたが、その部分も含めて14

名分ということでございます。5,134万円を計上させていただきました。 

  それから８目の企画費でございます。事業１の地域づくり推進事業、定住促進事業補助金、

1,500万円でございます。これは延長を予定しておりますが、現在のところ、不足が発生す

るのが約10件分見込まれております。それからこれ、12月で切れるわけですが、12月以降３

月までまた延長をしていきたいということで、その５件分を計上させていただきました。15

件分で1,500万円になります。 

  次の市交流協会補助金でございますが、市長、前議長さんにカナダのネルソン、ホープ両

姉妹都市のほうに、行っていただきました。そうしましたところ、カナダのネルソン市より

交流団をぜひ派遣したいということで、３月までの受け入れが決まりましたので、追加の補

助ということで35万円を計上させていただいたものです。 

  次の36ページ、37ページをごらんいただきたいと思います。 

  一番上のその他事務事業の無線システム、これにつきましては、先ほど歳入のほうで説明

したとおりとなっております。加入者の増加等に伴います支出額の増加ということで御理解

をいただきたいと思います。先ほどの差額になります、増額と減額の差額が1,514万5,000円

という形になります。 

  それから電子計算費、10目になります。この中の電子計算事業のほうでございますが、地

域公共ネットワークの改修委託料、735万円出ております。これは市の施設を結んでおりま
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す公共ネットワークを持っておりますが、これを商工会、あるいは福祉協議会、こういった

ところで使いたいというふうな御希望がございますので、こういったところで使っていただ

くための改修委託ということで支出を予定をしております。 

  次の三島市、伊豆市、伊豆の国市の電算センター協議会負担金1,000万円でございますが、

これ前年度の負担金の清算組み入れというような形をとっておりまして、1,000万円の今年

度負担額が減額という形になってございます。 

  ページのほう、38ページ、39ページをごらんいただきたいと思います。 

  ３款の民生費でございます。この中の１項３目の心身障害者福祉費でございます。こちら

のほうが、補正額8,217万8,000円ということでございます。先ほど、歳入のほうでも説明を

させていただきましたけれども、１の障害者福祉事業が262万2,000円減額となってございま

す。今まで委託料として、送迎加算等の部分を出しておりましたけれども、これにつきまし

ては事業の３、自立支援事業のほうで見るという変更がされたということで減額になります。

また、障害者自立支援事業のほうにつきましては、先ほどの加算分、送迎加算が加わったこ

と並びに利用者の増加ということで増額となってございます。 

  次の国民年金の事務でございますが、今まで年金のデータのやりとりというのは、書面等

旧式な方法でやっておりましたけれども、今後は電子データ化をするということで、これに

伴いますプログラムの変更ということで、73万5,000円の改修委託料でございますが、全額

国からの補助ということで予定をしております。 

  それから、次の40ページ、41ページでございます。 

  児童福祉総務費、こちらのほうに放課後児童クラブ運営費、245万1,000円がございます。

これは先ほど説明をいたしました天城地区の放課後児童クラブへの対応ということで、現在

ほかの支出の残額がございますので、不足額の245万1,000円の補正をお願いするというもの

でございます。 

  それから、次の42ページ、43ページをごらんいただきたいと思います。 

  衛生費の１項保健衛生費、１目の保健衛生総務費でございます。50のその他事務事業、こ

ちらのほうが8,610万円となってございます。助産所の助成金、こちらのほうは10万円を追

加させていただきます。もう１点は、先ほど、歳入、交付税の中でも御説明をいたしました

公的病院等への補助ということで、救急医療体制の確保が必要との判断から補助を行ってお

るものでございまして、日赤と中伊豆温泉病院、この二つの病院について8,600万円を計上

させていただいております。 

  それから、44ページ、45ページをごらんいただきたいと思います。 

  農林水産業費の１項農業費の中の４、県営農道整備事業でございます。土肥中央農道、既

に整備は終わってございますが、一部舗装の部分が追加の舗装ということで、316万円の負

担が発生したということでございます。 

  それから、２項の林業費につきまして、林業振興費のほうで123万3,000円、こちらにつき
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ましては、先ほど歳入のほうで説明をさせていただいた補助の財源の変更に伴いまして支出

額がふえたということでございます。 

  それから、５の有害鳥獣の捕獲事業、こちらにつきましては、頭数が増加してきたという

ことで、捕獲頭数の増に伴います報償費の増額ということでございます。 

  ７款の商工費でございます。商工振興事業でございますが、住宅リフォーム事業費の事業

の補助ということで、これは申請者の増加がございまして、100万円の増額をさせていただ

きたいというものでございます。 

  それから、その一番下の段にあります、伊豆トレイルランニングレース実行委員会助成金

というのがございます。これは松崎町から修善寺温泉まで山稜線を使って走るといいますか、

稜線上を走る競技があるんだそうです。そのトレイルランニングというものを行います実行

委員会への助成ということで50万円を予定をさせていただいております。 

  46ページ、47ページをごらんいただきたいと思います。 

  商工費の中の観光施設整備事業費1,000万円でございます。先ほど、歳入のほうでも説明

をいたしましたが、土地購入費といたしまして、天城文学の里づくり構想という中で旧営林

署の跡地を購入するものでございます。 

  それから一番下になります、土木費の道路新設改良費1,230万円でございます。こちらに

つきましては、市道の萩原線、大平にございます市道でございますが、ここの改良のための

測量設計並びに土地の購入費といたしまして予算を計上させていただいております。 

  次の48ページ、49ページをごらんいただきたいと思います。 

  10款の教育費、２項の小学校費でございます。まず、７の土肥小学校管理事業でございま

すが、維持補修工事といたしまして280万円お願いをしてございます。これは、現在１階に

ございます特別支援学級、これを津波等のことを考慮しまして２階へ移すという措置をいた

します。そのための施設の校舎、教室の補修工事でございます。280万円です。 

  それから、狩野小学校の管理事業、維持補修工事、これは、階段の手すりの設置というこ

とで予算のほう80万円をお願いをしてございます。 

  それから、12の学校再編事業、こちらにつきましては、先ほども申し上げましたように、

バス通学の児童のための待機場所の確保ということで、土地の購入費、建物の補償費という

ことで3,400万円をお願いをしてございます。 

  同じく４項の幼稚園費、こちらのほうにつきましては、入園園児数の増加ということで、

負担金のほうが218万円の増となってございます。 

  11款の災害復旧費、１目の農地災害復旧費でございますが、こちらにつきましては、中伊

豆の菅引地区の農地150万円となってございます。 

  次の50ページ、51ページをごらんいただきたいと思います。 

  道路橋梁災害復旧費でございます。道路災害復旧事業として、1,736万円を計上させてい

ただいております。なお、ただいまの工事の箇所等につきましては、予算資料のほうに地図
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を添付させていただいております。この中で延長であるとか面積、そういったものを記載さ

せたものをつけてございます。この図面になります。こちらのほうを御参照いただければと

思います。 

  それから最後に、給与費の明細ということで、52ページ、53ページでございます。 

  育児休業等に伴いまして、職員３名が減少となってございます。これに伴います給与費が、

職員のほうで1,454万円の減となってございます。また、特別職のほうも議員等の定数の減

少ということがございまして、合計で1,162万円の減となってございます。なお、議員のほ

うの共済費につきましては、４月１日の定数で支払うというようなことになっているそうで

ございまして、報酬・期末手当は減額になりますが、共済費のほうはそのままということで

ございます。 

  それから、先ほど申し上げましたように、職員のほうは退職手当組合への負担金が増額と

いうことで、給料のほうは減額となりますが、職員手当総額となりますと5,186万5,000円の

増となるものでございます。 

  なお、債務負担行為の補正につきまして、今年度以降に係る支出の状況、債務負担のもの、

54ページのほうにつけさせていただいております。 

  以上で一般会計の補正予算の補足説明は終わらせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 次に、議案第94号について。 

  市民環境部長。 

〔市民環境部長 河野英世君登壇〕 

○市民環境部長（河野英世君） それでは、議案第94号 平成24年度伊豆市国民健康保険特別

会計補正予算（第２回）につきまして、補足して説明をさせていただきます。 

  55ページをお開きください。 

  既定の予算額に5,291万1,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ47億9,239万1,000

円とするものです。 

  先に歳出のほうから説明させていただきます。 

  62ページをお開きください。 

  ６款１項１目介護保険納付金でございますが、これにつきましては、一人当たりの負担額

の確定に伴う不足額の補正をさせていただくものでございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金でございますが、これにつきましては、前年度

に交付を受けました療養給付費特定検診事業に対する国負担金及び県負担金について、清算

により返還が生じたこと等による補正でございます。 

  続きまして、歳入のほうの説明をさせていただきます。 

  60ページのほうに戻っていただきたいと思います。 

  ３款１項１目につきましては、先ほどの歳出、６款１項１目介護保険納付金分の増加分に
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対する国庫負担金の増額分としての補正でございます。 

  ９款２項１目基金繰入金につきましては減額でございますが、当初予算調整時に予想され

た財源不足へ対応するために基金からの繰り入れ措置をしておりましたが、今後の療養給付

費等の支出見込み額が前年度繰越金で賄えるものとの判断によりまして、これを減額補正す

ることといたしたものでございます。 

  10款１項１目繰越金につきましては、この基金繰り入れ取りやめによる財源の振りかえと

先ほどの歳出の補正財源とあわせてこれを賄うために補正するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 続いて、議案第95号から議案第97号までの３議案について。 

  建設部長。 

〔建設部長 佐藤喜好君登壇〕 

○建設部長（佐藤喜好君） それでは、議案第95号から議案第97号までの説明をさせていただ

きます。 

  私は常々、部長就任当初から、議員の皆さんに一番わかりやすい説明をするにはどうした

らいいかということで、常々いろいろな説明をさせていただいてきました。今回も本来でし

たら議案書65ページ、ここから説明をするべきですけれども、予算資料４ページ、ここで説

明をしたいと考えています。何で補正をするのか、そしてその補正で何をしたいのかあたり

を説明して、皆さんの判断を仰ぎたいというふうに考えています。 

  それでは、議案第95号 簡易水道特別会計について説明させていただきます。 

  まず、これはちょうど４ページですけれども、簡易水道費、ここのところに下に説明があ

りますけれども、国庫補助金の追加がありました。この追加に対して何をすべきかというこ

とですので、当然25年度に予定しました八木沢・小下田の簡易水道を前倒しで導水管を布設

するというものに対応させるということで、工事費ですけれども1,521万1,000円を補正する

ものです。 

  そして、それ以外に給料と公債費の利子の部分が不足が生じていますので、あわせて補正

をお願いするものです。また、歳出が多くなるものですので、予算ですので、歳入歳出バラ

ンスとるために市債繰越金を歳入へ入れてバランスをとっています。 

  そういうことで、ここで工事費の補正をとるものですので、当然今から年度末までに工事

が終わる見込みがありませんので、あわせて繰り越しのお願いをするものです。ですので、

ここの会計では増額補正と繰り越しのお願いをする議案になっています。 

  続きまして、議案第96号、議案書の79ページになります。 

  ここのところでは、４ページ見ていただきますとわかりますように、東電の電気が値上が

りしました。８月に再生可能エネルギー発電促進賦課金、９月からは電気料金が値上げにな

ったわけです。この９月からは低圧受電の電気料が値上げになりました。100ボルト、200ボ

ルトのところが値上がりになったわけです。東電の発表では、平均8.4％の値上げですよと
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いうことを言われましたけれども、実際、我々が電気を使っている佐野・雲金の集落排水で

は23.2％の値上げということになりました。そこで年度末までに幾らのお金が不足するかと

いうことをシミュレーションしまして、200万円の補正をお願いするものです。歳出がふえ

ますので、当然、歳入のほうでは繰越金を充ててバランスをとっています。 

  続きまして、議案第97号 上水道会計の補正予算について説明をさせていただきます。 

  これは、地方公営企業法、地方公営企業会計基準、これが改正になりました。一般の会社

が株式を発行してお金を集めます。これ、資本金です。公営企業の場合、上水道が株式を発

行するわけにいきませんので、起債を起こしてお金をつくります。起債というのは借金です

けれども、これは公営企業法で今まではこれを資本に入れるという、ちょっと一般の感覚と

はちょっと違う会計になっていました。これが改正されまして、やはり借金は負債だろうと

いうことで、負債側のほうへと計上するというような改正がなされたわけです。そのために、

その会計の固定資産を洗い直すわけですけれども、一般の会社では、そこの会社のお金で負

債なり物をつくったりするわけですけれども、水道の場合には当然、補助金があったり、起

債があったり、自己資金があります。これをすべて分けながらさらに減価償却までやるとい

うことで、相当の調べになろうかと思います。そのために25年度の秋ごろまでにこの調査を

終えて、26年度から新しい企業会計の改正された会計基準にのっとった予算をつくるという

予定になっています。そのための補正、410万円の負担行為を補正をお願いするものです。

よろしく御審議のほどお願いします。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 以上で提案理由及び補足説明が終わりました。 

  ただいま議題となっております議案第93号から議案第97号までの５議案に対する質疑は、

12月４日開催予定の本会議において行います。 

  ここで少し時間が過ぎましたので、10分程度、55分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１０時５４分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

◎議案第９８号～議案第１０７号の上程、説明 

○議長（飯田正志君） 日程第12、議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正

についてから日程第21、議案第107号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてまで

の10議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第98号から107号まで提案理由を申し上げます。 

  まず、議案第98号は、伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正について、平成23年度

人事院勧告の内容のうち、平成18年度改正に伴う経過措置について廃止する改正を行うもの

でございます。 

  議案第99号は、一般職の非常勤職員の報酬等をあわせ規定することに伴う改正を行わせて

いただきます。 

  議案第100号は、特定任期付職員の期末手当について、国等の規定に準拠したものとする

改正及び任期付職員について技能労務職員の採用についても適用できるようにするための改

正を行うものです。 

  議案第101号は、市の債権について地方税等と同様に管理に関する統一的な処理基準を定

めることで、公平な市民負担の確保と債権管理の適正化等を図るための条例を制定するため

のものです。 

  議案第102号から106号につきましては、地域主権一括法の施行に伴い、市が管理する道路、

河川についての技術的基準及び指定地域密着型サービスに係る基準について条例で定めるも

のとなっています。 

  議案第107号は、学校給食の調理及び配送計画の見直しに伴う必要な改正を行うものでご

ざいます。 

  詳細について、それぞれ担当する部局長に説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  まず、議案第98号から議案第101号までの４議案について。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） それでは、まず議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の

一部改正についてから補足説明をさせていただきます。 

  なお、お手元のほうに平成24年度第４回伊豆市議会条例議案説明資料というのが配られて

いると思います。こちらのほうもあわせてごらんいただければと思います。 

  まず、議案第98号でございますが、93ページをごらんいただきたいと思います。 

  第１条でまず、職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということで改正を

してございます。第33条にこれまで「臨時又は非常勤職員」を規定してございましたが、こ

れを「臨時又は非常勤職員」という文言を「臨時職員」に改める改正を行います。 

  また、第２条のところで、同じく一部、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と、

この平成18年に改正する条例でございますが、この一部を改正するという条文になります。 
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  附則の第７項、ここの関係でございますが、平成23年度の人事院勧告で、平成18年度の給

与改定に伴う経過措置というのがございました。現給保障措置といいますが、これにつきま

しては、既に２分の１適用ということで改正をさせていただきましたが、さらに平成25年度

から全面的に廃止するということで、この附則を削る改正という形になります。この改正を

行う条例の改正でございます。 

  なお、附則の中で、先ほどの第１条にございます臨時職員の規定の非常勤の規定の中で

「再任用短期時間勤務職員を除く。」という再任用短時間勤務職員というものを、育児休業

法、それから一般職の任期付採用等に関する条例、こちらの二つの条例で読みかえ規定で引

用してございましたので、あわせてこちらについても改正をするという改正でございます。 

  新旧対照表、資料として95ページからつけてございます。 

  まず、95ページのところで先ほど申し上げましたとおり、第33条の「臨時又は非常勤職

員」の給与というものを「臨時職員」の給与というふうに改めます。また、33条の規定も

「臨時又は非常勤の職員（再任用短時間勤務職員を除く。）」という部分につきましては、

「臨時職員」という文言に訂正させていただくということでございます。 

  また、新旧対照表の附則につきましては、先ほど申し上げた平成18年の給与改定に伴う経

過措置、現給保障分の廃止というものをするためにこの条文を削るという規定でございます。 

  続きまして、議案の第99号になります。 

  ページのほうにつきましては、99ページになります。 

  伊豆市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

というものでございます。これまで、非常勤で特別職のものについて、条例規定をしてござ

いました。今回の改正で、特別職に限らず、非常勤の一般職の職員についても報酬で支給す

るという改正をいたしまして、この中であわせて規定することといたしております。 

  恐れ入ります。新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。103ページからの新

旧対照表になります。 

  条例の題名そのものを、「伊豆市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例」という規定を「伊豆市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」ということで、

非常勤職員に置きかえをいたします。 

  以下、条例上、条例中条文にございます文言につきましても同じ改正をさせていただきま

す。 

  また、第３条の報酬の支給基準のところで、第２項にございますように、今までは日額で

定められているという規定でございましたが、報酬が日額又は時間額で定められている非常

勤職員の報酬は、勤務の実績により支給するということで、後ほど説明いたします表の中で、

時間額を基準に定めているものがございますので、こういう改正をさせていただきます。 

  それから、第４条の費用弁償の額でございます。これまでは表の中で、費用弁償の額は伊

豆市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第６条に規定する額というふうなことで規
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定をされておりましたけれども、今回、この部分を条文として第２項といたしまして、「伊

豆市職員等の旅費に関する条例（平成16年条例第45号。以下この項において）同じ」という

ふうな書き出しになりますが、この条例の中で規定してございます「市長等に支給する旅費

の種類及び額に準じて弁償する。」と、これは今までの議会議員の報酬等の費用弁償の規定

がここを引用してくることになっておりまして、ここの部分を整理して条文化させたもので

ございます。 

  また、３項といたしまして、非常勤職員のうち常勤の職員に準じて勤務するものについて

は、その通勤に係る経費を費用弁償として支給しますというような規定を設けさせていただ

いております。 

  それから、今まで第５条としまして、重複給与の禁止ということで、市長及び副市長が他

の特別職を兼ねるときは、その報酬は支給しないというふうな規定がございました。当然、

市長、副市長は、その職務として非常勤の特別職の職を兼ねる場合がございます。そういっ

たときには当然、市長、副市長としての職として給料をもらっているわけでございますので、

当然支給するものではございませんので、ここでの規定は削除させていただきました。 

  なお、これまでこの条例の施行に関しての必要な事項は、「市長が別に定める。」という

規定でございましたけれども、今回改正で規則を設けまして、この規則で詳細については規

定するという改正をさせていただきました。 

  また、それぞれの委員等の報酬につきまして、改正前はそれぞれ規定してございました。

これを整理をさせていただきまして、自治法等で規定されております委員会等につきまして

１、それから選挙の関係を２、そのほか介護認定審査会等の委員、規定が定額ではございま

せんので、これらについて３として個々に規定をさせていただいて、その他の附属機関の委

員につきましては、委員長が日額6,000円、委員が5,500円ということで、今までそれぞれの

委員会等を委員を列挙してございましたが、この中に包括をさせていただいて、規則でここ

に規定をするという改正をさせていただきます。 

  それから、４のところ、今まで８として産業医、学校医等を規定してございましたけれど

も、４のところで学校医、保育所嘱託医、こういった形で保育所の部分につきましても規定

をさせていただいております。同じように生活保護の嘱託医、こういったものも新たに規定

をさせていただきました。 

  それから、５といたしまして顧問や専門員、あるいはまた指導主事、非常勤講師、相談員、

そういった職員につきまして規定をさせていただいております。これまではその他の特別職

の職員というようなことで、特に高度な専門的な知識経験を必要とするものにあっては、市

長が定めるものにあっては２万3,000円というようなことがあったのですが、これらについ

てもこういうそれぞれに分類をさせていただきまして、顧問、専門員につきましては、日額

２万円を超えない範囲と。指導主事、非常勤講師、支援員については、時間額3,000円を超

えない範囲、相談員につきましても3,000円を超えない範囲、業務推進委員につきましては、
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日額6,000円を超えない範囲ということでそれぞれ規定をさせていただいております。 

  なお、それぞれの５の個別の金額、職名等につきましては、規則で個々にうたっていきま

す。 

  また、同じように先ほどの附属機関の委員につきましても個々にうたうという改正をさせ

ていただいています。 

  以上が議案第99号の補足説明でございます。 

  ページのほう、111ページになります。 

  議案第100号 伊豆市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでご

ざいます。 

  こちらにつきましては、第８条の第３項、ここのところにございますように、特定任期付

職員に対する給与条例第24条２項の規定の適用についてはということで、この24条２項が期

末手当の支給率を規定してございます。この支給率を改正するものでございます。 

  113ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。113ページでございます。 

  第３項といたしまして、これまで「給与条例第24条第３項の規定は、特定任期付職員につ

いて準用する。」という規定になっておりました。24条の第３項という規定は、再任用職員

に対します期末手当の支給率ということで率が決まっております。この率を「特定任期付に

あっては改正をさせていただいて、国の基準である「100分の122.5」とあるのは「100分の

140」、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」と」、こういう規定が国、県並びに近

隣の市町の条例の中にもされているところがございますので、ここの改正をさせていただき

たいというものでございます。この部分につきましては、再任用職員については期末手当の

ほかに勤勉手当が支給されております。特定任期付職員については勤勉手当の適用がござい

ませんので、このように支給率が上乗せされているという解釈でございます。 

  現在、この特定任期付職員の採用ということで、市のほうで採用している職員は該当者お

りませんけれども、今後いろんな職での適用というものが想定されますので、ここであわせ

て国の基準等に合わせて見直しをさせていただいているというところでございます。 

  それから第10条でございます。技能労務職給与条例の特例ということで、これまでは想定

が一般行政職の職員しか想定をしてございませんでしたが、今後、技能労務職員についても

任期を限った採用というものが想定をされるものですから、給与の特例を技能労務職員につ

いても第10条で規定をするということでいたしたものでございます。第10条として、任期付

短時間勤務職員についても伊豆市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第２条及

び第３条の適用については、技能労務職員給与条例第２条中「地方公務員法第28条の５、第

28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員」とあるのはということで読みかえ

をして、改めて規定をするものでございます。 

  以上が議案第100号の補足説明でございました。 

  続きまして、115ページをごらんいただきたいと思います。 
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  議案第101号になります。伊豆市債権管理条例の制定についてということで、ここにつき

ましては、新規の条例の制定でございます。この条例の制定につきましては、さきに専決事

項等の御承認を追加をさせていただきましたが、改めて債権管理について市民負担の公平と

か、あとは債権の適正な管理ということを目的に、この条例化をさせていただくというもの

でございます。 

  第３条のところをごらんいただきたいと思います。市の債権の管理に関する事務処理につ

いては、法令、条例又はこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例

の定めるところによる。ということで、この条例で規定をするものを適用するというものを、

まず３条でうたっております。 

  第４条として台帳の整備というものを規定をいたしました。市の債権を適正に管理するた

め、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならないということで、規則で現在

予定をしております記載事項につきましては、債権の名称、それからその対象となる者の氏

名並びに住所から金額並びに徴収履歴、こういったものを規定をするということで、これは

規則のほうで定めるということにしております。 

  それから、第５条といたしまして督促並びに滞納処分等でございますが、第５条第１項で

市長は市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところに

より、期限を指定してこれを督促しなければならないということで、この期限についても規

則で規定をすることとしておりまして、期限後20日ということで規則で改めて明示をいたし

ます。 

  それから第６条になります。116ページの第６条になりますが、ここの中で債権の放棄と

いうものを規定をしてございます。これは地方税法等に規定をされております不納欠損処分

に該当する項目に当たります。 

  まず、１項の１号といたしまして、債務者が生活困窮状態の状況にあるということで生活

保護法の規定による保護を受ける又はこれに準ずる状態ということで、この場合、資力の回

復が困難で履行の見込みがないと認められるという条件が、まず１号で記載をしてございま

す。 

  それから第２号といたしまして、破産法253条の１項並びに会社更生法204条の１項その他

の法令等により、債務者が当該債権についてのその責任を免れたときということで、これに

ついても、破産宣告等をしますと債務を逃れるという規定がございますので、こういった場

合にも、徴収することが困難ということで債権の放棄を規定してございます。 

  それから、施行令の171条の２の規定による強制執行等の措置又は施行令171条の４の規定

による債権の申し出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権

について債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みが

ないときという規定がございます。これらにつきましては、徴収処分、強制処分等を行った

とき、もう資力がないですよという状況になるわけではございますが、そういった場合にお
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いても不納欠損処分と同じように債権の放棄をすることができるという規定でございます。 

  それから４号といたしまして、施行令171条の５の規定による徴収停止の措置をとった場

合において、相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが困難又は不適当と

いうことで徴収停止でございますので、資力等の状況を調査した後、徴収処分等停止する措

置をとりますが、その期間が経過した後においても回復等がされない状況、履行されること

が困難という判断をされたときに不納欠損と同じような手続をとれるという規定でございま

す。 

  それから５号としまして、債務者が死亡した場合、その場合、債務について相続人全員が

放棄するというような規定がございます。そういった場合につきましても財産そのものの放

棄がございますので、債務についても放棄をするという規定になりますと、徴収が困難とい

う形になりますので、これについても不納欠損をすることができるというような規定でござ

います。 

  それから６号といたしまして、当該債権のうち、民法の規定により時効の援用を要する債

権で、消滅時効期間が満了し、債務者が失踪し、行方不明その他事情があり、徴収の見込み

がないときということで、これにつきましては、税法等の規定以外に市の債権の中には民法

の適用を受けるものがございます。そういったものにつきまして、消滅時効が消滅をさせる

ためには時効の援用というものを必要とするという規定になっております。そういった場合、

消滅時効が成立するわけですが、失踪とか行方不明になっていると、そういった時効の援用

そのものができないという規定になります。そうしますと、いつまでたってもその時効が成

立しないという規定になってしまいます。こういった場合にも、行方不明、失踪、そういっ

たものが明らかで住所が確認ができないというようなものについても、債権を放棄すること

ができるという規定でございます。これらにつきましては、地方税法等の不納欠損の規定と

同様の規定となっておるものでございます。 

  第２項といたしまして、市長は、前項の規定により、その債権を放棄したときは、規則で

定めるところにより、これを議会に報告しなければならないということで、議会への報告を

ここで義務づけております。この規則で定めるところという部分でございますが、債権の名

称であるとか額、理由、そういったものを予定をしております。また議会への報告につきま

しては、決算期の報告ということで、決算書等の説明と同時に報告をするという規定とさせ

ていただいております。この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるということで、こ

れらの不納欠損の内容を審査する管理委員会というようなものの設置についても、不納欠損

の審査等もあわせて行うというような内容のものを規則で定めるということで予定をしてお

るものでございます。 

  以上が議案第101号の債権管理条例についての補足説明でございます。 

  以上で私からの補足説明は終わらせていただきます。 

○議長（飯田正志君） 続いて、議案第102号及び議案第103号の２議案について。 
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  建設部長。 

〔建設部長 佐藤喜好君登壇〕 

○建設部長（佐藤喜好君） それでは、議案第102号、103号について説明をさせていただきま

す。 

  議案書の117ページをお願いします。あわせて議案の説明資料、３ページをお願いします。

この３ページで説明させていただきます。 

  まず、議案第102号ですけれども、制定理由、この３ページに載っています、このとおり

です。一括法によりまして、市が管理する道路の構造基準を市の条例で定めるということに

なります。 

  内容といたしまして、第２条、市道の構造の技術的基準、これが今までの道路構造令に該

当します。３条関係、標識ですけれども、これが道路標識令になります。立体交差をという

４条ですけれども、これは自動車専用道路と道路との交差方法についてうたっているもので

す。５条、移動等円滑化ということで、これはバリア新法に該当するものです 

  以上のものを県の指導を受けまして条例化するもので、この静岡県下でも隣の伊豆の国市

も含めてですけれども、ほぼ同じ文言での条例ということで、平成25年４月１日までに制定

が必要というものになります。 

  続きまして、議案第103号、議案書の119ページですけれども、今の説明資料３ページ下段

のところで説明させていただきます。 

  制定理由、これも同じく一括法の関係で、河川の構造を条例で定めるものです。 

  まず、河川ですけれども、河川には１級河川、これが国が定めて国が管理し、一部県が管

理します。２級河川、これが県が指定をして県で管理をします。準用河川、これが河川法を

準用するということで準用河川ですけれども、これが市町が指定をして市町で管理をすると。

１級、２級、準用河川以外のものが普通河川ということで河川には４つありまして、準用河

川と普通河川を伊豆市では管理しているわけです。 

  この河川法ですけれども、河川法が一括法で改正されまして、条例ではこの３条、ここの

ところが今までの河川管理施設等構造令というものでありましたけれども、これを伊豆市の

条例で定めるということになっています。 

  また、この今回の河川法では準用河川を各地方自治体の基準で定めなさいということにな

っていますので、静岡県は２級河川を管理していますけれども、静岡県では条例化はされな

いということになります。 

  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） 続いて、議案第104号から議案第106号までの３議案について。 

  健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 大城栄一君登壇〕 

○健康福祉部長（大城栄一君） それでは、議案第104号、105号、106号につきまして、補足
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説明をさせていただきます。 

  議案書のほうは121ページからとなります。また資料として配付されております条例議案

説明資料の５ページ、６ページ、そちらのほうもあわせてごらんいただければと思います。 

  地域密着型サービスに係る基準につきましては、これまで厚生労働省令で定められており

ました。地域主権一括法の施行に伴いまして、地方公共団体が条例で定めることとなりまし

たので、３つの条例を制定するものでございます。 

  それではまず、議案第104号 伊豆市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例でございますが、こちらは要介護１から５の方が利用する介護

サービスを伊豆市で提供する事業者の基準を定める条例でございます。 

  第３条で一般原則をうたい、第４条から第12条で各介護サービスの基本方針をうたってお

ります。各介護サービスにつきましては、条例議案説明資料の５ページから６ページにかけ

まして①から⑨で御説明をさせていただいておりますので、ごらんいただければと思います。 

  次に、124ページになりますけれども、条例第13条で具体的な人員等については規則に委

任すると定めております。 

  次に、議案書125ページをお願いいたします。 

  議案第105号 伊豆市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例でございますが、こちらは要支援１、２の方が利用する介護予防サービスを

伊豆市で提供する事業者の基準を定める条例で、前の条例と同じように３条で一般原則、そ

れから第４条から第６条で各介護予防サービスの基本方針、こちらも資料のほうの６ページ

①から③で御説明をさせていただいておりますので、ごらんいただければと思います。 

  次に、条例の第７条で同じように、具体的な人員を規則に委任するということになってお

ります。 

  次に、議案書の127ページ、議案第106号 伊豆市地域密着型サービスの事業者等の指定に

関する基準を定める条例ですが、第２条の地域密着型介護老人福祉施設、こちらにつきまし

ては、小規模の特別養護老人ホームで、その定員を29人以下に、また第３条で申請者の資格

を法人とすると定める条例となっております。 

  補足説明は以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 続いて、議案第107号について。 

  教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 大川 覚君登壇〕 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） それでは、議案第107号 伊豆市学校給食調理場条例

の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  議案書につきましては129ページ、説明資料につきましては４ページを御参照ください。 

  現在、学校給食につきましては、天城給食センター及び中伊豆給食センターの２カ所の給
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食センターと修善寺中学校及び修善寺南小学校の２校の自校式により調理を実施してござい

ますが、児童生徒数の減少に伴いまして全体の調理数は年々減少しており、今後の見通しも

同様でございます。このようなことから、給食センターと自校式による調理の計画を見直し、

給食センターの有効活用と人件費の削減を図るため、平成25年４月から修善寺南小学校の自

校式調理場を廃止し、中伊豆給食センターにおいて調理するために、条例の第２条の表を改

正するものでございます。また、天城給食センターと中伊豆給食センターにおけるそれぞれ

の調理数を考慮し、現在、中伊豆給食センターにおいて調理しております修善寺東小学校分

の調理を、天城給食センターで行うことと考えております。 

  議案の131ページを見ていただきたいと思います。 

  新旧対照表でございます。 

  改正前、修善寺南小学校の調理場、これは自校式ですので、ここを今回削ります。その分、

中伊豆給食センターのところに改めて修善寺南小学校を加えます。改正前の中伊豆給食セン

ター、ここに修善寺東小学校がございますが、これを改正後は天城給食センターへ移行いた

します。いずれも、なるべく距離を短くするようにということでの給食センターの変更を行

う予定でございます。 

  また、第４条の改正でございますが、学校給食法の改正に伴いまして、引用している条項

が変わりましたので、あわせて改正するものでございます。 

  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

  議案第98号から議案第107号までの10議案に対する質疑は、12月４日開催予定の本会議に

おいて行います。 

 

◎議案第１０８号、議案第１０９号の上程、説明 

○議長（飯田正志君） 日程第22、議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について（天

城ふるさと広場）について及び日程第23、議案第109号 公の施設の指定管理者の指定につ

いて（修善寺体育館・修善寺グラウンド）の２議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第108号及び109号については、平成25年３月31日をもって指定管

理の期間が満了する「天城ふるさと広場」及び「修善寺体育館・修善寺グラウンド」につい

て、伊豆市指定管理者審査会での審議結果を受け、特定非営利活動法人伊豆市体育協会を指

定管理者として指定するものでございます。 

  詳細について各部局長に説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 
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  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありましたので、これを許します。 

  まず、議案第108号について。 

  観光経済部長。 

〔観光経済部長 杉山健太郎君登壇〕 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは、議案第108号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて（天城ふるさと広場）についての補足説明をいたします。 

  議案書については133ページ、団体の概要については135ページとなります。 

  本件は、指定管理者の期間満了に伴う次期指定管理者の指定に係るものでございます。指

定管理者を指定する公の施設の名称は、天城ふるさと広場、指定管理候補者となる団体は、

特定非営利活動法人伊豆市体育協会、指定の期間は、平成25年４月１日から平成30年３月31

日までの５カ年間を予定してございます。 

  提案に至る経緯でございますが、平成23年度に実施をされました指定管理審査会の業務実

績に関する評価の結果、現在の指定管理者について、施設の維持管理や利用者の安全面、サ

ービス向上等の改善と、今後は魅力（三力）プロジェクトとの連携も考慮した上で公募によ

る選定を望むという答申をいただいてございます。 

  本年度に入りまして、市の施策として魅力（三力）プロジェクトを推進してございます特

定非営利活動法人伊豆市体育協会、こちらのほうから市のスポーツ施設の有効活用を検討す

る中、天城ふるさと広場を中核施設として位置づけて事業成果の向上を図るため、本年度で

指定管理期間の満了する当該施設についての管理運営に関する提案書というものが、私ども

のほうに提出をされました。 

  この提案内容について検討しました結果、審査会で指摘されました事項に対する改善が見

込まれること、施設の適正な維持管理と利用者サービスの向上が期待できること、また天城

ふるさと広場の条例設置目的でございます市民の健康増進及び観光振興を図るためという文

言が魅力（三力）プロジェクトの目的でございますスポーツを通じた地域活性化及び健康な

まちづくりを総合的に推進し、スポーツを核としてさまざまな連携を強化し、伊豆市ならで

はの魅力と地域ブランドの確立を目指すことという文言に相通じるものがあり、プロジェク

トの拡充と市内運動施設の有効活用を将来の方向性として従来の受け身の姿勢から逆に攻め

の提案をしていること、また地域団体として地元雇用のみならず地元業者、地元団体との協

力体制の提案、これによる地域への波及効果が期待できることなどから、公募によらない指

定管理者の選定を進めることが市にとっても有利であると判断をいたしました。 

  そこで、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例の公募によらない候補者

の選定条文第５条第１項、これによりまして、指定管理者の候補者として選定のために審査

会へ諮問をいたしました。その結果、指定管理者と指定することは適切としますとの答申を

このたび受けましたので、本条例第６条の規定によりまして、指定管理者の候補者、特定非

営利活動法人伊豆市体育協会について、議会の議決を求めるものでございます。 
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  団体の概要については、お手持ち資料135ページのとおりですので、説明は省略させてい

ただきます。 

  以上で議案第108号に関する補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（飯田正志君） 続いて、議案第109号について。 

  教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 大川 覚君登壇〕 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） それでは、議案第109号 公の施設の指定管理者の指

定について（修善寺体育館・修善寺グラウンド）の補足説明をさせていただきます。 

  議案書につきましては137ページ、団体の概要につきましては138ページにございます。 

  まず最初に、指定管理協定の期間満了に伴いまして、次期指定管理者の指定に係るもので

ございます。 

  指定管理者を指定する公の施設の名称は修善寺体育館・修善寺グラウンド、指定管理者と

なる団体は、特定非営利活動法人伊豆市体育協会。指定の期間は、平成25年４月１日から平

成28年３月31日までの３年間でございます。 

  提案までの経緯ですが、平成23年度に実施されました運営状況の中間評価において、指定

管理者の審査会の審査の結果、現指定管理者、特定非営利活動法人伊豆市体育協会について

は、おおむね健全な管理運営が行われているとの評価をいただきました。この答申を受け、

伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の公募によらない候補者の選定条

文第５条第１項第３号の規定に適合すると判断いたしました。このため、同条例５条の２に

基づき、指定管理者の候補者として選定のために審査会への諮問をいたしました。その結果、

引き続き指定管理者と指定することは適切としますとの答申を受けましたので、同条例の第

６条の規定の指定の規定により、指定管理者の候補者、特定非営利活動法人伊豆市体育協会

について、議会の議決を求めるものでございます。 

  会社の概要につきましては、先ほどのふるさと広場と同じ資料となっておりますので、省

略させていただきます。 

  以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

  議案第108号及び議案第109号の２議案に対する質疑は、12月４日開催予定の本会議におい

て行います。 

 

◎議案第１１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 日程第24、議案第110号 友好都市の提携についてを議題といたしま

す。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第110号の提案理由を申し上げます。 

  昭和57年４月に旧天城湯ヶ島町と平塚市との間で「平塚市民休養の郷」の提携がなされ、

以後さまざまな交流を通じながら相互理解と信頼関係を築いてまいりました。本年はその提

携から30周年を迎えますことから、友好都市提携により、文化・スポーツ・産業など両市の

特徴を生かした幅広い交流を進め、さらに両市のきずなを深めようというものでございます。

御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  観光経済部長。 

〔観光経済部長 杉山健太郎君登壇〕 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは、議案第110号についての補足説明をさせていた

だきます。 

  平塚市とは、先ほど市長申しましたとおり、昭和57年、旧天城湯ヶ島町との間で「平塚市

市民休養の郷」の締結がなされ、平塚市民や学校のふるさと広場への来訪を初めとして、平

塚七夕まつりへの天城連峰太鼓の出演、また毎年11月に、平塚市で開催される高山・花巻・

伊豆３市合同物産展というものがございます。これにも天城地区の山葵・椎茸生産組合が出

展し、物産ＰＲを行うなどの相互交流を行ってまいりました。23年の７月に平塚市の落合市

長、須藤議長と当市菊地市長、前議長でございます杉山議長の会談がございまして、交流の

推進が確認され、24年６月の平塚市議会議員23名の方が伊豆市を来訪されまして、このたび、

さらなる交流と両地域の活性化を図ることを目的に友好都市を結んでいこうというお話にな

ってございます。 

  24年度は、平塚市のほうも市政80周年ということと節目の年でございまして、平塚市側か

らも同市が行っている、先ほど申しました岐阜県の高山市、岩手県の花巻市と同様の協定の

レベルとしたいという意向を受けまして、このたび、友好都市の提携という本提案になった

次第でございます。 

  以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田正志君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  お諮りします。 

  本件については、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議なしと認めます。 
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  よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田正志君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第110号について原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第110号は原案のとおり承認することに決しました。 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田正志君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

  次の本会議は、11月29日午前９時半から開催し、一般質問を行います。 

  なお、当日は、発言順序１番の木村建一議員から発言順序７番の山下尚之議員までを行う

予定でおります。 

  また、本日提出されております各議案に対する質疑の通告期限は11月29日の正午となって

おりますので、御承知ください。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４６分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田正志君） 皆さん、おはようございます。 

  本日の出席議員は16名であります。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

  これより平成24年第４回伊豆市議会定例会２日目の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田正志君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（飯田正志君） 日程に基づき、一般質問を行います。 

  続いて、質問に先立ち、質問者と答弁者に御注意を申し上げます。 

  質問者は簡単明瞭に、また議題外にわたらないよう、答弁者にあっては質問の趣旨に沿い

答弁をしていただくようお願いいたします。 

  今回は10名の議員より通告されております。質問の順序は、議長への通告順といたします。

本日は、発言順序１番の木村建一議員から発言順序７番の山下尚之議員まで行います。 

  これより順次質問を許します。  

 

◇ 木 村 建 一 君 

○議長（飯田正志君） 最初に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 木村建一です。市長及び教育長に大きく４点にわたって質問いたし

ます。 

  第１は、平成22年12月に第１次伊豆市の総合計画、その中の後期基本計画がつくられまし

たが、その中に、年間出生数指標目標達成のためということで書かれてありますが、その対

策についてお尋ねします。 

  伊豆市まちづくり指標、年間出生数平成27年度目標200人を達成、目指す取り組みについ

て伺います。 

  ３点伺います。 

  １つ目、私は６月議会、そして９月議会で、教育費の軽減対策を取り上げ、市長、教育長

と議論してきました。この軽減対策は、平成27年度目標達成のために私は必要と考えます。

伊豆市の後期計画の中にあります子育ての経済的負担を軽減するための支援を充実させる内

容にもなると思いますが、いかがですか。また、どんな経済的負担軽減策の方針を考えてい
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るのか伺います。 

  ２点目、９月議会以降、市長が政策として掲げております高校生の通学費の保護者負担軽

減対策は進んでいるでしょうか。 

  ３点目、義務教育費の公費負担をどの範囲までとするのか、これも大いに今まで論議して

きましたが、子育てに教育にお金がかかり過ぎるから、欲しい子供を数までふやさない、経

済的理由によって出産、子育てをあきらめざるを得ない、子育てのつらさを解決する、この

立場から、学級費、給食費など、いわゆる学習費と言われておりますが、それへの公費負担

の検討を望みますが、市長、教育長の見解を求めます。 

  大きな２点目、来年４月に、天城地区は１つの学校になりまして、新しい学校名、天城小

学校が開校されますが、それまでに通学手段、通学路の安全対策の整備を求めるものです。 

  児童の登下校の安全は、よりよい教育環境にとって私は必要不可欠だと考えております。

６月議会に引き続き、必要不可欠な対策がどこまで進んでいるのか、今議会についてもお尋

ねします。 

  具体的には２点です。通学路の安全対策の進行状況、２つ目にバスの増便及びバス停留帯

の設置の進行状況を伺います。 

  大きな３点目、修善寺地区小学校再編・統合の発想、児童数が減ることを前提でいいのか

ということであります。重要な課題、通学手段は検討しているでしょうか。 

  ２点お尋ねします。 

  １つ目です。少子化傾向はこれからも続くことを前提にした学校の再編計画でしょうか。

市当局と知恵と力を出して、少子化対策に取り組む考えはありますか。 

  今回の再編の動機というのは、１学級の人数がどうのこうのということではなくて、クラ

スがえができる学校にするということが目的でしたが、このことが子供の人格発達に教育学

的に試され済みであるということでしょうか、お尋ねします。 

  ２つ目です。学校再編計画の原則に、新しい学校は現存の施設を活用する、新しい学校は、

したがってつくらないということであります。今ある１つの学校に児童が通学するというこ

とになります。何人の児童がバスなどの公共交通機関を利用すると予想していますか。お答

え願いたいと思います。 

  最後です。 

  天城地区に建設予定の特別養護老人ホームの進行状況についてお尋ねします。 

  天城湯ヶ島地区への特別養護老人ホーム建設に当たって、応募のあった１法人の認可を県

が決定することになりますけれども、建設までのスケジュールの説明を求めます。 

  懇話会から県に対しまして要望を出しておりますが、その内容と回答について、湯ヶ島地

区に建設されるという話を聞いた市民から幾つかの素朴な質問や疑問や不安が上がっており

ます。幾つかあったんですが、３つについてお尋ねします。 

  なぜ湯ヶ島地区の周辺部なのか。 
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  ２つ目、以前の特別養護老人ホームの場所選定と同じ感がある。現状はにぎわいのない場

所です。施設入所者、通所する老人にとって孤独感を味わわないだろうか。 

  ３点目に、他の施設にはないバス路線があることは承知しているんですが、雪や台風など

の対策などについてお尋ねしますと同時に、これは極めて大事なことだと思うんですが、確

かに県がやるんですが、利用するのはほとんどが市民ですから、市民からの意見や要望を聞

く場が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（飯田正志君） ただいまの木村建一議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  お答え申し上げます。 

  まず最初に、後期基本計画のうちの出生数、これは非常に、大変に大きな課題でございま

す。人口が減少しているのは全国どこも共通の問題、あるいは国の問題でございますけれど

も、出生数が極端に低いというのは伊豆市に特有な問題なんですね。これを何とかしなけれ

ばいけないということで、子育て支援策というのが重要な課題になってくるわけです。現状

において伊豆市では、ことし４月から医療費軽減のために中学生の通院まで助成の対象とさ

せていただきました。父子・母子家庭には、母子家庭等医療費助成を行っております。 

  また、私が市長になって、出産準備金制度というものをつくりましたけれども、出産祝い

金と出産準備金を合算した形で、昨年度から出産準備手当、これは妊娠22週目で若いお母さ

んに差し上げているものですが、これを一律４万円とさせていただきました。また、妊婦健

診の補助などで、妊娠中からの支援もさせていただいております。 

  さらに、社会福祉協議会を通じて、チャイルドシート貸し出し事業やチャイルドシート購

入補助制度もございます。 

  市といたしましては、これからも地域の皆様との、ある意味ボランティア的な活動等もあ

わせて協力をしながら、子育て支援策をさらに拡充をしてまいりたいと考えております。 

  次に、高校生の通学費、これは今、大変悩んでおりまして、実現しておりません。 

  １つには、義務教育である小学校、中学校、これは私は、本来は国がすべきだと思ってい

るんです。憲法にちゃんと義務教育は無償と書いてあるわけですから、本来は国がやるべき

ところを仕方なく、国も県もやらないので、伊豆市は２キロ以上の義務教育である小学生、

中学生の通学費は公費負担をしていると。これ、理念上そうなんですね。 

  ところが高校生になると、今度は義務教育ではなくて、みずからの意思を持って、みずか

らの高校に通学している。となると、そこの通学費補助、したいんです、伊豆市の場合には。

しかし、ここは憲法理念が根拠ではなく、政策判断になります。そうすると、そのために、

例えば3,000万円、そこで予算措置するとすると、政策判断ですから、どこかで3,000万円削
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らなければいけないわけですね。ここの優先順位のところで大変苦慮をして、まだ制度設計

でお諮りするまでには至っておりません。 

  次に、私への御質問で、特別養護老人ホームについて、まず、スケジュールでございます

けれども、ことし６月28日に、伊豆市老人福祉施設整備計画検討懇話会から社会福祉法人愛

誠会を事業とした特別養護老人ホームの整備は妥当であるとの提言書をいただきました。 

  ７月４日に、平成25年度社会福祉施設整備計画の概要調書を県に提出いたしました。 

  それから、９月に県調整会議の関係資料となる社会福祉整備計画に対する意見書を提出し、

静岡県は10月19日に社会福祉法人設立計画及び施設整備計画の審査、調整のための会議を行

い、平成25年度の施設整備を決定いたしました。 

  今後は、県による建物の基本設計審査を、これは12月５日の予定と聞いております。 

  それから、平成25年３月に実施計画の審査を受け、平成25年度に建設に着工し、平成26年

４月開設の予定となっております。 

  次に、懇話会から県に対しての要望書があったのではないかということですが、懇話会か

ら要望書は提出していないそうです。 

  それから、場所についてですが、これは、この決定の時期と私の市長選挙の時期が重なり

ましたので、そのときに湯ヶ島地区を、皆さんのお話を伺っていく中で、湯ヶ島地区は昔は

行政、観光の中心地でした。そこの地域が著しく疲弊し、また、住民の皆さんの気持ちも非

常に弱っている、傷ついていることを痛感をいたしまして、そこで、たしか湯ヶ島小学校区

という条件をつけたと思います。天城湯ヶ島地区の特別養護老人ホームについては、湯ヶ島

小学校区を優先をすると。幾つか案が出てきた場合には、優先的にそちらを審査しますとい

うような条件をつけさせていただきました。あわせて、天城湯ヶ島地区は、いずれの場所に

おいても、ある程度敷地のとれる広い場所は下田街道に面しておりますので、純粋に福祉事

業だけを進めるのではなくて、観光交流的な事業をあわせ、将来発展性のある提案をいただ

きたいという２つの条件をつけたわけでございます。その中で公募していただき、１件の応

募があったわけです。 

  これから例えば雪が降ったときにどうするか等々は、これは、下田街道は国道ですし、優

先的に除雪等の作業があると思います。あるいは愛誠会さんも大きな事業会社ですので、そ

ういった対応はとられると思っております。 

  その上で申し上げますのは、今までのように、かつてのように福祉は福祉、まちづくりは

まちづくり、ボランティアはボランティアではなくて、これを契機として、地域の皆様も含

めた新たな事業、まちづくり事業の中の拠点として、ある意味、赤字で財政破綻とか経営破

綻とかの可能性がほとんどない特別養護老人ホームを核にして、その周辺に新たな福祉事業

なのか、新たな観光事業なのか、そういったものを地域の皆さんと話し合った上で、また、

あそこが寂しくないような、いろんな市民も観光客も立ち寄るような、そのような事業に拡

充していく、それは愛誠会さんと市と地域の皆さんと協力をしながら進めていく体制をとっ
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ていきたいと、このように考えております。 

○議長（飯田正志君） 次に、教育長。 

〔教育長 勝呂信正君登壇〕 

○教育長（勝呂信正君） おはようございます。それでは、木村議員の質問にお答えいたしま

す。 

  まず、高校生の通学費の保護者負担軽減対策についてでございます。 

  伊豆市では、高校や大学においては、経済的理由により就学困難な生徒及び学生に対し、

学費とそれから通学費について教育資金として奨学金の貸付制度を実施しております。就学

についての経済的負担の軽減を図っているところでございます。高校生につきましては月額

１万6,000円を修学の期間無利子でお貸しして、平成16年度以降につきましては、５人の高

校生が利用している状況であります。 

  続きまして、義務教育費の公費負担をどこの範囲までとするかという御質問でございます。 

  ９月議会でも御質間いただいた内容ですが、御承知のとおり、特に生活状況が厳しい御家

庭に関しましては、要保護・準要保護の就学援助認定制度により、学用品、通学用品、校外

活動や修学旅行費等について支援をしているところありますので、一定の支援は保たれてい

るというふうに考えております。 

  伊豆市においては、居住地の違いによる通学費の格差を解消するため、支援について他の

市町に比べ、手厚い援助をしていただいているところです。したがいまして、財政状況が今

後厳しくなることが予想される段階で、学級費、それから給食費まで公費の負担とすること

について、市民の方の理解を得るということが難しいのではないか、そんな考えでおります。 

  今後、さらなる保護者の教育費負担軽減につきましては、財政的な面や近隣の市町の状況

も考慮しながら検討するとともに、県や国に対して教育費の充実について継続して要望をし

てまいりたいというふうに考えております。 

  続きまして、天城小学校開校までの通学手段、それから通学路の安全対策の整備をについ

てお答えします。 

  １点目の通学路の安全対策進行状況についてですが、８月に実施しました県土木事務所と

警察、教育委員会との合同点検の結果をもとに、３者で対応について協議いたしました。特

に、狩野川右岸側の県道につきましては、３カ所について区画線の引き直し、標識の移設、

ポールの設置等の安全対策について対応を進めていただいております。国道沿いの出口交差

点からＪＡ狩野支店までの間につきましては、３者協議の場で、県土木事務所に歩道の再整

備などの対応をお願いいたしました。国道につきましては、道路や歩道への安全さくなど構

造物の設置は、幅員が狭いため困難が予想されていますけれども、引き続き、安全対策を講

じていただくようお願いしてまいります。 

  ２点目のバスの増便とバス停留帯の設置の進行状況でございます。 

  バスの増便につきましては、長野地区と狩野ドーム前を起点、終点として、田沢・矢熊地
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区を経由する狩野川右岸側を通行する便の増便を計画しております。この路線の計画につき

ましては、道路運送法の規定に基づき、乗合バスの運行について協議をしていただく伊豆市

地域公共交通会議におきまして、既に承認をいただいているところでございます。 

  次に、バスの停留帯の設置でございます。 

  現在も引き続き地権者の方々に用地の協力をお願いしている状況でありますが、関係者の

方々の御協力を得ながら、県による用地の境界測量、補償物件の調査を実施していただいて

いるところであります。 

  続きまして、修善寺地区小学校再編、統合の発想、それから児童数が減ることが前提でい

いのか、それから重要な課題、通学手段の検討はしていますかということについてお答えを

いたします。 

  最初に、少子化傾向はこれからも続くことを前提にした学校の再編計画かということでご

ざいます。 

  伊豆市の学校再編は、平成21年１月、伊豆市教育振興協議会の伊豆市小中学校の適正規模

と適正配置に関する答申を受けて進められています。その答申は、伊豆市の今後の児童生徒

数の推移がその基本的な資料の１つになっております。 

  ９月議会で木村議員の質問にもお答えをさせていただきましたけれども、修善寺地区小学

校においても、児童数は減少傾向にあります。各学校の児童数の推移などの情報を提供させ

ていただきながら、保護者や地域の方々と一緒に、小規模の学校のあり方などについて、保

護者や地域住民、関係機関と活発な意見交換や議論を行っていき、子供にとってよりよい学

校づくりを推進していきたいというふうに考えております。教育委員会は、再編はあくまで

も子供が心身ともに健やかに育つことのできる環境づくりの１つの手段であるというふうに

とらえております。少子化対策につきましては、今後さらに教育条件の充実、教育環境の整

備など、教育面での対応において、市当局と知恵と力を出して取り組むことが必要だと考え

ております。 

  次に、再編の動機は１学級の人数ではなく、クラスがえができる学校にすることが、子供

の人格発達に教育学的に試され済みであるということかということでございます。 

  これにつきましては、私自身、試され済みであるという認識は持ち合わせてございません。

しかし、子供の人格の発達は、集団生活を通して人とのかかわりの中で切磋琢磨、これ、切

磋琢磨というのは競争主義ということではございません。あくまでもお互いにいいものを競

い合っていくということです。切磋琢磨し、主体性や社会性、思いやりのある心をはぐくむ

ことが重要であることは、教育に携わるだれもが認めるところであるというふうに考えてい

ます。学校という場において、子供の人格の発達には、各学年複数学級が、もちろん単学級

でもできる。でもよりよい教育環境にする、そのために複数学級は必要であるという観点の

もとで、再編が進められてきているというふうに認識しております。 

  ２点目の何人の児童がバスなどの公共交通を利用すると予測しているかということでござ
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います。 

  先ほど申し上げましたけれども、修善寺地区の小学校再編につきましては、今後、子供に

とってのよりよい学校づくりに向け地域の方々と話し合い、地域の意見を聞きながら進めて

まいりたいというふうに考えておりますので、現時点では、バスなどの公共交通を利用され

る児童の数の把握や予測はしてございません。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  木村議員。 

○１６番（木村建一君） 冒頭お話ししたように、総合計画の後期計画というのは、平成22年

12月に１年以上かけてやって、今現在２年が経過しているわけですね。それよりも前、こう

いう答弁が議会の中で市長のほうからやられています。平成20年の12月議会で、全体のさま

ざまな総合計画の中で、ただ単にこれをやれば人口減少がとまるというのではないんだとい

う意味で私はとらえているんですが、人口減少というのは歯どめがかからないと、いろんな

ことをやらなくてはならない。できれば来年の予算編成というんですから、この時点から考

えると平成21年までの予算編成が決まるまでには、出生数を300人までふやす施策を体系化

していきたいと考えておりますというふうなお話も、この後期計画をつくる前の段階で市長

は述べられていましたね。 

  それで、今お話なされましたように、私も今まで何をやってきたのかと調べました。市長

が言われるとおり、出産準備手当、それから出産一時金を合算してやること、ちょっと述べ

られなかった不妊治療の助成の問題とか、さまざまなことをやってきたことについては、私

は喜ばしいことなんだけれども、後期計画の中に書いてあって、課題としてやった子育ての

経済的負担を軽減するための支援を充実させるんだというんだから、前議会でもこの辺論議

したんですけれども、具体的に何なのかなと私思って、今回質問しているんですよ。 

  前の議会では、私は子育ての経済的負担軽減させるためには、私は一例として、修学旅行

費とか給食費とか学級費とか学年費等々の無償化を目指してでも、あのときもゼロにしろと

は言っていません、軽減対策を公費としてやったらどうですかと、これが今、後期計画の中

にある子育て経済的負担を軽減する、子育て世帯の方々への応援になるんじゃないですかと

いうようなお話をしたんですが、ちょっと具体的に、後期計画の中にある、繰り返しますが、

子育ての経済的負担を軽減するための支援を充実させるという中身がちょっと見当たらない

ものですから、お話し願いたい。 

  私はこのことが、市長が300人というのはまだ相当先ですよね。今140人か150人ぐらいに

落っこちてきているんだけれども、せめて後期計画の年間出生数、平成27年、あとわずかで

すよね。今140から150だから、さらに50人をふやしていくと。ふやしていくといったって、

これは考えなくてはならない、強制的なものではなくて、あくまでも結婚するのか子育てを

何人にするのかということは、これはそれぞれの市民の権利ですから、そこのところを尊重
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しながらも、やっぱり支援をしていくという立場に立たないと、強制的にやるべき問題じゃ

ないというふうな前提条件のもとで、具体的に経済的負担は何なのということがちょっと見

えなかったものですから、もう一度お答え願えますか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 本当にこれ、一番の課題でございます。 

  300人という数字は、私もかつて口に出したことがありまして、これは毎年の成人式、つ

まりおおむね20年前に生まれた数、伊豆市、伊豆の国市、函南町がほとんど同じなんですね。

大体成人式に招待する数が400人から450人くらい、参加される方が300人台の後半くらいだ

ったでしょうか。20年前までは、函南町と伊豆の国市の旧３町と伊豆市の旧４町は同じエネ

ルギーがあった。ほぼ同じ出生数があったわけです。今、函南町と伊豆の国市は出生数が

300人を超えているんですね。伊豆市だけが150人前後になっている。この状況を何とかしな

ければいけない。 

  そこで、いろんな方の話を伺うと、やっぱりまずは雇用なんですね。つまり20代、30代の

方々の子供さんのちょうど親になる年代の仕事が余りにもなさ過ぎる。したがって、若い世

代の雇用を確保するためには、総合的な政策、あらゆる政策を動員しなければ、これだけ疲

れ切ったところで雇用、それから所得の確保ができない。そういった意味で、総合計画はこ

こに集中しますということを申し上げたわけです。ところが、事態は全く深刻であって、

300人どころではなくて、200人に戻すことも今至難の業という。したがって、雇用の確保に

は数年、あるいはもっと長い時間かかるかもしれません。しかし、絶対やらなければいけな

い。ここであきらめてはいけないということとあわせて、今、議員から本質問にかかわりま

す、じゃ、当面の子育ての経費はどうするんだというところになってくるわけです。 

  そこで、医療費については、県が制度を拡充しましたので、今、全国市長会等では、とに

かく子供の医療費はもう全国で合わせてくださいと。市町村ごと財政力によって違うのは余

りにもひどいではありませんかということを、私だけではなく県の市長会、全国市長会で声

を合わせて、子育てにかかわる医療費は合わせてくださいという行動をしております。 

  それから、私はちょっと民主党政権のときの高校生の学費無償化というのは、反対ではあ

りませんけれども、順番が違うのではないかと思ったのは、幼稚園、保育園が先ではないで

はないでしょうかと。働くことができない幼稚園、保育園からは学費、保育費をとっておい

て、先に高校生ですかと思っていたんですが、今回、申しわけありません、全部の政党のは

見ていないんですが、民主党の公約にはなかったように覚えております。自民党の公約の中

には、３歳児から就学児までの無償化が入っていたように記憶をしております。ほかの政党

の公約も見させていただきますけれども、やはり小学校入学前の国費負担についはしっかり

見きわめて、しかるべき国にもお願いをしてまいりたいと思っています。 

  最後に、すみません、ここまで時間がかかったんですが、今の義務教育の中の修学旅行、
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それから給食費等々の、あるいは最近ある柔道着とか、そこをどうするのかというところが

あります。そこで、これは通学費と違って、等しくかかる経費だものですから、それを親に

払ってもらうか地域全体で払って負担するかというところは、まだ結論を出しておりません。

私も逡巡しておりまして、伊豆市全体で負担するものなのか、やはり親御さんに負担してい

ただくものなのか、非常に悩ましいところです。 

  ただ、教育委員会にも前からちょっと申し上げているんですが、例えば教科書、多分、今

でも毎年新しいんじゃないでしょうか。ドイツなんかはお古なんですよね。だから教科書を

きれいに使って、次に引き継いでもらって、そこで経費を浮かせた分を別のほうに回せない

だろうかとか、あるいは、実は私も柔道着は家にあるんですが、柔道着をみんなで出し合っ

て、中学校の武道で使うところは、あえて親に買ってもらわなくても柔道着が人数分ありま

すよと、そういったことはまだできるだろうと思っています。教育委員会にもちょっとこう

いったことは申し上げているんですが、できることで、もう少し親御さんの直接負担を軽減

することもできるのではないか、そんなことを今考えている状況でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問、どうぞ。 

○１６番（木村建一君） 以前にも何度かお話ししているんですけれども、本当に今、何で子

供がなかなか諸外国と比べて出生数がどんどん落ちているのと。前にもお話ししましたが、

少子化について、2011年、内閣府の国際意識調査というのが出ましたよね。その中に、本当

に深刻なんですよ。欲しい子供の数を２人、３人と答えた親が日本では８割以上いるんです

よね。にもかかわらず、ここからです。欲しい子供の数までふやせないという人が５割以上

いると。その理由は何なのと。だから私、繰り返しお話ししているんですが、一番言うのは、

子育てや教育費にお金がかかり過ぎるから。そうしますと、子育てに教育にお金がかかり過

ぎるから、それに対して何とかしたいよというのが後期計画の方針にあるものだから、別に

教育費だけの、修学旅行費等々だけやれば私はすっといくとは思わないんだけれども、重要

な要素として、そこのところを提案している。 

  経済的理由によって出産をあきらめざるを得ないというのは、本当に日本社会が異常だと

思うんですね。今、市長が所得の向上と言われました。以前もいろんな話をしている中で、

人口減少の問題、これは全般的な形で言われたんですが、住宅をふやし世帯を誘致すること

とか、所得をふやすこと等々言われていたんですね。でも、現実に所得をふやすとなると、

それはそう簡単にはいかないと思うんです。でも、150億円か160億円の予算の中でどういう

ふうに配分するのかというところの今言われた政治的判断のもとで私は子育て支援をやっぱ

りやっていきましょう、充実させる必要があるということで計画にあるんだから、少しでも

後期計画の200人になりたいねというところに近づけるようなメッセージを出せるんじゃな

いかと思って、この問題を取り上げているんです。 

  それから、以前論議になった、無償化すると全部ただにするという条件が前の議会であっ

たんですけれども、いわゆる支払い能力があるのにその人たちにお金を、また公費をやると、
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逆差別になるんじゃないかというお話をなされたんですけれども、私は逆の考えで、税制問

題から考えるならば、基本的には累進課税でたくさんお金を稼いでいる人はお金を払うんで

すね。税金として払う、市民税として払う。そうすると、収入を得て課税されて、支払いを

免れる以上の金銭を税としてまた徴収されるという、逆にいうならば、そういう逆差別にな

るもので、そんなにも私は問題ないと思う。 

  それから関連して、高校生についてどう考えるのかと。これは義務教育じゃない。確かに

日本は、国の政策は本当に貧弱なんですね。でも、この点はやっぱり私、目にとめておく必

要があると思うのは、つい最近、国際人権Ａ規約というのがある。これは何かというと、中

高等教育の無償化を国際的にずっと責められていたんですよね。それでずっと留保してきた。

締約国を調べたら160カ国あるんだけれども、政府として無償化するような形でやりなさい

と、それに対して留保しますと言っているんだけれども、わかるけれども、やりませんと言

わないんだけれども、とどめおくと言ったのがびっくりしたのは日本とマダガスカルだけだ

ったんですね。そうなんだけれども、これは条約を発効しますよということで、あとは国家

承認が要るんですけれども、これ閣議決定されて、中高等教育への無償化について、国際的

な水準に基づいてちゃんとやれと、政府として、国としてやりなさいということで認めたと

いう状況をやっぱり把握する必要があると思うんですね。 

  だから高校は義務教育じゃないんだからだめだということを言っていてはだめだというこ

とを日本政府もやっと認めた。それはやっぱりいろんな方々の国民運動ですよ。ただ単に政

府がああそうですかとやったわけじゃないんだから、その点も含めながら考えると同時に、

土肥の方々から私いろいろ聞いていますよ。本当に１カ月で５万円か６万円かかるんですよ

ね、修善寺駅まで行くのに。それからまた伊豆箱根に乗ると、またそれにかかっちゃうと。

何とかしてほしいという要求も出てきているんですね。以前も、市長は校長からもそんな話

を聞いていますという答弁をいただいているわけですから、何も今までどおりの子育て支援

策でちゅうちょしている、それが１年２年と進むならば、やっぱりますます子供たちが伊豆

市にとって少なくなる。少なくなるということはどういうことかと。若者がここに住みたく

ても住めなくなるような状況で、どこに住みたいですかと。住みやすいんだけれども、住み

たくないという状況がやっぱりアンケート等々に出ているものですから、それについて、や

っぱりきちっとやる必要があるんじゃないでしょうかというふうに思うんです。 

  以前、高福祉高負担、中福祉中負担の選択と市長は述べたんですが、これも調べてみたん

だけれども、確かにドイツが消費税が19％ですよ。しかしながら、日本の税率が今、今度上

げようとしていますけれども、消費税が５％。そうすると、何を比較しなくてはならないか。

税収全体に占める消費税収の割合を見ると、国に納めている税金の消費税率の割合を見ると、

日本は約29％、ドイツは38％ですから、消費税率からいくと、約４倍の差があるんだけれど

も、税収全体に占める消費税収の割合を見ると、そんなに差がないと。 

  御存じのように、ドイツは進んでいるからわかります。いろんな軽減税率をドイツはやっ
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ている。それからイギリスなんかは食料品なんかはゼロ税率やっているということですから、

消費税において、高いから社会保障費が充実させるという考え方では、これはまずいなと思

うんです。これは国政の問題だから余り触れたくないんだけれども、要は、国がやらないん

だったら、やっぱり伊豆市が前向きに検討して、後期計画を少しでも、これをやれば到達で

きるとは思いませんよ。なんだけれども、少しでも近づけるような、本当に子育てしやすい

伊豆市に方向性が向いているねというところぐらいをやっぱり私は向かうべきじゃないかと

思うんですけれども、もう一度答弁願えますか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ２つのことについて御答弁申し上げます。 

  まず、義務教育のほうの親御さんの負担力に応じてということは、私はちょっとそこは言

った記憶がないのですが、高校の場合には、現行制度を前提にすれば、全部一律無償化より

もそれより厳しい方に支援するべきだと思うんですが、義務教育においては、親がどういう

状況にあるかということは私は関係ないと思っているので、ですから、給食費とか修学旅行

費とかその他の学費等々は、もし市がどこかで行政的支援をするのであれば、そこは義務教

育の部分については公平にすべきだと思います。そこについては、これから現状をずっと継

続するとは申し上げませんので、教育委員会と市のほうがどのような支援の拡充ができるの

かは検討させていただきたいと思います。 

  それから、高校生については、確かに、ほとんどの先進国では高校まで無償化なんですね。

やっぱり気になるんですよ。ドイツがもう一つあるのは、消費税が19％、ほかの先進国ヨー

ロッパもみんな20％から25％、負担が高いということもあるけれども、それによってほぼ高

校は全入ですから、教育レベルの維持が大事になるわけです。そこで、フランス、イギリス

は私知らないんですけれども、ドイツの場合は中学生でも留年するんです。ですから、ある

学力まで行かない子は小学校、中学校でも同じ学年を繰り返させるということは、そんなに

珍しい例ではないんですね。そうやって教育レベルを担保している。そういったことをやる。 

  それからもう一つは、東京の大学に集中しないんです。大学は均等、国土の中に文化も教

育もほぼ均等に散らばっていますから、日本のように、とにかく教育も仕事も東京に行かな

ければないということが起こっていないんですね。ですから、比較的同じ自分の州の中の大

学で、そこで教育も受けるし、バイトしながら大学も出られるという、やっぱり社会状況が

多少違いますので、同じように比較はできないと思いますけれども、できれば日本の場合は、

もしこれを進めるのであれば、高校に対する、あるいは高等教育に対する国の政策を一回整

理整頓をして、その中で日本のあるべき姿、日本の社会に一番適した姿をしっかり確立して

いただきたい。その上で、伊豆市もそれに従っていきますが、ただ、議員のおっしゃった、

そんなことを言ったって毎月７万円かかっているじゃないかというところについては、もう

少し財源を探させてください。申しわけありません。 
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○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 負担の問題については前向きに、私は今回の議会の中で市長の答弁

をいただいたなと思っています。というのは、前、通学費を全額公費負担するという問題と、

修学旅行費等々考えたときに、通学費はどこにいたってやっぱり子育て支援で大事だという

ところで無償化、でも修学旅行費というのはちょっと違うんだよという話をなされたので、

今回はちょっとまた角度を変えて答弁されたので、ぜひ、どういう形で支援できるのか、子

育ての経済的負担を軽減するための１つの対策として検討していただきたい。 

  それから、高校生の通学費問題、さまざまな課題が当然あるんですけれども、この問題に

ついては、前の９月議会の答弁の中で、高校生の通学問題については、これらについて優先

課題で検討してもらいたいということですから、ぜひこの点は検討していただきたい。ただ

単に土肥高校がどうのこうのという問題、土肥の地区の方々の問題だけではない、伊豆市全

体の問題として取り上げていただきたいというふうに思っています。 

  次に移ります。 

  ちょっとわからないのは、天城小学校ができるんだけれども、通学手段が本当に大丈夫な

のという、何か検討、検討、検討で、対策をやりますと。え、まだですかということですよ。

まだなんですか。本当に３月までに、見切り発車というのは私は大嫌いですから。これはな

ぜかというと、子供たちの命にかかわる問題ですよ。それが、対バス会社の問題とか、それ

からもう一つ県、それから警察との兼ね合いは当然あるんだけれども、教育長も途中から引

き継いで、教育委員会組織としては去年12月にこの議会で天城小学校にするんだよと、現狩

野小学校にするんだよということで、もう１年ですよね。じゃ、一体全体この１年間何やっ

てきたのということを私は問いたいですよ。当然、その点はもう一度、教育委員会できちっ

と位置づけていただかないと。 

  右岸側の増便はほぼいいだろうと、これ、ちょっとわからない。お答え願いたい。何か伊

豆市の交通何とかという組織でやったからということで、じゃ、これはスタートするという

ことでよろしいですか。そうしますと、あと残る課題、持越、金山、茅野というのは、また

同じように遠いですよね。その児童はどうするのという課題がある。ましてや、御存じのよ

うに、あそこは、あるところは朝１便、夜１便ですよ。どうやって子供が通うのと。そうす

ると、また結局、親が今でもやっているんです。さらに時間が朝は早く、下校時間は遅くな

っちゃうと、それへの便はどうするんですか。結局、学校を１つにしたがために親の負担が

ますますふえるという環境だったら、私は子供たちによりよい環境というかもしれないんだ

けれども、それは大変な状況になる。親がさらに大変になるというところなもので、本当に

安全対策をどうするのかなと。すごく私は今聞いていて、何がどこまで進んでいるのかよく

わからない。 

  できるかどうかわからないけれども、１つさらに提案します。ちょっと古い資料ですけれ
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ども、歩車分離信号、いわゆる歩行者と車道、よく東京なんかやっていますよね。スクラン

ブル交差点。警察庁がこれをやった実験をしたと。そうしますと、交通人身事故の発生件数

が42％減少して、中でも人対車両の事故は70％減少したという調査結果なんですね。残念な

がらこの歩車分離というのは、日本全国見渡すと、何か資料によると７％しか進んでいない

と。ただし、あそこの狩野というのは、前にもお話ししましたように、天城湯ヶ島学区の中

で一番交通量が多いところですよね。下田から来る、土肥のほうから来る。特に朝、夕方あ

たりというのは大変な状況で、とりわけ私は登校時間中にすごく心配するんだけれども、そ

れへの対策というのは、１つの対策として歩車分離対策というのもやっぱり検討して提案し

て、このあたりは警察ですか、どうするのかということをひとつ考えていただければと思う

んですが、ちょっともう一度、到達点はどこまで来ているのか。それから持越、金山、茅野

の児童はどうするのかということでお答えください。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） ただいまの子供たちの通学の関係でございますが、先

ほど教育長のほうから答弁いたしましたように、新しく長野から市山経由、田沢、矢熊を経

由しまして、狩野ドームのところでの終点、この道路の認可を市当局または県関係機関のほ

うにお願いをいたしまして、先日、協議会のほうで御了解をいただいたと。これにつきまし

ては、この後、バス事業者である東海バスさんが正式に許認可申請をして、通常よりも早く

その路線の認可がおりると聞いてございます。 

  このために、すべての上地区の子供たちが本線上のバスに乗るという最悪の事態は避けら

れたと思っております。子供たちがどのバスに乗るかということにつきましては、幾つか保

護者の方にアンケートを行いまして、それぞれの子供がどこのバス停で乗るかを把握いたし

ました。現行のバスダイヤを学校の始業時間、行事等に合わせてダイヤ改正することによっ

て、指定されたバスに乗れば子供たちがバスで通学できるというシミュレーションまでいた

しまして、これにつきましては、10月の頭に湯ヶ島、月ヶ瀬、狩野の小学校の校長先生並び

に中学校の校長先生に集まっていただきまして、私どもの試案を説明させていただきました。 

  その後、この10月に、それぞれの学校でＰＴＡの臨時総会を開いていただいた際に、私ど

もの考えを御説明させていただいておいたわけです。ただ、詳細につきましては、時間が前

後しますが、あくまでも川東線の新規バス路線が認可されるという条件つきのシミュレーシ

ョンですので、また、詳しいバスの時間等につきましては御説明させていただく予定でおり

ます。 

  スクランブル交差点、歩行者、また、自動車の分離交差点の対策の関係でございますが、

これについては、今回の合同調査の点検概要の中には上がってきてございません。ただ、検

討すべき内容かとは思っております。 

  持越、桐山、湯ヶ島、この始発の３本と長野、田沢経由の狩野ドームの１本を増便し、計
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４本で朝の便は対応するという考えで今進めてございます。帰りにつきましては、現行の路

線と新規路線のところに２本、下級生の時間帯、上級生の時間帯に合わせた長野便を増設し

て対応する考えでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） ほかの課題があるから少し。増設しますと。それについてはもうバ

ス会社とオーケーになっているんですね。 

  それからもう一つ、用地交渉、境界を県の土木事務所と地権者と話し合いをしますという

ところはわかったんだけれども、４月開校までにちゃんと子供たちがおり立って、安心して

乗りおりできる、そういうスペースというのは間に合うということでいいんですね。 

  それから、前お話しましたね。具体的提案をしました。ただ単にやれやれというのは私は、

歩車道との区別をちゃんとやりましょうねと。全部じゃないけれども、ガードパイプをつけ

たらどうですかという提案をしました。それから、ここは通学区域で子供たちがたくさん来

ますよという看板を出して、観光客にもわかるような、そういうゾーンですよと、子供がた

くさん行き来しているんですよということでわかるようにしましょうと。それから、道路に

線を引きまして、目を引いて、ちょっと視覚的に車道が狭くなるようにすれば、車を運転す

る人は少しスピードを緩めたりとかということもあるんじゃないですかということで提案し

ましたんですが、それについてはどうなっているんですか。別に必要ないというなら必要な

いでいいです。やられたのかどうか。 

  それから、最後に、準備会の地域サポート部会がこの通学問題についてやることになって

いるんですよね。でも、一番新しいナンバー14の準備会だよりを見ると、保護者、サポート

部会からの報告はあったんだけれども、通学問題については、今、事務局長がお話しされま

したように、学校の先生とやりとりしてＰＴＡに話をしたと。じゃ、地域サポート部会はど

ういう役割を果たしていたのか。お答え願います。 

○議長（飯田正志君） 事務局長。 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） １点目のバスの停車帯の関係でございますが、今の状

況からいたしますと、４月開校までに完全なる停車帯の完成はちょっと無理があると考えて

おります。具体的には、県の御協力をいただきまして、既に地権者の方と用地並びに補償の

ほうのお話をさせていただいているところでございます。ゾーンとかラインとかの関係につ

きましても、それに伴って一緒に考えていただくよう要望している、考えてございます。 

  準備会のサポート部会の関係でございますが、やはり先ほどＰＴＡの臨時総会にお話しす

る内容と同じようにさせていただいて、御理解をいただいたところでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） どうぞ、木村議員。 

○１６番（木村建一君） 確認しますね。子供たちが車道、国道沿いの中で、歩道を歩かざる
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を得ないところというのは、対策というのは具体的にこうしてほしいということは要求され

ましたか。それはなしですか。ただ狭いからだめだとか、いいとか悪いとかとなったんです

か。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） ６月の時点で、木村議員のほうから３点ありました。それにつきま

して、警察、それから土木事務所、支所のほうも入りますけれども、いろいろお願いをしま

した。これは教育委員会だけでやる、可能だということではありませんので、今、そちらに

もお願いする。その中で警察だとか土木事務所のほうで、ここはちょっと無理だという話も

恐らく、まだ私の耳には入ってきませんが、ただその時点では、３者で教育委員会だけの問

題ではないという話は伺っておりますので、まだ具体的にガードパイプの件については結論

は出ていない状況でございます。 

  当然、安全については教育委員会としては最善を尽くしてまいります。それから先ほど、

局長のほうで、子供が安全に乗りおりできる場所、恐らく狩野小、今度新しくなる学校の前

あたりがその対象場所になるわけですけれども、それについては、もうできるだけ全力を尽

くしていきたいというふうに思っています。今はそのことを言わせていただく限りでござい

ます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 次に移ります。 

  今、バスの問題をちょっと取り上げてお話ししましたが、修善寺地区もこの方針でいくと

同じ状況になっている。決まりましたと。どうしても４つある小学校を１校にしたいという

方針で、なかなかそこは頑張っていられるようだけれども。そうすると、ちょっと調べたら、

現状の４つある修善寺小学校の中のどれかと選ぶわけですね。そうすると、一番立地条件で、

例えばそうなるかどうかわからないけれども。一番面積的にちゃんと確保できるというのは

南小学校ですよね。何年先にこれができるかどうかわからない。予想して、３年後ぐらいに

今の子供たちの数で一緒になったとしたら、計算したら、450人の子供たちが南小学校にど

んと来ちゃうんですよ。バスをどうするのという、そのあたりまでもひっくるめて、私は２

クラスになったらいい教育環境だと、私はそんなしゃくし定規的な形でやってはまずいと思

っているんだけれども、それは置いておいても、通学の手段の問題をどうするのと。 

  子供たちが学校へ通うための環境づくりをきちっとやっていかない限り、同時並行的にや

っていかない限り、こういう問題は必ず出てくる。結果的にそうでしょう。天城湯ヶ島学区

だって結局おくれるじゃないですか。本来ならば、また４月間に合いませんから、保護者の

方々が朝、登下校時、人垣作戦でやってくださいということにするのかなと私は思う。それ

ではまた保護者負担ですよ。何がいい教育環境だと私は思う。それらも含めて、保護者の人
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たちと一緒に話をするということをやっていただきたい。 

  どういう子供を育てていきたいのかは次回に回します。クラスがえができる学校にすると

いうことはいい教育環境だと。今現在の子供たちの置かれている状況というのは、日本全国

そうで、何なのというところから出発していかないと、いわゆる競争ですよね、今。何だか

んだいいながら競争、競争でやられちゃっているから。 

  １つだけ、ユネスコもそうですけれども、それから経済開発協力機構加盟25カ国で15歳の

子供たちに意識調査したら、日本の子供が孤独を感じるというのは約30％いるんです。ひと

りぼっちなんですよ。なぜそうなるのと。やっぱり何だかんだいいながら、学習塾に行くの

がこの５年10年の中で物すごくふえているんですよね。約４割が学習塾に行っていると。い

ろんなことを言っているんだけれども、競争社会の中で１点でもいい点数をとるのが自分の

人生だという、追い込まれていっちゃう。できない子はもう切り捨てられると。できる子は

どうするのか。早く回答しろという社会状況ですよ。いわゆる自己責任論の問題が出ている

ので、本当に大人も含めて子供たちがどんな子供に育ってほしいのかと。どんな人間になっ

てほしいのかということを本当に前提条件にしながら、子供たちの今のクラスでどうなのと

いうことを話していかないと、数合わせで集めればいい教育環境だとは私は絶対思わないん

だよね。ただし、いろんな課題があるもので、その点については、きちっとまた後ほど、次

の議会でまた話します。 

  最後の件はもう時間がないものですから、状況はわかりましたので、また後ほどやらせて

いただきます。ありがとうございます。 

○議長（飯田正志君） これで木村建一議員の質問を終了します。 

  ここで、１時間たちましたので、40分まで10分休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

 

◇ 杉 山   誠 君 

○議長（飯田正志君） 次に、12番、杉山誠議員。 

〔１２番 杉山 誠君登壇〕 

○１２番（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。通告に従い一般質問をいたします。 

  初めに、子育て環境の整備について市長に伺います。 

  伊豆市の抱える大きな課題として、人口の減少、とりわけ若年世代の減少が挙げられてい

ます。その対策として雇用の場の創出が求められることはもちろんですが、共働き世帯の増

加に伴い、保育園や幼稚園などの環境整備も重要な施策と考えます。 
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  国においては、さきの通常国会で、社会保障と税の一体改革の重要な柱の１つとして、子

ども・子育て関連３法が成立しました。この法律は、保育所、幼稚園、認定こども園の拡充

を図ることを目的としていますが、具体的な制度運用に当たっては現場の自治体が重要な役

目を負うことになります。当市としても国の動向を見きわめつつ、できる限り円滑かつ速や

かに新制度を導入できるよう、万全の準備をしていくべきであると考えます。 

  そこで以下、具体的に質問をいたします。 

  まず、子ども・子育て支援法第77条において、市区町村において地方版子ども・子育て会

議を設置することを努力義務化していますが、子育て家庭のニーズを把握して施策を行う仕

組みは、国のみならず地方においても極めて重要と考えます。当市においても、子育て家庭

のニーズがより一層反映できるよう、来年度から子育て当事者等をメンバーとする合議制機

関を新たに設置することが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  また、今回の子ども・子育て支援法の制定により、すべての自治体が事業計画を策定しな

ければならないこととなっています。事業計画の期間は５年です。この事業計画策定に当た

っては、国の基本指針に基づき、子育て家庭の状況及びニーズをしっかりと調査し、把握す

ることが求められています。平成27年度からの本格施行に向け、事業計画を平成26年度半ば

までに策定するためには、平成25年度予算において、事業計画策定に向けたニーズ調査のた

めの経費を計上することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

  さらに、新たな制度への移行に向け、利用者の中には具体的にどのような制度となるのか、

保育料はどうなるのか等々の不安の声が寄せられています。利用者に対して新たな制度につ

いての情報を丁寧に提供するとともに、身近な場所で利用者の気軽な相談にも応じられる体

制を整えていくことが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、小型家電におけるレアメタル等の回収、リサイクルの取り組みについて伺います。 

  現在、小型家電に含まれるレアメタルや貴金属は多くを輸入に依存し、その大半はリサイ

クルされずに、ごみとして埋め立て処分されています。本年８月、小型家電リサイクル法が

成立し、来年４月に施行されることになりました。この法律は、１つ目に、鉱物資源である

レアメタルなどの資源確保、２つ目に、鉛などの有害物質の環境リスク管理、３つ目に、最

終処分場への埋め立ての減量化の３つの視点から、循環型社会形成の推進を目的としていま

す。 

  また、新制度では、消費者や事業者に新たな負担や義務を果たすこれまでの各種リサイク

ル法とは異なり、自治体とリサイクル事業者が柔軟に連携して、地域の実態に合わせた形で

リサイクルを推進することがねらいとなっています。回収業務の中心的役割を担う自治体が

どれだけ参加できるかがリサイクル推進のかぎとなりますが、当市における取り組みはいか

がでしょうか。 

  最後に、ジェネリック医薬品の普及促進について伺います。 

  ジェネリック医薬品は、新薬、先発医薬品と有効成分やその含有量は同じで、効き目や品
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質、安全性が同等の医薬品です。先発医薬品の特許が切れた後に、厚生労働大臣の承認のも

とに新たに他社から製造販売されるため、後発医薬品とも言われます。しかし、薬の価格は

先発医薬品のおおむね７割以下で、中には５割以下の薬もあるなど、先発医薬品と比べて大

幅に安いのが特徴です。新薬の開発には９年から17年程度の長い期間と数百億円もの投資が

必要と言われており、研究開発にかかるコストが薬の価格にも反映されています。一方、ジ

ェネリック医薬品の場合、有効性や安全性が既に確認されている先発医薬品の有効成分を利

用するため、開発期間や経費を大幅に抑えることができます。そのため、薬の価格も安く設

定することができるものです。 

  高齢社会の進展とともに年々増加している医療費の削減効果や患者負担の軽減のためにも、

ジェネリック医薬品の普及が求められています。ジェネリック医薬品は、医師による処方が

必要な医薬品であるため、患者が医師に対してジェネリック医薬品を使いたいとの意思表示

をしやすいように、ジェネリック医薬品希望カードを配布するなど、市でも普及に力を入れ

てはいかがでしょうか。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） ただいまの杉山誠議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、初めの子育て環境の整備についてですが、子ども・子育て関連法においては、市民

の皆さんの意見を聞くことは義務づけられているということで、合議機関を置く、置かない

にかかわらず、そのような意見確認はさせていただきます。それで、条例の中で定めるとこ

ろにより市議会その他の合議制機関を置くように努めるものとする。ここは努力義務と書か

れているところですが、まだ、この内容について県から市への説明会が１回だけだそうで、

そのような合議機関があったほうがいいのか、ないほうがむしろ効率的なのか、実はまだ詳

細がよくわからない、そのような状況だと報告を受けておりまして、しっかりそのような中

身を精査した上で、合議的機関を置くべきか、置かないほうがむしろ効率的なのか、判断を

させていただきたいと思っております。 

  それから、平成25年度に国の基本指針に基づき、子ども・子育て支援事業計画の策定に向

けた基礎調査というべきニーズ調査を実施する予定としております。この中では、保育需要

と供給、次世代育成支援行動計画の検証・評価、今後の子ども・子育て支援に必要な施策立

案に資する基礎データなどを収集することとしています。そしてそれを踏まえて、平成26年

度に市としての子ども・子育て支援事業計画を策定いたします。 

  それから、平成27年度からの新制度にかかわる不安等については、現在、国のほうで制度

の詳細にかかわる審議をしているところです。制度についての内容が確定しました折には、

最新の情報を利用者の皆様へ情報公開し、周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 
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  また、身近な場所での相談に応じられる体制については、現在担当する課の中で、電話相

談を含めて、24時間いつでも相談できる対応について検討しているところでございます。 

  それから、２つ目のレアメタル等の回収について、これは詳細について追質問があれば、

担当の部長から答弁をさせますが、いわゆる小型家電リサイクル法は本年８月に既に制定さ

れ、平成25年、来年４月１日から施行されることとなっています。この法律の政令で指定さ

れると思われる96品目のリストに該当するものについては、現状では缶以外の金属として収

集しており、小型家電製品を市職員がピックアップ回収し、処理業者へ引き渡すことにより、

資源のリサイクルを実施しております。 

  ただ、このリストの中には携帯電話やＩＣレコーダーなど、個人情報に関係する可能性が

あるものも含まれていることから、個人情報保護の観点から、集積所への分別排出は現実的

には難しいものと考えております。当面は、現状のまま市職員によるピックアップ回収を実

施し、今後決定される認可事業者へ処理を委託することを計画しております。 

  今年度中には施行についてのガイドラインが示されることになっていますので、これに基

づき具体的な、必要であれば新たな対応を検討してまいります。 

  最後の医薬品につきましては、昨日だったでしょうか、テレビの討論会でも、不要な薬、

病院で処方してもらったけれども、捨てている薬だけで１兆円前後あるんだそうで、あるい

は、毎年１回、田方医師会の先生方と市長部局で意見交換会もする中で、ジェネリックにつ

いての御意見も伺っております。医療費の中での医薬品の扱いについては１つの大きな課題

であろうと認識しております。 

  平成23年度の伊豆市の国保事業においては、調剤費が約６億3,200万円、療養給付費の

16％余が調剤費となっております。このような状況の中で、ジェネリック医薬品の普及が医

療費の削減に効果的であることはある程度はっきりしておりますので、ジェネリック希望カ

ードを作成し、窓口に来庁される市民の皆様への配布を行っているところでございます。 

  今後は、希望カードの個別配布や服用している薬をジェネリックに切りかえた場合との差

額通知の送付を行うことなどで、引き続き、ジェネリックの普及を含めた医療費の削減に努

めてまいりたいと考えております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） まず、子ども・子育て関連３法なんですけれども、一番大きな問題

として、今までは保育園と幼稚園が管轄が違うということで、厚生労働省、そして文部科学

省、その２つの管轄で縦割り行政であったものが、今度、国のほうでも統一されて、１つの

機関を通じてそれらの施策が行われるということで、伊豆市においても今まで障害となって

いた、よく保護者の方から言われることに、働きたいから保育園へ入れたいんだけれども、

働いているという証明がないと保育園へ入れてもらえないということで、まず保育園への入

所要件が、保育に欠けるという項目があったんですけれども、今度、法改正によって、保育



－57－ 

を必要とするということに変わりました。単なる言葉の違いではなくて、やはり具体的に幾

つかの点で変わってきていると思うんですけれども。いずれにしても、県のほうの説明がま

だないということなんですけれども、これ、私いつも国の情報を得て質問させていただくと、

まだよくわからないということを答弁いただくことが多いんですけれども、先進的な自治体

においては、既にそういった国の情報をつかんで、例えば、大阪府の池田市というところな

んですけれども、既に子ども・子育て会議というものを平成23年度、ことし１月30日から開

催していまして、既に民主党政権が進めていた子ども・子育て新システム、これについての

説明、あるいはいろいろな体制づくり、これらを進めていたそうであります。 

  そして、今回、３党合意によってそれらが改善されまして、子ども・子育ての関連３法と

いうことになったんですけれども、そのことについてもこの７月31日、法律が制定されるよ

り前に会議を開いて、この会議録はインターネットで出したものなんですけれども、既に子

ども・子育て関連３法についての説明、趣旨、そういったものも会議の中で説明されていま

す。 

  そういった取り組みというのは、やはり伊豆市としても、先ほどの木村議員の質問にもあ

りましたように、子育て環境をよくしていくということは非常に重要な政策の１つでありま

すので、待ちの姿勢ではなくて、やはりその先を見据えてこちらも準備をしていく、そうい

った対応を素早く整えることが必要だと思うんですけれども、情報としては入ってくるわけ

ですので、そういう情報をキャッチして進めていく、そういうことは非常に大事だと思いま

す。そういう１つの姿勢として求めたいわけなんですけれども、具体的に、今回の改正で、

保育要件、入所要件とか、そういうものが具体的に変わることがあるのかどうか、ちょっと

心配している人もいるものですから、わかる範囲でお願いしたいんですけれども。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 最後の要件のところについては、後ほど部長から説明をさせます。 

  私が待ちの姿勢だと、今御指摘いただいたんですが、これは御質問にありました合議制の

機関の設置が、本当にそれが伊豆市にとって必要で、かつつくらなければいけないのか。例

えば大阪府の池田市は、大変前の市長さんは私、非常に尊敬しておりまして、まちづくり協

議会とか非常に先進的な行政をされています。ただ、あそこの大きなまちと、伊豆市のよう

に極端に言えば合議機関がなくても頻繁に親御さんと意見交換しているところで、あえてそ

ういったものをつくる、もう一つ何かをつくる必要があるのだろうかと。例えば、保育料の

軽減率は伊豆市は県で一番大きい。つまり、保育料は一番下げている。あるいは幼稚園と保

育園の柔軟運用というのも十分にしておりまして、お母さんが働いているから保育園、今度

２人目が生まれたから、そっちはもう一回幼稚園へ行ってもう一回保育園へ戻せなどという

ことをしないように、柔軟な運用にも努めておりますし、今まで幼稚園がなかった中伊豆地

区では、保育園の中で幼稚園教育もしているし、そういった運用については、かなり先行的

にやっていると自負をしているところでございます。もちろん改善するべきところはまだ
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多々あろうかと思っておりますけれども。 

  最後の入所の要件については、部長から答弁をさせます。 

○議長（飯田正志君） それでは、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） それでは、入所の要件ですが、先ほど御説明があった保育に

欠ける児童から保育を必要とする児童に変更になります。これまで対象とならなかったパー

トタイムで働いている方、あるいは求職中である方、あるいは家族に介護者がいるなどの理

由に基づく保育の希望者については、保育を必要とする児童に該当するというように改めら

れてまいります。 

  それから、先ほどの池田市の例ですけれども、池田市については、子ども支援の条例とい

うのがもともとございまして、池田市子ども見回り委員会というのがその中に設置されるよ

うになっております。この委員会を子ども・子育て会議に改正するということで進めている

ようです。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） 人口規模が違う、池田市は10万人規模なんですけれども、それだけ

ではないと思いますので、やはり利用者の方の声、市長は常々聞いていると言われましたけ

れども、やはりそれを集約する手段としては、ある程度そういった組織的なものも必要では

ないかと思います。 

  それから、この制度も改正によりまして、今まで幼保連携型の認定こども園、これが新し

い形で指導監督が一本化されるわけなんですけれども、現存する幼保は、連携型の認定こど

も園、今現状、市内にあるものなんですけれども、ここに対する園児の受け入れ体制、ある

いはまた施設の体制、そして国からの給付の体制、これらについてどのように変わるのか、

ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 今後、国において、基本指針というのが示されてきます。そ

の内容を踏まえて計画を立てていくんですが、まずは来年度、ニーズ調査を行います。これ

は新年度予算に要求をしてございます。その結果を踏まえて、幼保連携型認定こども園の移

行の検討ですとか、地域型保育給付の創設というのがございました。これは小規模の保育に

対するものですが、その辺の検討、それから一時預かりの場をふやすなどの検討をニーズ調

査、あるいは県の基本指針を踏まえまして策定をしていく予定ございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） そうすると、やはり受け入れが幅広くなるというようなとらえ方を

しているんですけれども、あとやはり要望が多いあゆのさとの施設ができて、非常に人気が



－59－ 

あるんですけれども、やっぱり入りたくても入れない方、そういった声も聞きます。今後、

市内の今ある現状の保育園、あるいは幼稚園をこのままの形でいくのか、それとも新しい制

度が変わったことによって幼保連携型に導いていくのか、その辺のところを、計画というか

考えをお持ちでしょうか。伺います。 

○議長（飯田正志君） 市長、答弁願います。 

○市長（菊地 豊君） いろんな御意見があるのは承知しています。しかし、今、あゆのさと

が非常に人気が高いんですけれども、１つは立地ということもあろうかと思いますが、もう

一つは、やはりあそこは民営ですので、非常に伊豆市のような財政力のところではいい施設

をつくりやすいんですね。それからもう一つは、保育士さん、あるいは幼稚園の先生方が公

務員がいいのか、民間がいいのかという議論、内容については私はよくわかりませんけれど

も、しかし、伊豆市の職員をさらに削減する必要、これは大分あちらこちらからいただいて

おりまして、それを考えますと、こども園にして、民営にしていく。そしていい施設をつく

っていく。これは１つの有力な方向ではないかと考えております。 

  まだ意見は集約しておりませんけれども、その中で一番判断基準は、やはり子供さんとそ

れから親御さんにとって、一番いいシステムはどれなのかということを、きょうあした詰め

る必要もないと思っておりますけれども、少しだけ時間をいただいて、その地域の子供さん

と親御さんのニーズに合った最適な施設に、その方向で進めていきたいと、市長としては考

えております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） よい形でシステムを変えていただきたいということは、多くの方が

望んでいるところです。ただ、現状、園児の減少、これはかなり進んでおりまして、中伊豆

地区の原保保育園はもうかなり少ない人数で保育されているということで、いろんな意見が

ございます。具体的に原保保育園、今後どのようにされるおつもりか、伺いたいんですけれ

ども。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 大変厳しい状況でございまして、来年度の希望調査をとったところ、

２名ということでございました。そこで、当分の間休園し、つまり原保保育園をお休みさせ

ていただき、来年度の子供さんは、さくらこども園に通っていただくというようなことでお

話をさせていただきました。 

○議長（飯田正志君） 杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） 新しい制度に変わって、やはり今まで一番弊害となっていた縦割り

行政の弊害が少しでもこれで緩和されて、子供たちにとってよりよい、また利用者にとって

よい環境がつくられることが一番でありますので、市としてもできるだけ、そういった国の
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動向を見ながらということもあるんですけれども、積極的にこの制度を利用して、チャンス

ととらえて進めていただきたいと思います。 

  具体的には、消費税が10％になる平成27年度からになるんですけれども、国で予算総額１

兆円の予算ということがもう法律で決められておりますので、これを先取りするような形で

計画を進めていただきたいと思います。 

  ちょっと施設の整備とは違うんですけれども、年少扶養控除が廃止になって、幼稚園の就

園費補助、これで子供さんが３人以上いる世帯への負担がふえたということで、いろいろな

対応を迫られているわけなんですけれども、これを伊豆市の場合はどのような対応をしてい

くおつもりでしょうか。お伺いしたいんですけれども。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど木村議員の御質問にお答えしたんでしょうか、私も休憩時間に

ほかの党の公約も見たんですが、いろんな新しい党で、まだ公約がどうも整理されていない

ところもあってよくわからない、ほかの政党であるかもしれません。でも現時点で私が確認

しているのは、３歳児から就学前までを公費負担されると書いてあるのは１党だけのような

んですけれども、やはり、私はそこにまず国策を向けていただきたい。地方自治体ですべき

はもう少し、現物給付という名前がいいのかどうかわかりませんけれども、もう少し実行の

部分で市がニーズに合ったことをやるべきだと思いますけれども、いわゆる費用負担、経費

負担のところというのは、やはりナショナルミニマムで、伊豆市だから幾ら、長泉町だから

幾らということではなくて、国策として国が統一した支援策というものをおつくりいただく

ことが一番合理的なのではないかと。市は市に合ったその中でのニーズというものをしっか

り考えていくということが一番正しいのではないかということを考えております。 

  現時点で、市として独自のそこの支援策というものは考えてはおりません。 

○議長（飯田正志君） 杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） すみません、ちょっと質問の意味が伝わらなかったようで。今質問

したのは、年少扶養控除が廃止になったことにより負担がふえた家庭があるということで、

その対策について、救済措置が示されているんですけれども、ここでつかんでおられなけれ

ば結構です。また具体的に聞きたいと思います。 

  次に移ります。 

  小型家電なんですけれども、今、国際情勢から、なかなかレアメタル等の希少金属、ある

いはそういったものが手に入りづらくなっているというような貴重なものなんですけれども、

私以前よく聞いた言葉に、都市鉱山ということで、現在使われている小型家電の中にレアメ

タル等が非常に含まれているということで、それが眠っているという言葉を聞いて、実はそ

ういった廃家電、携帯電話とかの使われなくなった機械の中にあるということを認識してい

たんですけれども、どうもよくよく調べてみると、都市鉱山というのは埋め立てられた土地

の中に埋まっているということで、捨てられてしまっている、そういう意味で使われている



－61－ 

そうでございます。そういう意味からも、貴重な金属、あるいは鉄、あるいはアルミ、そう

いったものをリサイクルするというのは、資源の少ない日本にとって非常に大事なことだと

思います。 

  伊豆市の場合、対象となる量そのものは少ないかもしれませんけれども、やはりこういっ

た小さな市町から率先して回収、あるいはリサイクルに取り組むことによって国を動かす、

国で法律が成立しても、市町の協力とか積極的な姿勢がないと、やっぱりこういうものが生

きてきませんので、小さなまちであるからこそできることもありますので、具体的に職員が

回収したものを分けているという話でありましたけれども、なかなかそれも手間がかかる、

人件費もかかることでございますので、分別の種類をふやして、ステーション回収のコンテ

ナをふやせばいいことでありますので、確かに携帯電話は個人情報が入っていますけれども、

その他の小型家電というのはたくさんあるわけですので、市民の協力を得られることができ

れば、それほど経費のかかることではないと思うんですけれども、分別の種類をふやすとい

うようなお考えはありませんでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

○市民環境部長（河野英世君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  先ほど市長がお答えしましたように、現在は缶以外の金属として、各地区月に２回の割合

で集積所から収集をしております。回収したものにつきましては処分業者に、現在のところ

では有償にて引き渡しをしております。平成23年度の引き渡し量は約３万3,000キログラム

となっております。ただ、この中は、缶以外の金属として出されるものは、粗大ごみとして

定義されているもの以下のものでございます。 

  それから、これはちょっと業者の話になりますが、引き渡した対象品からは、現在のとこ

ろ鉄類、アルミ、銅といったものについては、かなりの割合で抽出、再資源としているとこ

ろだけれども、御指摘のようなレアメタルについては極めて量的にも少ないこと等により、

現時点では採算ベースに乗せることは難しいというようなお話を聞いております。 

  しかしながら、先ほどの市長のお答えの中にありましたように、来年の施行に向けて、現

在ガイドラインが国によって策定されております。これにのっとりまして、伊豆市での現在

の回収方法からすると、それほどの負担はないのかなというように思っております。新たに

コンテナをふやす、あるいはボックス回収をする際には、国の財政支援もあるやに聞いてお

りますので、いずれにしましても、ガイドラインが示され次第、近隣の市町と協議の上、広

域処理を含めて対応していきたいと思っております。 

  それから、先ほどの業者についてのことですが、この制度にのっとった認定を申請をする

予定でおるというようなことですから、そんなに大きな障害にはならないと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 杉山議員。 
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○１２番（杉山 誠君） そのことについて、自治体における先進的取り組み事例というのが

経産省から昨年５月に出されているんですけれども、それをちょっと見てみますと、やはり

かなり採算が合うような、量にもよるんでしょうけれども、今、部長言われましたように、

広域的な取り組みを進めていけば、かなりそういったもので事業としても成り立つというこ

とが示されています。 

  そういった取り組み、回収業者も今、幾つかあるわけですけれども、新たにそういうリサ

イクルを進めることによって回収業者の経営が成り立てば、また雇用の創出にもなりますし、

繰り返しになりますけれども、希少金属をより有効に進めることができますので、ぜひ積極

的にこの取り組みを進めていただきたいと思うんですけれども、回収方法として、今、ごみ

ステーションにおける回収、あと、イベント等における回収、そういったものも取り組まれ

ているところがあります。やはり市民の意識を変えるということがまず必要になると思いま

すので、こういった普及活動、広報活動、そういった意味からも、イベントやあるいは各種

の催し、イベントと同じになるかもしれませんけれども、そういった場所を利用して、小型

家電、これが非常に資源であるということを普及させていくような取り組み、これも市とし

ても進めてはいかがかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 全く御指摘のとおりだと思っております。 

  余り市だけの、行政だけですべてをやることもないと思っておりまして、市がやると効率

性がいつも問題になりますので、どこかに持ってきてくださいということになるんですが、

そうすると、市民の皆さんにとっては当然不便になる。それであれば、大きなイベントのと

きにそういった啓発も兼ねて集めさせていただく、あるいは、よく使われるショッピングセ

ンターと提携をして、そちらにも回収コーナーを置いていただくことも可能でしょうし、そ

こで行政の支援が必要であれば、それによってより効率的になるのであれば、そういったシ

ョッピングストアとの提携によるやり方というのもあるのかもしれません。回収ボックスを

ふやすこととあわせて、いろんな選択肢の中でぜひ取り組ませていただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） 最後のジェネリック医薬品の普及について伺います。 

  今、希望カードの個別配布、それから差額通知ということを検討しているというお話であ

りました。私もたまたま支所へ立ち寄ったときに、カウンターに置いてありましたので、希

望カードというものを１枚いただきましたけれども、本当に保険証と一緒に持っていれば、

気軽にそういうものが相談できるわけであります。ただ、すべてジェネリック医薬品がある

わけではないそうでありますので、やはり医師との相談というか、薬効成分は同じでも、使

われている成分の違いによってアレルギー体質が出る場合もあるということでございますの

で、やはり当然、ジェネリック医薬品の希望カードを出せば、薬局でそれを出してくれるわ
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けですけれども、そういった個人の体質に合わないというか、そういう場合も出てくるとい

うことでありますので、やはり市民の皆さんにただ伝えればいいということじゃなくて、そ

ういったものを利用することに対する周知、以前に広報いずで少し載っていたのを私も拝見

したんですけれども、そういったことを今後とも進めていただきたいと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 議会で市長として言っていいのかどうか悩ましいところもあるんです

が、先般、生きいきプラザでやった介護の勉強会だったか、ある方が在宅に戻って元気にな

って、どういう薬を飲んだんですかと聞かれたら、今まで飲んでいた薬をやめましたという、

そういった話をある講師の方がされたんですが、これは当然、講話の中の一笑い話だと思い

ますけれども、先ほどの不要な薬も含めて、要するに私たちが健康を保つ医療、あるいはみ

ずからの健康管理の中で薬とどうやって取り組んでいくかというところの意識の啓発という

のは、これは病院や薬剤師さんとは別に、もう少し行政でやってもいいのかなと思っており

ます。恥ずかしながら私もお薬ノートを持っているんですが、いつも新しくつけたことがな

くて、いつも同じ回答を病院のお医者さんとか薬剤師の方に同じ質問をされて、同じように

わかりませんと答えているところが恥ずかしながらありまして、もう少し市民の皆さんそれ

ぞれに自分はジェネリックが使えるのか、自分はどういったアレルギーがあるのかといった

ものを認識していただくことで、全体の薬剤の給付というのも減らせるのかなというような

ことも考えたりしております。 

  去年の田方医師会との勉強会の中で、前の日赤の院長さんから実はジェネリックについて

の御提言があって、ただ、お医者様の話を聞いていると、同じなんですけれども、ほとんど

変わらないという方と微妙に違うところがあるから気をつけなければいけないと、これは認

識は同じだと思うんですが、表現によって患者さんはやっぱり、え、と思うこともあるでし

ょうから、やはりそういった客観的な情報というものを冷静に流しながら、そして、みずか

ら判断いただく。強制できませんので、そういったことを着実に進めることが必要なのかな

と考えております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１２番（杉山 誠君） 先ほどの個別配布に戻りますけれども、具体的にはどんな形で検討

していますか。 

○議長（飯田正志君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（河野英世君） 具体的な配布につきましてでございますが、ジェネリック医

薬品の活用につきましては、これまで福祉環境委員会及び国保運営協議会の席上においても、

医療保険者の立場で医療費の削減策として導入を図るべきだというような御提言をいただい

てきたところでございます。平成20年には処方箋の様式が厚生労働省によって変更されてお
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りまして、医師がジェネリックへの変更は不可という記載がない限り、ジェネリックへの変

更が認められるようになっております。このため、他の保険者である健康保険組合等の医療

保険では以前から普及促進が図られているというように聞いております。 

  医療保険者としての伊豆市国保における現在の取り組みといたしましては、先ほど議員さ

んのほうからお話がありましたように、まずは周知、ジェネリック医薬品とは何ぞやという

ことの広報から始めようということで、これも田方の事務研究会共同歩調によりまして、そ

れぞれの市町への市報への啓発記事の掲載、それから伊豆市におきましては、国保納税通知

書発送時にジェネリック医薬品使用の啓発案内の文書の同封等を行ってきております。その

後、窓口で希望カードを配布しているところでございます。 

  先ほど市長からもお話がありましたように、田方の医師会さんなんかといろいろお話をさ

せていただく中で、正直なところ、医師の方によっては多少温度差があることも事実ではご

ざいます。しかしながら、まず私たちは、使う場合には医師、薬剤師によく相談してくださ

いということを念押しをした広報をしております。これを発展的に、今後は保険証の更新時

に同封、それから、先ほどもお答えの中にありましたように、切りかえた場合の自己負担額

がどれだけ軽減されるかを示す差額通知、これももう県の国保連合会でシステムとして構築

されております。利用する、しないの判断をするだけになっておりますので、今後もこれの

採用を検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） これで杉山誠議員の質問を終了します。 

  暫時休憩して、答弁者を１人入れますので、よろしくお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２１分 

再開 午前１１時２２分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 

◇ 森   良 雄 君 

○議長（飯田正志君） 次に、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  まず、世界ジオパークを目指して、箱根、大島と一緒にやりませんかと。 

  質問する前に、ジオパークとは何ぞやと。別に難しいことではないんですね。ジオという

のは、一般には地球だとか地質だと言われております。ですから、今ある伊豆市の観光資源

ですね。山や海や川、景観、自然、歴史、そういうものにプラスアルファしましょうという
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のがジオパークだと思います。私はこの１年間で、箱根はいつも行っているんですけれども、

大島、それから糸魚川、福島の磐梯山、そして先日は四国の室戸を見てまいりました。そう

いう状況を見て、質問させていただきます。 

  伊豆半島ジオパーク構想は、2010年に伊豆半島の６市６町の首長会議で推進の合意を図ら

れました。現在は７市６町と言われております。2011年に伊豆半島ジオパーク推進協議会を

設立しました。本年９月に伊豆半島は日本ジオパークの認定が決定し、この11月２日に四国

の高知県室戸市で行われた大会で、国内25のジオパークとして参加しました。そこで、伊豆

半島ジオパークが認定を受領しました。伊豆半島ジオパーク推進協議会の次の目標は、世界

ジオパークの認定を目指すものと思いますが、いかがでしょうか。 

  伊豆市も伊豆半島推進協議会へ参加しておりますね。予定では、３年後の20l5年を目指し

ていると思います。今までは、ジオサイトの決定や案内板の設置、ガイドの養成など、比較

的軽微なものでしたが、世界ジオパークを目指すためにはどのようなことが必要でしょうか。

伺います。 

  残念ながら、世界ジオパークを目指すには、伊豆半島には満足できるビジターセンターが

ありません。伊豆市につくろうとしているビジターセンターはどのようなものでしょうか。

世界ジオパークに参加するには、伊豆半島には博物館などの施設はありません。建設する計

画はありますか。専門的な学芸員はいますか。配置する計画はありますか。箱根や大島と一

緒に世界ジオパークを目指すのが不足する施設や人員を補うためには最良と思いますが、い

かがでしょうか。 

  放射能対策。 

  放射能対策といってもいろいろあるでしょうが、ここでは福島原子力発電所の爆発事故の

ような場合の事故が万が一浜岡原発で発生した場合の対策について伺います。伊豆市は浜岡

原子力発電所からは一番近い土肥でも60キロメートル以上離れていますが、陸地と違い海上

という条件があります。甲状腺被曝を防ぐには、安定ヨウ素剤の投与が最も有効とされるよ

うです。 

  ヨウ素剤投与について伺います。備蓄状況はいかがですか。もちろん、備蓄はされていな

いと思いますが、いかがでしょうか。ヨウ素剤投与について、備蓄について、準備している

ようでしたら、状況を伺いたい。 

  選挙違反について。 

  10年以上議員をしていますが、今度の市議会議員選挙ほど選挙違反がひどいと思ったこと

はありません。まさに伊豆市のマナーやモラルが地に落ちたというべきでしょう。ルールを

守るというのは森良雄のいつもの言葉ですが、ルール、規則さえも守られませんでした。選

挙管理委員会委員長として、今度の選挙についての感想を伺いたい。ポスターがはがされる

という行為がありました。犯人の調査はされましたか。ポスターの写真が実物と著しく違う

との声がありましたが、選挙管理委員会としてはどのように考えていますか。ほかに、選挙
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管理委員会として把握している事象がありましたら伺いたい。市長は特定の候補者の応援を

しているという声もありましたが、事実でしょうか、伺います。 

  インフルエンザの予防について。 

  インフルエンザの季節がやってきました。私はこの11月に予防注射を受けてきました。他

の治療と一緒なので予防注射は幾らになったのかわかりませんが、1,000円のようです。以

前は3,000円ぐらいのような気がします。インフルエンザ予防接種の補助の状況を伺います。

老人とは言いたくないんですが、私のような、老人に対する補助はあるようですが、子供に

対する補助はどのようになっていますか、伺います。子供に対する補助はないのでしょうか。

ない場合はその理由を伺います。 

  予防注射には、メリットとデメリットがあるようでしたら伺いたい。教育上でも、集団発

生などへの対策としては効果があると思いますが、いかがでしょうか。子供は国の宝です。

インフルエンザで亡くなることは少ないでしょうが、その危険がないわけではありません。

学級閉鎖などは教育上のマイナスもあります。子供への予防接種の補助は考えていませんか、

伺います。 

  いじめについて。 

  ４月から８月までのいじめのアンケート調査は行われましたか。調査結果はいかがでしょ

うか。いじめはありましたか、いじめの状況を伺います。対応状況はいかがですか、対応状

況を伺います。対策はいかがですか、結果はいかがですか。新聞などによっては、学校によ

っては独自の対策をとる学校もあるようです。予防的な対策をとっている学校もあるようで

す。いじめに対する伊豆市の取り組み状況を伺います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） ただいまの森良雄議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず最初のジオパークですが、現在、伊豆半島ジオパーク推進協議会では、ビジターセン

ターのあり方やガイドの育成、案内板の整備を初め、新たな誘客の取り組みや地域間の交流

促進等について、伊豆半島ならではの魅力が生かせるような活動に取り組んでおり、その活

動の結果として、世界ジオパークに認定される可能性が開けると考えております。 

  次に、伊豆市のビジターセンターですけれども、個々のビジターセンターの運営は各市町

で行うこととなっております。平成24年度、伊豆市では昭和の森にパンフレット配布や展示

用パネルの設置を行い、平成25年度にはジオガイド等の協力を得ながら、ジオツアーの企画

商品やジオサイトの案内、インターネット等による情報発信を進めてまいりたいと思います。 

  また、昭和の森会館の中にある森の情報館も天城の森や農林業の歴史など、伊豆市の貴重

な資源であることから、ジオパークの普及啓発とあわせＰＲし、伊豆市のジオパーク推進の
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活動拠点として活用してまいりたいと考えております。 

  博物館を建設する計画はありません。 

  それから、事務局ですが、学芸員さんはおりませんけれども、現在、専門研究員１名が配

置され、調査研究や報告普及等に取り組んでいただいております。 

  箱根や大島と一緒にということですが、今ジオパークということでせっかく伊豆半島が１

つになろうと、これまでにない動きになっておりますので、まずはジオパークという構想に

よって伊豆が１つになっていく、これが優先であろうかと考えております。 

  ２つ目のヨウ素剤について、伊豆市では備蓄をしておりません。県は30キロ圏内にかかわ

る市町に配布することを対象としてヨウ素剤を整備し、該当する市町が管理する予定と聞い

ております。 

  選挙違反については、森議員から御質問いただけるとは思っていなかったんですが、私に

かかわるところが１カ所ありまして、特定の候補者の応援をしたかどうかと、この御質問の

趣旨もよくわからないのですが、通勤のときに市議会議員の候補者の方が立っておられれば、

手を振り頑張ってくださいということをしたのかと言われれば、イエスであります。市長の

地位を利用して特定の候補者への応援を投票を要請したかということであれば、ノーであり

ます。 

  インフルエンザについては、１歳から６歳未満では接種の効果が20ないし30％と言われて

いるようです。また、接種後のアナフィラキシーショック、発熱など、他の予防接種より副

反応が起こりやすく、近隣の市町でも同様の理由によって補助制度は設けておりません。こ

のようにインフルエンザの効果や副反応などを考え、子供へのインフルエンザ予防接種の補

助は現時点では考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 次に、教育長。 

〔教育長 勝呂信正君登壇〕 

○教育長（勝呂信正君） それでは、森議員の質問にお答えさせていただきます。 

  まず、ヨウ素剤の備蓄、投与についてでございます。 

  教育委員会としましても、安定ヨウ素剤については、今答弁がありました市長と同様に考

えておりますので、安定ヨウ素剤の備蓄はしてございません。今後につきましても、市長と

同様に国、静岡県の動きを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。 

  続きまして、インフルエンザの予防についてです。 

  教育委員会としましても、インフルエンザワクチン接種後の副反応やその因果関係が不明

確であること、それから、予防接種が任意であり、個人の責任と意思による努力義務である

ことを考え、児童生従へのインフルエンザ予防接種の補助は今のところ考えてございません。

予防接種は、個人の発病防止や重症化防止の効果は認められているようですが、インフルエ

ンザの蔓延防止の効果については難しいと判断され、平成６年には予防接種法の改正により
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対象疾病から削除された経緯がございます。したがいまして、予防接種をすることにより、

学校における集団発生を防止できるかについては、現在疑問というふうに考えております。 

  最後に、いじめについてお答えをさせていただきます。 

  過日の新聞にも大きく取り上げられていましたいじめに関する児童生徒の実態把握並びに

教育委員会及び学校の取り組み状況に係る緊急調査を行いました。伊豆市においては、教師

の意識の高まり、または仲たがいやけんかの後の意地悪などもいじめととらえて報告があり

ました。いじめの掘り起こし、これが進んだというふうに理解をしております。 

  その結果として、市全体のいじめの報告件数は４月から７月時点で、前回の９月に報告を

させていただきましたその件数よりも件数としてはふえてございます。それにつきましては、

そのいじめの内容で冷やかし、からかい、悪口やおどし文句、嫌なことを言われる、その割

合がふえてきたというところであります。なお、いじめと報告のあった事案の解決率、これ

については90.0％という数字があります。あと10％については、継続したものがありますが、

ただ、生命または身体の安全が脅かされる、また、子供の学校生活に大きな影響を与えると

いう重大な事案につながるおそれのあるいじめの報告はございませんでした。 

  いじめの対応の状況ですが、学校においてはいじめの問題は起こり得るということを前提

に、児童生徒を対象としたいじめに関するアンケートを実施し、その結果を受けて、必要に

応じて個別の教育相談を行い、軽微なことであっても、より細かな把握をすることに努めて

おります。また、いじめに特化しない教育相談を定期的に行い、その中からいじめにつなが

る可能性のあるケースを洗い出し、予防に努めているところでございます。 

  教育委員会では、いじめを認知した際の基本となる学校のいじめに関する対応マニュアル、

これにつきましては、市教育委員会独自で、市の校長会と協議の上作成しております。そし

て、いじめの防止対応できるよう各学校に配布している状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 続いて、選挙管理委員会委員長。 

〔選挙管理委員長 鈴木延尚君登壇〕 

○選挙管理委員長（鈴木延尚君） 選挙管理委員会の鈴木でございます。質問に対してお答え

をいたします。 

  今度の選挙についての感想ということで、御質問がございました。立候補者が多く、激し

い選挙であったと、こういうのが率直な感想でございます。 

  それから、選挙違反についてということで、ポスターがはがされるという行為についてで

すが、ポスター掲示場に張られた選挙運動用ポスターが故意に破られた可能性が高い案件が

２件ありました。 

  １件は、近所の方から選挙管理委員会に通報をいただいた案件で、現地を確認したところ、

故意に破られた可能性があるため、大仁警察署に通報いたしました。警察において、現場検

証や鑑識作業等の捜査をしていただきました。 



－69－ 

  もう一件は、警察への通報があった案件で、警察からの連絡により、選挙管理委員会も現

地を確認し、故意に破られた可能性があるため、先ほどの案件と同様に、継続的な捜査と今

後の警戒強化をお願いしたところでございます。 

  次に、選挙運動用ポスターについてですが、選挙管理委員会では、立候補届け出書類とと

もに、事前審査の際に、ポスター掲示場に掲出するための選挙運動用ポスターの確認をさせ

ていただいております。この際の確認は、公職選挙法に定められているポスターの規格と、

ポスターに記載しなければならないとされているポスターの掲示責任者と印刷者の氏名及び

住所について行っております。そのほかポスターの記載内容についての当否を審査すること

や、その取り消し、修正をすることは、公選法の規制の対象にはされていないものと解され

ます。 

  また、ほかに選挙管理委員会として把握している事案がありますかとのことですが、把握

しているものはございません。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） ちょっと、順番をかえさせていただきます。 

  まず、インフルエンザについて質問させていただきます。 

  市長は、たしか６歳未満については効果が疑問だと、問題があるというようなことをおっ

しゃっておりました。これは、小学校や中学校については関係するんですかどうかをお伺い

したい。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 先ほどの市長の答弁につきましては、１歳から６歳未満の乳

幼児期、これについては20％から30％の効果と言われていると申し上げたところです。 

○議長（飯田正志君） どうぞ、森議員。 

○１４番（森 良雄君） やる気が全くないというふうに判断せざるを得ませんけれども、き

ょうはせっかく民生委員の方もいらっしゃるんですよね。子供の健康、安全、大きな仕事じ

ゃないかと思います。それで、ほかがやっていないからやっていないと。さっきまで一生懸

命、子供や子育てしやすいまちをつくるというのが僕は基本だと思いますけれども、子供を

ふやそうと皆さん一生懸命考えているわけですね。そういう中で、このインフルエンザの予

防注射というのは、実際はできる人はやっているんでしょう、子供たち。そういうことは教

育委員会では把握しておりませんか。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 市内の医療機関のほうに接種の状況の確認をさせていただき

ました。12歳以下のお子さんが1,085人、全体の39.1％の方がインフルエンザの接種をして

おります。ただ、市内の医療機関だけの調査ですので、市外で受けている方がどれぐらいい
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るかは把握してございません。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） 私は1,000円でできるということは事実ですよね。ちょっと確認し

たいですけれども。子供たちは恐らく3,000円ぐらい負担しているんですね。どのくらい負

担していると思いますか。わかっていますか。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 65歳以上の方につきましては自己負担1,000円で、残りを助

成しております。一般的に、インフルエンザの予防接種の自費ですけれども、医療機関によ

って若干異なります。2,500円ぐらいから高いところで2,675円というように伺っております。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） 教育長はいわゆる蔓延の効果はないと、たしかおっしゃっていたと

思いますけれども、効果あるんじゃないですか。その辺の情報は得ていませんか。 

○議長（飯田正志君） 教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 蔓延の効果につきましては、平成６年度の予防接種法の改正の中で、

やはりその中での判断で学校が運営されています。ただし、蔓延については、学校の中では

インフルエンザの予防については、うがいだとか手洗いだとか、それからいろんな殺菌とい

うのか、ほかのところの菌が付着しそうなところについてはきれいにしたりとか、そういう

対策はとっております。ただし、蔓延するという状況については、科学的には教育委員会と

してはつかんではいません。防止については全力を尽くしております。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） 学者によっていろいろ意見があるんでしょうけれども、少なくとも

蔓延をおくらせる効果はあると言われているんですよね。私は1,000円で受けられるんだけ

れども、子供たちは3,000円ぐらいとられているんじゃないかと私は思いますけれども、

2,500円とおっしゃるんだったら2,500円でいいですよ。やはりこの予防接種は安くないんで

すよね。父兄は受けさせたいと思うんです。 

  だから、市長にぜひお答え願いたいんですけれども、同じ市民で、受けたい人が2,500円

もかかるわ、森みたいのは1,000円で済むわと、ちょっと不公平じゃないかと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） それぞれ教育委員会とそれから健康福祉部の中での検討を得て、市長

としては判断をしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） それでは、ほかにも質問したいことがいっぱいありますので、ぜひ
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教育長、それから健康福祉部長、子供にもいろいろ問題があるでしょうけれども、受けたい

人もいるんです。経済的な問題で受けられない人もいるんです。市長もああやって言ってい

るんですから、ぜひ受けたい人は受けられるようにしてやってほしいんですね。また春にな

ったら、あれどうなったというふうにお聞きしますので、ひとつよろしくお願いします。 

  次、選管の委員長もせっかく来てくれておりますので、選挙違反について質問いたします。 

  ポスターの件は、委員長は承知しているということなんですけれども、今度の市議会議員

選挙で、私はしょっぱなから度肝を抜かれたですよね。何と説明会で警察官が言った話です

ね。議会を傍聴した人の話として警察官が言ったことは、反対ばかりで面白くない。もう傍

聴には来ないと、こういう市民の意見もあるというようなことを警察官が言っていましたが、

委員長はお聞きになりましたか。覚えておりますか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  選挙管理委員長。 

○選挙管理委員長（鈴木延尚君） その件については覚えておりません。 

〔「事務局長はどうですか。発言するか」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） もう一度質問お願いします。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 委員長、あそこに座っていたことは事実ですよね。こんな大事な話

はないと思いますよ。これ、だれかといったら恐らく私のことですよね。そうじゃないでし

ょうかね。もしよかったら選管の書記長、こういう話があったかどうかということを確認し

たいです。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（山口一範君） 選挙管理委員会の書記長の山口です。よろしくお願

いします。 

  先ほどの森議員の質問でございますが、警察が話をしたというところのそこの部分につい

ては、私もはっきり覚えている部分ではございませんということでお願いします。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 皆さん何のためにあそこにお座りになっていたのかよくわかりませ

んけれども、今度から録音ぐらいしておいてください。 

  今度の選挙でよく聞いたのは誹謗中傷、ありました。誹謗中傷について、選管へは何か抗

議とか何かはありませんでしたか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員長（鈴木延尚君） 委員会の書記長から答弁させます。 
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○議長（飯田正志君） 選管書記長、山口君。 

○選挙管理委員会書記長（山口一範君） 誹謗中傷ということがあったかというところでござ

いますが、私どものほうには、誹謗中傷というところでの質問等、照会等特になかったと記

憶しております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） なかったと言われたんじゃ後が続かないんですけれども、私はあっ

たんじゃないかと思いますので、後で調べてください。そういう話がなかったのかどうか。 

  こういうこともなかったですか。例えば、暗くなってからの話ですけれども、住宅地でボ

リュームいっぱいに上げたかどうか知りませんけれども、大音量で走っていた車なんかがあ

りましたけれども、こんなクレームもありませんでしたか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（山口一範君） 住宅地でボリュームが大音量というところも、私は

認識をしておりません。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） ２人もここへ出てきて認識しておりませんと、これも後で調べてく

ださいよ。あったんじゃないんですか。病院や学校、福祉施設などではボリュームを絞れと

いう話がされているわけですね。これについてもクレームがなかったですか。 

○議長（飯田正志君） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（山口一範君） 確かに、規制の中には病院、学校等におきましては

ボリューム等絞って、大音量というところの規制はございますが、私どものところへ、私の

ほうで認識して苦情があったというところはありません。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） これも調べてくださいよ。委員長や書記長のところへは届いていな

いかもしれないですけれども、ほかの職員のところへは行っているかもしれませんものね。

調べて、後でお話しいただきたいと思います。 

  先ほど、委員長の御説明では、ポスターについては、要件さえ合っていればいいというよ

うなことですね。私のポスターは、８年前のポスターを使ったんですよね。今でも若々しい

からいいですけれども、いいんじゃないかと思うんですけれども、何十年とは言わないけれ

ども、相当古いのをお使いになった方もいらっしゃるようで、それから修正を加えた方もい

らっしゃると。こういうことについては、特に選管としては問題にしないということですか。 
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○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  委員長。 

○選挙管理委員長（鈴木延尚君） 選挙管理規定に規制されているのは形式のみで、内容につ

いては審査対象から外すという形に解される事例がございまして、それをもって行っている

ということでございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 選挙違反についてはもう一つだけ質問させていただきます。 

  そうしますと、委員長さん、例えばピカソの抽象画みたいなものをあそこへかいても、こ

れが森良雄ですと張っても、問題にはしないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 委員長。 

○選挙管理委員長（鈴木延尚君） もう少し詳しい内容につきましては、書記長のほうから答

弁させます。 

  いわゆる写真ではなくて名前だけでもいいとか、あるいはいろんなイラスト的なものとい

うようなことの過去の認定もございますので、もしそういう判断で、先ほど申し上げたよう

に、内容についての細かなところまでそれを修正とか注意とかするということは、逆に選挙

管理委員会が選挙の公正を縛ってしまうというようなことに過去の事例でなっております。 

  形式的なサイズ、それから氏名、住所等についてのみということで、現在ではそういう事

例でやっております。 

○議長（飯田正志君） 補足説明、書記長。 

○選挙管理委員会書記長（山口一範君） ただいまの質問の中で、例えばピカソとか、そうい

うものを載せていいかということにつきましては、やはり私どもで話をさせていただいてい

るのは、例えば虚偽事項とか利害誘導関係とか、そういうものについてはまずいですよとい

うのは話をさせてもらっているんですね。例えばピカソとか、そういうものをこれが私です

ということは常識的にはないものと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） ピカソはどうもだめらしいですね。それじゃ、写真の修整なんかは

許されるんですか。 

○議長（飯田正志君） 書記長。 

○選挙管理委員会書記長（山口一範君） 先ほど、委員長のほうから話がありましたように、

公選法で決められているものにつきましては、ポスターの規格、大きさ、それからあとポス

ターにおける表面の掲示責任者、それから印刷者の住所氏名ということでなっております。

私どもは形式的な審査をさせていただくということになっております。 

  以上です。 
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○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） はっきりわからないですね。抽象画はだめだよとまでは言っていな

いようですけれども、じゃ、私が次の選挙にはどういう写真を、ことしの写真もよさそうだ

から、それでやっていきますけれども、へそ曲がりだから、下手をするとピカソの絵みたい

のを出すかもしれないですよね。やっぱりこういうものは余り修正しちゃだめだよとか、何

かある程度指針ぐらいは出したらどうなんですか。 

  次に移ります。 

  放射線対策についてお伺いしますけれども、ヨウ素剤なんていうのはそんなに高いものじ

ゃないと思いますよね。国は30キロ圏内だとおっしゃっておりますけれども、現実にはどこ

へ飛んでいくかわからないわけですね。市長どう思いますか。30キロ圏内だけやっていれば

いいと思いますか、お伺いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） このような極めて特異な高度な政治的案件に関する対応ですから、当

然、第一義的には国がしっかり情報提供し、国がしっかり対応をとるべきであると思ってい

ます。 

○議長（飯田正志君） ちょっと森議員、確認しますけれども、選挙違反のほうの再質問はも

うありませんね。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） わかりました。では、再質問どうぞ。 

○１４番（森 良雄君） 国の指針は近々出るんですね。これは30キロ圏内というのは変わら

ないと思いますよ。市長さんは国の指針を待っているようですけれども、指針どおりやりた

いというようなことだと思いますけれども、現時点で福島では何があったかといえば、いわ

ゆる県民の不安というのは30キロ圏内にとどまらなかったんじゃないかと思いますけれども、

市長はどう思いますか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ヨウ素剤にかかわらず、一番の問題はそこなんです。福島原発で何が

起こったのか。どういう原因で水素爆発があったのか。根本的な原因はどうだったのか。そ

の後の対策はどうだったかというのが全くわからないまま、今、原発を進めるべきかやめる

べきかなどという議論が起こっているわけですね。まず一番大切なことは、一体何が起こっ

たのか、どういう対策をとったのかということをしっかり国は情報公開しなければ、だれで

あれ判断はできない。それが残念ながら現状だろうと思っています。 

○議長（飯田正志君） 森議員、まだあと12分ちょっとありますけれども、ここで12時ですの

で、お昼の休憩にしたいと思いますので、よろしいでしょうか。 



－75－ 

〔「嫌だといったらどうなるんですか」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） だって、30分以上かかるでしょう。だからここで昼の休憩とします。

再開を１時とします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 ０時５９分 

 

○議長（飯田正志君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開します。 

  再質問、森議員。 

○１４番（森 良雄君） 放射線対策について再質問を続けさせていただきます。 

  午後からいらした傍聴の方は、何を言っているかわからないと思いますけれども、質問は、

ヨウ素剤の準備をしてはどうですかという質問をしているところでございます。 

  市長は、事故原因の究明が行われてからだとおっしゃっておりますけれども、事故原因の

究明ができるかどうかなんですね。僕はこれから何十年もかからなければ事故原因の究明は

できないんじゃないかと思っているんですけれども、何か近々そういう報告書が出るような

情報は得ておるんでしょうかどうか、お伺いしたい。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） そのような情報は得てはおりません。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） まだ時間あるでしょう。 

○議長（飯田正志君） あります。あと11分。 

○１４番（森 良雄君） 新潟県の長岡市のある団体では、独自にヨウ素剤を準備しようとい

うようなことを進めている団体があるようですけれども、それは御存じですか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 承知しておりません。 

○議長（飯田正志君） 再質問、森議員。 

○１４番（森 良雄君） 結構ニュース性のあるあれですよね。長岡市のある地区の団体が独

自にヨウ素剤を調達していると。それに対して、国はちょっと待ったと言っているようです

けれども、承知していない人に質問を続けても余り意味がないようですけれども、福島県か

ら逃げ出して他県へ行っている人もたくさんいらっしゃるわけですね。子供たちがこれから

何だかわからない、いわゆる放射線を原因とする甲状腺がんなんかにおびえている現実もあ

るわけです。国がやらなければわからないでは余りに、市長さんは言っているときそのとき
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そのときで変わってきちゃうんじゃないかと思うんですけれども、放射線対策についてはこ

れで終わりにします。 

  続いて、世界ジオパークについて質問させていただきます。 

  今のやり方で、2015年に世界ジオパークの認定を目指すということですけれども、今のや

り方ではこれは認定されないと、私は思います。だってそうでしょう。たしか学芸員は１人

しかいないですね。博物館はつくらないと。先ほどそういうことを市長さんは言いましたね。

ビジターセンターはどうも伊豆市独自につくるということのようですけれども、どういうビ

ジターセンターをつくるのか、もう少し詳しくお話しいただきたいんですが。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 詳細についてはこれからの検討ですけれども、今、昭和の森、市が管

理している施設のところに、まず、昔の軽野船のミニチュアモデルとか、あるいはかつての

林業とかそういったものを掲示しているエリアがあります。あれは残す。あの奥に近代文学

館があります。あの近代文学館の部分を湯ヶ島のほうに持ってきて、そのスペースにジオパ

ークのビジターセンターをつくりたいというような考えをしております。中の展示等につい

ては、まだこれから検討する段階でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 展示場所をつくると。それに対して、人員はどれぐらい配置するつ

もりでいらっしゃいますか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 繰り返しになりますけれども、詳細についてはまだこれからの検討で

ございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問、森議員。 

○１４番（森 良雄君） 市長さんのそういうお答えを聞いているだけでも、2015年に世界ジ

オパークの認定を受けられるとは到底思えませんね。受けるための要件というを調査してお

りますか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 議会の議論が進展しませんので、ここでもう一度繰り返しですが、前

回の議会でも申し上げておりますけれども、ジオパークというのは、博物館をつくってその

中に展示をしていてそれを見に行くものではなくて、伊豆半島そのものが博物館ということ

なんです。伊豆半島そのもの、滑沢渓谷そのもの、旭滝そのものが博物館の展示施設なんで

す。そこに箱物をつくって、昔失敗したような事業をやろうというようなことでは全くない

んです。そして、そこで必要なことは、もちろん専門のガイドさんも必要ですけれども、
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我々住民自身がそのジオパークというコンセプトの中でいかに活動しているかを見るという

ことですので、そこに専門が何人いるか、箱物ができたかということでは全くないというこ

とを前提に御議論いただかなければ、今、前回と同じ繰り返しの議論をしているわけです。

その前提に立って御議論いただきたいと思います。したがって、まだそのような些少なこと

については、これから検討するところでございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 些少じゃないんですよ。またちょっと戻りますけれども、市長は伊

豆半島ジオパーク協議会、そこのメンバーとして伊豆市は入っているわけですね。それを確

認しますよ。いいですね。2015年に世界ジオパークを目指すことは事実ですね。ちょっとこ

の２点だけ確認します。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） そのとおりです。 

○議長（飯田正志君） 再質問。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） それでは、今2012年でしょう。３年後に目指すんですよ。それで市

長の理想論はそれで結構ですよ。すばらしい理想です。しかし、2015年に世界ジオパークに

認定してくれと申請するときに、要件があるんじゃないですか。施設はこういうものをそろ

えなさいというような要件はないんですか。 

○議長（飯田正志君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは、ただいまの要件について御説明をいたします。

平成24年10月29日付で、ジオパーク推進協議会のほうから私どものほうへ通達がございまし

た。ビジターセンターに必要な機能、設備、その最低条件といたしまして、ジオパークとは

何か、伊豆半島ジオパークの特徴を理解し、自分の市町のジオサイトを案内説明できる職員、

これは観光案内所等の案内者による兼務も可ということになっております。２点目、ジオガ

イドやジオツアー、宿泊施設等を紹介できること。３点目、ジオパーク以外にも地域を紹介

できる機能を有すること。４点目、展示パネルが３枚以上設置できるスペースを有すること。

５点目、ジオパークビジターセンターの看板を掲げることができること。６点目、ＤＶＤ等

ジオパークの映像を放映できること。７点目、インターネットを接続できる環境にあること、

８点目、パンフレット、マップ、チラシ等の配架ができること、以上が最低条件として提示

をされております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） そういうことを、少なくとも協議会で本当だったら今まで話し合っ
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てこなければ、今ここで初めてわかったじゃ困るんですよね。僕は、当然、2015年はもうだ

めだろうと思います。今おっしゃったことだけでも、ビジターセンターの広さとか展示物を

どういうものを置くかとか、博物館ぐらいは必要なんじゃないですか。そう思いませんか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 全く同じことの繰り返しで議論が進まないんですけれども、今、部長

が説明したとおり、巨大な施設を今からつくって専門家を何人も置くというような、そんな

ことでは全くないんです。あの空きスペースを御存じですか。相当なスペースがあって、パ

ネル３枚、十分に入る余地をちゃんと確保した上で、しかもそこに説明員が１人とか２人で

はなくて、じゃ、高校生に手伝ってもらうのかもらわないのか、今いる地元のガイドさんが

どの程度常在できるのか、これは別に何年もかけて検討するものではなくて、本当に今から

詳細設計をすれば、それで済む話なんです。 

  一番問題なのは、伊豆半島という南洋から流れてきた大地そのものが展示物だということ、

そして我々自身の活動が評価の対象になっているということ、そこが一番肝要なところなん

です。それを広げるためには、市長が中心になって、おれについてこいというやり方ではう

まくいかないことはわかり切っているじゃありませんか。その中で、幸いなことに伊豆市の

場合には、伊豆総合高校の生徒さんがみずからクラブ活動として、県内のモデルのような形

で頑張ってくれているわけです。そこをしっかり支えていくのは行政の仕事であって、あそ

こにもう一度、昔型の博物館をつくることが必要だとは全く思っていません。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） これでは、議論はかみ合わないですね。今、市長がおっしゃったよ

うなことは、日本ジオパークの認定要件だと思いますよ。これから目指すのは世界なんです

よ。それも2015年。私は協議会がもっとしっかりしてくれなければ困ると言いたいんです。

学芸員が１人しかいないんでしょう。事務局長はだれがやっているんですか。県との折衝責

任者はだれなんですか。 

  伊豆半島ジオパークを世界で認定してもらうには、もっと人も金も物も投入しなければ認

定されませんよ。これははっきりしているんです。たった１人の学芸員です。箱根には学芸

員クラスの人は20人くらいいるはずですよ。要するに、県は金を全然出していない。まして

や今、伊豆市の市長さんもそうでしょう。今あるものでやるんだと。じゃ、今あるものの施

設で、この間、大仁高校なんかを利用するというようなことをおっしゃっていましたけれど

も、あれは何をつくるつもりなんですか。お伺いします。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 県が拠出されている金額については、ちょっと部長に調べさせており

ます。それから大仁高校跡地の利用についてはいろいろありましたけれども、今、県のほう

は伊豆半島の中で、１カ所かどうかはわかりませんけれども、一、二カ所、ジオパークの拠

点をつくったらどうかと。その拠点は博物館をつくるということではなくて、そこに事務局
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があり、そしてジオガイドさんが集まってきて、会議をやったり研修会をやったりするその

たぐいの施設は今県のほうで我々と協議をしています。しかしそこに、いいですか、展示物

というのはそこにある自然そのものなんですよ。それをわざわざミニチュアの博物館をどこ

かにつくって、そこに人が来る。全くあり得ない。 

  ですからそこは、ぜひその本質的なことをしっかり考えていただいて、ただ私は、この伊

豆半島のジオパークの協議会の中に入っていますけれども、最初から申し上げているのは、

日本ジオパーク、世界ジオパークになったがゆえにお客様がどっと来て、またにぎわいがそ

こで生まれるとは思っていないんです、私は。それは地道な活動の結果としてのジオパーク

という新たな大地の公園なんです。それよりも、伊豆半島の場合には、既に来ているお客様

方がたくさんいますから、その方々に八丁池とは、滑沢渓谷とは、白岩の地層とはというこ

とを新たに説明をして、今まであった伊豆の自然のよさをさらに付加価値を高める、そして

少しずつリピーターがふえていく。それが私がこのジオパークの伊豆市の中で進めている基

本的な考え方なんです。 

  ですから、そのために、我々はしっかり活動を広げていくことが大事であって、県にお願

いしなければお金が来ないからというものでは全くない。本質的に違うということなんです。

県の拠出金額は後ほど調べて、県からも拠出をいただいておりますので。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） 話にならないですね。こんなガイドなんて、今までだってみんなや

っていることなんですよ。観光振興のためにプラスアルファとしてジオパークをつくってい

こうとしているんじゃないかと私は思っていますけれども、どうも全然そうじゃないと。今

までのことを積み上げていけばいいんだと。人、物、金というのを投入しないと、これ失敗

しますよ。理念だけで成功するものではないと思います。 

  議会を休んであちこち見てきましたけれども、どこへ行ったって立派な博物館はある、立

派なビジターセンターはあると。その上でもってみんな活動しているんですよ。ガイドの教

育だってどうするかと。ガイドを日々教育していかなければガイドだって育ちませんよ。博

物館にいる学芸員がしっかり地元のガイドを教育していくと、そういうシステムが何もでき

ていない。それはそうでしょう、たった１人の学芸員しかいないんだから。それで７市６町

を見なければいけないと。それで地元の市長さんは世界ジオパークに認定されるにはどうし

たらいいかというのは、どうも構想を余り持っていないような気がしますね。 

  議論を進めても進展しないようですから、これからこれも、また継続事項ですね。しっか

り７市６町の首長さん、議員さん、市民の意識を向上させないと、世界ジオパークは認定さ

れない。それと、やはり首長さん方は認定されるにはどうしたいいかと。もともと学芸員が

１人しかいないんだから、ところが箱根あたりには20人からいると。それから設備は箱根町

はこれからどんどんつくっているんですよ、今。言ってもわからなければしようがないです。 

  次に、いじめに移ります。 
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  教育長さん、４月から９月までのいじめの調査はしなかったんですか。これは全国的にさ

れているはずなんですけれども、もう一度確認します。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 行いました。 

○議長（飯田正志君） 再質問。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 数字が発表されませんでしたけれども、全国的には14万件を超える

というような報道もありましたよね。我がまちではどうだったんですか。どのぐらいのいじ

めがあったのか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 基本的には、県では報告しましたけれども、市町の公表はしないと

いうことで県の教育委員会は考えておると。したがいまして、マスコミ等での市町の公表は

ないというふうに御了承ください。 

  先ほども申しましたが、９月に申し上げましたけれども、そのときには数は数件というこ

とで報告してありますが、４月から８月までの調査の中ではやはりふえていることはいます。

ただし、その中で、こういう質問で出しました。いじめ調査の中で、冷やかしやからかい、

嫌なことを言われる、この部分で数が非常にふえてきておりました。冷やかしやからかい、

嫌なことを言われる、この部分で、先生方の調査するときの質問によってですが、ある学校、

これは２校ですけれども、８月までの月例報告は、ほとんどなしという報告だったんですが、

やはり冷やかしやからかい、嫌なことを１回言われたことはありますかというふうな質問で

すと、あったよということで、そこには19件とか、それから20件というのがありました。 

  しかし、ここで10月、改めてその意味を問い直して、再度ここでまたアンケートをとって

おります。その結果としては、その２校の学校につきましても、いじめという認識、一たん

ある生活の場で言われたということで、いじめとの認知はないということの中で、ゼロの報

告が今回は来ております。それは教育委員会もその数がうんと上がりましたので、その学校

へ再調査に入りました。その結果として、今、ゼロという数字が出ております。 

  したがいまして、この結果ですが、今現在は小学校で７、それから中学校では４です。た

だし、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、重篤に至る、また不登校、学校生活

に支障を来すような事態ということはないというふうに御理解ください。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） いじめがあるということで、内容は余り公表しないということのよ

うですけれども、いじめ防止のためには定期的に調査することが重要だと思います。定期的
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な調査はどういうスパンでやるか、お考えがありましたらお聞きしたい。 

○議長（飯田正志君） 教育長。 

○教育長（勝呂信正君） これは県の報告もございまして、月例報告というのがございます。

ということは、月々の報告を教育委員会を通して、それから県のほうへ上げていくという調

査が入っておりますので、月々というふうに御理解ください。 

○議長（飯田正志君） 森議員。 

○１４番（森 良雄君） あと、いじめをなくすのには、先生方の関心というんですか、それ

が相当重要視されると思うんですけれども、各学校でどういう取り組みをしているかどうか、

例えば、毎月でも毎朝でもいいです。先生方に校長先生が、教育委員会からこういうことを

やってくれとかそういう指導というか、そういうことをされているかどうか、お伺いしたい。 

○議長（飯田正志君） 教育長。 

○教育長（勝呂信正君） これにつきましては、今、県からの人間関係づくりプログラム、こ

れは学級集団における人間関係を把握する、そういうプログラムの例として県から出ており

ます。それを利用している学校もあります。それから中にはＱ－Ｕという、これは市販です

が、やはり専門的な人間関係を把握する検査があります。それをやっている学校もあります。

来年度、これまた予算をお願いをするところなんですが、そのＱ－Ｕという人間関係を把握

することが、これは私も過去使っていたことがありますが、それをできるならば予算化をし

て、来年、全学校で小中合わせてやっていただけるようにお願いはしていきたいというふう

に思っています。 

  それを学級担任、また学校が把握することによって、子供たちの今の現状が理解できます。

それから例えば、10月もう一回、２回できれば一番いいんです。そうしますと、どういうふ

うに人間関係が変わったか。その子の生活様式がどういうふうに変化したかというのが見え

る、そういう検査がございますので、そんなことも考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問。 

  森議員。あと１分ちょっとです。 

○１４番（森 良雄君） いろいろ方策を講じていただいているということで、ただ、これは

いじめというのは、前にも言ったかもしれないですけれども、大東小学校でさえいじめがあ

ったということを父兄がおっしゃっていたんですね。ですから、少人数クラスでもいじめを

発見することは難しい。ですから、ただ、いじめが起きるということは、子供たちは潜行し

て潜ってやっているわけですから、発見するのは難しいと思いますけれども、やはり基本的

には、先生と子供たちの信頼関係というか人間関係というか、先生が子供たちを見守ってく

れていることが必要だと思うんですけれども、そういう先生の子供たちに対する見守り、も

っと先生が子供を見ろというような、そういう指導というのはどうなんでしょうか。行われ

ているかどうか。 
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○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 直接私どものほうからは各教員に指導というのはないんですが、校

長を通して、やはり一番いじめのもとは人権感覚、教員がまず人権感覚を持つ。そういう目

で子供たちを見ていかなければ、子供たちの人権そのものも育つことはできない、そんなこ

とで、校長先生方には人権感覚ということでは話をさせていただいております。 

○議長（飯田正志君） これで森良雄議員の質問を終了します。 

 

◇ 西 島 信 也 君 

○議長（飯田正志君） 次に、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也でございます。 

  私は、発言通告書に基づきまして３点について質問をさせていただきます。 

  まず、最初に１番目、学校統廃合に正義はあるのかという問題であります。 

  この学校統廃合の問題につきましては、私、もう何回も、それこそ嫌になるほど質問をし

てきたわけですけれども、どうも質問と答弁がかみ合わないという場面が数多く出てきたわ

けでございます。そこで、教育委員会の教育長さん、それから一部の教育委員の皆さんもこ

こで変わったということで、その後どうなっているかということで質問させていただきます。 

  伊豆市の小学校統廃合でございますが、これにつきましては、市民の声を無視をして、強

引あるいは拙速なやり方で土肥、中伊豆、天城と進んできたわけであります。本当に今まで

問題点が多々あったではないかと思うわけですけれども、最初に、市長に質問をさせていた

だきます。 

  １番目、学校統廃合が伊豆市に与える影響について、メリット、デメリットを挙げて説明

いただきたい。市長は今までいろんなことをおっしゃっていましたですけれども、あくまで

も市長という立場で、教育問題じゃなくて、市長という立場で説明をいただきたいと思いま

す。 

  次に、純粋な教育問題として、学校統廃合をどう考えているのか。やらなければならない

状況、どういった状況になれば学校統廃合をしなければならないのかということを、以下、

教育長にお伺いいたします。 

  次、３番目、今、土肥、中伊豆、天城と、こう来たわけですけれども、次は修善寺の番だ

と、こういうことだそうですけれども、修善寺地区小学校、それから中学校の統廃合もやる

ぞという、そういうような計画もあるようですけれども、教育委員会としての計画は今現在

どういうふうになっているのかお伺いをいたします。 

  ４番目、ＰＴＡや地域住民等にアンケートをとるなどして、民意を十分に把握した上で再

編計画を見直す計画はないのか。先ほど来、教育長さんのお話を聞いていると、どうも見直
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すような感もあるわけですけれども、この辺をどう考えていらっしゃるのかお伺いいたしま

す。 

  次、大きな２番目、特別養護老人ホームの新設についてでございます。 

  これは先ほど、午前中、木村議員からも質問がありましたが、天城湯ヶ島圏域において、

平成26年度開設に向けた特別養護老人ホーム70床の整備計画があるわけですけれども、現在

どのように推移しているのか、次のとおり質問をいたします。 

  １番目、選定事業者及び開設予定地の位置並びに面積、２番目、開設地の選定理由、３番

目、今後のスケジュールでございます。 

  今後のスケジュールにつきましては、お答えも一部あったように思いますが、その後、抜

けているところがありましたらお願いします。 

  それから、大きな３番目、市道の適正な管理について。 

  電気、ガス、上下水道等の施設を道路に埋設することや道路上に電柱を設置する場合など

を道路の占用といいますが、道路を占用するためには道路管理者の許可を受ける必要があり

ます。そして、道路において工事もしくは作業をしようとする場合は、道路交通法の規定に

より所轄警察署長から道路使用許可を受ける必要がありますが、道路を掘り返す場合等には

当然、道路管理者に通報して、その指導を受けるということが必要となってくるはずであり

ます。 

  しかしながら、その許可する、通報するということが守られていないという指摘が住民か

ら寄せられております。その例として１つ挙げるわけですけれども、中伊豆地区のパールタ

ウンを取り上げますが、同地区内の幹線道路は市道になっております。そして、その地下に

は、市がやっている水道ではなくて私営の水道管が縦横に埋設されております。この水道施

設の道路占有についてお尋ねをいたします。 

  １番目、先ほど言いましたが、道路占用許可ですね。このパールタウンの道路占用許可は

どうなっているのか。どうなっているかということは、占用許可の申請等許可がなされてい

るかということです。 

  ２番目、水道管修繕等のための道路工事、水道管修繕、パールタウンの水道は大変古いも

のですから、しょっちゅうパンクをして道路工事、水道管工事をしているわけですけれども、

水道管工事をするためには、当然道路を掘り返さなければならないというわけですけれども、

その道路工事等は市としてはどのように指導しているのか、お伺いいたします。 

  以上、３点伺います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） ただいまの西島信也議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答えいたします。 

  学校再編成の正義はどこにあるのか。子供たちの元気な姿です。したがって、メリットは



－84－ 

子供の教育環境の改善であり、デメリットは学校がなくなった地域の新たなまちづくりの課

題が残るということです。 

  そのほかの２つについては、それぞれ担当する部長から説明をさせます。 

○議長（飯田正志君） 次に、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 大城栄一君登壇〕 

○健康福祉部長（大城栄一君） それでは、西島議員の特別養護老人ホームの新設についてお

答えをいたします。 

  まず、１番目の選定事業者及び開設予定地の位置並びに面積についてでございますが、選

定法人につきましては、静岡市に本部を置く社会福祉法人愛誠会です。開設予定地につきま

しては、伊豆市湯ヶ島939の41ほかで、１万1,250平方メートルです。旧いのしし村の園地と

して、使用していた場所となります。 

  次に、開設地の選定理由でございますが、公募により募集しました法人からの提案による

ものです。 

  今後のスケジュールにつきましては、先ほども御説明いたしましたが、県による建物の基

本設計審査を12月５日に行いまして、平成25年３月に実施計画、審査を受け、平成25年度建

設、平成26年４月開設の予定となっております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 次に、３番について、建設部長。 

〔建設部長 佐藤喜好君登壇〕 

○建設部長（佐藤喜好君） それでは、市道の適正な管理についてというところの①パールタ

ウンの道路占用許可についてどうなっているのかということについてお答えします。 

  パールタウン内の道路占用ですけれども、道路占用の許可は出ておりません。パールタウ

ン内の道路認定が水道管の埋設後であり、その道路の占用物について不確実な部分が多くあ

ります。そのため、そのままでは困りますので、今現在では、水道・温泉管路図を提出いた

だいております。未確定な部分が多くあるものですので、これについては修繕等で提出され

た占用申請をいただくことになっております。 

  また、パールタウン内は、先ほど議員が言ったように、埋設管が相当老朽化しております。

布設がえの時期となっているのも事実です。この布設がえに合わせて水道管・温泉管の占用

許可を整理してまいります。 

  ２番目の水道管の修理のための道路工事の指導どうなっているのかということですけれど

も、水道管修繕のために、通常ですと道路占用工事申請書、これを提出していただき、工事

を行いますが、漏水等緊急な道路の掘削工事については、道路占用物緊急修繕等工事届を提

出していただいております。 

  また、先ほど議員が御指摘のように、道路交通法第77条による道路使用許可についても警

察署に提出いただいています。ただし、役所の閉庁時や夜間などで、断水を回避するために、
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緊急に工事を行う必要がある場合があります。こういうときには事後報告となる場合もあり

ます。これについては、伊豆市の上水道事業においても同様になっています。 

  また、埋め戻しについて、伊豆市の道路管理基準に基づき、適正な埋め戻し方法をとるよ

う指導しています。なお、パールタウン内で許可なしで工事が行われているということがあ

りましたので、工事施工者には今後許可をとって工事を行うように指導してまいりました。 

  また、あわせて、パールタウン管理事務所にも、許可のない工事を行わないように指導を

してまいりました。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に、教育長。 

〔教育長 勝呂信正君登壇〕 

○教育長（勝呂信正君） 西島議員の学校統廃合に正義はあるかについてお答えをさせていた

だきます。 

  最初に、純粋な教育問題として、学校統廃合をどう考えているのですかということです。 

  学校教育が目指す子供の姿というは、やはり集団生活を通して、人とのかかわりの中で切

磋琢磨し、主体性や社会性、思いやりのある心をはぐくむこととらえております。児童数の

減少の中で、目指す子供の姿を実現するために、子供たちによりよい学習環境、生活環境を

整えることが学校再編であると考えております。 

  次に、やらなければならない状況はどういうときかということでございます。また、修善

寺地区小学校及び伊豆市内中学校の再編について、教育委員会の計画はどうなっているのか

についてです。 

  学校再編計画の推進は、第１次総合計画後期基本計画の基本事業として掲げられておりま

す。教育委員会は、この事業を推進することがやはり責務であるというふうに考えておりま

す。しかし、これからの学校づくりは、土肥地区、中伊豆地区、天城地区もそうであったと

いうふうにとらえておりますが、保護者や地域の方々の願いに耳を傾け、子供が育つ教育を

ともにつくっていくことが求められております。再編の推進に当たっては、豊かな子供の育

成、子供のよりよい学習環境を目指し、学校と家庭、地域が協働した学校づくりの視点に立

つことが重要だというふうに考えております。 

  したがいまして、やらなければならない状況はどういうときか、また、修善寺地区小学校

及び伊豆市内の中学校の再編については、伊豆市の新たな学校づくりの視点で、保護者や地

域住民、関係機関と活発な意見交換や議論を行っていき、子供にとってのよりよい学校づく

りを推進していきたいというふうに考えております。その結果として、教育委員会の再編計

画を改めて見直すことも必要になると考えております。 

  最後に、アンケートの件でありますけれども、民意を把握する１つの方法としては考えま

すが、教育懇談会等を重ねていく中で、保護者や地域住民、関係機関と意見交換し、議論す

る中で、アンケートと同じ民意、思いを酌み取っていきたいというふうに考えております。 
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○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  質問の順番をちょっと変えさせていただきまして、市道の適正な管理、道路占用につきま

して、最初に質問をさせていただきます。 

  パールタウンの道路占用についてなんですけれども、許可を出していないということです

ね。その理由として、下の中の水道管とかそれが、昔埋設しているから不確実な部分が多い

からという、そういう説明だったんですけれども、この道路占用というのは、公益企業者が

行ういわゆる企業占用というのと、そのほかの一般占用とあるわけですけれども、この道路

を使っている業者は企業占用になるのかどうかちょっとわかりませんけれども、いずれにせ

よ企業占用の場合は10年で更新、一般の場合は５年で更新と、こういうふうになっているわ

けですね。 

  ですから、何十年か前に水道管を埋設したんでしょうけれども、いずれにせよ市道になっ

ているわけですから、占用というのは５年ごと、あるいは10年ごとに更新しなければならな

いということですから、これはぜひ更新をさせていただきたいと思うんですよね。布設がえ

のときにと、本当に大体布設がえするかどうかわからないじゃないですか。何十年後に布設

がえするか、そういう計画も今のところ耳に入っていないですから、とにかく道路占用につ

いて許可申請を出させるということは早急にやらなければいけないと思うんですよ。 

  これ、ちょっと言っては悪いかもしれませんけれども、この管理事務所というのがありま

して、旭新という会社がやっているんだそうですけれども、これがあたかも自分たちの道路

のように、昔はそうだったんでしょうけれども、今は市道ですから、市の道路ということに

なっていますから、あたかも昔のとおり自分のうちの道路のごとくに勝手にやっているとい

う、そういう地域の住民の御意見もありますから、ぜひ道路占用の許可については５年、10

年という規定があるわけですから、ぜひやっていただきたいと思いますが、この件について

どうでしょうか。やっていただけますか、どうですか。答弁お願いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） まず、実情をわかっていただきたいわけですけれども、当時でい

う高度成長期時代に別荘地として開発されています。よく民間の手法ではないんでしょうけ

れども、開発をしてつくった会社がつぶれてしまって、新たに管理会社が管理をしていると

いうところが伊豆市内では多くあります。パールタウンについても、旭新が後から管理とい

う部分で入ってきているということがあります。 

  そして、我々もこの状態がいいとは決して思っていないものですので、管路網図を出して

いただいてやっているわけですけれども、先ほど議員申されたように、いつ更新をするかわ

からない、不確定なものもあります。このままでいいとは思っていませんので、わかる範囲
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で占用の許可をやっていこうという方向で、今動いているというのが事実です。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） 今、部長さんの御説明でわかった部分もあるわけですけれども、と

にかく、これは市の道路ですから、市の道路によその人のものが埋まっているわけですから、

それが昔埋めたには埋めたわけですけれども、今度、今、市の道路管理者がちゃんと管理し

なければ絶対ならないわけですよね。ですから、ぜひ道路占用の申請許可はやっていただき

たいと。すぐにはできないかもしれないけれども、とにかく早急に、できればこの１年間ぐ

らいの間にやっていただきたいと思います。ぜひそれはお願いいたします。市長さんどうで

すか、その辺は。やっていただけそうですか。お伺いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 伊豆市内にはこのように建設当時からの状況によって、市が道路をつ

くって市の道路占用を正しい順序で付与するという、いわゆる通常のモデルでないものがた

くさんあるんですね。ですからそこの取り扱いについては、一義的にこうですと決められる

ものはなくて、なかなかケースバイケースとうことがあり得ると思うんです。このような状

況においては、私は専門家ではありませんので、今、建設部長は過去の経緯と現状を周知し

ておりますから、その中でしっかり検討させて、その上で判断させていただきたいと思いま

す。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） 市長さん、そんなことをおっしゃいましたけれども、ちゃんと道路

管理者としての責任をちゃんとわきまえてくださいよ。市長は道路管理者ですよ。市道の道

路管理者。ですから、しっかりと責任を持って、そんな過去の経緯がどうのこうのと、そう

いう問題じゃないですよ、この場合は。ぜひ、管理会社と共同で適切な対応をとるように求

めるわけですね。 

  それから、道路の中に埋設している水道管が腐食、破裂するということは多々あるわけで

すね。これにつきましては、やっぱり警察署の署長の許可が、道路を掘り返す場合は必要な

わけですよね。これは道路交通法の第77条、ここに載っているわけですね。道路において工

事もしくは作業をしようとする行為は、所轄警察署長から道路使用許可を受ける必要がある

と。ただし、それは市の道路管理者を経由してもいいよと、こういうふうになっているわけ

ですよね。 

  今までこういうことは、パールタウンにおきましてはほとんど行われていないと。住民の

方は大変危険だと。勝手に道路に穴をあけるわ、ユンボはぶんぶん手を振り回すわというこ
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とで、大変に危険なことが起きているわけですね。それは道路交通法の関係ですけれども、

やっぱり道路管理者が自分の道路、市道を勝手に掘られていいわけないですから、ですから

そこはちゃんとやっていただきたいと思います。 

  パールタウンも行けばわかりますけれども、パールタウンの道路は当てつぎだらけなんで

すよ。こういう１メートルか２メートル四方ぐらいの、あるいはもっと小さい道路の埋め戻

し部分がどれぐらいあると思いますか。300カ所ぐらいあるんですよ。あんな狭いところで。

これはちゃんと道路管理者の許可を受けないで勝手にやるから、そういうことになっている

んじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺を今後どういうふうに指導するのか。道路

を掘り返すときにはちゃんと市に届けて、あくまでも市道ですからね。市に届けてやるのか

どうなのか、それをお伺いします。市長さん、そうやってあんた、目をつぶって寝てちゃだ

めですよ。市長に聞こうと思っているんですから。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 先ほど壇上のほうでもお話しさせていただきましたけれども、市

道を行政として道路管理者として工事屋さん、また管理事務所のほうに指導していきます。

その関係なんですけれども、今年度、パールタウン内でも緊急修繕については、もう届け出

が出していただいています。件数にしては２件で、箇所にしては７カ所を出していただいて

います。また、布設がえについて、先ほど整理していきますという件ですけれども、これに

ついては４月に水道が１件、そして同じく温泉が１件、布設がえが出ましたので、ここにつ

いては占用を出しているところです。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 西島議員。 

○１０番（西島信也君） 建設課のほうの道路パトロールというのをやっているんでしょうか

ら、例のパールタウンも、ぜひまた何回か何遍でも行ってもらって、状況を把握してもらい

たいと思うんですよね。ぜひそれはお願いしたいと思います。 

  それでは、次へ行きます。 

  特別養護老人ホームですけれども、選定事業者及び開設予定地というので質問いたしまし

たが、これにつきまして、選定事業者は愛誠会というところで、面積が１万1,250平方メー

トルということだと思います。そういう答弁があったわけですけれども、これにつきまして、

１万1,250平米は、これは多分上の段だと思うんですよね。 

  それでは、次に伺いますが、この特別養護老人ホームですけれども、さっきの御説明です

と、平成26年４月に開所するというお話を伺ったと思うんですけれども、これはやるまでに

は相当いろんな工事とか、そういうのがあると思いますけれども、１つは事業費の総額、そ

れからその内訳ですね。内訳というのは、用地費、造成費、設計費とか建物工事費とか、備

品費とかありますけれども、これをちょっと御説明いただきたいと思います。 
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○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） それでは、事業費について御説明をさせていただきます。 

  まず、用地費でございますが、１億7,000万円、それから造成費につきましては3,375万円、

基本設計費が246万円、建物の工事費が８億2,000万円、備品費が6,300万円、その他といた

しまして、開設前の２カ月間の運営経費ということで3,690万円が事業費となっておりまし

て、合計で11億2,611万円となっております。この財源の内訳でございますが、県の補助金

が２億6,920万円、それから福祉医療機構からの借り入れが７億7,120万円、銀行からの借入

金が8,571万円で、11億2,611万円となっております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） ありがとうございました。 

  総額11億2,611万円ということで、これは大変高いと思うけれども、都会に比べれば安い

かもしれないですね。ということで、ありがとうございました。 

  それから、２番目の開設地の選定理由ということですね。先ほど、部長から説明がありま

したが、私がお聞きしたいのはそういうことではなくて、これはどなたもおっしゃっている

わけですけれども、要するに天城湯ヶ島圏内に特養をつくるということは、これは旧３町に

はありますから、天城だけないからつくるというのは、これはわかるわけですけれども、な

ぜああいう一番天城湯ヶ島の一番外れのほうにつくるのか。非常に寒いところ、あそこはた

しか標高400メートルぐらいだと思いますけれども、寒いところ、道路が１本しかないとこ

ろへ、非常に不便なところへなぜつくるかということですよね。今まで市長も答弁されてき

ましたが、湯ヶ島小学校区内が非常に疲弊しているから、私が市長としてこれを活性化する

ために湯ヶ島小学校区内につくるんだということで、それを条件にしたということですけれ

ども、市長、そういうことでよろしいですか。答弁をお願いします。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） ちゃんと論理的に何度も説明しているので、議員は前のころから小学

校がなくなるから子供が減ると、こういうわけですよ。逆なんですよ。子供が減っていく、

つまり雇用がなくなって子供が少なくなったから小学校を減らさざるを得なくなったわけで

す。そしてその結果、教育委員会のほうで学校の再編成を決めたわけです。さっき私が冒頭

申し上げたように、デメリットとして、学校がなくなったところのまちづくりという課題が

残るんです。そこで、狩野には小学校ができる、天城小学校が来ることになった。月ヶ瀬に

は月ヶ瀬インターができて、新たなまちづくりという１つの核ができると。湯ヶ島地区は今

一番困っているんです。昔は役場があった、中学校もあった、営林署もあった。そこを私が

一番、ここは行政として何とかしなければいけないと思ったので、しかし、応募がない可能
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性だってあるわけです。市長が場所を決めるわけではありませんから。そこでもし応募がな

かった場合には、当然、次善の選択肢もある。したがって、そこに限定するということでは

なくて、湯ヶ島小学校区を優先するという条件をつくったわけです。その中で愛誠会という

実績あるところに手を挙げていただき、事業計画を出していただいたということを何度も申

し上げているわけですから、その上に立って、さらに御質問があれば御質問いただきたいと

思います。 

○議長（飯田正志君） 西島議員に申し上げますけれども、答弁中は発言をしないようにして

ください。 

○１０番（西島信也君） わかりました。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） では、また再質問させていただきますけれども、今そういうことで、

市長は湯ヶ島小学校区が非常に疲弊しているからということですよね。疲弊しているのは湯

ヶ島小学校区だけじゃないんですよ。例えば月ヶ瀬小のところだって疲弊していると思うん

ですよね。月ヶ瀬小は天城北道路、あれが来るからいいということをおっしゃっていますけ

れども、そういうものじゃないと思いますよ。私が言いたいのは、市長はそうやって話をす

りかえて、何か物事をやろうとしているわけですよ。話のすりかえなんですよ、そういうの

は。 

  だれが考えたって、あんな山の奥のほうに、標高400メートルですよ。そんな寒いわ、雪

が降るわ、道路は１本しかない、何でそんなところにつくるんですか。やっぱりそういうも

のを決めるには、福祉の観点から決めなければいけないですよ。市長は市の活性化という観

点から決めて、そういうことで条件をつけているわけですけれども、そういうんじゃないで

すよ。いいですか。地方自治法１条の２というのがありまして、地方公共団体の役割。地方

公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とすると、こう書いてあるわけですよ。そう

いう観点から、住民の福祉の観点から決めなければしようがないじゃないですか。何もそん

な特養が来たからそこの地域がうんと活性化するなんて、そんなことは到底考えられないけ

れども。 

  大体なぜいのしし村が悪いかということをちょっと言いますと、まず、御本人はわからな

いからあれかもしれませんけれども、御家族やボランティアの利便性に非常に欠けるという

ことですよ。バスは通っているといったって、そうたびたび通っているわけではないから、

余りたくさん通っていない。それから職員の通勤の問題だってそうですよ。大変ですよ。そ

れから、事業者の愛誠会が、一番私は想像するに心配だと思うのは、デイサービスのお客さ

んのことなんですよ。デイサービスというのは、人は違いますけれども、毎日毎日行くわけ

ですよ。市長は天城会館から４キロだか何キロだと言っていますけれども、天城会館からみ

んな行くわけじゃないんですよ。修善寺駅からだって行くわけですよ。遠くからだって、あ
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るいは市外からだって行くかもしれないですよ。何でそういうことを考えないで、そういう

条件をつくるんですかね。それは本末転倒も甚だしいんですよ。そこで条件をつけてここに

するということは。何かほかの意図があるんじゃないかなという気がするわけですね。どう

ですか。 

  今度の特別養護老人ホームは70床の特養、ショートステイが20床、デイサービスが30人と

いう予定ですよね。これは愛誠会がやることですから、市が直接やるわけじゃないですから、

それは愛誠会さんのあれなんでしょうけれども、お客さんのことについては愛誠会が考える

んでしょうけれども、やっぱり家族、ボランティアと地域の人、そういう人を考えたら、あ

んな山の中へつくるということ自体が大体おかしいと思いますけれども、私の考え方はあれ

ですか。本末転倒でないということをちょっと市長、説明してください。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 大変危ない議論ですね。２つ大きな間違いをしています。１つは、地

方自治法にある住民の福祉、これは老人福祉とか障害者福祉ということではなくて、広義の

福祉なんです。一番いい言いかえは、住民の幸福ということなんですね。法律の中に出てく

る福祉ということは定義が非常に広いんです。まず、そこを完全に間違えられている。 

  もう一つは、いいですか。何度も先ほど部長からも説明しているように、かつての今まで

の事業もそうでしたけれども、関係者の意見を聞き、地元の住民の意見を聞きながら、今回

も審査をし、市長は１回も審査の中に入っていないですよ。県も審査をし、そこですべて正

しい行政手続に従って決めたことを、それを一議員が気に入らないから、もう一回その議論

を覆して、ちゃんと民主的な手続に諮ったことの結果を否定するというのは、完全に民主主

義に反しているわけです。そこの考え方を変えていただかなければ、それは私が市長をやっ

て165億円の予算を執行したって、中には私が、えっと思うこともありますよ。でもそれは、

正しい民主的手続にのっとって決めたことだから、市長でもそれは受け入れなければいけな

いんです。 

  議員さんも同じなんですよ。そこが遠いかもしれない、気に入らないかもしれない、しか

し、それを実績のある法人がしっかり提案をして事業計画をつくって、市長が入らずに審査

をして、県の審査を受けて、県の補助金を決めて、それを一議員が気に入らないから、それ

は受け入れないというのは、そういった考え方はやはり一度しっかり民主主義の物事の考え

方について御理解いただきたい。ぜひお願いしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） 今、いろいろ市長さんから抗議を受けたわけですけれども、考え方

が間違っているなんて、よくそういうことを言いますね。私だって福祉の何たるかぐらいは

知っていますよ。ただ、一部の人のための利益にやってもらっては困るという、こういうこ

となんですね。市長はいろいろちゃんと手続にのっとってやったと。手続にのっとってやっ
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たという、その一番最初のことを私は言っているんですよ。何で湯ヶ島小学校区域でなけれ

ばだめかということ、それを言っているんですよ。だって、応募者は１社でしょう。ほかの

ところはもっといいところを選定しようとしたところもあるわけですよ。現実的に皆さんも

御存じかもしれませんけれども。そういうところをそういう前提のところであれして、その

後全部あれだからといったって、１社なんですから、そこに決まるしかないじゃないですか。

どうもそこら辺が全然おかしいですよね。 

  もう時間も、今７分ですか。ではあと５分ね。 

  では、次に行きます。 

  次は、学校統廃合のことについてですけれども、先ほど市長に聞いて、市長の答弁だと、

メリットは子供たちの教育環境をよくするためと、デメリットはまちづくりの課題が残ると

いうことをおっしゃいましたね。これは何も答えていないですよ。何のメリット、デメリッ

トでもないじゃないですか。私は市長として聞いているんですよ。教育の中身を聞いている

わけではないですね。何年か前の市長の答弁ですと、私が質問したのに対して、市長の言葉

ですよ、学校再編により、地域の問題、人口減少も含めいろいろなデメリットがあるのは認

めますが、今はその議論ではなく教育の議論をしていただきたいと。何か最近、市長は学校

統廃合の問題が教育委員会の専権事項だからとか何とか言っていたそうですけれども、それ

は確かにそのとおりなんですよ。今まで何年か前から言ってきたこと自体が間違っているん

ですよ。 

  だから、市長が言わないんだったら私が言いますけれども、メリット、デメリットどうい

うのがあるか。メリットは、まず教職員数が減ると。したがって、先生の給料が助かると、

あれは国・県が給料を出しているんですよね。それから校舎の建てかえ等、やらなくてもい

いと、これがメリットになるかわからないですけれども、あるいは運動場をほかのものに使

えるとか、それぐらいしかメリットはないんですよ。デメリットはそれこそすごくあるんで

すよ。人口減少、先ほど、原保地区の保育園の問題もありましたけれども、人口がどんどん

減っていくんですよ。若者がいなくなる。地域の活性化が失われる。それから、お金の点で

いえば、児童の通学費の負担が多くなる。それから地方交付税だって、小学校１校なくなれ

ば1,000万円ずつ減っていくんですよ。それとか先生がいなくなるから先生の雇用がだんだ

ん少なくなってくると。まさに人口減少、さっき市長は人口減少の一番のあれは雇用の確保

だとおっしゃったじゃないですか。何も確保していない。全然反対のことじゃないですか。 

  そういうことで、私はメリット、デメリット、メリットはほとんどない。デメリットばか

り多いと、これは教育問題を抜かしてですよ。そういうことを言っているんです。このこと

について、私の今言ったことについてどう思いますか、市長。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、議員には、こういった問題は逃げないで、ちゃんと議論してい
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ただきたいんですよ。私は前から言っているとおり、既に土肥地区と中伊豆地区は学校再編

成は終わっているんです。一緒に行きましょうよ。一緒に行って、今までの子供たちに前が

よかったか、今がよかったか聞きましょうと私は言っているんです。そのときに学校の先生

方も来てもらえばいいじゃないですか。答えないじゃないですか、議員は。 

  私は私に批判もあるだろうし、通学が長くなった問題もあるだろう。それはデメリットは

ありますよ、通学のことはさっきいわなかったけれども。それも含めて今行って土肥はもう

２年、３年たっているじゃないですか。その子供たちの笑顔を直接聞いてみればいいじゃな

いですか。一緒に行かないでしょう。 

  それからもう一つ、どうしてかつて伊豆市は12も小学校があって、人口比でいったら、東

部で一番多い、それだけの学校の数があって、どうして子供が伊豆市だけ減ってきたんです

か。私が何度伺ってもお答えいただけない。したがって、そういったこともしっかり考えて

いただいた上で、私さっき申し上げたとおり、子供の教育環境、もう一ついつも伺っていま

すよね。かつて小さな小学校で４人、５人しかいなかった。あなたが子供なら、そういった

学校に行きたいですか。私はソフトボールができる学校、サッカーができる学校に私なら行

きたい。でもそんなこともお答えいただけない。したがって、今の子供たちのために泣く泣

くやむなく一定規模の学校にするというのは、教育振興審議会の答申であり、教育委員会の

決定だったわけです。 

  その上で、当然のことながら通学の問題が１つ残る、これはわかります。デメリットとし

てある。さっきは申し上げませんでした、教育の範疇だから。もう一つは、なくなった学校、

そのためにほかのところも考えていますが、今は特養のところですから、したがって、その

ために湯ヶ島小学校を文学館にする。地元から御同意いただいて、湯ヶ島財産区から1,000

万円を拠出いただいて、営林署を買い取って再生する。そして、特養を、私が決めたわけじ

ゃありません。だけれども、やっぱり今の天城湯ヶ島地区を考えると、湯ヶ島小学校区に市

長として何か新しいことができるのであれば、優先的に考えるべきではないか。だから優先

という条件をつけたんです。場所を決めたのは私ではありませんから、そこには答えること

はできませんけれども、そのような考え方の中でしっかり、議員、向き合って、ちゃんとし

た御議論いただきたい。ぜひよろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） 西島議員、あと１分ちょっとですので、締めてください。 

○１０番（西島信也君） わかりました。今、市長から何かお答えらしきものをいただいたん

ですけれども、市長は全く議論をすりかえている。私が言っているのは、教育問題はさてお

きと最初に言ったじゃないですか。そのほかでどういうメリット、デメリットがあるかとい

うことを言ったわけですよ。だってそれを私がちょっと言ったら、それに対して一緒に土肥

に来ないからどうのこうのとか、そういう議論をすりかえるようなことを、それは前から市

長の方式ですけれども、そういうことで大変非常に不満が残るわけですけれども、それでは、

最後に教育長さんにお伺いいたします。 
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  今の教育長さんの答弁ですと、前の教育委員会とは若干違うなという気がするわけですけ

れども、１つ例を出しますと、教育長さんはちょっと、私が言ったかもしれませんけれども、

京都に大原小中学校という学校があるわけですけれども、そこの人口が3,000人ですね。非

常に子供の数が少なくなってどうするかということで、全世帯のアンケートをとって、いい

か悪いか、全世帯のあれで決めてもらったんですよね。そのようなこと、さっきアンケート

はもうやらないようなことをちょっと言っていましたけれども、ぜひアンケートも含めて、

住民の委員会をつくって、ただしこれは…… 

○議長（飯田正志君） 西島議員、質問してください。 

○１０番（西島信也君） わかりました。ただし、これは当局側の意を酌む必要はないと、そ

ういう委員会をつくって検討するというようなことでしょうか、お伺いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 先ほど答弁させていただいたとおりでございます。 

○議長（飯田正志君） これで西島信也議員の質問を終わります。 

  ここで10分間、25分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

再開 午後 ２時２４分 

 

○議長（飯田正志君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

◇ 小長谷 順 二 君 

○議長（飯田正志君） 次に、９番、小長谷順二議員。 

〔９番 小長谷順二君登壇〕 

○９番（小長谷順二君） ９番、小長谷順二です。 

  通告してある３件について質問をいたします。答弁を市長に求めます。 

  １、海の県道223（ふじさん）号認定の観光事業、港湾整備について。 

  伊豆市が誕生して８年半が過ぎました。合併当時の人口は３万7,869人、ことし11月の人

口は３万4,246人で、3,623人減少しています。高齢化率も高く、子供の人数も急激に減少し

ております。非常に深刻な状況です。経済を活性化して、食えるまち、稼げるまちにしなけ

ればこの状況は変わらず、衰退の一途をたどります。 

  伊豆半島は全国的にも有名な観光地です。国内はもちろん海外からの観光客にも人気があ

り、発展をしてきました。しかし、長引く景気低迷や旅行形態も変わり、大変苦戦をしてお

ります。観光業者はもちろん、商工業、農林水産業に従事している人たちも生き残るのに必

死です。この危機を回避するためには、まちぐるみで誘客に努める必要があります。 
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  ことし９月に伊豆半島ジオパークが日本認定されました。さらに世界認定に向けて進んで

います。また、来年７月、富士山世界文化遺産登録に向けて、富士山のごろ合わせで、海の

県道223(ふじさん)号として、清水港と伊豆市土肥を結ぶ駿河湾横断ルートを県道として認

定すると県が発表をいたしました。伊豆市にとっても大いに期待するところです。このチャ

ンスをどのようにとらえて観光事業、港湾整備事業を進めていきますか。 

  ２、観光、商工業、農林水産業の連携、発展について。 

  今月14日にアグリツーリズモの講演会（新しい農業と観光のあり方）に参加をいたしまし

た。これからの伊豆の観光は、今までの大型バスで大勢のお客さんが来る時代から、グルー

プ、個人旅行が主となります。天城地区にある道の駅天城越え、修善寺地区にある農の駅、

中伊豆地区にある大見の郷季多楽、土肥地区に現在建設中の土肥特産市ありがとうなど、観

光と農作物、海産物などの販売を各地で推進しております。観光客のニーズに合わせながら

観光経済構造改革をしなければいけないと思います。観光経済部、観光協会、商工会、農林

水産業関係者で、市としてどのように、さらなる連携、発展をさせていきますか。 

  ３、土肥地区の地震、津波対策について。 

  今月15日に土肥観光協会主催の土肥地区における防災の現状と課題と称し、会員と支所長、

交番所長、田方消防西出張所所長を講師に講演会がありました。地震発生のメカニズム、東

海地震、地震への備え、避難の３原則、想定にとらわれないこと、最善を尽くすこと、率先

避難者たれ、津波てんでんこ、そして減災へがテーマでした。家具の固定、防潮堤、海抜表

示、避難場所表示整備、避難ビル、備蓄品など、さまざまな問題が指摘されました。津波は

５分以内に押し寄せてくるので、本当に難しい問題ではありますが、自助、共助、公助をキ

ーワードに、住民、観光客の命を守る東海地震津波対策に全力で取り組まなければいけませ

ん。 

  各地で避難の方法も違います。昼間の訓練、夜間訓練などを通して問題点を見つけ、土肥、

小土肥、八木沢、小下田それぞれの防災マニュアル等をつくることが必要だと思います。市

としてどのように取り組みますか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの小長谷順二議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、最初の県道223（ふじさん）号等を活用した観光交流事業について、まさにその御

指摘のとおりで、かつて最盛期、およそでしょうか、伊豆半島で9,000万人の観光交流人口

があった中で、直近のデータでは3,000万人をとうとう切ってしまったようで、私は4,000万

人というデータが脳みそにありましたので、大変にちょっと驚いています。 

  伊豆市では、現在、観光交流人口が300万人、宿泊人口が82万人ということで、これも最

盛期から比べれば大分落ち込んでいる。その中にあって、１つは伊豆縦貫道の工事の進捗、
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それから、世界ジオパークに向けての伊豆半島が一丸となっての行動、それから、西伊豆地

区の１市３町と静岡市、それから県に入っていただきまして、フェリーの利用促進。このよ

うなことが眼前にあるわけでございます。確かに、ただ厳しい厳しいと言っているだけでは

仕方ありませんので、そういったいい環境をいかに私たち自身が活用していくか、そのよう

な観点から、できることをなるべく速やかに、そして力を合わせてということになかろうか

と思っております。 

  特に、土肥地区の場合には、平成17年度、市が行った土肥みなとまちづくり調査をもとに、

県のほうでこれの事業化を視野に入れた土肥港みなとまちづくり構想が平成21年に策定され

ております。これを足がかりにして、これからの道路整備やフェリーの利用促進とあわせて

しっかり取り組んでまいりたいと思っております。 

  それから、２つ目のアグリツーリズモについてですが、現在、狩野川流域の３市町で取り

組んでおりますアグリツーリズモは、先進地イタリアが取り組んでいる地域活性化の事例で

あって、伊豆半島には適していると思いますが、美しい農村で四季折々の田舎暮らしを経験

すると、そのような事業だと聞いております。 

  日本の中でも、多くの地方ではわらぶき屋根の家や水車小屋など、こういったかつてはま

さに身の回りにあったものを資源として、観光施設として見直していく、そのような動きの

中で、狩野川流域のアグリツーリズモも始められたものと承知をしております。 

  現在、国のほうでは、ＴＰＰにかかわるいろんな議論がございますけれども、国策として

ＴＰＰを進めるにせよ、入らないにせよ、農林水産業の活性化というものは必ず必要だと思

っております。我々住民であるにせよ、観光のお客様であるにせよ、駿河湾のおいしい魚を

食べていただく。地元の安全でおいしい野菜、米を食べていただく。そのような中で、それ

を観光資源として活用していく、これは非常に可能性のあることだろうと思っております。

現在でも、アイガモによる減農薬栽培コシヒカリや黒米を旅館のお食事や温泉場の食事どこ

ろで提供していただくなど、既に取り組みも始まっているところでございます。 

  このような、名前はアグリツーリズモもグリーンツーリズム、ブルーツーリズム、いろん

な名前がございますけれども、我々が持っている資源を最大限活用する、そういった観点で

は、観光業をいわゆる宿泊業ではなく総合産業としてとらえて、一人でも多くの雇用を確保

し所得につなげていく。このような取り組みを市としては全力で支援してまいりたいと、こ

のように考えています。 

  最後に、土肥地区の防災ですけれども、3.11の前は、伊豆市の大きな災害対策においては、

震度６とか７だと、室内の家具がやっぱり飛び交うんですね。これの固定というのはとりあ

えずできるし、一番効果的なのではないかと考えていて、議会でも何度か申し上げました。

しかし、3.11の津波を見ると、特に西海岸においては、やはり相当なハード、ソフト含めた

対策が必要だろうと改めて認識をいたしました。 

  これまで土肥地区の海岸沿いの旅館さん等を使った津波避難施設、それから先般工事いた
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しました土肥こども園の津波避難タワー、そして土肥小学校の裏山に逃げる橋、距離にすれ

ばわずかなものですけれども、少なくとも土肥小学校も逃げ道はできた。土肥中学校、土肥

高校は屋上が20メートル以上ございますので、一応子供さん対策は何とか第一歩は済んだ。

これからは小土肥、土肥、小下田、八木沢地区の低地に住んでいらっしゃる方々の初動の安

全確保をどうするかということに尽きようかと思っております。 

  来週12月６日だったでしょうか、私が土肥地区でタウンミーティングを計画していますが、

恐らく、やはり旅館さんの２階まで10メートルの防潮堤というのは、なかなか賛同は得られ

ないのではないか。そうすると、今まで計画のあった6.3メートルとか、あるいは７メート

ルぐらい、何とか１階ぐらいで視界を遮ることが終わる防潮堤にあわせて、避難訓練等をど

のように組み合わせていくか。そのようなことが必要になっていくだろうと思いますし、小

土肥と八木沢地区については、小土肥は両わきに逃げればそんなに距離はないんですけれど

も、八木沢地区は特に海岸部から高台までかなりの距離がございます。 

  そのようなことも、基本的には地域の皆さんに避難計画とか避難訓練をしていただいて、

市でなければできないようなハード整備とか、あるいは市でなければできないようなソフト

の情報提供だとか、そのようなものをなるべく早期にやっていきたいと思っております。そ

の意味で、小土肥と八木沢地区でのタウンミーティングもなるべく早く計画をさせていただ

きたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○９番（小長谷順二君） すみません、ちょっと昔の話になりますけれども、合併当時の建設

計画というのは私もよくわからなくて、いろいろネットで調べたんですけれども、わからな

かったんですけれども、先輩の議員さんからその辺の話はとにかく昔からの話だからという

ことで、重要な課題であるということは言われておりますので、先ほどの市長のお話でもあ

りましたけれども、平成21年には完成しているということで、それをもう一度見させていた

だきますけれども。今現在、具体的な話なんですけれども、カーフェリー、年間の欠航日と

いうのは20日ほどなんですよ。意外と僕も少なかったと思っているんですけれども、よく昔

は西の風が吹くとフェリーが欠航するなんていう話はあったんですけれども、よく調べたら、

昨年は20日間ほどだったということで、それはフェリーの人に聞いたら、運転手の技術も上

がったんじゃないかななんて言っていましたけれども、整備をしなければ、よその地区でも

港整備をして、フェリーがそっちへ行っちゃうなんていうことになると、やはり大変なこと

になると思いますので、その辺はしっかりとやっていきたいと思いますけれども、今現在で

も冬の西風のときには、車をとめていると波がぶつかって車に潮をかぶってしまうと。高級

車に乗っているお客さんはやはりすごい文句を言うらしいんです。清水へ着いたときに車を

水で流すようなことをしているらしいんですけれども、ちょっと波がかぶらないような、そ
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ういうカバーみたいなものができればいいななんていう話はフェリーの人から聞きました。 

  そして、もう一つなんですけれども、今、補助事業で平成23年７月15日から来年３月31日

まで伊豆市に住所のある方には値引きをしてくれていますよね。定価が2,200円なんですけ

れども、市が500円、事業者が200円で700円の値引きをしていると。このことを知っている

人が意外と少ないです。私もホームページで見たら、ホームページの入り方がすごく難しい

というか面倒なんですよね。市のホームページから市政とか値引きとか、お得情報みたいな

ところはなくて、そこに入っていかないとこのページまでなかなか行かない。市政から補助、

支援制度、地域づくり、地域活性化に関する支援と、そういうふうに入っていって、そのペ

ージを開くものですから、もう少しわかりやすいようなホームページにしてもらったら、せ

っかく値引きをしているのに、お得な情報なのにもったいないなとは思います。軽自動車の

場合には5,000円が2,500円になるので、半額になりますので、非常にもったいないので、も

う少し地元の人がわかりやすくしたほうがいいと思います。その辺はどうでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 伊豆市の広報の仕方、ホームページを含めて、非常に扱いが利便性が

高くないので、これはもう少し市だけではなくて、どのような情報発信の仕方が最も適切か

については、今、抜本的に見直そうと思っております。それを踏まえた上で申し上げたいん

ですけれども、今度は県のほうもしっかり前に出ていただき、それから静岡市も、私はまだ

水面下ですけれども、沼津市さんにも声をかけて、戸田もやはり西伊豆ですから、皆さんで

やっていきましょうということを、改めて利用促進事業が進みつつあります。これはひょっ

としたらラストチャンスかもしれません。この駿河湾フェリーがなくなったときに静岡市さ

んが受ける打撃よりも、伊豆半島の西海岸に受ける影響のほうが圧倒的に大きい。ある意味

死活的な問題なんですね。つまり私たちが第一当事者なんです。 

  そこで、市のほうもできる御支援の最大限のことはいたしますけれども、まずは地元の

方々が、特に土肥の方々が、これ、なくなったら大変ですから、そういった地域住民の利用

促進網、それから県の中部、西部、それから中京圏、関西圏、インバウンドは市のほうで率

先してやらせていただきますけれども、そのような地域に対する新たな取り組み、今までの

ように８割が関東だから、まずは関東ですではなくて、フェリーを使った新たな観光プロモ

ーションをしっかりやりませんと、これ私、本当にひょっとしたらラストチャンスかなと思

っておりまして、これを失ってしまったら、これだけの事業を一回失ったら二度と復活は私

はないと思います。ぜひ、私も何度でも出向きますので、土肥の皆さんで力を合わせて、駿

河湾フェリーの利用促進を、何としても一、二年のうちには必ず大きな数字を上げていく、

このような目標を持ってしっかり取り組んでいただきたい。また私たちもそれに向けて全力

で応援していきたいと、このように思っています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 
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○９番（小長谷順二君） すみません、今の続きなんですけれども、先日、市長の行政報告に

もあったように、先ほど言われたとおりなんですけれども、中京圏及び関西圏に対する誘客

プロモーションと富士山、静岡空港を経由してのインバウンド推進に伊豆半島の他の市町と

一緒に力を合わせて取り組むということで、これはぜひやってもらいたいんですけれども、

平成23年７月15日からきょう今現在までどれぐらいの利用があったかというのはわかります

でしょうか。ちょっとそれは難しいですか。わからないですか。またちょっとその辺もまた

教えてください。その数字を目標に上げていかなければならないと思いますので。やはりお

客さんが来てもらうことは大事なんですけれども、やはり口コミで広がるというのが非常に

大きいと思うので、土肥だけではなくて、近隣の皆さんが今はフェリーがこんなに安くて清

水まで映画見ていって、帰ってこられるよというような、そんな形で地元の人も含めて利用

してもらえればと思います。 

  次の質問をさせていただきます。 

  伊豆市の観光協会というのは入湯税がもとになっているそうです。平成23年度の見込みの

入湯税は１億1,200万円余りということで、そのうちの45％、つまり4,700万円ぐらいが各観

光協会の支部に振り分けられて、それでさらにまた修善寺、中伊豆、天城、土肥とそのよう

な割合で観光協会の資金になっているということなんですよね。それで、観光振興とかまち

おこしをするのに、伊豆市は観光立市宣言みたいなことは考えているんでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 既に市民の皆さんはそういった意識をお持ちだと思いますので、あえ

て宣言というものは現在考えてはおりません。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○９番（小長谷順二君） 先ほども市長がフェリーもラストチャンスというお話をしましたけ

れども、やはり先ほどの県道のこととかジオパークのことも含めて、今がひょっとしたら宣

言をするチャンスじゃないかなと思うものですから、その辺もひとつ御検討していただきた

いと思います。 

  そしてもう一つ、伊豆市は大変予算がない中で振り分けが大変だと思うんですけれども、

平成24年度の予算なんですけれども、観光振興費というのが１億5,000万円ぐらいですよね。

観光施設の管理費が４億円、合計で５億6,000万円ぐらいということなんですけれども、実

際に市の総額の予算が150億円あるうちの観光振興費と観光施設費の両方の金額で3.7％ぐら

いで、振興費に至っては１％弱のような計算になったんですけれども、こういうチャンスに

もう少し観光にお金をつぎ込んで、元気のあるまちづくりなんていうことはどうなんでしょ

うか。予算の中で回していくとは思うんですけれども、今がそのチャンスだと思うんですけ

れども、いかがお考えでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 
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○市長（菊地 豊君） 私も市長になったころは、150億円あれば市長もいろいろ振り回せる

だろうと思ったんですが、実際には、その中で１億円を市長の意向で使うことも難しい。非

常にやはり予算というのは、余り伊豆市の場合には、振り回す余地のない予算になっており

まして、1,000万円、2,000万円の事業も大変に難しいというのが正直なところなんです。そ

の中にあって、ゴルフ場利用税と並んで入湯税というのは大きな財源でして、1.1億円とい

うのは、実は全国温泉所在地の中での16番目なんですね。ですから、かなり伊豆市の入湯税

の金額というのは大きいほうなんです。 

  ただ、その中で、現在、観光が産業になっていないではないかと。１つは旅館の皆さんは

大きな装置産業ですから、固定資産税が非常に負担が大きい。固定資産税をしっかり負担し

ていただくためには、現状では、シンボリックにいえば土日のお客様なんですね。普通のサ

ラリーマンが週休２日の中で週労働２日では、やはり当然固定資産税の負担というのは非常

に重く感じられるでしょうし、雇用という意味でも、土日以外にお客様が来ないのであれば、

雇用の確保も難しい。 

  したがって、私は観光事業費をふやすというよりも、しっかり役割を切り分けて、行政は

月曜日から金曜日までの、あるいはオフシーズンでお客様が少ないときにいかにお客様に来

ていただくかということに行政は集中をし、観光協会とか観光事業者の皆様には、来ていた

だいた方々に対するイベントやおもてなし、今実はそういったものにもかなりの職員が割か

れているんですが、それはやはり役割をしっかり分けたほうがいいのではないか。これから

市のほうは個々のイベント支援というよりも、弱いオフシーズンとか平日の誘客の促進のほ

うに事業をしっかり取り組んでいきたい。それによって、事業費総額にこだわるよりも効果

というものはしっかりあらわれてくるのではないかと、現時点ではそのように考えています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○９番（小長谷順二君） 市の財政的なものとかもあるでしょうし、観光事業者もそれなりに

考えて一生懸命やっていると思いますけれども、現状がこういう状況であることは踏まえて、

私たちも商工会でも、ずっと一緒に観光の方たちとは仕事をしてきましたので、何とか頑張

っていきたいと思いますので、ぜひその辺も含めて、観光のほうにももう少し力を入れたら

と思います。 

  そして、次の質問なんですけれども、９月の土肥の津波避難訓練で、こういう黄色いアン

ケート用紙をいただいたんですけれども、津波から避難する方法を確認する手順みたいな形

でこういうものをつくったんですけどね。私がアンケートを、防災マニュアルみたいなもの

をなぜつくったらいいかということなんですけれども、以前自分が消防団のときに、土肥町

時代なんですけれども、消防団にふんばる君という、先ほど市長が家具の固定が大事だとい

う話をしましたけれども、そういうようなものを配布して、それをロールになっているもの

ですから、切り分けて各家に３本ぐらい届けたような記憶があるんですけれども、やはりハ



－101－ 

ードも必要なんですけれども、今すぐに防潮堤ができるわけではないので、今できることか

らやらなければならないと思っていますので、まずは、逃げるためには自分の家具で下敷き

になって逃げられないでは困るので、家具の固定をしっかりするのが第一だと私は思います。 

  以前に商工会の建設部会で、ひとり暮らしのお年寄りだとかお年寄りの家族を対象に、民

生委員だとか市の職員を借りて、家具の固定授業みたいなものをやった記憶があるんですね。

１回きりで多分終わっちゃっていると思うんですけれども、まずは家具の固定の徹底という

意味で、そのような事業を継続してやるような予定はあるでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これ、去年の議会だったか、私、実は１回答弁申し上げた記憶がある

んですが、建設部会だったと思うんですね。家具の固定の補助事業が伊豆市では締めきりだ

ったかに記憶しております。しかし、これはまだ全家庭が終わっていないものですから、家

具固定の補助事業については、すみません、今、私記憶が定かではないんですが、もし終わ

っていればどこかで復活をさせて、やはり少しでも安全化のほうには尽力をしてまいりたい

と思います。担当の部長がデータがあれば。ごめんなさい、すみません、今、手元に資料が

ないようで、そういう基本的にはそのような考え方を持っております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○９番（小長谷順二君） ではその辺は、近所の民生委員さんとか消防団なんかにも言ってい

ただければ、針金でとめるぐらいはできると思うんですけれども、地域性もあるので、行政

からと我々のサポートのほうと両方で、とにかく家具の固定だけは早急にしたいと思ってお

ります。 

  そして、緊急持ち出し袋に水とか食料とか懐中電灯等、必要なものを入れてすぐ逃げると

いうことがあるんですけれども、やはり津波に巻き込まれる心配は非常にあるので、ライフ

ジャケットを我が家では用意をしていまして、私も知り合いにはこれをつけて逃げたらひょ

っとしたら助かることもあるよなんていうことで、ヘルメットと一緒にさらにライフジャケ

ットなんかを用意して、逃げる体制を整えたほうがいいということを自分では告知しており

ます。 

  そして、避難路の確保なんですけれども、日ごろから自分がここにいたらここに逃げると

か、このビルに逃げるとかということを徹底をしてやらなければならないんですけれども、

伊豆市の規定では、前は３階建て以上の建物が避難ビルだったようなんですけれども、今、

ホームページで見ると、５階建て以上のビルが指定のビルになっているようなんですけれど

も、住民の声として、避難場所を誘導する地図だとか、整備がされていないという声が非常

に多くて、先日の会議でも話をしたら、区のほうから上げていただければみたいな形があっ

たんですけれども、それは行政のほうと住民のほうと両方でやったほうがいいと思うんです
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けれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 津波避難施設は現在３階建ても３件含まれているようで、ただ、これ

もよくわからないんですけれども、東日本で東北で経験された話を伺うと、やっぱりより次

に、逃げられる場所のほうがいいと。そうすると、例えば３階建てに避難してしまうと、よ

り高くというのはないものですから、基本的には11メートルでいっぱいいっぱい。そうする

と、今指定はさせていただいていますけれども、基本的には５階、６階のビルがより安全か

なという気はいたします。 

  避難経路の表示等なんですが、やはり行政の側が市役所という立場で、全部の避難経路を

見てつくって表示するというのは、正直いって物すごく時間がかかり過ぎるんです。ですか

ら、なるべく地元のほうで決めていただいて、自分たちが一番なれてわかりやすい、比較的

安全な経路を指定していただいて、そこの表示について、あるいは逃げにくいところがあれ

ば、そこの改良等についてはもちろん市のほうは積極的にやらせていただきますので、でき

れば避難経路等は地域の皆さんで話し合って決めていただいたほうが結果として早いと思っ

ておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 小長谷順二議員。 

○９番（小長谷順二君） すみません、ちょっとしつこくなりますけれども、私が最終的に言

いたいのは、例えば屋形地区だったら、屋形地区はこういうルートを通って逃げるとか、小

土肥地区の場合にはこういうふうにするとかという防災マニュアルをつくりたいと思ってい

るんですよ。それにはやはり、区民とか市民全員が参加をして、お年寄りのおばあちゃんも

いるわけですし子供もいるわけですし、そんな中でしっかりと八木沢地区の防災マニュアル

を、八木沢だって広いんで、西山と小池でも違うと思いますので、紙に書いて残したような

ものが一番安心かなとは思うんですけれども、防災マニュアルをつくるということで、非常

に手間のかかる作業ではあると思うんですけれども、住民と行政が一緒になってつくりたい

と思っているんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 今、御提案のありました地図化については、今検討しているところで

ございますので、それはなるべく早く完成をさせたいと思いますし、その普及と、それから

訓練のほうの御支援、これもしっかり進めていきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

○９番（小長谷順二君） ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） これで、小長谷順二議員の質問を終了します。 

 

◇ 小長谷 朗 夫 君 

○議長（飯田正志君） 次に、３番、小長谷朗夫議員。 
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〔３番 小長谷朗夫君登壇〕 

○３番（小長谷朗夫君） 議席番号３番、小長谷朗夫です。通告書に従って、ピンポイントの

質問ではありますけれども、修善寺地区の４小学校のトイレの改修、整備について質問させ

ていただきます。 

  トイレの話でまことに恐縮ですが、小学校の再編成で新しく生まれました土肥小学校、中

伊豆小学校、また、来年４月より開校されます天城小学校については、普通教室並びに特別

教室の増改築にあわせて、現場の声も配慮しつつ衛生的なトイレになったと思われます。ま

た、なる予定と認識しております。先ほど来から修善寺地区の再編成の話もあったわけです

が、来年４月、修善寺地区における４つの小学校は、現実にはあるわけですので、修善寺小

学校、修善寺南小学校、修善寺東、熊坂の４小学校でありますが、ここのトイレの改修、整

備について、まず第１点目ですが、小学校においては、トイレ指導は他の教育活動同様、大

切な指導だと認識しております。たかがトイレではなく、されどトイレだと私自身は経験を

踏まえて日ごろ感じておりました。特に、１年生を初め低学年の担任は、４月当初、生徒指

導として気を遣うところだと考えております。そこで、特に低学年におけるトイレ指導と子

供のあらわれをもし事例がありましたらどのように考えているか。これが１点目でございま

す。 

  それから、２点目に、自宅での生活環境や新しい幼稚園、保育園一体化の施設で育ってき

ている子供たちです。生活経験が洋式トイレになれている現状の中で、４小学校の洋式、和

式トイレの現状のバランスをどうお考えになっていますか。 

  最後に、３点目ですが、各小学校の洋式トイレは調査したところによりますと、各階に１

カ所ずつ配置されているのが実態です。トイレの改修、整備が１つ目、２つ目の質問と関連

して必要だと思われますが、いかがでしょうか。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） ただいまの小長谷朗夫議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

〔教育長 勝呂信正君登壇〕 

○教育長（勝呂信正君） それでは、小長谷議員の修善寺地区の４小学校のトイレの改修、整

備についてお答えさせていただきます。 

  まず、１点目の低学年のトイレ指導についてでございます。 

  小学校に入学して、生活時間帯や環境など子供たちの生活も大きく変化をしてくるときで

す。トイレ指導は、子供の健康管理や精神面での安定の面からも重要な指導であると認識し

ておりますし、各学校においても、各学級担任や養護教諭が適切な指導を実施しているとい

うふうに認識しております。また、トイレの中にも１年生、特に使い方の中で、具体的に掲

示物を張るなどして、子供たちが困らないような工夫もしている学校がございます。 

  生活様式の変化により、トイレの形態についても当然変化をしてきております。現在の家
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庭では洋式トイレを使用する家庭もふえていますが、公共機関や外出先においては、和式ト

イレも存在し、混在しているのが現状であるというふうに考えています。 

  したがいまして、学校においては子供たちが和式、洋式トイレのどちらでも使えるような

指導を今後も続け、学校内だけでなく、外出先でも困らないような基本的な指導を心がけて

いきたいというふうに思っています。 

  また、精神的なストレスを感じないように、学校でトイレを我慢することがないような雰

囲気づくりについて、再度各学校にお願いをしているところでございます。ただしでござい

ますけれども、やはり基本的な指導におきましては、幼稚園や保育園、家庭との連携を図り

ながら、トイレの指導、子供たちのストレス、健康面も考慮しながら図っていく必要がある

というふうに考えております。 

  それから、２点目の４小学校の洋式、和式トイレのバランスについてでございますが、小

学校における和式、洋式トイレの数のバランスにつきましては、子供たちの現在の生活様式

を考えますと、洋式トイレが多いほうが理想ではないか、そういうふうに考えております。 

  ３点目の洋式トイレを４小学校も含めてですが、随時ふやしていく考えはないかとの御質

問ですけれども、４小学校すべてに洋式トイレを随時ふやしていくことは、財政的な課題も

ありますけれども、すぐには困難なところもあるかと思いますが、子供たちの学校における

生活環境などを考慮し、トイレの改修の検討を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○３番（小長谷朗夫君） 本題の再質問に入る前に、１つ教育長にお尋ねいたしますが、修善

寺地区ですので、保育園、その他あゆのさと等、一体化の認定こども園もあるわけですが、

１つ例を挙げてみますと、認定こども園を教育委員会として施設設備を見学に行かれたこと

はございますか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） こども園については見学をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○３番（小長谷朗夫君） 私何を言いたいかといいますと、あの施設を見たときに、多分公立

小学校の場合は、修善寺地区もそうだと思うんですが、昭和30年代の終わりから40年代の初

めに校舎を建てて、大変古いという現実もございます。田方地区でも大体そのころ、どこも

小学校を建てたわけですが、一般的には、小学校のトイレというのは３Ｋと言われるわけで

すよね。すなわち汚い、臭い、暗い。それで、あの認定こども園で育ってきた子供があの環
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境ですばらしいんですね。それが小学校へ入ったときのその落差というのは、やはり６歳児、

７歳児には大変精神的不安をかけるんじゃないかなと思われますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 実際に、子供の心は私自身も小学校に勤務した経験はございません

ので、はっきりは答えられませんけれども、やはり学校におけるトイレというのは子供たち

の生活を安定させる、そういう意味では大きな要素であるということは認識しております。 

○議長（飯田正志君） 小長谷朗夫議員。 

○３番（小長谷朗夫君） 決してくどいつもりでお話ししているわけではないんですが、人に

とってやっぱり排尿、排便という欲求は大変重要な欲求だと思うんですね。その中で、教育

長は中学校畑を歩いてきましたので、小学校の様子というのは正直いって余り御存じじゃな

いと思います。そういう中で、日常、１年生を初めとした低学年が的を外したり、それから

流さなかったり、それからそのほかいろいろおしりを拭くための紙の引っ張り方だとか、そ

れこそ低学年のトイレというのは、もう放課になったときに行くとかなり汚いです。 

  そのことは何でそんなふうになるかというと、やっぱり生活様式だと思うんですね、定着

し切ってきている子供たちが上がってくるわけですから。その中で、これは私も実際に経験

したわけですけれども、トイレに行くことがストレスになりまして、学校へ行くことの渋り。

渋りならまだお母さんが勇気づければ、お父さんがちょっと後押ししてあげれば学校へ来る

わけですが、事例的にもあるわけですけれども、拒否ということも全国的にはまたこの近隣

の中でもそういう事例がございます。 

  先ほど、教育長のお話の中には出てこなかったわけですが、伊豆市の小学校の今の現状の

中で、特に修善寺地区の中でそういう事例というのはないでしょうか。渋りだとか、子供が

学校へ行きたくなかったというのは、トイレが直接的な原因ではないかもしれませんが、た

だそれは大きなウエートを占めているということで今お尋ねしているわけですが、そういう

事例を聞いたことはありませんか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 不登校ということは幾つか、何点か確認しておりますけれども、そ

の背景としての、トイレがかかわるということは今のところ認識はしておりません。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○３番（小長谷朗夫君） 多分私が考えるには、大きくいいますと２つの理由があると思うん

ですね。というのは、そういう教育環境の中で、伊豆市各小学校に勤めている先生方の熱心

な指導というのが１つはあると思います。したがいまして、他地域に見られない、伊豆市は

そういう面では健全なのかなという感じはいたします。それからもう一つ、大概が小学校入
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学前に親としてやるべきことというのがありまして、その中に、今までですと、通学路の確

認ということでよく親子が一緒に歩いております。最近はそれにプラスして、わざわざ和式

のトイレを探して行って、そこで用足しの指導をしているという現状があるんですね。ぜひ

その辺も認識していただきたいなと思います。 

  次の質問に行くわけですが、今、手元に各４小学校区のトイレの現状が小学校別、それか

ら階別、そしてその中の男女別ということで、今私も持っているんですが、これを見ますと、

現実にはなかなか厳しいところがありますね。洋式が全くない、ゼロというところもありま

すね。そういう中で、ちょっと学校にお尋ねしたら、やはり学校現場は洋式があってほしい

という願いがあるようですよね。それはなぜかというと、簡易的な洋式トイレを買ってきて、

和式の上にかぶせて洋式化しているというのがあるわけですが、やっぱりこういうことを考

えますと、ぜひとも修善寺地区の４小学校におけるトイレの洋式化というのは急務じゃない

かと思いますけれども。少なくともゼロというのはいかがなものかと思いますけれども、そ

の点いかがですか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（勝呂信正君） 先ほど３点目で答弁させていただきましたけれども、今後につきま

しても、子供たちの生活環境を考慮して、トイレの改修を進めていくということを検討して

おりますので、御了承ください。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○３番（小長谷朗夫君） 来年４月、意気揚々と希望に満ちて入学してきた１年生にとって、

学校は楽しいところだよと、そういうような思いをさせるためにも、ぜひともトイレの改修、

整備は必要だと思います。また、ちょっと視点を変えると、行政の対応の仕方のスピード感

というのは、市民の行政への信頼にもつながると思うんです。教育長の話の中にありました

ように、可能な限り優先順位をつけて洋式化へぜひとも改修、整備をすることが急務だと考

えておりますので、よろしくお願いします。 

  質問を終わります。 

○議長（飯田正志君） これで小長谷朗夫議員の質問を終了します。 

 

◇ 山 下 尚 之 君 

○議長（飯田正志君） 次に、４番、山下尚之議員。 

〔４番 山下尚之君登壇〕 

○４番（山下尚之君） ４番、山下尚之です。通告に従い、市長に３件質問いたします。 

  １件目ですが、市道矢熊筏場線改良工事に向けての今後の見通しは。 

  旧町時代から20年近くにわたり要望し続けてきた市道140029号矢熊筏場線改良工事の今後



－107－ 

の見通しについて伺います。 

  伊豆半島の背骨道路である伊豆縦貫自動車道、天城北道路の開通が着々と進んでいく中、

東伊豆から西伊豆、また、西伊豆から東伊豆へと抜ける肋骨アクセス道路、伊豆横断道路内

の矢熊筏場線改良工事の声が一向に聞こえてきません。伊豆市、また、伊豆半島として１本

の縦軸を最大限に有効、効率よく活用するため横軸の建設、できれば同時開通が急務と思わ

れますが、いかがですか。 

  新市建設計画、施策の方針（１）交通基盤の整備の中に、地域間を結ぶ矢熊筏場線の整備

を促進し、東西南北の交通基軸の確立を図るとありますが、その具体案、具体策は策定され

ているのか。また、２市２町でつくる伊豆横断道路建設促進期成同盟会での当該道路への考

え方と要望内容について伺います。 

  景気、経済、観光の低迷する中、伊豆市民の通動、通学を含む生活道路として、東名、新

東名、東西伊豆からの観光道路として、緊急時の災害防災道路として、どれをとっても主要

路線、縦貫道を生かすための補助路線として、地域の活性化や観光ルートの多様化、道路渋

滞の解消、企業誘致の可能性等、大変重要な路線となることが想定できますので、伊豆市の

将来に向けての起爆剤となるよう、市長２期目の目玉事業として、より強力に強行に取り組

む考えはあるのかないのか。また、何がネックとなって、支障となっているのか伺います。 

  ２件目として、光ファイバー整備網事業構想はこれも急務であり、将来に向けてのまちづ

くりに不可欠な事業であり、いつだれがやるかを早急に判断し、決定していかなければ取り

残されてしまう１つでもあります。若者の声として多く聞かれた人口の流出の原因でもある

近隣雇用の確保ともう一つ、定住条件の確保の中に、光ファイバー網の整備要望が多くあり

ました。これについても新市建設計画施策の方針（４）情報通信基盤の整備の中に、高速回

線の整備など情報通信基盤を整備し、行政、医療、福祉、産業、文化等行政全般の情報ネッ

トワークの形成を促進しとあります。４年前の一般質問に対し、民間業者から整備構想をお

願いし、それを踏まえて今後の対応をとの答弁がありましたが、その後、伊豆市としての構

想はお持ちですか。その具体案、具体策はどのようなものか、また、今後の見通しはどのよ

うなものか伺います。 

  これら２つの問題は、どちらも莫大な費用と時間のかかる事業で、とても手を出せないこ

とはわかりますが、今やらなければならない事業と位置づけ、最大限の調査研究により、市

のハード面での一大事業となるよう決断いたしませんか。 

  ３件目として、八岳小学校跡地利用について。 

  公共施設が遊休化していく中、市として周辺地域や公募での跡地利用について、いろいろ

な呼びかけは行ってきましたが、八岳小学校もこれといった地域が活性化するような提案も

なく今日に至っております。施設も傷み、グラウンドも荒れていく中、地元わさび組合から

わさび育苗施設の提案がありました。市の特産品であるわさびの生産の振興、消費の拡大、

品質、所得の向上、付加価値事業への展開等さまざまな農業振興への利点があると思われま
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すが、運営体制、多少ではございますが、施設の改築、設備工事等それぞれの条件整備が必

要な中、事業推進に向けての市の大きなバックアップを期待いたしますが、経営形態も含め、

援助の体制まで総合的な市のお考えをお伺いいたします。 

○議長（飯田正志君） ただいまの山下尚之議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  実は、１つ目、２つ目、３つ目といずれもかなりリンクしているんですけれども、市道矢

熊筏場線、それから光ファイバー整備、これ、いずれも極めて大切な課題だと思っています。

ですから、それ以上踏み込めないんですが、これがなぜ進まないかの背景について、私は御

説明をしたいと思っています。それが実は伊豆市長としての最大の課題でもあるんですね。

今に至るまで、大手マスコミの中で公共事業悪玉論、それから出先機関改革、いわゆる九州

と関西広域に。それからこれよりちょっとマスコミの頻度は低くなってきましたけれども、

補助金の一括交付金化、これいずれも私は反対しているんですけれども、極めて適切ではな

い世論形成だと私は思っています。 

  まず、公共事業費、かつては15兆円。ところが今先進国の中でも決して大きな数字ではな

い。かつては、極めて特殊な一時期は公共事業費は日本が突出して高かった時代が短期間あ

りますけれども、今は社会インフラが全く整備されていない中で、公共事業費が15兆円から

４兆円。今の４兆円から本当に来年予算編成のときに10％カットすれば、３兆6,000億円に

なるわけです。これだけ激減されて、しかも社会インフラが整っていればいいですよ。しか

し、よく国交省は日本の高速道路とドイツのアウトバーンの比較をするんですが、アウトバ

ーンはドイツの国内全域にあるんです。そして速度無制限ですね。日本の場合には高速道路

でようやく100キロ、伊豆縦貫道ができたって時速80キロ。伊豆中央道に至っては時速50キ

ロ制限で、矢熊筏場のようなあの程度の地域と地域の間の道路、ドイツでは普通100キロで

す、あんな道路。それだけ社会インフラがない、光ファイバーもない。その中で都市部だけ

もう終わったから、あとはもう公共事業費削減、これは極めて不適切だと思うんです。 

  それと同じ論理の延長線上の中で、出先機関改革。都市部はいいですよ、首都圏、中京圏、

関西圏は。しかし、それが終わったからあとは県にあとは広域に、私は全くそうは思わない

んですね。国土形成は国土の防衛と並ぶ国の責任、国の責務なんです。それから国民の安全

確保も国の責任なんです。それをまだ実態もない、合議体でしかない広域連合に渡すという

議論は私は極めて不適切だと思って、その２つに実は大反対をしているわけです。 

  もう一つは、一括交付金化も実は私たちが問題視しているのは、都市部の社会インフラが

終わったところは自由な交付金にして、あとは福祉でもどうぞ、教育でもどうぞ。私たちは

公共事業がおくれていたときに、それよりプラスして福祉費、プラスした教育費なんかもら

っていないですよね。今からようやく国の公共事業が地方にまで来るときになって、できた
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ところから御自由にどうぞという議論は私は極めて不適切だと思うんです。このようなこと

が重なって、その結果として、今、県の事業費も前半マイナス20％ですから、何も進んでい

ません。 

  その中で伊豆市は今、伊豆縦貫道と土肥の136号を優先してくださいというお願いを実は

しているんです。そこで極めて大切な矢熊筏場線とか県道修善寺天城湯ヶ島線とか、その他

のところを実は我慢している状況なんですね。まず、何としても136号の土肥新田の整備と

伊豆縦貫道の完成。これはそれぞれ県の事業と国の事業なんですが、実はこの事業費でさえ、

今、危ないんです、来年。そうった背景があるんです。ですから、市長としてやらなければ

いけないことは、当然、伊豆半島横断道路の仲間の皆さんとともに県の部長、副知事、知事

のところには行っていますが、しかし、それを実現させるためには、県内の市町長、それか

ら全国市長会の仲間とともに、しっかり聞いてくださいね、全国の誤った改革と公共事業費

の確保を訴えるということは、実は一番大切な課題だということなんです。それを踏まえた

上で、地域の中で必要な生活道路、それから必要な社会インフラ、こういったものを個別に

しっかりと要望してまいりたいと思っています。 

  それから、八岳小学校の跡地利用ですけれども、１件応募があって不採用ということにな

りました。先ほど、ほかの議員からありましたアグリツーリズモ、あるいはグリーンツーリ

ズムの拠点としてお使いいただくことを提案しようとして考えていたところですけれども、

実は今ある１件、事業提案がなされつつあります。きょう非常に申し上げられないのは大変

残念なんですが、少し幾つか明らかにしなければいけないところがあって、ここでは残念な

がら申し上げられないんですが、なるべく１月末までの間に中伊豆地区の皆さんにも御相談

をしたいという案件がございます。ただ、それがうまくいくか、幾つかの条件があるんです

が、その中の条件の１つがやはり光ファイバーなんですね。そういったものが整備できれば、

その話は少し進むかもしれない。しかし、光ファイバーが全く手当てできなければ、そうい

った進出の話もなくなるかもしれない。大変に厳しい状況でございます。 

  したがって、近々に八岳小学校の跡地利用、そして中伊豆地区を含む伊豆市内の光ファイ

バー整備の事業については、最終的に市長としての決心までいくかどうかわかりませんけれ

ども、相当確度の高いところまでの検討を経た上で、議会の皆さんと、それから地域の皆さ

んと御相談をさせていただきたいと思っております。はっきり言えないのは恐縮なんですが、

なるべく早いうちに議員も含めて御相談させていただきますので、そこは、きょうはその程

度で御理解いただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 森議員に申し上げます。答弁中はしっかり聞いてください。発言を控

えるように。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田正志君） しっかり聞いてください。 

〔発言する人あり〕 
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○議長（飯田正志君） 一般質問の答弁ですから、しっかり聞いてください。 

〔発言する人あり〕 

○議長（飯田正志君） 議長の権限で言います。いいですか。伊豆市議会会議規則第151条に

より議員は議会の品位を守らなければならないとなっております。よって、議会の品位を損

なわないように発言には十分注意しなさい。答弁しているときはしっかり聞いて、発言しな

いように。 

  それでは、続いて、再質問ありますか。 

  山下尚之議員。 

○４番（山下尚之君） それでは、まず、矢熊筏場線から再質問させていただきます。 

  矢熊筏場線につきましては、先輩議員のほうから何度も何度も一般質問がありまして、そ

の都度、市長も答弁いただいておりますけれども、今、お話のとおりで、やはり国・県の姿

勢を嘆く部分とか、大変前向きに熱く答弁していただいたんですけれども、形としてはやは

り先が見えてこない。嘆きの答弁という形になっているわけですけれども、これも時代によ

り仕方がないのかなという部分は思いますけれども、縦貫道の整備に伴いまして、ますます

必要度、重要度が増した当路線でございますので、いま一歩踏み込んだ要望活動をお伝えし

て再質問をいたします。 

  １つ目として、これは平成20年度ですけれども、一般質問の中で平成21年度以降設計測量

に着手する予定というような答弁がございました。これについては実施されたのかどうか、

まだしていないのかどうか。実施されたようでしたら、ここに至るまでの間にその成果をど

のように利用したのか、また活用したのか。また、していない場合につきましては、なぜし

なかったのか、しない理由がわかりましたら、お伺いいたします。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 先ほどの平成20年の質問というものの回答のところを調べてみま

した。平成20年６月、杉山議員の質問に対して回答しています。そのときには、矢熊筏場線

について、重要な路線です。今後現地踏査をし、図上で落として検討を進めておりますと。

基本的には現道を使用し、待避所を設ける計画で進めていきたいと考えています。なお、平

成21年度に大平のアクセス道路が完成するため、それ以降に予算配分を考え、国の補助事業

の採択に向けて調査検討しますという回答をしてありました。 

  ここについてですけれども、既に杉山議員が質問しているときには、建設課のほうでこの

矢熊筏場線についての現地踏査と図上での計画は作業中でありました。その内容を調べたと

ころ、矢熊筏場線については１案、２案、３案という３案の計画の中で検討を進めていきま

した。１案については、今、現道が４メートルの道路になっています。これを５メートルに

拡幅するという案が１案です。２案は、今の現道をそのまま使って、余り改変というのか石

積とか構造物のない待避所をつくりやすいところに待避所を設けるという案です。３案が、
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２車線、これにトンネルという案を入れた計画の３案で検討をしています。あわせて、この

ときに通行量調査をやっています。 

  この事業をやるに当たりまして、この計画が市道の改良という観点での計画になっていま

す。多分、山下議員とか自分もなんですけれども、伊豆横断とか伊豆半島の発展、伊豆市の

発展、これを考えたときに、市道の改良程度のものでいいのかという疑問が残りました。た

だ、この時点での決定としては、交通量の関係もあり、金額見合いなんですけれども、１案

が8.2億円、２案が0.3億円、３案については42億円という金額になりまして、１案が妥当だ

ろうという結論を見ています。その後、ちょうど私が建設課へ帰ってきたというんですか、

異動でそこに来て、この結果と前任の課長からの引き継ぎを受けたわけですけれども、伊豆

横断としてこの道路を、この１案を望んでいるわけではないものですので、これ以上の予算

をつけて何かするというのは逆に無駄になるというふうに判断をさせてもらって、今に至っ

ているということになります。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  山下尚之議員。 

○４番（山下尚之君） ただいまの質問と答弁につきましてですけれども、やはり建設部長の

考えたとおりで正解なのかなと思っております。この段階で縦貫道がどんどん進んでいく中

で、やはり峠越えを何とかして４から５にしてとか狭いところを広くして、余り効果的なも

のが生まれてこないのかなと。やっていただけるならやってもらうのでしたら、やはり隧道、

トンネルを掘っていかなければという部分の中で、今42億円とおっしゃいましたので、ああ、

そんなにかかるんだなと思っておりますけれども。このときに平成20年度の質問で、平成21

年度以降、設計測量に着手するという答弁でしたから、何か動きがあって、見通しがあって

そういうことをされたのかなという部分もどうかなとも思ったんですけれども、その動きと

いうのは同盟会の要望に対する動きなのか、県から何かの動きがあったのかという部分があ

ったものですから、質問させてもらいましたけれども、何か動きがあったかどうかはまた後

でお伺いいたします。 

  それと次の質問で、次は平成22年度の一般質問になりますけれども、期成同盟会のほうで

は、市独自でやるのはとても無理でしょうという部分の中で、県事業にシフトして要望して

いくと。そういう方向で向かっていくよというような答弁でしたけれども、そのためには、

林道から市道に格上げして、また市道を県道に格上げして要望をしていかないと、県の事業

としてはちょっとできないのかなという部分もあります。所管がえといいますか格上げ作業、

要望みたいのは具体的にされているのかどうか。されているとすれば、そういう手順を、さ

れていなくても、どういう手順を経て格上げ認定、所管がえ等に臨んでいくのか。 

  つい昨日、ネットで見たんですけれども、この９月の一般質問で、県道伊東西伊豆線の国

士峠、この道路改良、これを県にお願いしていくというような答弁がありましたけれども、
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２つの県道というわけにもいかないでしょうから、国士峠は今、県道になっているわけです

けれども、こちらを優先するのか。国士峠を市道に格下げして、矢熊筏場線を県道に格上げ

した中で、伊豆横断道として市としては要望をしていくのか。一体伊豆横断道の中伊豆から

湯ヶ島へ抜けるルートというのはどっちなのという部分の中で、どっちかであれば、どうい

うことでどうしていくかという部分と、矢熊筏場線だよという部分ならば、なぜ矢熊筏場線

なのか、国士峠であればなぜ国士峠を優先するの、どっちのルートなのという部分がわかり

ましたらお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） まず、伊東西伊豆線の現道、わさびの里という筏場地区のところ

がありますけれども、ここについては災害を受け、用地のほうも済んでいるところですので、

ここの要望をしております。また、長野地区、天城地区の長野へ上がっていく県道とタッチ

しているところ、そこについても地元からの要望も出て、そこのところで大型車がそこへ入

れません。そこのところの改良の要望をお願いをしているところです。 

  また、伊豆横断については、国士峠ではなく、矢熊筏場線となっております。その中で、

今まで県道への動きはどういう動きをしていたかという話ですけれども、ちょっと話がそれ

て申しわけないですけれども、伊豆市の中では、まず達原線というものをつくりました。そ

こについての県道への移管という問題もあります。またもともと修善寺地区のところで虹の

郷のところは県道ではありません。ここのところが県道への移管という話も入っているわけ

です。あわせて、ここの矢熊筏場線ですけれども、もともとはそこを達原線が完了後、次は

矢熊筏場線ということで、設計もでき、環境アセスまでいったところです。静岡県知事もこ

れをつくってくれるという約束まで取りつけたところだったわけです。ただし、ふるさと林

道という事業そのものがなくなってしまったために、できなくなったということになってい

ます。 

  それではどうしたらいいかということで、単独でやっていくという道もあるわけですけれ

ども、県にやっていただいた、しかも総合計画にも載っている、ただし総合計画においても

予算の配分は一切考えていなかったという中で、県道への移管というものが考えられたわけ

です。そのために、林道というのは私道で公道ではありません。それを道路法の道路という

ことで、矢熊筏場線という市道に認定をしたというのが県道への移管の動きというふうに御

理解をいただきたいと思います。 

  そして、伊豆横断の中で、矢熊筏場線も含めて要望をやっているわけですけれども、その

中にはやはり優先順位があります。優先順位で先ほど市長が言われたように、土肥峠工区、

136ですけれども、ここが伊豆市のみならず西伊豆、堂ヶ島、松崎方面にまで影響がある道

路ですので、そこが伊豆横断としては優先順位１番で要望をさせてもらっているということ

になります。 
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  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  山下議員。 

○４番（山下尚之君） よくわかりました。優先順位、136号から当然インターとのという部

分があるでしょうから、そちら優先でも仕方がない部分があるのかなとは思っております。

今、１番目にその部分を優先順位をつけてと言っておりましたけれども、矢熊筏場線に順位

ってあるのかなという部分の中で、じゃ、次はどこなの、次は伊東からの東伊豆からの絡み

もあるんでしょうけれども、伊豆市としてみれば何番目に位置づけされているのかなという

部分。まず、トンネルを抜かないとほかの道もできてこないような気もしているものですか

ら、トンネルさえ抜いてしまえばあとは何となく道もついてくるのかなという、安易な考え

なんですけれども、そんな部分で優先順位も高い順位にしていただいて、なるべく早くとい

いますか、道筋をつけていただきたいと思っております。 

  特に、いろいろな費用の関係の部分の中で、なかなかものが大き過ぎて、この改良工事に

ついては手も足も出ないなという部分が、すべての私たちもそうでしょうし、行政側もそう

でしょうし、承知はしているんでしょうけれども、何十年もの懸案事項でございましたから、

じゃ、どうするのよという中で、どこかで道筋をつけて、火を消していかないという部分も

あって質問もさせてもらっているんですけれども、どこかでどうなるのという、実施に向け

て努力していくよという部分だけではなくて、だめなら凍結になるのか廃止になるのか、ち

ょっと待ってよという凍結なのかという部分の中で、何か目安がないとというところがある

んですけれども。これもすべてやり尽くしたよという話になってしまうのかもしれませんけ

れども、徹底した要望活動をするために、最後の御奉公というような部分の中で、長年かか

わってきてくれました建設部長をリーダーあたりにしてもらって、県からお願いしています

副市長あたりに顧問になっていただいて、要望のプロジェクトチームあたりでも編成して、

伊豆市の、また伊豆半島の発展振興のために、これは政治も含めての話になるでしょうけれ

ども、想定できるあらゆる手段を使っていただいて、実現に向けての最大限の努力を早急に

スタートさせていただければ、少しは先が見えてくるのかなと。 

  42億円と聞くとどうなのかなという部分もありますし、今ここで決着はつかないでしょう

けれども、目安をつけていかないと、何年後、多分どんどんしぼんでしまって、なくなって

しまうのかなと。伊豆縦貫道ができて、やっぱり中が必要なんだよなと気がついたときには、

余り効果がなくなってしまうのかなと。地域は地域で、もうそれには耐えられなくなってい

るのかなという部分もありますので、何かしらアタック、大きな力をつくっていただいてア

タックの形を方向性を変えるとか、大きさを変えるとか、何かできませんでしょうか。伺い

ます。 

○議長（飯田正志君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） いい機会ですので、ぜひこれ、議員の皆さんに御理解いただきたいん
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ですが、今、議員から提案があったような１つの市で完結をして要望に行くという、これは

全く効果がないんです。これが今まで伊豆半島の道路がおくれてきた１つの理由なんです。

知事は、単一の市の代表とは会いません。ですから、先ほど部長からありましたように、こ

こは伊豆横断道の一部だという位置づけをしているわけですね。これにようやく私も含む伊

豆半島の市長、町長がみんなで声を上げなければ伊豆半島の社会インフラってよくならない

んだということに、実は私たち自身も伊豆縦貫道に直面してわかってきたんです。ですから、

伊豆中央道、修善寺道路の無料化なども伊東の佃市長が伊豆半島のリーダーとして要望して

皆さんで行ったり、そういう動きになっているんですね。そういった形をしっかりつくって、

12人あるいは13人の市長、町長と一緒に要望して全力でやって、初めて少し動くんです。 

  さらに今、１つ大きないい動きが、伊豆半島の中でグランドデザインをつくり始めている

わけです。これは伊豆半島サミットの６市６町に、沼津市も入って７市６町だったと思いま

すが、この中で伊豆半島のグランドデザイン、コンセプトは世界で一番美しい半島というコ

ンセプトなんです。これが県の総合計画の伊豆半島の位置づけ、つまり世界レベルの自然を

生かした観光交流圏、この県の総合計画における伊豆半島の位置づけと伊豆半島のグランド

デザイン、世界で一番美しい半島、このグランドデザインの中にいろんな部会ができて、そ

こに道路というのが位置づけられるわけです。その位置づけの中で縦貫道、横断道というの

が幾つか出てくる。今そういう動きになっていますので、市で単独で動くのではなくて、そ

の中にしっかり位置づけをしてもらって、伊豆縦貫道の後は幾つかの肋骨が必要ですから、

そこにしっかり位置づけてもらう。それによって、この矢熊筏場線の改良というものは、伊

豆市でできるような何千万円単位の改良ではなくて、しっかりした肋骨になっていく。今そ

のような見通しを立てております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  山下議員。 

○４番（山下尚之君） ありがとうございました。確かにそうでしょうね、市単独で行ってや

ってくれれば一番こしたことはないんでしょうけれども。今の要望プロジェクトでもつくっ

てみたらという部分の中でなんですけれども、これに向かっての市の組織を強化してもらっ

て、例えば県に直接行ってちょうだいよという話ではなくて、その組織の中で同盟会へぶつ

けてください、また７市６町、そちらのほうへぶつけてください、そこからお願いしますよ

というルートもとれると思いますので、何かしらの動きを持っていただいて、横軸のトンネ

ル、伊東と中伊豆間には冷川トンネルがございます。天城と土肥の間には船原トンネル、こ

の２つは開通しております。肝心な縦貫道を生かすための中央、中伊豆と天城間にはトンネ

ルがございませんので、ぜひこの横串のトンネル３兄弟、これで伊豆市の再生を期待いたし

まして、この矢熊筏場線につきましては、質問を終わります。 

  続きまして、光ファイバーについてでございますが、なかなかこれも矢熊筏場線と同じと

いうような答弁もありましたけれども、やはり費用もかかりますし期間もかかりますしとい
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う部分の中で、今、八岳小学校がどうのこうのという部分もありましたけれども、これも今

すぐにでもできれば将来に向けて必要な整備と思われるんですけれども、なかなか決断でき

ない部分が費用であるのか、民間企業の出方待ちなのか、国や県の出方待ちなのか、そこら

の部分で決断できない理由となっているのかなと思います。 

  いつかはぶち当たるといいますか突き当たる課題かなと思っておりますので、これらのこ

とにつきましても、日々変化、進展していく情報という関係の部分で、なかなか手のつけど

ころ、難しいところではあると思いますけれども、市のほうの建設計画にもありますように、

行政全般の業務に利用できる市民サービス向上のための設備でありますので、いつだれがど

のようにやっていくのが一番ベストなのかベターなのか、いろいろな調査や研究をお願いし

たいと思います。 

  そんな中で、聞いた話ではございますが、光ファイバーの整備については、市がやる気で

あれば援助してもいいですよというような団体もあるように聞きましたけれども、それにつ

いては、そのような団体はありますかという部分と、もしあるようでしたら、その話に乗る

気はありませんかということについてお伺いいたします。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 光ファイバーの整備は、私が市長になってからずっと極めて優先度の

高い課題だと考えておりました。もう企業誘致できないんですね。本当でしたら、光ファイ

バーを整備してから地デジに移行してもらえれば、そこは全体の流れがよかったんですが、

残念ながら国策の順番が逆で、地デジのアンテナを立てちゃってから今から光ファイバーが

ないと。ところが県内で光ファイバーが引かれていないのはわずか15％なんです。うちはそ

の引かれていないほうの15％に入ってしまっているわけです。そこで３年半前の川勝知事が

知事に立候補されたときの選挙公約が２年以内に光ファイバー全線整備だったものですから、

そこは御期待申し上げたんですが、やはりいろんな事情でそれも実現されなかった。次、も

うあと半年ですから、知事の１期目の間には無理だろうということで、やるのであれば、国

と県の補助金を使った市の事業をやるかやらないかというのは、現時点での選択肢なんです

ね。 

  それで、今、私が承知しておりますのは、修善寺地区までは、全面ではありませんけれど

も、修善寺の駅前と温泉場まではあるところが光ファイバーを敷設しているようでございま

す。中伊豆地区と湯ヶ島地区を民間事業者のほうの光ファイバー整備をやっていただいたと

きに、伊豆市の負担はおおよそ２億円ぐらいという推計のようでございます。ただ、じゃ、

２億円出したらそこは整備してすべていいのか、それだったら相当、皆さん議会にお諮りし

て、じゃ、お願いしますと言いたいところなんですが、そのときに、湯ヶ島中伊豆地区で接

続率が極めて低かったときの契約補てんみたいなやつ、つまり、一定値にいかなければ接続

が足りないところを市が補てんしてくれという条件があるやなしやに聞いています。じゃ、
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そこまで、私のほうでまだ議会に御提案するほどの判断がつきかねるという状況なんですね。

初期投資だけの２億円であれば、恐らく既にもう議会には提案させていただいているだろう

と思っています。ただ、先ほど申し上げました今度はいろんな民間からの御提案がある中で、

やはり光ファイバーがないと、どの企業誘致の話も進まないということをここ数日私も直面

しておりまして、繰り返しになりますけれども、近々、市長としては判断した上で、皆さん

に御相談をさせていただきたい。そんな状況で、光ファイバーの件もあわせて今、本当に最

後の判断のタイミングに迫られているというところでございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  山下議員。 

○４番（山下尚之君） 答弁いただきました。 

  大変、もう近々に考えなければいけない事項かなというような回答でしたので、どのよう

な形になるのか、いつやってくれるのか、どういう形でやるのかという部分の期待を含めま

して、最大限の調査研究の中で、一番ベターな回答をいただきたいと思います。 

  続きまして、わさび種苗施設についてでございますけれども、私のほうで情報にしており

ますのは、わさび組合からの提案でございましたけれども、先ほどの市長の答弁の中では、

ほかからも出ているよというような話なんですけれども、とりあえず今回、わさび種苗組合

施設の提案がありましたので、このことについては、基幹産業であるわさびの保護とか育成、

振興のために大変必要な施設と思われますので、どちらか天秤にかけてどちらかやめてもら

うよというような話になってしまうのか、共有できるものなのか、そこらもひとつお伺いし

たいところでありますけれども、基幹産業、農業の振興もありますので、最大限市としてバ

ックアップしていただいて、提案されている中伊豆のわさび組合、これ多分、今出ているの

は中伊豆のわさび組合でしょうけれども、どこのわさびの団体、農家の方も、この種苗のこ

とについては大変苦労されて、単価も高いですし、菌の問題もありますし、量の問題もあり

ますので、ここが軌道に乗れば、伊豆市全体の特産わさびについては大変振興していくので

はないかなと思われますので、早急にそこらについても組合のほうと調整をお願いしたいわ

けですけれども、今提案されているわさび組合からの八岳小学校の建物については、とりあ

えずの話なんですけれども、試験的にという部分あるでしょうけれども、２教室お借りでき

れば、とりあえずは計画的には２つか３つあればいいのかなというような計画ですので、そ

れらのスペースの中で、ほかから来ている要望が入れるのかどうかという部分もお伺いした

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 最近のある案件がうまくいくかいかないかにかかわらず、上大見地区

というのは、私は非常にグリーンツーリズムの拠点として可能性の高いところだと思ってい

ます。中伊豆地区はグリーンツーリズムの実績もございますし、経験もございますし、それ
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から、非常に美しい里山、しかも日本一のわさび田を控えた非常に美しい里山で、自転車専

用道路はないけれども、安全にウオーキングやサイクリングができる地域でもありますし、

いろんなことを今考えてまいりました。ただ、やはりグリーンツーリズムというものを安定

させるためには、やっぱりコアが必要なんですね。そこで、できれば食品加工工場が進出い

ただけないかというお腹の中の期待をしながら、八岳小学校跡地の公募をしたところ、残念

ながら、現時点でいい提案がいただけなかった。そこでずっと空き家にしていくのは一番好

ましくありませんので、今回御提案をいただいた、まずはわさび組合で部分的にでも使おう

というのは、私は大変ありがたい御提案だと思っております。 

  何かほかに事業がそこで行われるから、こちらはなしということにはなりません。ならな

いと思います。したがって、どんな組み合わせになるか、どのような施設の使い方のすみ分

けになるかはわかりませんけれども、ぜひこのわさび組合のわさび種苗施設もこの構想を捨

てずに、多少場所が変わってもやり方が変わっても、ぜひ御支援させていただきたいと思っ

ておりますので、できましたら、もう一つの農業の基盤であるところのシイタケの皆さんに

も何らかの御提案をいただき、わさびとシイタケが並び、また一般の野菜もそこに入り、で

きれば食品加工工場なんかも併設をして、そして、グリーンツーリズムの拠点としてあの上

大見地区の将来設計をつくってまいりたいと、このように考えております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  山下議員。 

○４番（山下尚之君） ありがとうございます。大変いい施設と思われますので、市長もそう

いう答弁をしてくださいましたので、わさび組合のほうから、これは観光経済部のほうでよ

ろしいでしょうか。また、こういう絵がありますので、目的とか何かいろいろ書いた絵まで

ありますので、それをもってのいろいろ調整の部分、また、お願いに行くかと思いますので、

そちらのほうよろしくお願いしたいと思います。 

  それと、公共施設の空洞化、これも先ほど来よりの一般質問の中にもありましたけれども、

学校の統合や幼保の統合、いろんな部分を含めて空洞化がどんどん進んでいくという中で、

一応市のそういうところをどうするのというやり方が、地区とか地域への利用の呼びかけを

してから始まって、地区でそんな案が出てこなければ民間へ公募をかけて、なければ財産売

買してしまうというような進め方、いい部分もあるでしょうし、これではという部分もある

でしょうけれども、見きわめながらやっているんですけれども、このような工程だけではな

くて、逆に市のほうから地域のほうへと行政のほうのいろいろなこんな事業をやっていいだ

ろうかという、いろいろな知恵とか知識をノウハウを生かして、逆に事業提案してもらうと。

それで地域の活性化に結びつけていくような行政主導型のまちづくりをしていかないと、な

かなか地区から何かやるものないとかいう部分が出てこない状況にはあると思います。 

  そうすれば、自然に空洞化もどんどん進んでいく一方と思っておりますけれども、そんな

中で、市民のほうもそういうのを貸してもらったらどうなるのという部分が余り見えており



－118－ 

ませんので、何かで周知の方法を図っていただきたい。公共施設の貸し出し要綱的なものと

かマニュアル的なもの、何かわかりやすいものをつくっていただいて、何か市民にわかって

もらわないと、地区からは話し合いをすると何か提案があるんですよね。でもそんなものを

したって、銭がかかるばかりだよとかという話になりますので、伊豆市がそんなマニュアル

づくりの中で、提案に対して、経営まで含めて伊豆市がどこまでかかわってくるのか、また

どれだけの面倒を見てくれるのかという、何か目安のあるようなものをつくっていただけれ

ば提案もしやすいのかなと。 

  このままですと、計画どおり学校の統廃合も進められていく中で、それに伴って、原保保

育園もそうなんですけれども、子供が２人になってしまったわけではないんですよね。学校

が八幡に行ったために、保育園もさくらへ流れてしまった、園児も流れてしまったという部

分の中で２人になってしまったんですけれども、学校がなくなるばかりが要因ではないんで

しょうけれども、幼稚園、保育園もなくなって、商店もなくなって、人もいなくなってしま

うというような、こういう現象が雪崩のように次々と襲いかかってくるというようなことは、

目には見えていないまでも、だんだんそうなっていくのかなと思います。 

  こういう状態をそれでもしようがないな、こんな時代だからと思うのか、これは大変だと

して何か手を打っていくのか。なくなったものを復活するのは大変なパワーも必要ですし、

難しいことでしょうから、なくなったものをほかにかえて、何かのまちづくりに利用できな

いかなという部分、これを大事にしていかなければなと思っております。 

  そんな中で、まちづくりのために行政についても、今の行政組織でなくて、新たなそうい

う部分の組織づくりも必要になってくるのかなと。専門的にそればかり考えているのでもい

いと思いますけれども、何かそんな組織改革的なものも必要になってくる、地域のことは地

域で考えろよではなくて、地域のことも地区のことも行政が提案していくようなことも必要

になってくるのかなと思っておりますけれども、そこらの何かいい提案といいますか、お考

えがありましたらお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） せっかく当選された議員ですから、やっぱり将来をしっかり夢をもっ

て語っていただきたい。余り悲観的に、将来に対して過度に楽観視してもいけないけれども、

しかし、私は現状の伊豆市を見て、そんなに悲観的に考えていただく必要はないと思うんで

す。これまで跡地利用でありました天城支所の跡地の東京ラスクも、それから八幡グラウン

ドの跡地のおうちコープのほうも、特におうちコープのほうは余り雇用がすぐに確保できて

いるわけではないけれども、しかし、あのユーザーは多いですよね。地域の皆さんで非常に

買い物がしにくくなった方々に対する効果を考えると、あの八幡グラウンドの跡地利用とい

うのはやっぱり非常に効果があったものだと思っております。 

  そして、その後、幾つかの市有施設、不用となった施設の転用、その中で現時点で完全に
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提案がないのは、大東保育園とそれから土肥南小学校で、大東保育園のほうは残念ながら

内々にお話のあったものが流れてしまったんですが、土肥南小学校のほうは立地的に津波の

危険性を考えると、すぐに利用提案というのはやはり難しいんだろうと思います。そのほか

を考えますと、ふじみ幼稚園、それから八岳小学校、これ、近々また御相談しますけれども。

それから、湯ヶ島小学校は文学館に当然考えられておりますし、月ヶ瀬小学校も幾つかの御

提案があるだろうと思っています。 

  その中で、この観光交流人口を含めた伊豆市の中での新しい雇用の場の創出ということは、

私は全く悲観的に考えておりませんので、ですから、したがって、そんなに今までのやり方

が全くだめだから別の手法というものではなくて、今までのやり方を適宜改善しながら、改

良しながら進めていけば十分に伊豆にふさわしいような新しい職場、産業の創出というもの

は可能だと思っております。ぜひ議員からも、いろんな議場以外でも議員活動はいろいろあ

ると思いますので、ぜひいろんな御提案をいただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  山下議員。 

○４番（山下尚之君） 確かに、跡地につきましても、ラスクさんとかコープさんとか、大変

よかったなという部分はあるでしょうけれども、やはり市長、最初にほかの質問に対して答

弁されていましたように、何かがなくなったために地域が疲弊したでは困るから、だめだか

ら何かを、そこを有効に利用しなければという答弁もありましたけれども、やはり私もその

ように考えておりまして、なくなったなら次のことを考えてよというので、市民にそれはな

かなか無理なのかなと。やはり公募して企業でも入ってくれれば、ラスクさんやコープのよ

うな例もできてくるのかなと思うんですけれども、そこが来てくれないところはどうなっち

ゃうのという部分もありますので、やはり行政にも、ある程度のノウハウを生かした、知識

を持った提案も逆方向として、提案を受けるだけではなくて提案を差し出して、こんなもの

をやってみたらということも大事なのかなと、必要なのかなと。それには、まちづくり的な

行政組織も必要なのかなという部分で質問させてもらいましたけれども、今までのやり方と

そういう部分も含めた中で、よりよい組織づくりをまたよろしくお願いいたしまして、時間

になりましたので、再質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（飯田正志君） これで山下尚之議員の質問を終了します。 

 

◎延会宣告 

○議長（飯田正志君） 残る一般質問については、明日11月30日の午前９時半から行います。 

  本日はこれにて延会といたします。 

  御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ４時０６分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田正志君） 皆さん、おはようございます。 

  本日の出席議員は16名であります。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

  これより平成24年第４回伊豆市議会定例会３日目の会議を開きます。 

 

◎一般質問 

○議長（飯田正志君） それでは、昨日の会議に引き続き一般質問を行います。 

  本日は、発言順序８番の大川明芳議員から発言順序10番の永岡康司議員まで行います。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 大 川 明 芳 君 

○議長（飯田正志君） 最初に、７番、大川明芳議員。 

〔７番 大川明芳君登壇〕 

○７番（大川明芳君） 皆様、おはようございます。７番、大川明芳です。 

  ただいま議長より発言許可をいただきましたので、質問いたします。 

  中山間地域の誘客対策について、中山間地域における農家の複合経営の問題について質問

いたします。 

  １点目は、農家に対して民宿やペンションなどの複合的経営を指導推奨することについて、

市長はどう考えているか。各内容を補足していきます。 

  美しい景観、豊かな自然環境、個性あふれる伝統文化や歴史といった豊富な資源を有して

いる中山間地域は、失われつつある田舎的魅力、都会に住む人々の心のふるさとを提供する

地域として見直されつつあると言われます。しかし、中山間地域に住む私たちも生活してい

かなければなりません。そのためにどうすればよいのかということになりますが、私は複合

的手法を導入することについて提言いたします。農家に対して民宿やペンションなどの複合

的経営を指導することから始めなければなりませんが、行政はどう理解しており、農家に推

奨することについてはどうお考えか。 

  ２点目は、農家の増改築に低利で融資することに市で補助、支援する考えがあるか。また、

この事業は６次産業ではないか。 

  農家の増改築には農村振興という観点に立つならば、低利で融資をすることに市は補助・

支援する考えはあるか。また、この事業が農林水産省の６次産業総合推進事業に該当するこ

とで支援できないか。 

  ３点目は、宿泊滞在周辺の散策路や川辺、グラウンドゴルフ場など施設を整備する考えは
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ないか。 

  農家が民宿やペンションを施設整備しても、都会から人が来て楽しむ施設がなければ１泊

で帰ってしまいます。数日から長期滞在してもらうには、それなりの施設が必要であります。

農家周辺の山間に散策路を設備する、水遊びができるように川辺を整備する、グラウンドゴ

ルフなどのできる広場の施設は行政がしなければなりませんが、こうした施設を整備するこ

とについていかがお考えか。 

  ４点目は、空き家・廃屋、廃校となった小学校を宿舎として利用する考えがあるか。 

  農家の複合経営だけでなく、空き家・廃屋、廃校となった小学校の再利用について質問い

たします。市内には空き家・廃屋が見られます。これは所有者の移転あるいは死亡によるも

のと、子供の住居として建築したが勤務の都合によるもので、大半は市内に所有者がいない

ものと思われ、こうした空き家・廃屋は今後も増えてくる状況にあると思います。また、少

子化による学校再編を受け、統合で廃校となった小学校の校舎とグラウンドの未利用地があ

ります。余暇を家族ぐるみで楽しむ施設として、空き家・廃屋、校舎を宿舎として、またグ

ラウンドを再利用することについていかがお考えか。 

  以上４点について、市長にお伺いいたします。 

○議長（飯田正志君） ただいまの大川明芳議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  お答え申し上げます。 

  まず、１つ目の農家を民宿やペンションとして活用する農家民宿、あるいは民間民宿と呼

ばれるグリーンツーリズムの中の一つの事業の形態、これ、私は伊豆市は大変に可能性があ

るものと考えております。九州やあるいは南信州あたりでも、少し広域のこのようなグリー

ンツーリズム農家民宿等をかなり組織的にやっている先例もございます。ぜひいい先例を勉

強して伊豆の中でもしっかり伊豆らしい、このようなグリーンツーリズムを取り入れていけ

れば将来の可能性は非常に高いと、このように考えております。 

  ただ、農家の増改築につきましては、これは条件次第ということになりますけれども、県

の融資制度の活用などは考えられます。ただ、６次産業化と言われているものは、生産者で

あった農家の皆さんに対して加工したり、あるいはある程度流通の一部分まで広げていただ

くことによって農家の所得を上げるということでございますので、民宿に改造するために増

改築費用まで６次産業の中で支援ができるかについては、少し検討をする余地があろうかと

思っております。 

  それから、周辺の環境整備につきましては、一般論として地域を総合的に整備する場合に

は、中山間地域総合整備事業や観光施設整備事業による整備は可能であろうかと思われます。

ただ、その際には、地域の皆様の御負担も当然必要となってくる。それは経費的負担ではな
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くて、例えば散策路整備は地域でできることはやっていただき、市でなければできない事業

については、市のほうで実施していくようなすみ分けが必要になってまいりますので、その

地域の皆様の総意が前提条件になろうかと思っております。もし、具体的にそういった場所、

あるいは検討されている事業があれば、ぜひ御提案をいただければと思います。 

  なお、グラウンドゴルフ等のスポーツが関係するものについては、現在魅力プロジェクト

においても既存施設等を利活用してお客様の誘致を図っておりますので、さらにそちらの事

業も進めてまいりたいと思います。 

  最後に、空き家等の活用ですが、空き家は個人財産であるために支援制度というものは難

しかろうかと。それから確かに御指摘のように別荘地等でここはいい場所だなと思いながら

も残念ながら朽ちている、あるいは朽ち始めている物件が非常に多く散見をされます。 

  ある不動産屋さんに私も伺ったんですが、これは行政が支援しなくてもビジネスの中でか

なり動ける物件はあるんだそうですが、ポスティングをしたり郵送で御提供いただけません

かというメールに対して、ほとんどこうレスポンスがないんだそうです。ですから、御両親

が買われたものをそのお子さんが放置されているのか、あるいはもうどなたもわからないの

かわかりませんけれども、そういった私有財産で、レスポンスがないものについてそのまま

になっている例が非常に多いんだそうです。そういったものをどのようにしていけばいいの

か。これは一つはひょっとしたら景観整備事業の中で何らかの打開策があるのかもしれませ

んけれども、現時点では非常に扱いが難しいというのが現状かと思われます。 

  また、学校再編によって利用されなくなった小学校の利用については、これは今まで同様、

地域の皆様といろいろ話し合いを進めさせていただく中で、もしそのような事業が御提案い

ただければ、それは具体的に個別にぜひ御相談をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） １点目ですけれども、バブル崩壊で大規模リゾート開発の期待ができ

なくなり、農山村地域の活性化には農村型リゾートが有効とし、お客様家族が数日間安く滞

在でき、豊かな自然に触れ合い、ふるさととして毎年訪れることのできる民宿経営を農業の

副業として考えます。 

  民宿ですから大規模なものでなく、３部屋とか４部屋で朝食つき、また人件費削減を考え

て、各部屋に台所をつけ、宿泊客が自炊できるアパート形式のようにいたします。これは農

産物価格の低下で規模の拡大が難しい農家が生き抜くための道として、観光と農業を結びつ

けたものであり、また自然に親しみ動植物と触れ合うことができ、都会の子供にも喜ばれ、

需要と供給がとれます。農家が民宿やペンション経営のほか食事の材料費、地元の特産品を

用い、農産物を加工、土産物として販売することで農外所得が増加しますが、いかがお考え

でしょうか。 
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○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まさに御指摘のとおりで、またちょっと私も勉強しました先行例を御

紹介しますと、飯田市を中心とする南信州はまさにそういうことで、ある農家民宿のところ

は、おばあちゃんお１人でされているそうです。しかし、それでお客様の相手ができるのか

と我々は経験がないと思ってしまうのですけれども、野菜をとってきてもらうのもお客様に

手伝ってもらう、夕御飯の料理もお客様に手伝ってもらう、布団の上げ下げもお客様にして

もらう、朝御飯の料理も、またお客様に手伝ってもらう。それだけお客様に一緒にやってい

ただいて、なおそれで6,000円か6,500円いただくんだそうです。ですから、まさにそういっ

た今のお客様のニーズに合った新しい中山間地の農業地域として、グリーンツーリズム、農

家民宿というのはやっぱり充実しているところもあるやに聞いています。ただ、問題は、そ

ういったことをやっていただくやっぱり当事者の皆さんの、いや、わしはよそもんは泊めた

くにゃあよと言う方はやっぱり難しいですし、そういったことを夜一緒にいろり端で話をし

たり、そういったことがお好きで比較的得意な方はぜひ、施設整備まで市が直接関与できる

かどうかは少し疑問が残りますけれども、ＰＲとか、あるいは皆さんに、地域に声をかけさ

せていただくとか、そんな形では行政としても志ある方々を御支援する方法は幾らでもあろ

うかと、このように考えています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） 今御指摘のように、問題は農家の方々のやる気であります。行政とし

て推奨しようとするなら、受け入れる側の農山村地域の下水道整備、情報インフラ、教育機

会など生活基盤が都市に近い施策を伴わなくては成功しないと思いますが、いかがお考えで

しょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの大川議員の質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これも議員御指摘のとおりで、実は三、四年前だったでしょうか。私

が市長になった直後にいろんなお宅を当時選挙前に回った経験から、たくさん空き家がある

なと。これはあえて建てなくても移住していただく方に、あるいは短期的な、短期というの

は１週間とか10日間という意味で御利用いただけるのではないかと思って、一時期、定住促

進ツアーとか空き家情報とかやってみたんですが、都市の生活に近いインフラがないとやっ

ぱり満足されないんです。まして、昨日小長谷議員から学校のトイレの話も出ましたけれど

も、実はこういったところでも、トイレが都市部とほとんど同じレベルのトイレがないと、

田舎住まい、もうそれ自体がハードルになってしまうんです。前の静岡市長の小嶋市長に伺

ったら、やはり静岡市の中の山のほうの中で伊豆市と同じような状況があって、静岡市は財

力が伊豆市よりありますから、市で買い取ってリフォームしようかと。やはりそれくらい施
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設整備をしないと、どうも都市部の住民の皆さん、十分に御活用いただく気にならないとい

うようなことがあるようです。当然、そこは情報インフラも入ってくると思います。そこを

伊豆市がどこまで入り込めるのか、実はまだ費用対効果のところで判断がつきかねておりま

して、今現状ではそのようなところで逡巡している状況にあります。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） ４点目まで関連しますので、次に移らせていただきます。 

  ２点目の農家の増改築には銀行などの金融機関で借りることができますが、市は低利で融

資する制度や補助、支援をこの先導入することについてはいかがお考えですか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの大川明芳議員の質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） このような増改築は、耐震の場合には既に制度があるんですけれども、

農家民宿といえどもやはりビジネスの世界ですから、そこまでどこまで行政が支援できるか

については、まだ実は検討もしていないんですけれども、少し慎重な検討が必要かなという

ような気がいたします。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） また、農家は栽培収穫した野菜や果物を加工し、民宿の食卓に出した

り、昼食やハイキングの弁当に漬物や総菜を製造販売する。小規模経営でありますが、６次

産業の生産から加工販売まで一貫した事業であると思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これもその地域に合った仕組みづくりをうまくできれば、可能性がど

んどん広がっていくと思います。農家と直接の、農家の農家民宿のお客様との関連とは少し

違いますけれども、今度土肥地区で、やはり直売所を整備しているようですけれども、旅館

組合の皆さんが売れ残ったものは全量旅館で引き受けるからやってくださいと、農家の皆さ

んに野菜を出してくださいという仕組みをつくっているようなんです。そのように地域に合

った最後まで品物が残らない、無駄が生じないような地域に合った仕組みをつくっていただ

くことで、より多くの農家の皆さんが野菜をそこに提供していくようなそんな仕組みができ

ていくであろうと、これは大変大きな期待をしています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） 今と同じようですが、６次産業総合推進事業の認定により国から補助

金や賦課金など資金面での優遇措置を受けることができると、多くの農家の参加が望めます

が、いかがお考えでしょうか。 
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○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは大川議員が議員になられる前の９月か６月の議会でも私は申し

上げたと思うんですが、６次産業が今非常に注目され、また農水省も非常に積極的に御支援

いただいている。それはあのときは……、すみません。私、金額忘れちゃったんですが、ソ

バを１例にして、ソバを素材として生産すれば幾ら、それを加工してそばにすると幾ら、さ

らに料理してそばにすると一杯700円ということで付加価値が高まり、収益も上がり、それ

を農家自身でやっていただければ素材生産ですよね。食材の単純な生産よりも収益がずっと

上がっていくという意味で６次産業が非常に注目しているわけです。 

  県の今６次産業の中では、柿木の奥にありますアマゴの養魚場が今県で指定されたと、国

かな、指定されたと思いますけれども、あのときにそれを支援していただいた経済アドバイ

ザーが雪国まいたけの例を出して、雪国まいたけは最初は３人で家族で始めた事業だそうで

す。それが今は1,000人、2,000人の従業員ですか。そして、たしか売り上げが二千数百億円

だったでしょうか、ここまで拡大する。そういったものをやっぱり夢に見ながら、３人で始

まったああいった事業がこれだけになっていくんですという、こう一つの夢、モデルを追い

ながら、伊豆市の中で志のある６次産業を進める方についてはぜひ情報提供とか、もし行政

でもう少し支援する必要があれば、積極的に、より今まで以上に御支援を申し上げたいと、

このように考えています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） 次の３点目に移らせていただきます。 

  ３点目の施設の問題ですが、確かに修善寺、中伊豆、天城湯ヶ島、土肥地区にグラウンド、

体育館、プールなど数々のスポーツ施設があり、指定管理者制度の導入により民間のノウハ

ウを生かした管理運営がされ、市民を初め多くの方に利用いただいております。スポーツ団

体、クラブ、サークルなど各種団体で利用できますが、農家の民宿に滞在のお客様が１人で、

また家族で利用するには大きな施設でなく、山や川、畑や原野など豊かな自然を利用した予

約不要の農家周辺の山間の施設を整備することについて、どのようにお考えか伺います。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問について、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これも議員の御指摘に私は大賛成ですので、ぜひ地域に合った散策路

整備というものを進めていただければ。 

  例えば私はグリーンツーリズムの里としては上大見が最適だと思っているんですが、サイ

クリング、ウォーキングが非常に安全にできます。旧中伊豆町はホープ市と姉妹提携してお

りましたので、ホープでは木彫りが盛んなんです。人より大きいような木彫りをいっぱいホ

ープ市の中にこう置いてあるわけです。それを上大見の例えば１キロ置きに配置していくと
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か、それだけで中伊豆らしい散策路ができていくと思うんです。 

  あるいは議員の御自宅の近くになりますけれども、松ヶ瀬のつり橋。あそこから狩野城を、

あるいは将来は龍爪神社あたりまで、いわゆる歴史的な散策路に非常に人気の高いつり橋を

組み合わせていく。 

  土肥であれば、夕日と花のまち恋人の里ですから、そういったその地域のストーリーに合

ったような散策路整備というものをぜひ進めていきたいと思いますし、これはできれば地元

から、こういうことをやるから市はぜひ応援してくれという御提案をいただけると、大変に

ありがたいと思っております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） 伊豆市は自然に触れ合う条件は全くそろっております。 

  山道を整備して小高い山への山登り、川辺を整備し釣りや水遊び、宿泊農家の畑で作物の

収穫体験、部屋の台所での調理、原野を整備し山菜とり、野原に寝転び読書など、行政の小

規模設備と農家や地域市民、ボランティアの協力で都会の子供から大人まで自然を楽しむこ

とができます。 

  グラウンドについてもありますので４点目に関連しますので、次に移らせていただきます。 

  ４点目の１として、空き家・廃屋を宿に、２として、廃校になった小学校の校舎を宿舎に、

グラウンドの再利用について、市内の空き家・廃屋を宿泊施設として、基本的には個人の財

産、所有物であり、所有者が早急に取り壊すなど、管理の責任を果たしていかなければなら

ないことであることは承知しておりますが、中には所有者が不明のものもあり、長年放置さ

れ傷みがひどくなり、窓や入り口が壊れ、簡単に建物の内部に入ることができるようになっ

てしまっているものも見受けられ、不審者が侵入したり放火されるといった心配があります。

屋根や壁が朽ちており、強風の日には、そのような屋根や外壁の一部が飛び散るといった非

常に危険な状態で、付近の住民は危険な状況にあり、早急な措置が必要であると考えますが、

市長のお考えを伺います。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 二つの意味で今大きな問題だと認識しています。一つは景観上の問題、

もう一つは防犯上の問題です。 

  実は、私が市長になってからもう４年半、ずっとあるところで悩んでいるんですけれども、

歩道整備をしてきて、そこからある方の敷地に入るわけです。そこは住んでもおられないし

非常に危険な状況で、通学路でもあり、狩野川にもう直接壁になっているようなところなの

で、実はそこ家主さんがわかっているものですから、何度も何度も職員を派遣して土地を提

供いただきたい、そうしたら市のほうで解体して歩道整備しますと、何度も何度も実は交渉

申し上げたんですが、同意いただけないんです。そうすると、最終的には当時の知事にも御
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相談申し上げたんですが、条例をつくって強制代執行というやり方はある。そのためには、

安全上の観点からの条例がいいのか、あるいは景観整備の中での条例がいいのかというとこ

ろはあるんですけれども、まだ伊豆市は景観条例の検討に着手してまいりませんでしたので、

そこはちょっと私は優先順位をあまり上げてこなかったんですけれども。今担当課のほうに

景観条例への着手も進めさせているんですが、その中で含められるのか、あるいは独立的に

防犯の観点からの条例化をしたほうがいいのか、まだ検討している段階でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） 廃屋の処分についてはその所有者が行うことが当然でありますが、所

有者がみつからなかったり、所有者がわかっても費用を出さないといったことから、その対

策は進んでいないと思います。このようなことから、今、市長のお話のとおり、ある県では

廃屋の周辺住民からの要請により、知事が除去などの措置をとるよう勧告や命令を行い、命

令に従わない場合は強制代執行も可能とする環境支障防止条例を制定しております。廃屋が

ふえつつ我が市でもそのような条例が必要でないかと考えますが、我が市でもそのような条

例を制定する考えはあるか、市長はいかがお考えか伺いますが、今お答えいただきましたの

で次に移ります。 

  観光地の景観に合わない廃屋、火災防止上、不要な廃屋は、伊豆市から排除したいものと

思っております。 

  ４点目です。最後の質問です。 

  廃校となった小学校の教室を宿舎に、グラウンドはスポーツや健康づくりに、教室は読書

やバンガローがわりに、グラウンドは石けり遊びからランニング、グラウンドゴルフなど、

１人で家族でいろいろに御利用いただき、また中学生以上のお客様からは、例えば施設利用、

教室を使った１泊１人1,000円、グラウンドのみ使用１人100円程度の協力金を徴収し、施設

及び周辺の整備、清掃美化の費用に充て、過疎地から滞在型家族旅行タウンとして整備し、

活力ある観光地づくりを農家、観光協会、行政等協議ですることについて、市長はいかがお

考えか伺います。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今、私は伊豆市内でそのような動きが始まりつつあると認識をしてい

ます。 

  校舎を利用することについては、全く今利用について検討されていない校舎というものは

ないんです。きのう申し上げましたように、土肥南小学校以外ではほとんどいろんな案件が

今耳に入っておりますので、校舎を使ってということは考えておりませんけれども、湯ヶ島

の茅野宿とかあるいはアグリツーリズモとか、あるいは土肥も、実は旅館も多いですけれど

も民宿も多いものですから、ブルーツーリーズムを使ったり、あるいは丸山公園と連携させ
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たりしてというようなスポーツ合宿が少しずつふえているんです。そういった中でそういっ

た事業も、地域の中でそういった活動が芽吹き始めていますので、どのようなタイミングで

どういう支援を行政がしたらいいのか、まだしっかり見ているところでございまして、今そ

ういった地域の動きが始まりつつあることを、大変期待をして見ているというような現状で

ございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  大川明芳議員。 

○７番（大川明芳君） 以上で質問を終了いたします。 

○議長（飯田正志君） これで大川明芳議員の質問を終了します。 

 

◇ 三 田 忠 男 君 

○議長（飯田正志君） 次に、２番、三田忠男議員。 

〔２番 三田忠男君登壇〕 

○２番（三田忠男君） ２番、三田忠男です。 

  発言通告に沿って質問いたします。 

  質問は、第１次伊豆市総合計画後期基本計画の各項目から抽出しました。 

  件名として３点です。 

  件名１、伊豆市で安心して住み続けるための各種施策についてお伺いいたします。 

  件名２、安全・快適に暮らせるまちになるためにお伺いいたします。 

  件名３、安心して子育てができる環境整備の推進について伺います。 

  まず初めに、件名１の答弁を市長に求めます。 

  誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりの実現に世代に応じて各種施策が展開されてい

ますが、地域医療、介護予防、介護事業、障害者支援、子育て支援等について伺います。 

  １）地域医療の充実のために、市内医療機関に対する支援内容と医療機関に対する行政と

しての医療機関に対する要望です。行政としての要望について基本的な考えを伺います。 

  ２）医師、看護師、介護職員等の確保は、各医療機関、福祉施設とも苦慮しているところ

ですが、人材確保のために市独自の奨学金制度の創設等の考えはありませんでしょうか。伺

います。 

  ３）地域包括ケア体制の推進が国策として図られてきていますが、多様な専門職の連携協

働による質の高いケアを展開するため、行政の職員としてリハビリ関係職を採用する考えは

ありませんでしょうか。 

  ４）あるいは地域包括支援センターにリハビリ職員の配属を求め、行政支援する考えはあ

りませんでしょうか。 

  ５）障害者の地域移行が推進されていますが、そのためには住宅確保と所得補償がなけれ

ば難しいと思われます。市営住宅を障害をお持ちの方で単身者でも借りられることができる
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ように制度改正をする考えはありませんでしょうか。お伺いいたします。 

  ６番、官公需の障害者優先調達が法制化されましたが、以前の取り組みの状況と今後の取

り組み方針について伺います。 

  ７）虐待防止法の法律が、高齢者、児童、そして障害者と整備されましたが、伊豆市の取

り組み状況の現状と課題についてお伺いいたします。 

  次に、件名２の答弁も市長に求めます。 

  質問内容です。便利で快適な交通基盤づくりの現状と課題について伺います。 

  １）伊豆スカイラインの無料化の現状と今後の方向について伺います。平成16年９月定例

会で、無料化陳情の提案、平成22年第４回定例会での決議というものがなされています。そ

の結果の進捗状況と今後の方針を伺います。 

  ２）無料化が難しければ、近隣住民の利便性を考え、地域限定無料パス券などの発行がで

きるように関係機関との調整を図る考えはないか伺います。 

  すみません。３）ですね。修善寺駅あるいはスルガ銀行修善寺支店付近、伊東修善寺線修

善寺橋の交通渋滞緩和についての改善策の内容と進捗状況、今後の方向性について伺います。 

  最後に件名３です。答弁は教育長に求めます。 

  安心して子育てができる環境整備の推進。 

  その中に１、スクールソーシャルワーカーの活用、スクールソーシャルワーカーの活用理

由、活用の意義、活用の実績、活用により学校の先生方の負担軽減、子供の教育環境の改善、

あるいは保護者の変化等、効果が出ているのか伺います。 

  ２、私は効果があるという事業だと思っておりますが、今後の活用方針、採用等について

伺います。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） ただいまの三田議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに、市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  こういった福祉の事業は非常に幅が広くて、素人の私には非常に難しいところがあるので、

具体的なことになりましたら後ほど健康福祉部長から答えさせますけれども、まず御質問に

ついては私のほうからお答え申し上げます。 

  まず、市内の公的病院に、医療機関伊豆赤十字病院と中伊豆温泉病院については、救急医

療体制の充実として公的病院補助事業を行っております。これは特別交付税が裏づけされて

いるという前提に立ってでございますけれども。 

  また、救護病院、救護所の協定が締結されている３医療機関には、災害用機器整備の補助

や貸与などを行っております。医療機関に対する行政としての要望については、市民の皆様

のための一次、二次救急病院などとして医療体制を確保していくと、少なくとも現状を確保
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していくように行政としては全力で対応してまいりたいと思っております。 

  次に、２番目の人材確保のための支援についてですが、現在、市内のＪＡリハビリテーシ

ョン中伊豆温泉病院や伊豆赤十字病院において、看護師などの奨学金制度を実施しています。

そのほか、県においても、医師確保のための医学就学研修資金貸与制度を行っているところ

でございます。また、人材確保や育成のために伊豆市では、母子家庭等に高等技能訓練促進

事業費として、看護師、介護福祉士等の就業支援手当の支給を実施しているところでありま

して、現時点ではそれ以外については創設の予定はしておりません。 

  ３番目と４番目の地域包括ケア体制については、これからの高齢者社会で非常に大切な事

業であると認識しています。また、高齢者の方々の介護の予防事業、特に二次予防対象者が、

要介護、要支援状態を予防するための支援体制の充実が一番大きな課題であろうと認識して

います。 

  また、国においても現在、認知症のケアも含め、ケア体制を新たに検討していくことにな

っていると報告を受けておりまして、このような国、県の動向を見ながらリハビリ職の採用、

配置等については検討してまいりたいと思います。 

  次に、市営住宅についてですが、伊豆市では既に伊豆市市営住宅管理条例で、身体、精神、

知的障害をお持ちの方の、そして単身の方でも入居ができるよう既に措置を講じております。 

  次に、官公需の取り組み状況について、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律が本年６月27日交付されました。県では平成19年から工賃水準向上のための取り

組みがされており、市としても積極的に推進をしてまいりました。平成23年度実績を申し上

げますと、封入、市の公用封筒への刻印押し作業、保育園の給食材料としてのパンの購入、

資源ごみの回収、自主製品の購入、販売協力等を行っております。また、公共施設内に、こ

ちらと生きプラの玄関のところにもございますけれども、展示販売コーナーを設けることや、

各種イベントの記念品等への自主製品のあっせんなどを行っているところです。 

  次に、虐待防止ですが、高齢者に対する取り組みとしては、旧町の４地区に相談窓口とし

て地域包括支援センターを配置し、困難なケースが生じた場合には、社会福祉課、保健所も

含めケア会議等を開催して対応しております。児童への取り組みでは、家庭児童相談室を設

置し、相談員が常時相談に対応できる体制をとっております。 

  また、障害者への取り組みとしては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律が本年10月１日から施行されました。伊豆市では、健康福祉部社会福祉課の中

に伊豆市障害者虐待防止センターを開設し、障害のある方々の虐待防止のＰＲに努めている

ところでございます。 

  さらに、健康福祉部では、高齢者、児童、障害者の担当者が相互に情報を共有する体制を

とっておりまして、部全体で連携をとりながら虐待防止に取り組んでいるところでございま

す。 

  次に、道路の問題ですけれども、まず伊豆スカイラインにつきましては、伊豆スカイライ
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ンは箱根スカイラインと同じであったと思いますけれども、道路運送法に基づく専ら観光に

供する一般自動車道ということで無料化というのが非常に難しい、ほとんど不可能な道路の

ステイタスとなっておりまして、そこで県のほうには、一時期観光振興のために200円に下

げていただいて、そのような割引実験をしていただいたんですが、このときに非常に実績が

少なかったということで、改めて第一当事者である私ども、もちろん伊東市さん、東伊豆町

さんとも連携をとりながら、さらにどのような施策を我々自身が必要とし、我々自身が取り

組む意欲を持っているのか、再検討に迫られているところでございます。 

  しかしながら、他方で、沿線に住む地域住民の皆さん、天城高原の方々も含めてですけれ

ども、観光客としてではなくて生活の道路としてほかに選択肢がなく使っているではないか、

そのような声も十分承知はしております。そのような市民の皆さんの生活の足として使われ

る場合の対応については、これまでも県と協議しておりますし、引き続き、なるべく早く改

善策がとれるように検討してまいりたいと思っております。 

  それから、修善寺駅近辺の道路状況ですが、これは修善寺橋から鮎見橋まで非常に渋滞が

多くなりまして、私なんか湯ヶ島側に住んでいる人間にとっては、鮎見橋は非常にいい公共

事業だなと思っているんですが、あれは中伊豆の皆さんは邪魔な橋と呼んでいて、こちらに

とってはいい橋も、方向が違うと邪魔な橋になるのかなと考えたりもするんですが、もう一

つ、これも地域の皆さんの安全と御要望があってのことなんですが、横瀬のほうから修善寺

橋のところの三差路の押しボタンという御要望がありまして、その結果、状況によって少し

渋滞がふえたところもございます。これを根本的に直すためには少し時間がかかります。と

いうのは、やはり修善寺橋が今の片側一車線で、こちらも三差路、向こうには信号が３つと

いう状況で、これを抜本的に改善しないと大幅な改善はとれないだろうと。そうすると時間

がかかるわけです。 

  そこで、現在市が進めております修善寺駅周辺整備事業のうち、駅北広場工事とあわせて

市道新町線、これは駅の北側の道路の交差点改良計画、そこで少し改良をしていく。あるい

は、将来は県の事業と伊豆市のほうの事業を組み合わせながら修善寺橋から駅前の交番があ

るところについて、可能であれば県のほうに３車線か４車線かわかりませんけれども拡幅工

事をあわせ行っていただき、そして右折車線を新設しながら、200メートルぐらいに４カ所信

号があるという状況を少しでも改善してまいりたいと、現時点でこのように考えております。 

○議長（飯田正志君） 次に、教育長。 

〔教育長 勝呂信正君登壇〕 

○教育長（勝呂信正君） おはようございます。 

  それでは、三田議員の安心して子育てができる環境整備の推進について、お答えをさせて

いただきます。 

  まず、１点目の御質問についてでございます。 

  不登校（ひきこもり）、児童虐待、いじめ問題等につきましては、学校や社会が抱えてい
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る大きな問題であると認識しております。こうした問題の背景には、児童生徒が置かれてい

る環境の問題が複雑に絡み合っているものもあり、学校だけでは解決が図れない問題がふえ

てきているということも事実でございます。 

  この解決のためには、社会福祉等の専門的な知識、技術を用いて児童生徒や保護者の相談

に応じたり、福祉機関等の関係機関とのネットワークを活用して関係機関と調整、連携を図

りながら子供を取り巻く環境の改善を図り、子供が抱える問題を解決していくことを専門と

するスクールソーシャルワーカーが、伊豆市にとっては必要であるというふうに考えており

ます。 

  プライバシー保護の関係で詳しくお話できないこともございますが、スクールソーシャル

ワーカーがかかわり、改善が見られた例を一つ紹介させていただきます。なかなか面談要請

に応じていただけなかった保護者に、２カ月ほどかけて面談の場を設定いたしました。家庭

状況や困っていること、支援が必要な部分を伺い、信頼される関係づくりをまず行いました。

必要に応じて学校や保護者を学校以外の機関とつなぐなど積極的にかかわっていただいた結

果、保護者の意識が変化していきまして、５カ月ほど後には、子供を取り巻く環境が大きく

改善されたという実績がございます。 

  また、保護者だけではなく先生方への的確なアドバイスやケアをしていただくなど、その

存在は学校にとっても非常に大きく、学校運営上大きな力となっているという声が現場から

も聞かれております。 

  ２点目でございます。今後の活用方針についてでございますが、学校だけでは解決できな

い問題について対応していただくだけでなくて、ソーシャルワーク的視点についての研修を

学校現場に深めていただくという先導的役割を担っていただく、そういう点においても活用

させていただきたいというふうに考えております。 

  本事業は、２年間県負担で実施されてきております。ただし、本年度末をもって本事業が

打ち切られてしまうという現状がございます。しかしながら、さきに申しましたとおりに大

変意義のある事業であり、伊豆市の未来を担う子供たちがよりよい教育環境の中で健やかに

学校生活を送っていくためには、今後ますます活躍していただきたい存在でございます。 

  つきましては、次年度も、県の費用ということではなくなりますけれども、本年度と体制

上変わりない市の負担ということで、雇用をぜひともお願いをしていきたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） わかりました。詳しくありがとうございました。 

  それでは、幾つか伺わせてください。 

  まず、１点目です。地域医療の充実の支援策として、そういった要綱等があるのはわかり
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ました。今年度8,600万円の予算を計上して今後議論されるかと思いますが、過去何年ぐら

いからこういうことが行われたのか。あるいは22年の12月の定例会ですか、委員会質問で補

助金の趣旨は何かと問われ広報紙に書かれていましたけれども、温泉病院はレントゲン検診

車の購入補助、日赤には医療体制の充実を図ると、決して赤字補てんではありませんよと、

市民の医療サービスの充実をお願いするものですという答弁がされています。その結果の補

助金の効果等がもしわかる範囲で説明願えたらありがたいと思います。 

  先ほども申しましたけれども、ただ補助金を支出するだけでなく、行政としてその支出先

の医療機関に対する要望等もしっかり行う必要があるかと思います。担当部長等で構いませ

んので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） まず、公的病院の補助を開始した年度になりますが、21年度

から補助をしております。平成21年度につきましては、伊豆市赤十字病院に6,500万円、そ

れから22年度につきましては、伊豆赤十字病院と中伊豆温泉病院、伊豆赤十字病院が7,700

万円、それから中伊豆温泉病院に2,000万円、昨年度平成23年度ですが、伊豆赤十字病院に

4,920万円、中伊豆温泉病院に2,000万円の補助をしてございます。今年度につきましては、

補正予算でもお願いをしております伊豆赤十字病院並びに中伊豆温泉病院、金額につきまし

ては、日赤に5,285万円、中伊豆温泉病院3,315万円となっております。 

  特別交付税の対象につきましては、不採算地区の病院に対しての特別交付税の措置という

ことになりますが、伊豆市においては特に救護病院に対しての助成としております。内容的

につきましても、その中の救急医療の体制の充実等に基づいて、この金額を試算しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） 各医療機関とも非常に人材不足等で疲弊して、経営的にも困難だとい

うことが、全国統計でも約８割方がそういった実態があるかと思います。引き続き、この伊

豆市からそういった医療がいなくならないように、ぜひ御支援は続ける必要があるんじゃな

いかと思います。 

  次に移らせてください。人材確保の問題です。 

  同じように、各医療機関とも非常に苦慮しています。そのため、ベッドがあるにもかかわ

らず重症患者さん等受け入れできない、あるいは閉鎖病棟等がなされています。国、県の奨

学金だけではなく、伊豆市独自の上積みをして、この伊豆市で二、三年働いてもらって、そ

の結果としてベッド等が回転し、伊豆市民の健康が守られ、かつ地元の若い人たちの雇用の

対策、あるいは人口増にも結びつくと、いろいろな角度からこの奨学金を私は考えたんです

けれども、いかがでしょうか。伺います。 
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○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） こういった医療従事者の人材確保を何でうちみたいな小さな市が悩ま

なければいけないのかなと、実は思うんです。 

  ひょっとしたらこれは推測になってしまいますけれども、国は国という単位で都市部に人

口を集めようとしているのかなとさえ思いたくなってしまうほど、都市部と地域との格差が

大きい。去年の医療費は37.4兆円ですか。普通それだけ膨らめば医療従事者と介護従事者が

増えるはずなのに、伊豆市の中では医療費がふえて、お医者さんと看護師さんの数は減って

いるわけです。明らかに不自然なわけです。 

  その中で伊豆市の立地とか伊豆市の環境を考えたときに、ここで病院がなくなる。市内で

既に、残念ながら助産院さんは頑張っているんですが、既に産婦人科はなくなっている中で、

さらに内科、外科までなくなったら伊豆市に住めということなのかということを考えると、

国の責務ではあると思いたいけれども、しかし市長としてもこれは絶対にやらんといかんと

いうことで、先ほど申し上げました補助制度等はやらせていただいているんですが、人材確

保でどこまで踏み込むかは、実はちょっと悩ましいところなんです。 

  ただ、だんだんそういったことも言っておられない状況なんですが、一つ気になるのは看

護師さんの場合には、お医者様よりも資格を持って自宅で仕事されてない方が多いんだそう

です。そこがパートさんでも、あるいはフルタイムでも、どこまでもう一度社会に出てきて

いただくことが可能なのか、そこもしっかりこれから様子を見ながらどちらを市は応援して

いくほうがいいのか、少しここは検討の時間をちょうだいしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） 看護師さんたちの働き方も、やはり夜勤ができないとというような声

が各医療機関から聞こえるんですが、それではなかなか人が集まらないと。例えば、２時間

でもいいから、１時間でもいいからお願いできないかというふうに、いろいろな多様な雇用

形態があるみたいです。そんなことも各医療機関とも取り入れながら、行政と一緒になって

確保しないと、本当にこの伊豆のまちから病院がいなくなるなんてことがあり得る、あるい

はそういった動きもあるように聞いていますので、順天堂がいい例だと思いますけれどもぜ

ひ前向きに検討していただければと思います。 

  次に移らせていただきます。 

  同じように人材の一端ですが、地域医療包括ケアというのが、その地域で病院形態から在

宅医療等の推進、あるいは住みなれたところで安心して住めるようにしようということで、

地域の中で各専門職等が連携をとって、医療、福祉あるいは介護等が連携をとって、この伊

豆の地で安心して生活できるようにしようという動きが、各自治体等で今後とも推進されて

くるわけです。その結果としての医療費削減効果も生まれてくると。本来はそっちの狙いが
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強いのかなと思わざるを得ないところがありますが、そんな中にリハビリ職員を配置するこ

とが非常に住民の医療サービス、あるいは介護サービス等の質を高めるのではないかという

観点から、こういった職種の活用を本当に考えないかという提案でございます。しかも、そ

れが今後、行政と民間活力等を一体として活用するのが包括ケアになりますので、この地は

リハビリ先進地で、民間のリハビリ職員がいっぱいいるわけですけれども、行政の中にそう

いう人がいない。同じように、専門職同士で行政と一体となってこの伊豆のために、住民の

ために頑張れるようなリハビリ職員がいるならば、さらに充実するんじゃないかという点か

ら採用の件は提案しています。再度伺いますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） リハビリ職の配置でございますが、やはりメリットとしては

介護予防、高齢者への定期的なリハビリの提言、助言を受けられるとか、あるいはケア会議

における個別支援にかかるケアプランへの同じく指導、助言が受けられる、あるいはケアマ

ネージャーへの指導、助言等があるかと思います。 

  国のほうでは、認知症初期集中支援チームというようなものをつくって、それを地域包括

支援センターに配置するというようなことを検討しているようです。この整備目標について

は、市町村の介護保険事業計画の中に盛り込むというようなことも言われておりますので、

第６期の介護保険事業計画の策定に向けて、このリハビリ職の配置というのが検討されてい

くのではないかと思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 三田議員。 

○２番（三田忠男君） 検討を待ちたいと思います。 

  次に移らせてください。障害者施策に移ります。 

  私は地域医療、地域移行はすべきだと思っておりますが、その場合は、所得保障とやはり

住まいがなければ難しいという声を多く聞きます。先ほど私、単身者はだめだという理解を

していたんですが、いつ条例等が変わったのか教えていただけませんでしょうか。何か制限

があるように聞いておったんですが、また詳しくは個別には相談させていただきますが、以

前は世帯じゃなきゃだめだとか、何ですか、介助者等がいなければだめみたいな条項があっ

たと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 前議会のときに、一括法の関係がありまして住宅法が変わりまし

て、そのときの改正のときに、あわせてこの１回前の議会のときに、単身者の入居が可能な

条例改正をさせていただきました。 

  そのときに単身者の入居、また障害者の入居が可能ということをうたってあるわけですけ

れども、ただし、やはり大前提がありまして、まずは市営住宅に入るには所得関係の入居条
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件がありますので、それを満たした方で障害者の方で単身、そういう方が入居できるように

はなっています。 

  ただ、既存の住宅、市営住宅があって新たに建てるわけではないものですので、今現在伊

豆市の中では、障害者用の対応の住宅というのが２戸あります。この２戸西平にあるわけで

すけれども、ここで目の悪い方が既に２戸入っているということになっています。ですので、

障害者の方で、もし一般の市営住宅に入るのであると、そこのところがバリアフリー化され

ていませんので、ちょっとそこは入るのに困難ではないのかなというふうな気はしていると

ころです。ただ、条例上では障害者の方への門戸は開いているつもりです。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） 法律が変わったことは存じていないんですけれども、そこにおいて伊

豆市の対応が遅かったのではないかというような認識だったものですから、質問させていた

だきました。 

  また、障害者の問題等については、一担当部署だけでなく、他の部署との関係も加味して

いかないとなかなか進まないですので、伊豆市を挙げて支援していけばと思います。 

  同じように今度は、障害者の雇用の問題をちょっと質問させていただいてよろしいでしょ

うか。ただ単に手当等でなく、やっぱり障害をお持ちの方も雇用の場を確保することが、非

常にその方の人生にとっては重要と考えます。市内の企業の障害者の雇用促進法に基づく雇

用率で足りてない事業所等の把握をしておったらと思いましたが、あるいは伊豆市役所自身

はどうなのか、あるいは教育委員会はどうなのか、あるいはそういった問題がもしクリアし

てなければ、今後どのように雇用していくのかと。これは障害者の優先調達の前の前提とし

て、雇用の確保があるだろうという観点から御質問させていただきます。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 一般企業の雇用率ですが、ちょっと手元に資料ございません

ので申しわけございませんが、後ほどまたお知らせしたいと思います。あと、役所関係は総

務部長のほうに。 

○議長（飯田正志君） 総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 市役所の関係でございますが、法律のほうが変わりまして、カウ

ントする対象が臨時職員まで含まれるという改正が行われてきております。そうした中で、

伊豆市のほうをカウントすると、８から９必要になるというような数字が出ております。こ

れは退職等の状況もあるんですが、なるべくそれをクリアするべく、障害者雇用ということ

で配慮させていただいております。来年度からの採用になりますけれども、そこでも人員の

補充枠をつくりまして採用を行うように努めております。予定では充足率９をクリアできる
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という状況になっております。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） 市長との話し合いの中で、積極的に障害者を雇用したいんだと、市役

所はしたいんだという意見をいただきまして、非常に前向きでよろしいなと私は感じていま

したので、引き続きよろしくお願いしたいなと思います。先ほどの優先調達については、以

前から配慮していただいているという認識になりますが、さらに全庁挙げてそういったもの

をやってくださることが、伊豆市の障害者のますますの自立促進に結びつくんじゃないかと

いうことでよろしくお願いしたいなと思います。 

  ７番目にいきます。伊豆市の虐待防止の関係なんですが、非常に虐待防止の担当者等は精

神的に苦慮しているという認識にいます。そのためにも行政等で抱えるんではなく、専門家

の集団のバックアップを受けたほうがよろしいんじゃないかと。その専門家というのはやは

り弁護士さんであり、医師だと思います。あるいは社会福祉士等、あるいは保健師等のコア

メンバーもいますが、やはり弁護士等の法律の専門家も加える必要があるような気がします。

法律家ですと、なんか手当の問題とかいろいろ出るような気がしますが、今、法テラスです

か、ああいう人たちの弁護士さん等についても積極的に支援に回りたいという声も聞いてお

りますので、あまりお金のことは考えなく、もっと専門性を発揮して、虐待等に職員の精神

的なケアも含めて委員に加わってもらったらいかがかと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 伊豆市におきましては、まず高齢者の関係ですけれども、虐

待防止対策推進協議会というのを設置しております。 

  また、児童関係につきましては、要保護児童対策地域協議会を設置して、福祉関係、医療

関係、警察などの関係機関に加わっていただきまして、ケースの管理、支援方法の検討の情

報共有を行っているところです。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） 次にいかせてもらいます。交通基盤について伺います。 

  伊豆スカイラインの無料化については、2009年11月１日から2011年３月31日までの17カ月

間ですか、先ほど市長の答弁がありましたが、200円にするという料金割引があったと。135

号の交通集中を緩和し、国道135号の渋滞緩和と伊豆地域の観光の振興を興すことを目的に

行われた社会実験だということです。その結果の効果を伺いたいということですが、新聞紙

上等には出て、渋滞等に遭ったけれども観光等の効果はなかったというようなデータを私も

拝見していますが、ちょっと詳しく伊豆市への効果についてはどの程度の効果しかなかった
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のか伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 確か1.17か1.14か、プラスで14か17％のどちらかだったと思いますが、

135号と安くなった伊豆スカイラインとあわせても、全体としてふえなかったというような

ことで、県のほうからは少し落胆の声が届けられている。私どものほうでも、伊豆スカイラ

インの200円への軽減によってお客様がふえたということは、すみません、数字は今手元に

ないんですけれども、そのような実感は私のところには届きませんでした。 

○議長（飯田正志君） 補足で説明で、建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 伊豆スカイラインとの関連性が強い路線ということでの静岡県の

分析があります。この伊豆スカイラインと関連性が強いのは国道135号、ここが関連が強い

ということで、414とか136は伊豆スカイラインとあまり関連がないという結果が出ました。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） そのようだと私も認識しました。 

  そのときのアンケートの中に、地域住民の68％の方が、今後とも伊豆スカイラインを使い

たいという要望があると。それを踏まえて平成22年度のこの議会で、伊豆スカイライン冷川

天城高原区間及び冷川沢口区間の一部無料化に関する決議の推進を諮った、それで県に出し

たということを伺っております。先ほどの取り組みもしているということですが、再度その

推進を強くお願いしたいものです。 

  同じ住民でありながら、不便きわまりない生活環境を少しでも改善していくために行政支

援をお願いしたい。先ほど同様に無料化等が難しいとは私も感じてはいるんですが、せめて

他の地区にはそういった無料パス券等を幾らか配布しているようなことも聞いておりますが、

天城高原の方にもそういったような制度、布石ができないか、あるいは市の制度でなければ

それを道路公社等に要請していただけないかと、そんなようなことです。 

  先ほど経済効果を伺ったのは、そういった意味では、天城高原の方はみんな買い物等も伊

東のほうに行ってしまうらしいんです。伊豆市のほうに来ないということらしいですので、

そういった伊豆市のほうの買い物に誘導するためにも、何とかその住民の方が伊豆スカイラ

インの利便性が高まることが大事じゃないかと思います。再度伺いますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 実際に、静岡県の道路公社に何とかなりませんかということで確

認をとってみました。そうしたところ道路公社からの回答ですけれども、道路法の道路では

なくて運送法の道路であるため誰もが平等に利用できる、これが目的であるので、地域限定

の割引のほうはできませんというような回答をいただいています。ただし、やはり伊豆スカ
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イライン沿いの山林所有者、土地の所有者の関係の方にとっては土地の維持管理等がありま

すので、その辺で優遇措置をとっているというようなことは実際にやっているようです。 

  また、この道路が皆さん聞きなれないように運送法の道路って何ぞやと言うんですけれど

も、取り扱いからいくと公道ではなくて私有道路というような取り扱いになっています。で

すので、道路は当然土地自体に税金はかからないんですけれども、この伊豆スカイラインに

ついては私有道路で有料ですので、これについては固定資産税を伊豆市は取っているという

状況にあります。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  三田議員。 

○２番（三田忠男君） そうなりますと、天城高原等の方は112号線と言うんですか、ろくろ

ばまで冷川から向かうくねくねした道ですね、2.5キロぐらいで、何か30回ぐらいつづらに

なる道なんですが、あそこを通らなければいけないと非常に危ないということで、そうする

と、そちらの拡幅の要望等を出さざるを得ないかなみたいなことにもなるんですが、今の財

政状況を考えるとなかなか難しいかと思います。そういった意味では、引き続き伊豆スカイ

ラインの無料化等に対する伊豆市独自の制度ということよりは、もっともっと県に要望活動

を強めていただくことを提案して、この件は終わりたいと思います。 

  次に、修善寺駅周辺道路、先ほども申したように鮎見橋ができたことによってかえって中

伊豆方面は渋滞している。地域エゴととらないでいただきたいんですが、道ができればでき

るほど、どんどん渋滞していくというような感覚になっています。やっぱり一番修善寺橋の

取りかえが一番いいのかなと思いますが、財政問題があるかと思いますが、ここも伊豆中央

道のみならず積極的な施策の展開をお願いしたいなということで終わらせてもらいます。 

  スクールソーシャルワーカーについては非常に効果があったという答弁を聞いて、私も安

心しました。ただ、本当に国の２年間の事業で、助成がなくなると。市町村も各困っている

ということは聞いておりますので、できれば伊豆市で独自に予算がつけてもらえれば最高な

んですが、それができなければ、やはり県に引き続きの要望を国に出すというようなことを

やって、児童の家庭環境も含めた環境整備。本来ならば保育所あるいは幼稚園等にもそうい

った専門職が必要だと私認識をしておりますので、大人、高齢者のほうはそういった社会福

祉士等の専門職がいますけれども、もっともっと学校教育、保育行政等にも必要な職種、あ

るいは必要な制度だと思いますので、財源がないならば要望活動を展開しようということで

一体となってやらせていただければと思います。 

  以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（飯田正志君） これで、三田忠男議員の質問を終了します。 

  ここで10分間休憩します。再開は50分とします。 
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休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時５０分 

 

○議長（飯田正志君） 会議を再開します。 

 

◇ 永 岡 康 司 君 

○議長（飯田正志君） 次に、１番、永岡康司議員。 

〔１番 永岡康司君登壇〕 

○１番（永岡康司君） １番、永岡康司です。 

  通告に従い、質問いたします。 

  市長に伺います。この問題は多くの先輩議員が再三再四質問してまいりましたし、きのう、

小長谷議員も質問いたしましたけれども、あえて私もこの問題に取り組みたいと思います。 

  大きな１番、南海トラフ大型地震に対する防災体制について伺います。 

  東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超えた巨大津波が発生し、多くの死者、行

方不明者が発生したことは、私たちの記憶の中に今でも鮮明に残っております。特に死者、

行方不明者の６割以上を60歳以上が占めており、また市民の生命を守るべき消防団員や警察

官、また民生委員などが数多く犠牲になっているなど、津波対策については早急に対応を求

められております。津波からの避難は、強い揺れや長い揺れを感じたときは、迷うことなく

逃げる、それも早く高く遠くへ避難することが基本と考えます。津波到達時間の短い地域で

は５分程度で避難が可能となるような対応、対策が必要です。 

  ここで、市民に周知徹底を図るために、防災体制について伺います。 

  ①避難路や避難場所の整備、確保はどのようになっていますか。また、今後どのように進

めていきますか。 

  ②一般市民や観光客のための避難誘導道路マップ等の設置を考えていますか。 

  ③津波避難タワーの設置予定や津波避難施設（ホテル等）の指定はどのようになっていま

すか。 

  ④市設置の防災倉庫の防災器具、医療器具、医薬品等の整備はされていますか。 

  ⑤高齢者、身障者などの災害時の要援護者は、徒歩を原則とする避難に対して困難と思わ

れますが、その対応はいかがですか。 

  ⑥水門、陸閘閉鎖や避難誘導に当たる消防団員や警察官、災害対応職員の安全確保はどの

ようになっていますか、伺います。 

  大きな２番、津波対応型救命艇について質問します。 

  国際航海に従事する船舶のうち、すべての客船、旅客船及び総トン数500トン以上の船舶

は、海難事故発生時に乗客や船員の安全を確保するために船舶用救命艇を備えつけなければ

ならないと国際条約では定められていますが、この船舶用救命艇は海面に浮き、巨大な波な
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ど外部からの衝撃にも強い設計がされていることから、津波からの避難に応用できないかと

いうのが、津波対応型救命艇の考えです。この救命艇の活用が必要とされるのは、事故発生

時に災害時要援護者の安全を確保するための有効な手段だと考えます。この津波対応型救命

艇の基本構造は、定員が25名程度、安全性は時速約13キロメートルで、壁の衝突に耐え、高

さ20メートル程度の高さから落下しても、その衝撃から乗員を守れることが確認されています。

またその特徴は、津波の高さに影響されず小さなスペースで設置でき、設置場所を移動でき

る、また価格も安価、約数百万円と書いてありますけれども、500万円程度だと聞いており

ますが、以上のことからも今後検討する必要があると思われますが、市長の考えを求めます。 

  大きな３番、大規模災害における救援体制について伺います。 

  南海トラフ巨大地震などの大規模災害が発生したとき、地域住民の救助や救援物資輸送な

ど輸送ルートの確保が必要となるのは必至です。国道136号、県道27号線（沼津土肥線）が

遮断されるおそれが高いと思われますが、市長に伺います。 

  ①主要幹線道路が遮断された場合の救援体制はどうなっていますか。 

  ②陸路が遮断された場合、海上からの救助支援を考えていますか。 

  ③①、②を考えたとき、離着陸可能なヘリポートの確保の考えはありますか。 

  以上お伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） ただいまの永岡康司議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  最初の津波避難路につきましてですが、まずその避難路の把握と訓練については、各自治

会、自主防災会のほうで実際に避難訓練を行うことをお願いしております。 

  議員は今回初めてで、これからの議員活動をお願いするんですが、何度も申し上げている

んですけれども、土肥はかなり特性がはっきりしていて、真ん中の土肥、屋形、大藪のとこ

ろではやはり相当山まで距離がありますので、ホテル、旅館を中心とする津波避難施設に逃

げていくことが現実的であろうと。それから小土肥の場合には南側は公民館でしたっけ、浜

からこちら側に、それから黒根のほうは山側に逃げていただくこと。 

  それから、非常に難しいのは実は八木沢でして、八木沢は国道から小池の海のところ、西

浜でしたっけ、あそこはもともと海なんだそうですね。そして、津波の防潮堤が必ずしも最

大の予測値より高くない。そこで、小池は御存じのとおり山の途中で切り崩したところを今

整備し、訓練もしていただいている。ただ、正面から上がっていただくときには非常に長い

階段がありますので、お年寄りの皆さんがどこまで上がれるかというところ。それから、観

光客がいっぱい入ったときに駐車場をどこに置いたらいいのかという問題。それから、西浜

のところは丸山スポーツ公園の管理棟のところが高さが10メートルから11メートルでしたっ

け、あそこにまず避難していただくことが現実的だと思っているんですが、それよりさらに
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逃げる場合に、国道を越えなければいけないという問題をどうするかというところが残ります。 

  そして、真ん中の部分です。今地元からも御要望のあります136号に沿って場所のどこか

に、海側に津波避難タワーをつくるのか、私は、それはそれでも、例えば少しゆがんでも、

それが壊れなくて流されなければ、しっかり一番上まで上がった住民が落ちないのであれば、

それも一つの選択肢なのかなと。５分でどこまでお年寄りが行けるかということなんです。

それよりも、より陸地が安定している国道の山側にしかるべき高さの津波避難タワーをつく

って、ふだんは観光用の展望台として使って千年間遊ばないようにしておいて、ふだんも使

いながらそこの展望台がいいのか。 

  あるいは、そこまでもう逃げるのであれば、学校敷地を通ってより高いところ高いところ

に逃げられる経路をつくったほうがいいのか。そこを地元の皆さんとこれから話し合いたい

ということを言って、八木沢の皆さんにぜひその案件でタウンミーティングをお願いしたい。

できればその前に、八木沢の皆さんの意見も集約しておいていただきたいということを申し

上げております。 

  その上で、きのうも申し上げましたけれども、避難経路については、行政のほうが全部見

て最良のものを選ぶということをやると、非常に時間もかかり、状況によっては現場を知ら

ない者が決めるということにもなりかねませんので、やはり地域の皆さんが経路を選定し、

そして市でなければできない避難経路整備については市のほうでしっかりやっていきたい、

このような役割分担をぜひお願いをしたいと思います。 

  それから、自主防災会単位で白地図へのマップづくりは、これはお願いをしており、マッ

プができた折には公民館等人が集まるところに掲示をしたり、各戸配付をしたりすることを

考えております。 

  また、避難地誘導看板等の設置は今年度予定をしております。それから、避難タワーにつ

いては今申し上げたとおりです。 

  それから、防災機器、医療機器等は必ずしも十分ではないかもしれませんが、一定量現在

整備をし、これも実は防災倉庫等に眠っている防災機器、実は医薬品も含めてなんですが、

できればいろんな場で使っていただきたい。これは大事にとっておいても仕方がないもので

すから、使って壊れたり、あるいは医薬品であれば、何年かに一度訓練、あるいはその他子

供がけがしたときに使って更新することは何ら問題ございませんので、ぜひふだんから使い

なれておいていただきたい。そして、それがちゃんと機能するかどうかも点検をしていただ

きたい、そのようにお願いをしております。 

  それから、５番目は高齢者の方、それから障害のある方、これは今、車を使わないで徒歩

で逃げなさいということになっておりますので、地元の方々からは、例えば一番原始的だけ

れどもリヤカーのほうがいいではないかとか、あるいは最悪の場合にはおぶってでもという

ことを、多々いろんな声を聞いております。先ほどの後ろで出てきた実は救命艇もそうなん

ですけれども、とにかくいざそういったことが起こった場合には、現実的に何ができるかで
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すから、救命艇のほうも新たな選択肢ですので、今後市の中でも情報をしっかり得ながら検

討させていただきますが、通常のちょっと上り坂を逃げていく場合にも非常に混乱している

中で、お年寄り、あるいは障害のある方、あるいは本当に小さな赤ちゃんを、むしろちょっ

と原始的な手段になるけれども、本当にリヤカーのようなものでふだんから準備しておくの

がいいのか、そのような現実的な対応をぜひ地元の皆さんとも話し合ってまいりたいと思っ

ております。 

  それから、防潮堤、陸閘については基本的にはふだんから閉めておいてくださいというこ

となんです。あそこは中浜でしたっけ、土肥総合会館の横のところも、防潮堤の外側に駐車

場とトイレがあって、あれを今度壊すということで、地元の皆さんとも、残してくれという

御要望も今年の２月にはあったようですけれども、やはりもう87％の確率で東海地震が起こ

るということが想定されている中で、その防潮堤の外側に開けたままにしておいてトイレも

つくる、駐車場もつくるということのリスクを考えると、やはりつくるんであれば、内側に

つくることはまた別途考えますけれども、基本的には閉鎖をしておいて、必要な都度開ける

のであれば開けていただきたい。 

  八木沢のほうも車が入らないのであれば、はしご段か階段かで閉鎖しておいて、人の出入

りはできればお願いをしたい。車の利用のときに開ける場合には必要最小限にしていただき

たいというお願いはしているんですが、あそこはかなり産業で使っているものですから、実

際に消防団の皆さん、大きな地震の後で閉めに行くのがかなり怖いと、こうやっぱりおっし

ゃるんです。そこの現実的な対応というのはそういう状況がございます。できれば、なるべ

くふだんから閉めておいていただきたいし、開け閉めするものについては、地元の消防団の

ほうで機能点検をお願いをしているところです。 

  それから、最後の救援体制、これも議員御指摘のとおりで、西海岸は大変に陸からのアク

セスが断絶されることを危惧しています。何にも、地震も雨がなくても、136のグリーンヒ

ルの横が全部崩れるような、ああいった地形、地質ですし、今回も小土肥にいくところの県

道が半分崩れて、しっかりテトラポットを積んで今まで予防措置をしておれば、ああいった

被害も避けられたんですが、現状は橋梁も含めてなかなか予防の措置が十分にとられていな

い。それほど公共事業が少なくなっている。そのような状況の中で、戸田との間、船原との

間、西伊豆との間が断絶されることは覚悟しておかなければいけない、そう思っています。 

  二つ方法があって、一つは海上自衛隊のホバークラフト、エルキャックというのがあるん

ですが、屋形海岸であれば入れるかもしれません。ただ、御承知のとおり、物すごい大量の

流木等が、あるいは瓦れき等が海岸に集まっている可能性があるんです。そうしますと、唯

一の手段はヘリコプターということになります。 

  そこで、県のほうにも再三申し上げているんですが、海上自衛隊のひゅうが、あるいは米

軍にも出てもらって、空母も出てもらって、駿河湾に１隻、相模湾に１隻配置をして、そこ

からヘリコプターで支援に行く。これは土肥だけではなく、伊豆半島の海岸部はそういうこ
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とになろうかと思っています。そのときに中型機と小型機はどこでもおりようと思えばおり

られるんです。中型機は10人ぐらい乗れるもので下にそりがついていますけれども、パイロ

ットは片足がついただけでもちゃんと着地できますので、最悪の場合にはそういった実践の

ような運用もできるんですが、問題は土肥の人口を考えますと、大型のヘリコプターがどこ

におりられるかとなると、金山の駐車場とか丸山グラウンドとかあるいは土肥高校のグラウ

ンドとかということになるんですが、基本的に大型ヘリコプターは100メートル掛ける100メ

ートルの空き地を必要とします。 

  ただし、状況によってはそんなことを言っていられないときもありますので、今自衛隊の

ヘリコプターのパイロットに実際に土肥も含む伊豆市内を見てもらって、どこならぎりぎり

でも大型ヘリコプターがおりられるのかを確認をしてもらおうと、今こんな調整を自衛隊と

するように指示をしているところです。 

  その中で一つ気になるのがほとんどヘリポートのない小下田。八木沢は丸山スポーツ公園

で何とかなるんですが、小下田はヘリポート適地がないんです。ですから、ふじみ幼稚園の

跡地利用について御提案いただいた旅館もいいけれども、ゲートボール場の代替措置をとい

うことで御要望はいただいているんですが、私は市長という立場では、ゲートボール場は平

時において八木沢に移動することも可能でしょうから、むしろヘリポートを整備することの

ほうが小下田のお年寄りの皆さんにとっても利益にかなうのではないでしょうかということ

を今提案申し上げているんですが、そのような状況でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 質問します。 

  防災体制についてですけれども、伊豆市地域防災計画の中に平成24年度の津波対策編とい

うのがありまして、これを見ましたところ、平成24年度津波対策編の総論の中に東海地震に

予想される災害という項目がありますが、平成10年度から12年度の３カ年かけて実施した第

３次地震被害想定では、本市、これは土肥地区のことを言っているんですけれども、小土肥

浜地区、土肥港周辺、八木沢漁港周辺、地震発生直後から５分程度で津波の第１波が到達さ

れると予想される。 

  また、地域の津波の最大津波高は小土肥浜では沿岸部で最大3.8メートル、内陸部で０か

ら0.5メートルの浸水深、それから土肥港周辺では最大6.2メートルで、内陸でも１メートル

から1.2メートルの浸水深があり、市役所土肥支所まで津波が遡上すると想定される。あと、

八木沢漁港周辺では最大4.0メートルで、内陸では0.5メートルから1.0メートル程度の浸水深

と想定され、沿岸の低地地域を中心に浸水被害が発生すると予想されているとなっておりま

すが、この第３次地震被害想定ですけれども、今はもう見直す時期にあるのではないかと考

えますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの永岡康司議員の質問に対し、答弁を求めます。 
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  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 今、議員おっしゃるとおりでございます。 

  これは静岡県のほうで想定をしております見直しの途中の数字ということで御理解いただ

きたいんですが、ここに資料として持っているのは、津波対策の見直しということで県が報

告をまとめたものなんですが、これはあくまでも23年度の報告ということで、これが本年の

３月15日に示されたわけなんです、24年３月ということです。この中でもまだ第３次被害想

定ということで、安政の地震のときの最大津波高をまだとっているわけです。 

  国のほうで最近発表した伊豆市で最大11メートルという数字があったかと思うんですが、

これは最悪の場合のケースということで、これについての詳細な個々の数字というものは、

まだ示されておりません。これについても、また県のほうで独自の見直し作業を今進めている

最中ということで、結果が出次第、防災計画のほうも数値を改めるということにしております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 今の件ですけれども、3.11以降、国の中央防災会のほうで三連動

という言葉で、最大が伊豆市で11メートルというのが発表になりました。これを受けて、今

第４次想定を静岡県がつくっています。11メートルに対しての第４次想定、それはそこの海

の海岸の地形、海の深さから浅くなるその地形、そういうものを全部加味して、個々の港で

の津波の高さを出します。 

  そして、その被害想定ですけれども、前倒しで一部整理したものは25年２月ごろ出すとい

うような知事さんの話も出ています。正式には25年８月ごろ出るという情報を得ています。

その中で津波の種類なんですけれども、Ｌ－１津波とＬ－２津波というように分けて被害想

定を出すと。Ｌ－１津波とは発生頻度が高い津波ということで、100年以内に起きるような

津波を想定しています。また、Ｌ－２津波については1,000年までぐらいの最大の津波の高

さということで、その２種類を出して被害想定を出すと。それに対して防潮堤関係、避難地

の位置とかそういうのが明確に決まってくるのではないかなというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） １週間前ですか、インターネットに、静岡県伊豆市の大地震最大津波

の被害想定が載っていましたんですけれども、小土肥地区では黒根・浜区の道路127号線下

がほぼ津波で覆われる。それから、小土肥の大藪地区では、諏訪神社の下までが全滅される

というような地図が出ました。八木沢でも道路下は津波１メートルぐらいまでは来ると。南

小学校跡地までは津波が入ってくるという地図が出ましたんですけれども、今この被害想定

を見直すときに、第４次地震被害想定を早く見直して市民に周知徹底を図っていただきたい、

このように考えます。 
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  それで次に伺いますけれども、避難路、避難地の指定につきまして、近くに避難する高台

があればいいんですけれども、ない場合は、津波避難施設の指定が必要となっておりますけ

れども、指定されている津波避難施設がありましたら御紹介いただきたいと思いますけれども。 

○議長（飯田正志君） ただいまの永岡康司議員の質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 八木沢地区ではございません。 

〔「土肥地区」と言う人あり〕 

○市長（菊地 豊君） 土肥地区にはあったけど…、ちょっと総務部長のほうから。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 現在、津波避難ビルということでお願いしてございます建物が16

カ所ございます。そのうち13カ所につきましては５階建て以上の建物でございます。３階に

つきましても内陸にちょっと入ったところでございますので、津波の想定高を計算しますと

十分耐えられるということになっております。現在は16カ所の津波避難ビルということでお

願いをしてございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 津波避難施設が指定されている場合ですけれども、それは住民に周知

徹底するために表示、または標識等を掲げることはいかがなものか伺いたいと思いますけれ

ども。 

○議長（飯田正志君） 総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） その件につきましても、ただいま市長のほうからも、先ほど冒頭

の質問の中でお答えをさせていただいておりますが、当然共通のマークがございます。そう

いったものを使った避難ビルの指定の建物もそうですし、あと避難地への各地区ごとの避難

地のマップ、そういったものにも当然落としていくということで、これについても配布をし

ていくということを考えています。 

  また、主な公民館等集会施設等には、そういったものをいつでも見られるような状況で配

布、看板のような形で設置できればということで、それも作業を進めております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 次に移ります。津波避難誘導標識の設置についてですけれども、マッ

プをつくると先ほど市長言われましたけれども、また災害地域に対して避難誘導標識という

ような形で今、電柱に避難地の方向、海抜表示をされていますけれども、非常にわかりにく

いというようなことを言われております。 
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  参考までにですけれども、熱海市では、津波避難誘導標識は縦１メートル、幅が1.3メー

トルの大きな避難誘導標識を作成しています。津波避難場所の高台の方向を示す矢印、また

は避難場所の海抜表示、また英文でも表示し、津波浸水エリアなどを示す全国共通の絵文字、

これはピクトグラムと言われているんですけれども表示してあり、ことし中には、熱海市の

狭い海岸ですけれども100カ所程度設置する予定があるということを聞いております。これ

もまた非常に見やすい標識なんです。私も参考にしたいと思うんですけれども、市民やホテ

ル観光客に対しても安心・安全の確保に努めるようなこのような標識を設置していただきた

いと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を願います。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） ただいま議員のほうからございましたお話、先ほど私のほうでも

申し上げたマークというお話をしました、それがそうなんですね。ピクトサインといいます

か。伊豆市のほうでは現在平成23年度までに海抜表示については130カ所ございます。本年

新たに20カ所を予定しておりまして、本年末には150カ所になる予定でございます。また、

津波避難の誘導看板につきましても、これまでは35カ所に設置があるんですが、本年50カ所

新たに設置を予定しております。今年度末には大体85カ所、一次避難地―地区の避難地で

すね、そういったものを記載した場所になります。これが大体85カ所予定しております。 

  それから、先ほどちょっと数を言いませんでしたけれども、津波避難ビルの誘導看板につ

きましても、20枚を設置する予定でございます。本年度末には16枚設置をふやしまして20枚

になるということで、計画のほうは進めております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 避難誘導標識についてはきめ細かい設置をお願いします。 

  次に、避難タワーの件ですけれども、先ほど市長さんも言われましたように、八木沢にも

避難タワーを設置するような考えはあると言われていますけれども、八木沢の避難タワーに

つきましては、大川がありまして右と左に分かれてどこに設置するか、連合区としても相当

迷っているような状態です。西のほうに設置すれば東の人たちが困る、東のほうに設置すれ

ば西のほうの人が困るということで、場所の選定には非常に苦慮しているわけなんですけれ

ども。連合区からも要望が出ているとは思いますけれども、行政と一緒になって早急に避難

タワーの設置を進めていきたいと思いますけれども、市長のほうからいかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） せっかくの機会ですので、少し現状を申し上げたいんですけれども、

八木沢の妙蔵寺でしたっけ、佐治さん頑張っておられるところ。あそこの下までひっかかっ
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た記録があるんだそうです。それから、お寺さんに、今いろいろあのときも妙心さんにお願

いしたのは、お寺さんは畳を敷いてあるものですから非常に避難しやすいです。3.11の後土

肥に伺ったときには、土肥の南小学校の体育館があまり寒いものだから、あそこを避難地と

して指定してあったんだけれども校舎のほうに避難されて、そこも畳がないから、椅子に座

ってこう毛布をかぶってずっと夜中までいらっしゃったんです。それを考えるとあまり適切

ではないんですね、避難場所と今指定されているところが。ぜひいろんなお寺にお願いした

いと言ったところが、まさにさっき妙蔵寺で下までついた記録がありましたので、ぜひお堂

を使ってくださいと。そして、どこか防災倉庫に毛布をちゃんと集積しておけば、すぐにそ

こで畳の上に横になることができるわけですから。 

  ただ、そこまでの距離があり過ぎるということが問題なんです。時間と体力に余裕のある

方は小池の方向からじんでさんまで行き、その次に光月院までかなという段階で行けると思

うんです。問題は先ほど申し上げたように、そこまで５分でとても行けない方々が国道の前

後ぐらいになるだろうと。川で分断されていることも承知をしております。そこでそこにつ

くるのがいいのか、あるいはもうとにかくそこじゃ上がったらもうとまる、そこでとまりで

すから、それでは怖いから、もっと山側に時間がかかっても避難路がいいのかということを、

今土肥の皆さんと話をしたいということを申し上げているんです。それが効果があるんであ

れば、ふだんは非常に136そのものは観光客がたくさん流れているところですから、ちょっ

と高い展望台になるけれども、土肥のこども園に行ってみたら、意外なことに子供さん全然

怖がらずに、そういう設計もしてあるようなんですが、もう16メートルどんどん駆け上がっ

ていくんです。あの状況を見ますと、八木沢から海を見ながらブルーベリーをかじるような

ふだんは展望台で使うような津波避難タワーもありなのかなというようなことで、土肥の皆

さんと話をしたいということを今、もうずっと提言申し上げているわけです。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 今、市長さんが言われましたけれども、八木沢の浜区、または小土肥

地区、屋形地区もそうなんですけれども、高齢化率が進んで、とても５分で避難できる状況

ではないように私も考えています。そのために避難タワーは早急に必要ではないかなと考え

ております。市のほうでも積極的な対応をしていただきたいと思います。 

  防災倉庫についてお伺いします。 

  これは特定の地域なんですけれども、私の住んでいる八木沢地域の防災倉庫を見てみまし

た。南小学校のプールの横の急傾斜地の真下にあり、人が入りにくいところに設置してあり

まして、倉庫の周りには本当に草が茂り、出入りが困難になるような状態になっております。

内容的にも到底不十分であり、多くのけが人が出た場合の対応がとれないような状態になっ

ております。投光器が３台あり引き込みコードが２台あっても、停電時それが本当に必要な

のかどうかということも考えますし、とても避難地に設置されている防災倉庫とは思えない
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状態になっています。 

  これも連合区のほうからも高台移転をお願いしてあると思いますけれども、まだ返事が来

ていない状態であります。けが人の場合でも、トリアージシートや神戸大震災で多くの人が

亡くなったクラス症候群対策についても、そういう防災倉庫に医療器具のきめ細かい配慮が

必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） このような市が設置する、あるいは自主防災会で通常使うようなレベ

ルの災害と、本当の大規模災害はやっぱり対応が全く変わってくるんです。こういった屋形

海岸の136ぐらいまでずっと津波が来るような状況の中で、通常自主防災会が使っているよ

うな医療機器の備蓄、あるいは防災倉庫の備蓄、恐らく高い確率で使えないです。そういっ

た本当の大規模災害のときの初期対応は、正直言ってやっぱり自衛隊以外にはなかなか難し

いです。自衛隊の駐屯地、うちで言えば34連隊ですが、倉庫の中にもうきちっと整理整頓さ

れていて、災害用の機材もぴしっと整理整頓されていて、車は全部満タンで外向きになって

いて、災害用の車も指定されていて、ドライバーも指定されていて、すぐに出られるような

体制になっているんです。大規模災害のときにはそれだけの準備ができている組織は、自衛

隊以外にはないんです。 

  ですから、いろんなところに防災倉庫とか防災機器、医療機器をお願いしているのは、そ

こまでいかない、地域がまだある程度組織的に動ける状況が前提なんです。ですから、そう

いった災害のレベルに応じた対応が必要なのであって、自衛隊がすぐに出て、すぐにヘリコ

プターで医薬品とか食料を落とすような、そんなときはとにかく逃げることだけなんです。

市民の皆さんは命だけを確保していただければ、あとは大規模組織で対応しますからという

ような対応なんです。 

  そこをぜひある程度は切り分けていただき、防災倉庫で移転が必要なところ、より機器の

充実が必要なところはぜひ提言をいただいて改善をしてまいりますけれども、その前提とし

ては、まず逃げ延びる、生き延びることだけが必要になってくる大規模もございますので、

対応については、ある程度カテゴリーを分けてお考えいただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 先ほどの防災倉庫の件ですけれども、また南小の隅のほうに置いてあ

るということ自体が不自然であって、いつでも使えるような状態に置くということは、もっ

と高台に移転しておいたほうがいいのではないかと思います。それはそれで終わります。 

  また、高齢者、身体障害者などの要支援対策についてですけれども、私常々考えているん

ですけれども、支援対策について個人情報との絡みもありますが、消防団から自主防災組織、

それから担当地区の民生委員などが要援護者リスト、援護者台帳を作成して、共通のデータ、
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共通の認識のもとに避難、救助に当たることができないものか。老齢者に関しては個人情報

がありますもので大まかに広げられないということで、一つ消防団にしても地域防災にして

もデータがなかなか入りにくいということもございまして、民生委員の方たちは持っている

んですけれども、それはなかなか公にできない。これは何とか消防団、自主防災組織、また

担当地区の民生委員など３者全体が共通のデータを持って避難誘導に当たるというようなこ

とはできないものか、市長、伺います。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 個人情報保護法がやっぱり初動が非常に悪過ぎて、最初の法律も非常

に問題があったと私は思うんですが、本当はそうではなかったんですけれども、利用する側

も非常に過剰に反応して、ほとんどすべてがだめのような感覚を持ってすべて出せない。Ｐ

ＴＡの連絡網もつくれないような状況だったんです。 

  そこは運用も法制度も少し改善をされてきましたし、一番大切なことは、支援を必要とさ

れる方々、それから今腎友会の皆さんという人工透析をされている方々も、この情報は使っ

てくださいという同意のもとに名簿ができているわけです。それは民生委員であれ、あるい

は消防団であれ、使ってくださいという前提のリストはちゃんと使えるんです。ですから、

そういったものをしっかり地域のほうで御理解をいただき、最初にあまりにも強烈にすべて

の連絡網つくってはいけないような感覚だったものですから、そういったことは、あの法の

趣旨では全くないんです、本来もともと。 

  ただ、今そういったところで、少し現実的に改善をされている中で、特に被害時に支援を

必要とされる方々は既にリストもございますし、それをしっかり使っていただいて、平素か

らできれば訓練もしていただければと思っております。実際にすみません。被支援援護者リ

ストはございまして民生委員の皆さんにもお配りしていますし、あとはそこで消防団との地

域のやりとりを、またうまくしっかり連携をとっていただければと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 今、市長が言われたとの考えなんですけれども、大藪地区から八木沢

自主防災組織も、個人情報を収集しております。それは個人の承諾を得た中で地域の区長さ

ん、それから連合区長さんが把握しているということで、民生委員さんも同じようなデータ

を持って、個人の承諾を得て皆さんに配布しているという状態でありますので、個人情報に

過剰に反応し過ぎなくても、年配の方たちはいいよ、どんどん手助けになることだったら助

けるようにお願いしますと言われていますので、あまりにも個人情報に過敏にならないよう

な、いざとなったら本当に自助共助じゃないんですけれども、お互いに助け合うためにも、

そういう知識や情報が必要ではないかなと考えます。 

  次に、津波対応型救命艇について伺いますが、この津波対応型救命艇については国土交通



－153－ 

省の四国運輸局というところが、今開発に向けた検討委員会を設けておりまして、そのデー

タを引用させてもらいます。この津波対応型については、四国運輸局が行ったアンケートで

は、314の自治体のうち、約８割の自治体から津波対策に関しては高齢者、幼児、体の不自

由な方、病気の方など１人で避難するのが難しい災害要援護者の対策に困っているというよ

うな各自治体からの回答が寄せられたそうなんです。そこで、四国運輸局では、現在、津波

から命を守るために船舶用の救命艇の技術を応用した津波対応型救命艇の開発を今進めてい

まして、第２回の会合が終わったところだと思います。 

  この救命艇のまず基本構造なんですけれども、楕円形の宇宙船のような形で25人乗りを想

定して、艇内ではシートベルトの椅子がついて、トイレ、それから外部との通信機能、非常

食を備えて外洋でも１週間程度の生活ができるという設計になっております。それから、安

全性としては、先ほども言いましたけれども、時速13キロメートルで構造物にぶつかっても

安全な強度であり、転覆しても自動的に戻る復元性能があり、また、東日本大震災でも海上

火災が目に焼きついているんですけれども、火の粉を浴びても炎上しないような難燃性のあ

る資材を使っているということです。 

  また、この利便性につきましては、水面に浮いているためにどんな高い津波が来ても安全

に避難ができるということ、つまり想定外ということがないわけなんです。10メートル、20

メートル、30メートルが来てもその上に艇があるということで、想定外ということがない。

また、この艇につきましてはわずかな土地であれば設置ができると。この艇につきましては

5.3メートル、幅が2.3メートル程度の艇でありますので、どこにでも設置できると。また軽

いために、低層の２階とか３階の鉄筋コンクリートビルでしたらその屋上に置けますし、す

ぐに避難対応ができますし、震災後はその艇を体育館の横に置いて個人の避難場所に充てる

こともできるし、プライバシーの確保もできるというようなことの利点がありますけれども、

このような津波対応型避難艇につきまして、市長さん、いかがお考えでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 何かノアの方舟伝説を現実に目の前にかいま見るような感じがして、

きっとああいったこともこういったことがあったんでしょうね、中東で。これについては、

全く新しいコンセプトで、私も実は何ら現時点で知識を持っておりません。したがいまして、

しっかり勉強させていただいて、印象としては非常に効果的で、費用対効果としては非常に

高いのかなという気もしております。導入にどのような問題があるのかないのか、なるべく

早く情報を得て、しっかり自分の中で判断をさせていただきたい。その中で市として対応す

るのであれば、あまり時間をかけるのも意味がないと思いますので、しっかり判断をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 
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○１番（永岡康司君） 市長、答弁ありがとうございました。 

  この艇の価格につきましては、１艇大体500万円程度であるということで、避難タワーに

つきましては約6,000万円から7,000万円かかっていると聞いておりますけれども、これが10

艇導入されれば5,000万円。それから小土肥へ２艇、３艇、土肥へ４艇、八木沢へ３艇とか

こう設置すれば、その住民250人の人たちが早急に避難できる。対応型としては十分考えら

れる艇だと思いますけれども、今後、検討を進めていっていただきたいと、こういうふうに

考えます。この艇に対する自治体のアンケートなんですけれども、アンケートに答えた多く

の自治体の中には、この国土交通省、国のお墨つきのついた救命艇であれば、市としても発

注をしやすく、導入に当たって補助金があれば検討をしたいという自治体が多くあります。

ぜひ伊豆市でも検討して、避難タワーができるまでの応急処置としてでもいいから、１艇ま

たは２艇導入して検討していただければと思っていますけれども、市長、いかがでしょうか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの議員の質問に対して答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今ちょっと副市長情報ですと、浜松の保育園で既に導入しているとこ

ろがあるそうで、そういったところも参考にさせていただき、ぜひ検討させていただきたい

と思います。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） 続きまして、大規模災害における救援体制についてお聞きします。 

  大規模災害が発生した場合、この土肥地区では先ほど言いましたけれども陸路が遮断され、

陸の孤島となる可能性があり、救急患者や傷病者、また透析を必要とされる人の搬送等、一

刻を争う状況の中で、どうしてもヘリコプターによる患者の搬送が必要となると思います。 

  また、災害時には大量の支援物資や救援物資、医薬品などが海上搬送されることが最も有

効な手段だと考えますが、現在駿河湾カーフェリー着岸施設以外、大型船の着岸施設は持っ

ておりません。これらのことから救援船が来た場合に、輸送手段としてはどうしてもヘリコ

プターが必要不可欠となります。このような状況下では、先ほども市長さんが言われました

ＣＨ－60クラスの自衛隊ヘリの場外離発着場が必要と考えますけれども、先ほど答弁の中に、

松原公園、それから丸山公園、土肥高校グラウンドとなっておりますけれども、この災害が

起きたときには、丸山公園も、それから松原公園も使用ができなくなる可能性は大だと思い

ます。 

  また、土肥小、土肥中、土肥高校のグラウンドについても避難民であふれて、ヘリコプタ

ーが着陸できるというようなことは困難になると思いますけれども、市長、そこら辺はどう

考えておられますか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） そのときの状況によってどうなるかなんですが、丸山スポーツ公園の

野球場のところが津波で水没するなり使えない状態であれば、当然おりられない。ただ、ど

ういう状況によるかによるんです。ただ、現在の状況を見れば、先ほど申し上げたようなと

ころが使える地積はあるということなんです。 

  ただ、津波の影響を明らかに受けない防災ヘリポート、土肥の山の上にあります。あそこ

はどう考えても、それだけの被害に遭ったときに道路が使えないだろうというのは容易に想

像できますので、あそこに過度には期待できないです。そうすると、安定的に使える可能性

があるというのは、本当に土肥高校のグラウンドぐらいでしょうか。そうしますと、逆に八

木沢の中島の斜面のところというよりも、何て言うんでしょうね。丸山の山の長藤って言う

んですかね、あそこのところとか、あるいはもう少し小下田のしかるべきある程度の地積が

あるところ、なかなか小下田ないんですけれども、ヘリポートをつくっていくほうが、ひょ

っとしたら現実的なのかもしれません。 

  ただ、ヘリの場合には着地しなくても、物資の投下等はホバリングの状態からできますの

で、本当にもう組織が動けなくてあらゆる物流が停滞してしまったときには、やっぱりヘリ

は有効なんです。ですから、そういった大型ヘリが着地できるところから、あるいはホバリ

ングで１人ずつ救援するところまでの中で、すべての対応を検討していくということが、一

番現実的な準備であり、すべき訓練であろうと、こう思っています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） ちょっと今まで考えてなかったんですけれども、この防災計画の中に

自衛隊の支援という項目がありまして、市長は県知事を通して派遣要請をするということに

なっておりますけれども、今の自衛隊におきましては、場外離発着場の登録をすることによ

って、逆に自衛隊のほうから先に避難の救助の情報をくれるということを聞いておりますけ

れども、そこら辺把握しておられますか。 

〔「もうちょっと」と言う人あり〕 

○１番（永岡康司君） 自衛隊の派遣要請につきましては、市長から県知事、県知事から自衛

隊に避難要請を出されると思いますけれども、今、自衛隊のヘリを救助の登録をされると、

防災訓練等で常時使用できれば、そういう災害に遭ったときには、自衛隊のほうから市長さ

んのほうへ派遣してよろしいですかというような逆な通路になると思うんですけれども、そ

こら辺の情報はつかんでおられますか。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 災害派遣は、県知事とか港湾事務所長とか国交事務所長か何かかな、

いくことになっているんです。ただ、通常は被害が起こった市町村長から県庁を通じてとい

うことになっているんです。しかし、実態は直電話をして県に言いますからと言って先に動
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いていただいているというような、多くの場合そういうことなんです。ただ、自衛隊の場合

には、震度５以上の地震が起こると、自動的にヘリ偵察が出るんです。そこで市長が認識し

ていないときに、相当大規模な災害が起こっていますよ、自衛隊出ましょうかということは、

今はそういった情報交換もしているんです。ですから、担当地域がありますから、自衛隊と

いうのは担当地域を必ず持っているので、ふだんから各首長と、そこの担当部隊長とうちの

それぞれの市町の災害対策が顔を知っているということ、常に電話連絡できる関係にあると

いうことが大切なんです。その中で、今ほとんど法的な昔のような制約というのはありませ

んので、ですから、地方自治体と自衛隊担当部隊の隊長との間で常時人間関係をしっかりつ

くっておく。これで時間的なおくれというのはまず考えられないほど解消されたと、このよ

うに思っています。それから、県が間に入ることは時々昔は障害になったんですが、今は県

知事から１回出していただければ、後は派遣部隊と地元で十分に協議ができますので、そう

いった、かつてのような弊害は今はほとんどないものと、このように認識をしています。 

○議長（飯田正志君） 再質問ありますか。 

  永岡議員。 

○１番（永岡康司君） ありがとうございました。 

  最後になりますけれども、この大型災害津波に対して１人とも命を落とさないような施策

を考えて、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（飯田正志君） これで永岡康司議員の質問を終了します。 

  これで一般質問を終了します。 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田正志君） 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

  次の本会議は、12月４日午前９時30分から開催します。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４４分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田正志君） ただいまから平成24年第４回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田正志君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎景観行政団体指定の報告 

○議長（飯田正志君） 会議に先立ちまして、市長より報告を求められましたので、これを許

します。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  議長に許可をいただきまして、１点、新たに御報告申し上げます。 

  伊豆市が景観行政団体に移行することについて、県のほうに上申してまいりましたけれど

も、11月30日付で異議なしということで回答いただきまして、来年１月１日付をもって、伊

豆市は景観行政団体に移行することとなりました。 

  この団体になりますと、市独自の景観計画や景観条例を策定できるようになり、伊豆市に

ある豊富な自然景観や歴史的景観などの景観資源を保全するための規制誘導が可能となりま

す。この利点としては、例えば建築物や工作物のデザインや色彩を制限できる、このような

規制誘導が可能になります。景観地区や公共施設、道路、建造物、樹木等を指定することに

より、社会資本整備事業やまちづくり支援事業等の補助を受けることもできます。 

  今後、この中で、伊豆市らしい落ち着いた景観整備を進めるように尽力をしてまいりたい

と思っております。 

  以上、報告申し上げます。 

 

◎議案第９３号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田正志君） 日程第１、議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５

回）についてを議題といたします。 

  これより、議案第93号の質疑に入ります。 

  本議会は改選後初の定例会ですので、質疑に先立ち、御注意申し上げます。 
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  このたびは３名の議員から質疑の通告がありました。伊豆市議会におきましては、議会改

革の中で、さまざまな議会運営上の規定について見直しの協議が重ねられ、伊豆市議会にお

ける議案審議は委員会付託が原則となっておりますことから、本会議における質疑の規程に

ついて、伊豆市議会運営規程の見直しがされ「委員会付託案件に対する質疑は、議案の趣旨

又は必要性の確認、提出された経過等の大綱とする」となりました。 

  この大綱という文言は、提案理由、補足説明に対し、その趣旨、政策理念、大筋をただす

意味であります。発言を大綱にとどめることを前提に、所属委員会に付託予定議案について

も質疑を許すこととなったものであります。 

  つきましては、通告には細かな内容の質疑が含まれているように見受けられますので、質

疑に当たりましては、伊豆市議会のルールにのっとり発言されるように御留意願います。 

  それでは、質疑の通告がありますので、これを許します。 

  初めに、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  私は常々、市当局に説明資料をもっと充実しろということを申しております。少なくとも、

これだけの議案書があったら、これに倍となる説明資料を整えていただきたい。あの説明、

今回出されている説明資料では、何をしようとしているのかさっぱりわからない。これから

もひとつよろしくお願いしたい。 

  議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について質疑させていただき

ます。 

  第２表繰越明許費、３款２項放課後児童クラブ運営事業288万円、狩野小学校の放課後児

童クラブですね。まず確認したい。 

  繰越明許となる理由はどうなんでしょうか。狩野小学校は来年４月には天城湯ヶ島地区の

小学校と統合される。間に合うんですか。その辺も十分説明をいただきたい。 

  18款１項２目湯ヶ島財産区特別会計繰入金1,000万円、これは47ページの観光施設整備事

業1,000万円と恐らく対応しているものだと思います。まず、湯ヶ島財産区の財政状況はど

うなっておるんでしょうか。何ら説明がない。さっぱりわからない。湯ヶ島財産区では土地

を購入しないんですか。何に使うんですか。購入場所の面積はわかりません。1,000万円の

算出根拠もわかりません。どんな観光施設を整備するんですか。市長のお話ですと、文学の

里構想というのがあるらしいですけれども、どうもそれの整備のためにここを購入するらし

いとしか我々議員がはわからないんです。まず、構想の説明をしてください。規模を説明し

てください。これから、どういうふうに事業を展開していくのか説明していただきたい。 

  20款４項７目新たな避難対策事業費補助事業助成金3,120万円、どこの助成金か、雑入の

理由、どんな事業か、人数について御説明いただきたい。 

  21款１項６目緊急防災・減災事業債940万円、これはこども園津波避難タワー建設事業債
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ということのようですが、これはもう既に建設済みですね。事業は済んでいるはずです。こ

の辺との関係を御説明いただきたい。 

  ２款１項８目定住促進事業補助金1,500万円、利用状況は、市内居住者はどのくらいの内

容か、効果は。これからどういう効果があるのか。今議長からいろいろ説明あったけれども、

これらのことはさっぱりわからないんです。委員会で説明するといっても、委員会には市長

は出てこない。議長、ぜひ出てくるように要請していただきたい。 

  続いて、３款１項３目障害者自立支援事業8,480万円、事業内容の説明をお願いしたい。 

  続いて、４款１項１目中伊豆保健福祉センター事業130万円、燃料費、電気代、修繕料の

増額理由を。今、電気代の節約だ、クールビズだ、これからは何か暖房費も節約しろという

時期に、130万円の増額になっている。ぜひ詳しく御説明いただきたい。 

  ７款１項３目伊豆トレイルランニングレース実行委員会助成金50万円、金額は少ないです

けれども、私はこれは非常に危険なレースであるということを指摘しておきたい。なぜこん

な危険なレースをやるんですか。わかっていますか、市長。事業の内容、参加人数、コース、

安全性について実行委員会には参加しているんですか。どこの部門ですか。安全性の検討は

されていますか。これ言っておきますけれども、いいですか、レース当日だけの安全性じゃ

だめですよ。恐らく、何人ここへ入ってくるんだか知らないけれども、やる気のある人はレ

ース前からもうここで練習している。10人、20人という人間が走って歩くんですよ、ここ。

ですから、一般ハイカーの安全性が確保されているのかどうかです。そういうことも含めて、

ぜひ御説明いただきたい。 

  以下、８款２項２目と11款に市道整備事業と災害復旧費が書いてありますけれども、どこ

でどんな事業、一応、地図にはプロットはされていますけれども、事業の規模なんていうの

はわかりません。私は再三言っているんです。どこでどんな事業をやるのか、まず見積もり

規模がわからない。御説明いただきたい。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 湯ヶ島財産区の繰り入れのみ私から少し答弁申し上げまして、ほかの

件については、それぞれ担当する部長から説明をさせます。 

  御承知のとおり、しろばんばの里づくり、天城湯ヶ島では過去やってまいりました。その

中で、これから文学の里の中のまちの中の散策路づくりをやっていくわけです。 

  そこで、あの営林署跡地、これは国の資産です。人様の資産ですから、国としては不要と

なった資産なので早く売却をしたい。しかし、そこでどなたかが手を挙げて、あそこにその

しろばんばの里、あるいは文学の里、あるいは湯ヶ島らしい風情とは全く異なった建物をつ

くられてしまっては、もう文学の里づくりは全くならないわけです。そこで、まずは市が土
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地をまず確保して、その上で地元の皆さんと話をしたい。 

  地元の湯ヶ島財産区の議員さんからは、ぜひ事業を進める上で、購入した後どのようなも

のをつくるのか、どういう景観のものをつくるのか、どのようなステータスにするのか、こ

れは地元としっかり話をしながら進めてくれという御要望ですので、そのように進めてまい

りたいと考えております。 

○議長（飯田正志君） 続いて、繰越明許は。 

  教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 大川 覚君登壇〕 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） それでは、森議員の議案第93号 平成24年度伊豆市一

般会計補正予算（第５回）における第２表繰越明許費に関する御質問にお答えいたします。 

  議案書22ページの第２表繰越明許費の放課後児童クラブ運営事業288万円の繰越明許につ

きましては、天城放課後児童クラブの移設に伴う補正でございますが、改修工事を春休みを

中心に実施したいと考えておりますので、繰越明許をお願いするものでございます。 

  41ページの15節工事請負費の補正額との関係でございますが、施設改修工事費として245

万1,000円を計上させていただいておりますが、現在、15節の工事請負費に42万9,000円の執

行残額がございますので、補正額と執行残額とを合わせ288万円の繰越明許といたしました。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 難視対策は。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） おはようございます。 

  それでは、私のほうから、まず財産区の関係を御説明したいと思います。 

  湯ヶ島財産区でなぜ購入しないかということなんですが、財産区は保有する財産の維持管

理についてのみの権限を有するものでございまして、新たに取得することはできませんので、

市が買い上げをするということになっております。 

  それから、財政状況につきましては、昨年の決算の状況を御説明しますと、歳入が3,184

万7,000円、歳出のほうが814万6,000円ということで、実質収支のほうは2,370万1,000円の

黒字となっております。また、基金のほうが、財政調整基金が2,325万9,000円、それから温

泉事業のほうが１億954万9,000円というような基金の残高になっております。 

  それから、先ほど議員、避難対策と言いましたけれども、難視です。難視聴、デジタル放

送、地デジの難視です。このための事業の助成金でございまして、この補助金の出てくる先

が社団法人のデジタル放送推進協会というところになっています。当初、デジサポというと

ころで、ＮＨＫとか民放が協力してやるというような組織があったんですが、それが現在は

社団法人のデジタル放送推進協会というところになっています。国でも県でもないものです

から、雑入という取り扱いをしております。 
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  それから、次の緊急防災・減災事業費の940万円の増でございますが、これは既に御説明

したと思うんですが、事業は既に完了しておりますが、借入申請というものを県に対して行

ってまいります。その借入申請を行うに当たって、充当率が75％で当初予定をしておりまし

たが、100％充当ということが可能でございますので、100％に引き上げをさせていただいて

借入手続を行うという御説明をさせていただいたところでございます。 

  それから、定住促進でございますけれども、市内での効果ということになりますか、人数

にしますと97人です。97人の方が市内に新しく来ております。人口が増加しているというの

は効果の一つではないかと考えております。 

  私のほうからは以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 大城栄一君登壇〕 

○健康福祉部長（大城栄一君） それでは、私のほうから、まず３款１項３目細目の３障害者

自立支援事業、事業の内容の説明をについてお答えをします。 

  議案書につきましては39ページになります。 

  障害者自立支援事業は、障害者及び障害児がその有する能力等に応じ、自立した日常生活

または社会生活を営むことができるようにすることを目的とした事業で、障害福祉サービス、

補装具給付、自立支援医療費、療養介護医療費がございます。今回補正をお願いします障害

福祉サービス費の7,014万5,000円の増額につきましては、就労継続支援サービスの利用者が

60名から80名にふえたこと、また医療と常時介護を必要とする重度障害者の療養介護サービ

スの対象者が３名から11名にふえたこと、それから送迎加算がつくこととなったための増額

などが主なものとなっております。 

  次に、自立支援医療費の670万円でございますが、人工透析が必要となった生活保護の方

が１名増、それから人工透析を受けている障害の方が腎臓移植手術を受けるため、自立支援

医療対象者の方が１名増となったことが主なものでございます。 

  次に、療養介護医療費の795万5,000円でございますが、今まで18歳以上の障害児施設入所

者については児童福祉法に基づく県の措置対象となっておりましたが、平成24年４月から障

害者自立支援法の療養介護サービス対象に７名が変更されたことによりまして、３名から11

名に対象者が増加したためによる医療費の増額でございます。 

  まだ、これらの事業費につきましては、国庫補助が２分の１、県費補助が４分の１ござい

まして、歳入に計上してございます。 

  次に、４款１項１目細目４中伊豆保健福祉センター管理事業の増額理由についてお答えを

いたします。 

  議案書は43ページとなります。 

  機械等の燃料費の増額につきましては、中伊豆小学校バス停新設に伴う温泉敷設がえ工事

により、温泉供給が４月下旬から９月上旬の間停止されました。そのため、ボイラー使用に
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切りかえたための燃料費が不足したというものでございます。 

  次に、電気料金の増額につきましては、夏季の熱中症予防によるエアコン使用の増加、そ

れから電気料金の値上げによる電気料金が不足したものです。 

  修繕料につきましては、施設の定期検査の結果、非常用発電機のオイル漏れの指摘がござ

いました。それを緊急に修繕する必要となったためのものでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に、観光経済部長。 

〔観光経済部長 杉山健太郎君登壇〕 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは、御質疑のありました７款１項３目観光施設整備

事業について御説明いたします。 

  湯ヶ島財産区から購入する土地の場所、面積等でございますけれども、購入場所は旧の天

城営林署の跡地でございます。番地が伊豆市湯ヶ島151番の５、並びに151番の10、面積は

4,020.25平米ということになっております。 

  そして、どんな観光施設を整備するのか、構想とは規模、予算という部分でございますが、

これについては地域の文化の誇りとなる場所、訪れた観光客も湯ヶ島ゆかりの文人をしのぶ

ことができることを念頭に、文学の里づくりの周遊拠点として整備することを基本的な考え

といたしております。 

  具体的な進め方としましては、企画の段階から地区住民が中心となりまして、文学関係者、

観光協会、行政の協働により維持管理を含めた事業計画を策定し、今後の利活用を検討して

いくという段階でございまして、整備内容、規模、予算もこれからの提案となります。 

  続きまして、伊豆トレイルランニングレース実行委員会助成金について御説明をいたしま

す。 

  まず、事業の内容でございますが、この事業は松崎町との広域連携事業でございまして、

伊豆の持つ豊かな自然や景観をツールとした「新しい伊豆の旅の創造」ということをテーマ

にして、主に舗装されていない山道や林道を軽装備で走る山岳間競争というスポーツイベン

トでございます。ヨーロッパやアメリカでは多くの大会が開催されておりまして、近年、日

本でも人気が高まり、20キロメートルから100キロメートルクラスの大会が各地で開催され

ております。 

  参加人数についてですが、当初目標にしておりました1,500名、これに対しまして募集の

開始をしましたところ、２日間足らずで定員に達し、首都圏を中心に全国から1,533名とい

う方が申し込みをされておりまして、２日間で結局締め切るということになっております。

これについては、伊豆半島で初の大会といった点や、また西伊豆スカイライン沿いの山稜線

歩道からの富士山、駿河湾といった伊豆市が誇る景観などがトレイルラン愛好者に注目され

ているあかしであろうかと考えております。 

  次に、コースでございますが、先ほど言いました松崎から、松崎新港を早朝６時にスター
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トいたします。西伊豆町の仁科峠、それから伊豆市のだるま山を経由して、最終は午後８時

ということで、修善寺温泉独鈷公園がゴールという設定で、コースの全長は70キロメートル

ということになっております。コースは未舗装の伊豆山稜線や林道、公道となっておりまし

て、大会内容でも触れましたが、松崎から天城山中の未舗装道路を走るということで、安全

面においても最善の注意を払うところでございます。林道等を管理してございます伊豆森林

管理署、松崎、大仁の両警察署、田方消防、西伊豆消防、こちらとの調整も進んでおりまし

て、そのほか実行委員会のほうでも何度となく下見を重ねて、コースチェックを初め、安全

対策について協議を進めておるところでございます。その結果のコース設定ということにな

ったと御理解ください。 

  私ども伊豆市といたしましては、伊豆半島の宝である自然、歴史、文化を理解、尊重し、

これらと共生したトレイルランニングレースと地域の発展に貢献するという大会の理念に賛

同し、「新しい伊豆の旅の創造」という観光交流促進事業としてとらえまして、担当は観光

経済部観光交流課、そちらのほうが担当して実行委員会に参画しております。 

  まずは、伊豆の豊かな自然を多くの参加者に満喫していただけますよう関係機関と連携し

て、第１回の大会を万全の態勢で無事終了することに全力を注ぐという考えでおります。 

  以上、私のほうの説明を終わります。 

○議長（飯田正志君） 次に、建設部長。 

〔建設部長 佐藤喜好君登壇〕 

○建設部長（佐藤喜好君） それでは、私のほうからは８款市道整備事業と11款災害復旧事業

について回答させていただきます。 

  まず先にですけれども、補正予算資料、これの３ページですけれども、ここに災害復旧費

ということで道路災害のところで24年災（９月豪雨）と書いてありますけれども、これ７月

の豪雨ということで間違いですので、訂正をお願いしたいと思います。９月はこの災害の査

定を受けたという月になりまして、被害自体はこれ７月の豪雨ということでお願いします。 

  それでは、８款市道整備事業について説明させていただきます。 

  まず、質問のほうが事業箇所、規模、道路整備の見積もり規模ということですけれども、

まず事業箇所が伊豆市大平地内、路線名が市道萩原原線でございます。規模のほうですけれ

ども、延長が160メーター、幅員が７メーターを計画しています。道路整備の見積もり規模

という質問ですけれども、この業務委託を行うことにより概算工事費を出していくわけです

けれども、今までの経験値があります。大体我々はここが多分メーター20万円ぐらいかかる

のではないかなというふうに考えています。ですから、160メーターですので、全体では

3,200万円ぐらいの工事になろうかなというふうに考えています。 

  続きまして、11款農地災害復旧ですけれども、150万円、どこでどのような災害があった

のかということですけれども、これは中伊豆地区菅引の農地が７月３日の豪雨で被害を受け

たということになります。 
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  道路橋梁災害のほうですけれども、これは市内６カ所ということで、規模がわからないと

いうような先ほどの質問があったわけでありますけれども、この補正資料の後ろの一番最後

のページのところに、まず箇所がわかって、しかも復旧延長、延長がわかり、主要構造物と

いうことで工種まで入れさせていただきましたので、これで御確認をお願いしたいと思いま

す。 

  常々、森議員からは図面がということで、私も図面を何年もつくり続けまして、色別にし

てみたりとか、大きい図面にしてみたり、いろいろやってみましたけれども、どうもこのあ

たりが皆さんにとっては一番いい資料ではないかなというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 今、説明大変ありがとうございます。 

  さっきちょっと言い忘れたんですけれども、議案書と説明資料ありますね。ぜひ、この説

明資料からだと、議案書の何ページかわからないんだよね。ぜひこの辺もわかるようにひと

つ、今までも言っていると思いますので、お願いしたい。 

  放課後児童クラブについて確認します。 

  そうしますと、この事業は４月の、あそこは何小学校だ、天城小学校になるんですか、が

開校と同時に放課後児童クラブは運営できるというふうに理解してよろしいですね。 

  それから、湯ヶ島財産区、財産区の規模については、こちらは独自の議会なもので我々は

さっぱりわからないんですけれども、確認します。財産区は意見は出せるけれども財産の取

得はできないんですね。これ確認します。 

  次、中伊豆保健福祉センターについて、今の御説明ですと、燃料費は今後これはもうかか

らないというふうに理解してよろしいですか。 

  それから、伊豆トレイルランニングレースについて、仁科峠からだるま山は西伊豆スカイ

ラインを走るんですか。それとも、少なくともだるま山の登頂についてはハイキングコース

を走るのかどうか確認します。 

  先ほども言いましたけれども、だるま山を登るんでしたら、一般のハイカーも相当出ます

よね、お天気次第ですけれども。その辺の安全性は確保されているんですね。 

  それから、先ほども言いましたけれども、当日だけじゃないですからね。全国から集まる

という人は、当然近隣の人なんていうのは１週間も２週間も前からここ走り出すんです。走

っていくんでしょう、これ。少なくともマラソンぐらいなスピードは上げているわけで、マ

ラソンまではいかないかもしれないけれども、私が日常走っているスピードよりは速いスピ

ードで走るんです。一般のハイカーの安全性は確保されますか。全国でやっているとおっし

ゃっていますけれども、これは不評なんです、これ。全国で１回やったら、２回目は開催さ

れませんよ、これ。要は、安全性の確保がどうなっているかなんです。 
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  ですから、伊豆市も協議会に参加しているんですね、これ確認します。協議会に参加して

やっているというんだったら、当然、事前の安全、それから当日の安全についても責任持つ

んでしょうね。まず、安全性の認識があるのかどうかも含めて、市長さん、どう思っていま

すか。ぜひ答えてください。 

  それから、市道整備事業等についてはいろいろ御説明いただいてありがとうございます。

せっかく地図があるんですから、表にしてくれるともっといいなと。今までいろいろ工夫さ

れているので、いいときもあったんですけれどもひとつよろしくお願いしたい。これはお願

いで、再質疑は以上です。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  最初に、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） この施設を開校までにできるかという御質問ですが、

できることを前提に工事を進める予定でございます。 

○議長（飯田正志君） 次に、総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 原則として、新たな取得はできません。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大城栄一君） 燃料費につきましては、現在温泉供給が再開しておりますの

で、来年度の予算につきましては今年度の当初予算並みになるかと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に、観光経済部長。 

○観光経済部長（杉山健太郎君） コースについてのお話でしたけれども、コースは先ほど申

しましたとおり、松崎新港をスタートし、長九郎林道、それから二本杉林道、これは森林管

理署の部分ですけれども、それから二本杉峠に入りまして、そこから天城山稜線歩道をコー

スとしております。ですから、質問にありましただるま山の部分についても、山稜線歩道を

通過するということになっております。 

  安全性という部分ですが、これは先ほど私が説明したとおり、実行委員会の中でそのあた

りを、安全性という部分については配慮して、もう既に下見も何回もしているということで

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） ちょっとコースがよくわからないんですけれども、二本杉峠を通る

んですね。二本杉峠から仁科峠へ出るんですか。仁科峠から二本杉峠へ行くのか。二本杉峠

と、先ほどだるま山と言いましたよね、だるま山の関係がよくわからないんですけれども。

ただ、二本杉峠の下りなんていったら、もうこれは僕はもう絶対やめろと言いたいです。だ

るま山だってそうですよね。安全性の確保について、一体だれが責任とるんですか。 
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  ちょっと前後しちゃいますけれども、湯ヶ島財産区、原則として財産区というのは財産の

取得ができないということは、できる方法もあるのかどうなのか、ちょっと確認したい。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） どっちからにするか。 

  では、観光経済部長。 

○観光経済部長（杉山健太郎君） 今の質疑ですが、二本杉峠から仁科峠へ向かいますので、

二本杉峠からは逆に上りになります、一部分。一部分というか、相対的には上りになります。 

  それと、安全性という部分ですが、先ほど来申し上げているとおりでございます。 

○議長（飯田正志君） 次、総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 原則にと申し上げましたのは、財産を維持するために必要な範囲

で買いかえる場合でございます。それ以外は認められておりません。 

○議長（飯田正志君） 以上で、森良雄議員の質疑を終わります。 

  続いて、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  私は何点かにわたって質疑をさせていただきたいと思います。 

  最初に、議案書の35ページですけれども、真ん中辺にあります03－43総合事務組合退職手

当特別負担金5,134万円というのがございます。これは要するに、従来、昨年まで、勧奨退

職あるいは早期優遇退職ということで退職、定年前、60歳前に退職される方について、それ

の定年まで勤めたということでそういうことにして、その分を総合事務組合に負担金として

払うというものでありますが、勧奨退職制度につきまして、私は前から、これはやめたほう

がいいんじゃないかということを申し上げてきたんですけれども、今回、勧奨退職制度を廃

止するというようなことを聞いておりますが、これは事実かどうか、市長にお伺いします。 

  それから、このやめられる方ですけれども、ことしは優遇退職でやめられる方が14名とい

うこと、優遇退職といいますか、この5,100万円に係る人が14名ということなんですけれど

も、大体何歳くらいでやめる方が多いのか、その内訳といいますか、そういうのを１つお伺

いしたいと思います。 

  それから、その35ページの一番下、交流事業19－40市交流協会補助金35万円。これは、姉

妹友好都市のカナダのネルソン市から一行が来るからホームステイで受け入れと。それの補

助金だよという説明があったわけですけれども、これはいつごろ来るのか。それから、人数

は何人くらいか、どういう人が来るのか。何か来たら伊豆市で歓迎行事等をやるのか。そこ

ら辺をお伺いしたいと思います。 

  それから、37ページ、電子計算事務事業の13－57地域公共ネットワーク改修委託料という

ことで、これは説明書には公共的団体の利用を拡大したため735万円を支出するということ

ですけれども、説明では、公共的団体というのは商工会とか社会福祉協議会という説明があ
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ったわけですけれども、そもそもこれどういうことなのか、私ちょっとよくわからないんで

すけれども。例えば、商工会なんかは、あるいは社会福祉協議会もそうですけれども、今パ

ソコンを開くとこう出てきますね。照会とかそういうのができますけれども、そういうもの

の関係はどうなるのかということを１つお伺いします。 

  次に、43ページ、その他事務事業の上のほうですけれども、19－48市内公的病院等補助金

ということで8,600万円。これは毎年支出しているようですけれども、今回は日赤と温泉病

院に支出を、補助金を出すということで、これは国から来たお金をそのまま回すということ

なんですけれども、説明では救急医療体制強化ということを言っておりましたが、具体的に

どういうことなのか。例えば、救急関係で医師をふやすであるとか、あるいは何か設備をつ

くるとか、どういうことになっているのかお伺いいたします。 

  それから、47ページ、一番上の土地購入費ですけれども、これ先ほど来いろいろ質疑、そ

れから答弁があったんですけれども、天城文学の里づくり構想というのはあるようですけれ

ども、どうも今聞いておりまして、全然何だかよくわからない。どういうものをつくるのか、

全然、構想というからには何かあるんじゃないかなと思うんですけれども、何か施設、建物

をつくるとか何だとか、そういうの全くないで、いわゆる見切り発車みたいにして土地を購

入するのかということなんですけれども、この土地購入につきましては、湯ヶ島財産区が

1,000万円繰り入れるということですけれども、これも何だかよくわからないということで。

１つお伺いしますけれども、天城文学の里づくり構想というのは本当に何もないのか。ただ、

さっきの説明では文学の里の拠点づくりにするというそういうようなことだけだったんです

けれども、具体的なあれが全然見えてこないということなんですけれども、それ本当に今何

もない白紙の状態かということが１つ。 

  それから、湯ヶ島財産区から1,000万円繰り入れるということですけれども、財産区自体

はその地域の、湯ヶ島地区の湯ヶ島６区ですか、湯ヶ島地区の住民の皆さんの福祉という、

要するに湯ヶ島地区の皆さんのための財産区ですから、ほかの市民のための財産区ではない

ですから、その方たちが1,000万円というそういう大金を繰り入れるということは、どうも

私には余り理解できないと思うんですけれども。これから4,020平米を市が取得して、それ

に対して何かといいますか、湯ヶ島財産区がどういう権利を持つのか、あるいは持たないの

か、そこら辺はどういうふうにお考えなのかお伺いします。 

  それともう一点、この天城文学の里づくりというのは、大体計画ないからちょっとあれな

んでしょうけれども、いつごろまでに大体つくるとかそういう構想も何もないのか。果たし

て、湯ヶ島財産区の人の要望にこたえられるようなそういう施設とか、あるいはそういうも

のができるかどうなのか、私大変微妙といいますか、問題があるんじゃないかと思っている

んですけれども。例えば、そういうものがずっと何年も、５年も10年もできなかったら、湯

ヶ島財産区の人たちは、できないんだったら1,000万円返してくれよとそういうようなこと

は起きないのかどうなのか、それを１つお伺いします。 
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  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 細部にわたるところは各部長から説明させますが、財産区のところ、

財産区運営の基本原則というのがありまして、財産区住民の福祉の増進を図ること、財産区

の財産または公の施設の管理及び処分によって得た対価は、市町村と同じように公共的なも

の、すなわち財産区住民の福祉を増進するような目的に使用されなければならない。そして、

財産区の性質上、みずから執行できないものは市町村に執行してもらうこととし、その財源

を負担することとするとなる。このような記述になっているわけです。 

  幾つか本質的な議論のところがありまして、天城湯ヶ島地区、特に湯ヶ島地区の文学の里

づくりというのはきのうきょう始まった話ではなくて、過去のいろいろな勉強会の資料を見

ますと、何度も何度もいろいろな勉強会をやっているんです。私も市長になってからですけ

れども、幾つかの非常にいい勉強会、平成７年とか平成15年だったでしょうか、その中でそ

れを着実に進めていれば、いわゆる天城の文学の里というのはもっと私は発展したであろう

と思うんです。いろいろな状況があって、いろいろな理由があって、幾つか頓挫してしまっ

た。その中で、花いちもんめ計画というのは私はよくわからないし、コンセプトもよくわか

らないのですが、やっぱり文学の里づくりというのは、これ湯ヶ島地区にとって極めて適切

であるし、可能性がやはり一番大きな事業なんだろうと思います。 

  その中で、きれいな構想、きれいな計画がなければ進めないということではないと思うん

です。例えば、比較してみれば、性質は違いますけれども、独鈷の湯を19メートルほど災害

対策ということで移動させました。これは県の事業でやっていただいたんですが、そのとき

に、修善寺のまちづくり計画というものは綿密じゃなければ、じゃそういったものはできな

いのか。それは修善寺の温泉場の方々は、修善寺温泉のあるべき姿というのは皆さんの中で

共有されていると思うんです。今回の駐車場整備もそうですけれども、修善寺温泉場交通ス

ムーズ計画なるものが明文化して、具体的な計画があるわけじゃありません。しかし、温泉

場の方々は駐車場の問題とか、交通の問題というのは既に共有されているわけであって、そ

の中で進めるべきものを一つ一つ事業化していくというやり方は、決して私は間違っていな

いと思うんです。 

  湯ヶ島の文学の里づくりというのは、地域の皆さんもことしの８月７日だったでしょうか、

タウンミーティングをやって、湯ヶ島は自然、温泉、文学、この３本柱でよろしいですねと

いうことで同意をいただき、そして財産区の会議でも自然、温泉、文学、これを柱でまちづ

くりを進めることでよろしいですねということでこれも同意をいただき、その中で単に文学

だけではなく、天城の文学というのは天城の森と非常に関係が深いわけです。これはもう御

理解いただいていると思いますけれども。その中で、営林署というものはかつてどのような
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活動があったのか。あるいは、これから森林整備、林業振興の中で、どのような新たな位置

づけをしていくのか。そして、仮に営林署跡地を市が、地元に財源負担いただいた上で市が

購入したと、何かを施設をつくるとすれば、そのときには、かつての林業の顕彰だとか、あ

るいはこれからの森林との接し方とか、そんなことを財産区の木を使いながら整備していく。

それを具体的にどういうものをつくるかについては、財産区からの御要望どおり、地元の皆

さんと話し合いをしながら進めていくことだろうと思います。 

  それは、いつも西島議員はこれはこういうことをすべきだ、こういうことをすべきだとき

ちっとおっしゃるんですが、新たな公共というのはそうではないんです。今までは民間は民

で民だけ、行政は行政だけ、それでは立ち行かなくなる。したがって、新たな公共というコ

ンセプトが出てきたわけです。新たな公共というのは、行政もＮＰＯも市民も民間企業も、

みんなで協力をしながら、かつては行政がほとんどやっていたことであっても、新たな公共

というものをみんなで力を合わせてやろう、やっていこうということですので、私はその中

で位置づけることがふさわしいのではないかというようなことを考えております。 

  具体的なことについては、各部長から説明をさせます。 

○議長（飯田正志君） 次、総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） それでは、私のほうから、まず勧奨退職の制度について説明をさ

せていただきます。 

  これまで、59歳になる年に、市長のほうから実質的に勧奨退職ということで声かけをして

おりました。これにつきましては、年金の一元化に伴う年齢の引き上げ等もございまして、

本年から廃止をしております。これは勧奨制度そのものを、実質的な勧奨を廃止したという

ことになります。 

  それとは別に、早期優遇退職制度というものを設けておりまして、実質的に勧奨を受けて

退職をしたとみなすというような規定、この適用をさせていただいているということになり

ます。 

  実際に、今年度特別負担金の対象になった年齢ということなんですが、60歳が４人、定年

ですね、定年退職で出た職員が４人、59歳が６人、それから58歳が２人、48歳が１人、それ

から41歳が１人ということで、必ずしも優遇退職ではなくても出るということになっており

ます。 

  それから、電子計算事務のほうの商工会の関係をちょっと御説明させていただきますが、

商工会同士、今現在ＡＤＳＬ回線を使って支所間のやりとりをしておりました。社会福祉協

議会も同様でございますが、これを市の持っております光ケーブル、これを使って支所間を

つなぐと。あくまでもこれは支所間のやりとりのネットワークでございますので、外部への

接続、インターネットを使っての外部接続につきましては、商工会が今まで同様のプロバイ

ダーとの契約をしてやっていただくということになります。 
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  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 次に、観光経済部長。 

〔観光経済部長 杉山健太郎君登壇〕 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは、御質疑のありました交流事業のネルソンの受け

入れについて御説明いたします。 

  経緯については既に御理解をいただいていると思いますので、省かせていただきますが、

受け入れに当たりましては、伊豆市らしいおもてなしでお迎えをしたいと考えております。

具体的には、来訪されるネルソン市の中高生や引率者の方々に、主に伊豆市内で体験してい

ただく紙すきや生け花等の日本文化に触れていただく体験料、それと講師料、あとは市内の

施設見学等に引率をしてまいりますので、その見学料等を提案させていただいております。 

  交流協会とも調整をいたしまして、歓迎セレモニーとかお別れパーティー、これをやって

おるんですが、これについては交流協会のほうで食材の持ち寄り等の御支援をしていただく

ということで、そんな形で伊豆市らしいおもてなしをしたいと考えているということで、御

説明にかえさせていただきます。 

  それと、観光施設整備の天城文学の里づくり構想の内容でございますが、先ほど市長が申

したとおりでございますので、省かせていただきます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 大城栄一君登壇〕 

○健康福祉部長（大城栄一君） それでは、４款１項１目細目50その他事務事業の中の市内公

的病院等補助事業について御説明いたします。 

  議案書は43ページとなります。 

  市内の医療体制の確保及び災害時における医療救護体制の充実を図ることを目的に、公的

病院等のうち救護病院に指定された病院を対象に、伊豆市公的病院等に対する補助金交付要

綱を定め、平成21年度から特別交付税を財源として補助金交付事業を進めているところでご

ざいます。 

  今年度につきましては、昨年度と同様に、伊豆赤十字病院には5,285万円、ＪＡリハビリ

テーション中伊豆温泉病院には3,315万円の補助をするため補正をお願いするものでござい

ます。補助内容につきましては、救急医療体制の充実として夜間、救急の非常勤医師の手当、

また抗がん剤調整用安全キャビネットなどの医療機器の整備に対するものでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑はありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） では、再質疑をさせていただきます。 

  １点ですけれども、天城文学の里づくりでございます。これにつきましては、湯ヶ島地区
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住民とよく話し合いをして進めていくというようなことですけれども、先ほども言いました

が、１つ懸念されるのは、ちゃんと本当にといいますか、湯ヶ島財産区が1,000万円もの大

金をぼんとこう繰り入れたということですから、それにはそれなりの思惑といいますか、そ

ういうのがあるんじゃないかと思います。その財産区の中の人も全員が賛成というわけじゃ

なくて、反対の人もいたというふうに私も聞いておるわけですけれども、とにかく今構想自

体がほとんど何もないということで、先行取得みたいな形でやっているわけですけれども、

こういう構想をぜひ先延ばしにしないで、実行に移せるものはどんどんと実行していったほ

うがいいと思うんですけれども。例えば、１つお伺いするんですけれども、何年ぐらいの間

でこういうのをやるのか。そういうのも決まっていないのかどうなのか、決まっているのか

決まっていないのか。何年ぐらいかけてこういうある程度のものをやるのかということを１

つお伺いいたします。 

  それで、もう一つ、湯ヶ島地区の皆さんが1,000万円出したんだから、そこにその旧営林

署の跡地に何らかの権利というものを持つものかどうなのか。湯ヶ島の人は、もう全然それ

に対しては何も言いませんから、市のほうでやってくださいというのか、それが１つ。 

  その２点につきましてお伺いいたします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 今また再びその構想がないということですけれども、今、修善寺の温

泉場で駐車場整備やっていますよね、工事が始まりました。しかし、交通のスムーズ化、今

地元の方々と話をしているところなんです。では、議員は温泉場の交通スムーズ化が決まる

まで駐車場整備もするなということですか。同時並行的にやっているじゃないですか。 

  湯ヶ島もそうなんです。まちづくりをやりながら、できる事業、冒頭申し上げましたよう

に、これはどなたかに公売されて全然雰囲気に合わないもの建てられたら、もう文学の里づ

くりが全く壊れてしまうわけです。だから、一たん市が確保して、地元の皆さんと話し合い

をしながら、こういう手法を私いつも言っているんです。地元の皆さんと話し合いをしなが

らできること、決まったところから、一つ一つやっていきましょうというやり方が私は適切

だったと思いますし、温泉場でもそのようにやっていますし、ほかのところも、きのうは私

的に中伊豆でミニ集会やってきたんですが、それと同じように構想段階から皆さんと話をし

ていく。私はそれが不適切だとは思いません。 

  また、まちづくりは何年で終わるというものでもないと思うんです。施設整備だったら、

予算をつけてこれ来年できますとか、再来年できますとかありますけれども、やはりこれは

ジオパークと同じように、こういったまちづくりは活動そのものですから、ゴールというも

のはないと思うんです。 

  ただ、目安はあります。それは、１つはこの３月で残念ながら湯ヶ島小学校があいてしま

います。そこを、場所は違いますけれども井上靖先生の母校ですから、そこに昭和の森の文
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学の資料を集約する。天城の図書館の文学のところを湯ヶ島小学校に集約して、湯ヶ島小学

校を湯ヶ島文学館として再生していく。その中で、交通拠点は天城会館ですから、天城会館

に車をとめられる、あるいはバスで来られる。その方々が湯ヶ島小学校まで、湯ヶ島文学館

まで移動される間にしろばんばの里というのがあるわけです。ですから、そこに具体的にど

のような施設をつくるのか、それは森林管理署に、昔の形に近いようなものなのか、あるい

は新たな今の湯ヶ島にふさわしいものなのかについては、地元の皆さんと話をしながらやっ

ていきましょうということであって、おおむねそのような施設の再編成というのはやはり三、

四年のうちに進めるべきなんだろうなということは考えておりますけれども、地元の皆さん

と話しながらということです。 

  それで、権利につきましては、当然所有権は分割所有ではありませんので、所有権は伊豆

市になりますが、財産区の議会と覚書を交わしておりますので、財産区の管理者は伊豆市長

ですから名前は市長と同じになっているんですが、伊豆市長と財産区で覚書を交わしており

ますので、その中で財産区の要望というものは担保をされております。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） 今市長さんから答弁あったわけですけれども、とにかく湯ヶ島財産

区は1,000万円という金を繰り出ししているわけですから、これが将来紛争の種にならない

ようにぜひお願いしたい。早期に物事を進めていただきたいと思います。 

  私は何が何でも反対というわけじゃありませんから、市長さん、どうもそこら辺をよく見

てください。 

  では、私の質疑は以上とさせていただきます。 

○議長（飯田正志君） 以上で、西島信也議員の質疑を終わります。 

  ここで、木村さんすみませんけれども、１時間たちましたので、10分間休憩したいと思い

ます。再開は45分、よろしいですか。一息入れてください。 

 

休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１０時４３分 

 

○議長（飯田正志君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）につい

て１つだけお尋ねします。 

  今質疑していました湯ヶ島財産区の特別会計繰入金1,000万円についてお尋ねします。２

つです。いろいろ書きましたが、質疑のほうで。 
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  湯ヶ島財産区の財産を財源とするというのは、もうちょっと詳しくお話ししますと、通常

は市の財源でやるんですが、というふうに一般的にはなっているんですけれども、今回、湯

ヶ島財産区の財産を財源とするという理由についてであります。 

  それから、２つ目は、財産区から市に寄附するに当たっての要望、いろいろと今覚書等と

ありますということですから、基本的なことはわかりましたので、もうちょっと具体的な話

がもし出ているんだったらお話しいただければと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、先ほど申し上げましたように、湯ヶ島のまちづくりをこれからどうやって進めてい

くかというところで、湯ヶ島財産区に基金があったからそれを使えるという乱暴な議論では

なくて、その際に、やはり営林署跡地ということですので、また、それがしろばんばの里の

中の一つの大きなファクターにもなっていますので、過去の営林活動を顕彰しつつ、これか

らの湯ヶ島財産区の森林整備のあり方等を考えるためには、財産区に御協力いただくことが

１つの方法であろうとこう判断したわけです。 

  それから、先ほど申し上げました覚書の中で、ここ、この地域、営林署跡地を含む湯ヶ島

財産区のまちづくりについて、しっかり地元と話し合いをしながら進めてくださいという要

望が覚書の中に入っておりまして、幾つかそのほかにもあるんですが、それが一番大きな柱

であろうかとこう考えております。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  木村議員。 

○１６番（木村建一君） 大枠はわかりました。いわゆる財産区の財産は基本的にはそこの財

産を管理するための財源にするということで、詳細は総務部長がお答えになりました。そこ

まではわかりました。そうするとそれ以上、市長の御説明ですと、運営の基本原則の中に、

財産区が管理できないものについては市のほうに要望する。そこまではわかりました。 

  それで、そうしますと、いわゆる主たるものが一緒になってということはわかったんです

が、財産区としての目的というか、いわゆる財産を管理するためにできないと。湯ヶ島財産

区はいろいろな財産の管理をやっているんですけれども、大枠は温泉の管理というのがあり

ますよね。結構お金が、聞くところによるとかかっていらっしゃる、前から聞いていると。

そうしますと、今回これを市に寄附するに当たって目的、こういうことで覚書を交わしたと

いうのはわかりましたが、そうすると、ちょっと整理したいのは、財産区の目的と、それか

ら今度文学の里づくりというのを兼ね合いをしっかりと見定めておかないと、ちょっとおか

しくなるといったら変ですけれども、その辺は確認をされているのかどうかお願いしたい。 
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  それから、もう一点は、いろいろと協力してということはわかったんですが、そうします

と、ちょっと先、すみません。財産区の役員というか、財産区と市がどのようにやっていこ

うかというのは当然いろいろな話をなされていると思うんですけれども、それに対する協力

的な協働の組織づくりというのは、これは前提にしたことですか。そうしませんと、市が一

生懸命やります。たまにお話しされるのはいいんですが、本来は基本的に同時並行的に一緒

になってやれるような組織なのかなと思ったのですが、その辺がもしもうそこまでいってい

るんだったら、話し合いがいっているんだったらお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど申し上げましたように、文学の里づくりの事業というのがある

わけです。そこで、営林署の跡地は、そこが図書館であれば、もともと図書館であったとこ

ろを復元するんであれば、当然財産区の森林の基金とは別になるわけです。文学の里の中の

営林署跡地、帝室営林署の跡地というものですから、そこで過去の非常に林業が盛んだった

ころの時代の実はいろいろないい資料とか写真があるんだそうです。そんなもので顕彰しつ

つ、これからの森林整備のあり方で、例えばこれは地元の皆さんとの相談ですけれども、こ

れからの林業のあり方とか、木工体験とか、あるいは竹細工体験のようなことを子供にさせ

るようなコーナーがあってもいいし、そこで当然営林署跡地において、これからの森林整備

とか、森林文化等を次世代に継承していくということを考えれば、そこは財産区の一つの活

動として位置づけることは適切ではないかというように判断をしたわけです。 

  ですから、じゃ文学に何で財産区の森林の基金を使うんだということなんですが、もとも

とはそこが森林整備にかかわる施設であったからということであるし、これからもそれを大

切にしていこうという事業の中で位置づけているからということになります。 

  それから、組織づくりのほうですけれども、これはまだしっかりとしたものは固まってお

りません。３月３日の県の事業の伊豆文学フェスティバルの県と市と、それから地元との関

係等を、今まだこれも非常に緩やかな、暫定的な組織づくりなんですが、そのほかにも観光

協会の天城支部とか、幾つかの活動主体がある中で、宿とか西平にも今いろいろな組織がで

きているんだそうで、その中とこうまずは連携をとりながらやっていって、余りきちっとし

た組織を、まだそこまで固めなくてもよいのではないかとこのように判断をしております。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか、いいですか。 

  これで木村建一議員の質疑を終わります。 

  以上で、通告による質疑を終結します。 

  ただいま議題となっております議案第93号については、お手元に配付いたしております議

案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託します。 
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◎議案第９４号～議案第９７号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田正志君） 日程第２、議案第94号 平成24年度伊豆市国民健康保険特別会計補正

予算（第２回）から日程第５、議案第97号 平成24年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第

２回）までの４議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第94号について、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第94号 平成24年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）について質疑さ

せていただきます。 

  基金繰入金8,000万円の減額、繰越金１億3,118万円の増額、この操作についての説明をお

伺いしたいんですが、繰越金が足らなかったから繰入金を使いたいんだというようなことな

んでしょうかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

〔市民環境部長 河野英世君登壇〕 

○市民環境部長（河野英世君） それでは、ただいまの森議員の質疑にお答えさせていただき

ます。 

  議案書の56ページをごらんいただきたいと思います。 

  今質疑の出されました基金の減額、それから繰越金の増額ということで、第１表歳入予算

補正に表示されております。 

  基金繰入金を8,000万円減額して、前年度繰越金を１億3,118万1,000円増額することにつ

きましては、国民健康保険制度は毎年度見込まれる医療費等を国保税と国県からの収入で賄

うことが原則となっております。医療費というのは年々変動しておりますが、国保税を値上

げといいますか、改定をお願いしてもなお財源が不足するため、一般会計からその他一般会

計繰入金として補てんしているのが現状でございます。 

  しかしながら、一般会計からの繰り入れにも限界があり、この一般会計からの繰り入れと

いうものは国民健康保険の被保険者以外の方の税収からの充当ということにもなりますので、

当初予算調整時におきましては、当該基金からの繰り入れを行って歳入歳出総額の調整をし

た次第でございます。 

  また、医療費は、県の国民健康保険連合会を通じて各医療機関に支払いをしておりますが、

現在の時点で、本年度に入りまして７カ月分の支払い、これは３月分から９月分まででござ

いますが、これを支出済みでございます。この時点での前年度の同時期との比較が99.9％と、

ほぼ23年度と同程度で推移しております。このため、提案理由の説明時にも補足させていた
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だきましたように、今後の支出を勘案し、現在の予算額で賄えるであろうという判断のもと

に、基金繰り入れを減額したものでございます。繰越金の増額はこれを賄うためと、その他

の歳出補正を賄うために増額したものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） １つだけお伺いします。 

  現在、基金の残高というのはどのぐらいあるんでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

○市民環境部長（河野英世君） 本年度の繰り入れを中止いたしますと、約１億5,000万円と

なります。 

  以上です。 

〔「了解」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） これで、議案第94号についての質疑を終わります。 

  次に、議案第97号について、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第97号 平成24年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第２回）について質問させてい

ただきます。 

  固定資産財源調査業務というのはどういう内容なのか。また、この業務はどこかへ委託す

るのかどうなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  建設部長。 

〔建設部長 佐藤喜好君登壇〕 

○建設部長（佐藤喜好君） それでは、議案第97号ついてお答えします。 

  まず、この調査業務の内容という質問ですけれども、この調査業務ですけれども、提案理

由にも代表的にわかりやすい事例で話をさせていただきましたけれども、上水道事業が所有

する固定資産が2,473件あります。これを国庫補助金、それと工事負担金、寄附金等があれ

ば寄附金に財源を水道事業の創設当時、旧町の水道事業の創設当時からのものすべてを調べ

て、今の2,473件の財源内訳を調べます。この財源内訳を調べて、さらにそれが経過年数が

たっていますので、経過年数ごと一件一件を調べ、その台帳をつくります。次に、その台帳

を今度はデータベース化し、そしてこれを26年度の予算をつくるときに、今コンピューター

で予算書とかつくっていますので、それにアクセスできるようにデータベース化するという

のが業務の内容になっているわけです。 
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  そして、通告書では、自分たちでできないかということで、今、業務委託をするんですか

という質疑ですけれども、業務委託を考えています。やはりデータベース化したりするのと、

件数が多いということと、今まで水道料金について統一をお願いしながら、水道の内容につ

いても十分節約とかをやっていきますというお話をさせていただきました。実際にも人間も

切っています。そういった中で、やはり業務委託が一番適切であるというふうに考えまして、

委託で対応するというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 今確認できたのは、これは上下水道事業の財産を調査する、データ

ベース化するということもあるわけですけれども、例えばの話ですけれども、民間でこうい

う自分のところの会社の財産を調べるときに、外部委託しなきゃできないのかどうかという

ことを考えたら、ちょっとそういうことはないんじゃないかなと。例えば、会計そのものだ

ったら会計士に見てもらうとかなんかしますけれども、これ上下水道部の基本資料じゃない

かと思いますけれども、それどうですか、そうじゃないんですか。 

○議長（飯田正志君） 建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 森議員の言うとおりです。 

  それで、当然我々も今までも財産台帳を持っておりました。ただし、これが提案理由でも

言いましたように、もとの法律というんですか、公営企業法の会計の制度が変わりましたの

でやらざるを得なくなったということです。 

  以上です。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） よろしいですか。 

  これで、森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で、通告による質疑を終結します。 

  ただいま議題となっております議案第94号から議案第97号までの４議案については、会議

規則第37条第１項の規定により、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託します。 

 

◎議案第９８号～議案第１０７号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田正志君） 日程第６、議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正

についてから日程第15号、議案第107号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてま

での10議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 
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  初めに、議案第100号について、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第100号 伊豆市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、こ

の条例の10条に該当する職員とはどのような職員かお伺いしたい。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） それでは、ただいまの森議員の御質疑に答えさせていただきます。 

  今回改正いたします部分につきましては、任期付職員のうち技能労務職員の中の短時間勤

務、正規の勤務時間よりも短い、５時間とか６時間で勤務する職員を対象とした見直しでご

ざいます。想定とする職員としては、民営化を目指しております食肉加工センターの搬入が

多い時間帯、例えば朝の９時ごろから夕方の４時ごろまでというような時間を区切って採用

するような場合、こういった場合に適用できるということになっております。現在、この制

度で採用している職員につきましては、当然のこととしておりません。今後の対応を考えて

のことということになります。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

〔「終わります」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） これで、議案第100号に対する質疑を終わります。 

  次に、議案第101号について、初めに、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第101号 伊豆市債権管理条例の制定について、この条例を制定するのは何か理由が

ありますか。第６条の２に債権放棄についての規定がありますが、議会への報告は債権の多

少にかかわらず報告だけですか、お伺いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） それでは、ただいまの森議員の御質疑に答えさせていただきま

す。 

  この後、西島議員からも同じ条例案で質疑がございますので、若干ちょっと触れるところ

もあるかもしれません。お断りをしておきます。 

  理由ということでございますけれども、統一的な基準、これに基づいて、公正かつ市民の

負担の公平というものを目的としているということでございます。 
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  と申しますのは、市の債権におきましても、取り扱いが分かれております。税等の強制徴

収可能な債権、それから自治法で定められております公債権、これにつきましては、時効が

年数で自動的に成立いたします。当然これを阻止するための手続、差し押さえ等もできるわ

けでございますけれども、時効が成立いたしますと、この時効については自動的に徴収がで

きなくなります。 

  一方で、この市の債権のうち、民法の規定に基づいて時効が定められているものがある。

具体的に申し上げますと、水道料とか、住宅使用料、こういったものがそうなんですが、こ

れについては、時効の成立には相手方から、年数がたって私はこういう事情で納められませ

んというような、年数の経過と同時に申し立てをする必要があると。その場合についてのみ

時効が成立する。ただし、時効が成立してもその債権について放棄することができない規定

になっております。 

  このように取り扱いが分かれておりますので、これをまず同じ取り扱いにして管理をして

いこうというのが今回の趣旨でございます。 

  それから、議会への報告は、実際債権の多い少ないではないものですから、これは報告に

なりますが、決算書に不納欠損額ということで出てまいります。これについては決算の審査

の中で御審議いただけるものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） そうしますと、余り大きな債権ではないのかなというふうに感じる

んですけれども、考えられる一番大きなものはどのぐらいの金額になるのか教えていただき

たい。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） 金額、水道料とか温泉になりますと、額が数百万円まで上がりま

す。また、現在では介護保険法の中では、返還金についても不納欠損等の処理が介護保険法

でできるようになっておりますが、それ以前のものについては適用になっておりませんので、

その場合ですと例のシャイニーとかの問題がございましたけれども、これらについても条件

が整っていれば不納欠損ができるというような規定になりますので、たしか金額については

3,000万円以内だとは思いますけれども、2,000万円を超えていると思います。こういったも

のも対象となるものでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 確認したいんですけれども、例えば、土肥で閉鎖された施設があり
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ますね。ああいうものもここに該当するということでしょうか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） ただいま申し上げましたシャイニー等の案件がそうでございます

ので、当然対象になるということでございます。 

○議長（飯田正志君） これで、森良雄議員の質疑を終わります。 

  同じく議案第101号について、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  私は議案第101号につきまして、引き続きまして質疑をさせていただきます。 

  まず、伊豆市債権管理条例が、これ１条からずっと７条まであるわけですけれども、この

２条のうちに、ここの伊豆市のこの条例では４つに、債権といいますか、分けてあるわけで

す。１番目が市の債権、２番目が市税、３番目が公債権、４番目がその他の債権と４つに伊

豆市では分けているわけでございます。 

  これの３番目に公債権、それから４番目にその他の債権とありますけれども、これはそれ

ぞれどのようなものかお示しいただきたいと思います。どのような債権なのか、お願いいた

します。 

  それから、２番目、第４条に台帳の整備ということで、ちょっと読みますと「市長は市の

債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない」

ということになっておりますが、これは滞納台帳とかそれぞれ各課で管理している台帳があ

ると思いますけれども、それとは別に、特別に新たに台帳をつくるのかどうなのかお伺いい

たします。 

  以上、２点伺います。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

〔総務部長 鈴木伸二君登壇〕 

○総務部長（鈴木伸二君） それでは、西島議員の御質疑に答えさせていただきます。 

  まず、今議員４つの区分とおっしゃいましたけれども、これは３つでございます。一番上

の市の債権はそれらすべてを含んだものでございますので、３つということで御理解いただ

きたいと思います。市税と公債権とその他の債権と、この３つでございます。 

  具体的に、じゃ何が該当するかと申し上げますと、３号の公債権、これにつきましては、

市税等ではございませんので、介護保険料であるとか、後期高齢者の医療保険の保険料、そ

れから道路の占用料、河川占用料、保育料、下水道の使用料、こういったものでございます。

自治法とか個々の法律に基づいて徴収するものでございます。 

  それから、その他の債権でございますが、ここにつきましては、本来ですと２つに分かれ
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てくるものがございます。１つは、同じように自治法の規定なんですが、法令等の中で同じ

ように強制徴収ができないものがございます。ごみ処理手数料であるとか、施設の使用料で

ございます。現在、こちらについては前納といいますか、前もってお支払いをいただく制度

になっておりますので、対象になることはないと考えております。 

  その他の債権と申しますのは、先ほど森議員からも御質疑ございましたように、過払金と

か返還金、こういったものがまず１つございます。そのほかには、市営住宅の使用料、学校

の給食費、それから奨学金とか貸付料、こういったものでございます。それと、公営企業で

現在行っております水道、それから温泉の使用料、こういったものになるわけでございます。 

  これらについて、既に台帳等の整備もしておりまして、必要な事項については記載をされ

ております。規則で新たに別のものをつくるということではなくて、今ある台帳の中を統一

的なものを書いていきましょうという文言でございますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） 再質疑をさせていただきます。 

  まず１つ、116ページの第６条債権の放棄というところですけれども、第６条は最初に、

市長はその他の債権について放棄することができるとこう書いてあるんですけれども、ここ

ちょっと確認したいんですけれども、その他の債権についてということですので、この第２

条の４だけの、例えば市営住宅、上水道とか、給食費とか、そういうものだけを債権の放棄

がここでできるという、そういうふうにうたっているのかどうなのか、これを１点お伺いい

たします。 

  それから、最初に、統一的な処理基準を定めるというふうに第１条に書いてありますけれ

ども、この債権管理条例というのは、統一して債権の管理及び回収等を定めるというような

意味合いだと思うんですけれども、今、それぞれ税金、市税、それから国保とか、あるいは

市営住宅、いろいろなところが、教育委員会では給食費ですか、そういうのもやっていると

いうことなんですけれども、これは伊豆市役所の中でそういう新たな統一的なそういう債権

の徴収について、そういう組織をつくるとか、あるいはそういう統一的な話し合いをもって

やるのかとか、そういうことはあるのかどうなのか。もし統一してやるのだったら、そうい

うのは総務部でやるものなのかどうなのか、どうもそこら辺ちょっとわからないものですか

らお伺いいたします。 

  それから、３点目でございます。 

  第６条の一番下２、議会に報告しなければならないということがあるわけですけれども、

これは従来は議決事項に当たると思います。議会の承認事項に当たると思うんですけれども、

これを報告に変えたということですけれども、先ほど、不納欠損については決算書で審査し

てもらうということですけれども、これはまた年に１回報告すると、そういうことでよろし
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ゅうございますか、お伺いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（鈴木伸二君） まず、第６条の１項の規定の適用ということで、その他の債権の

みかということでございますが、先ほど申し上げましたように、他の法令で消滅時効等既に

確定しているものは、これについては自動的に不納欠損も可能ということになっております

ので、ここではあえてその他の債権のみということで規定をしてございます。 

  それから、組織ということでございましたが、徴収部門を新たに部とか課でつくるという

意味合いでは考えておりません。現在のところ、そのいろいろな情報を共有したいというこ

とがございますので、その連絡体制を、委員会をつくってその中で連携をとるということを

想定してございます。また、同時に不納欠損が正しく行われているかというようなこともあ

わせて見ていこうというふうに考えております。 

  それから、報告、これは年１回かということでございますが、決算期での報告ということ

で考えておりますので、年１回となる想定でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  これで、西島信也議員の質疑を終わります。 

  次に、議案第102号について、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第102号 伊豆市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について、

この条例案の第２条にいう法第29号とは道路法のことかどうかお伺いしたい。 

  第２条の１から10について、道路法に従うのかどうか、伊豆市で独自に規則をつくるのか

どうか伺いたい。この１から10までの間には、再質疑したくないから答えてもらいたいんで

すけれども、勾配という項目があります。市道の勾配について、これは法のほうに従って同

じような制定をするつもりなのかどうなのか、伊豆市独自の勾配を規定するのか。 

  新しい議員の皆さん御存じないでしょうけれども、修善寺駅今建てかえていますね。あそ

こへ北口から行く道路の勾配は６％ほどを想定しているんです。自動車道路で６％、天城の

ところはもう10％超えるような勾配の道路もあるから、自動車が走るところはそれでもいい

ですけれども、歩道を６％の勾配にされたら、車いすでなんか走れません。走れると考えて

いるような議員さんもいらっしゃるようだけれども。６％というとどのぐらいの勾配かとい

うと、本庁舎の前にあるスロープ、あれ４％なんです。要するに、これの1.5倍の勾配だ。

４％だってあそこ皆さん走れますか、車いすで。健常者でも恐らく厳しいと思います。一般

には３％と言われているんです。それ修善寺駅のところは６％だと言っているわけですけれ

ども、今だったらもうちょっと緩やかにすることだってできると思いますけれども、例えば、
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この条例が制定されたから６％でもいいんだというような考えでここの勾配というのを決め

るのかどうなのか、歩道については別途考えるというようなふうに考えているのか、その辺

も含めて、ぜひ御答弁いただきたい。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  建設部長。 

〔建設部長 佐藤喜好君登壇〕 

○建設部長（佐藤喜好君） それでは、議案第102号についてお答えします。 

  まず最初に、２条にいう法29号は道路法のことかということですけれども、これは道路法

の29条を指しています。この29条というのは、道路の構造の原則というものをうたってある

ものです。その道路が存在する地域の地形、地質、気象、その他交通状況を考慮し、通常の

衝撃に対して安全なものであることというような道路の構造の原則についてうたってありま

す。 

  次に、２条の１から（10）までについて、道路法に従うのか、伊豆市独自で規則をつくる

のかという御質問ですけれども、これについては、優等生の答えを言いますと、道路法の第

30条の第１項及び３項の規定に基づき、道路構造令を参酌して規則を制定しますということ

になろうかと思いますけれども、わかりやすく言いますと、道路法の基準を使います。ただ

し、伊豆市には120キロの高速道路はありませんので、道路構造令では120のところまでがあ

るんですけれども、そういう高速道路がありませんので、伊豆市に該当する部分の道路構造

令を用いて規則をつくるということにしてあります。 

  御質問の勾配についてということでの御質疑ですけれども、道路構造令では９％という勾

配を上限としています。ただし、地形によりやむを得ない場合には12％という規定になって

います。ということで、当然このあたりが生きてくるということになっています。ただし、

やはり６％というのがどういう勾配かという中で、先ほど議員のほうからは４％の事例を出

していましたので、私のほうからは６％の事例ということで、市役所の駐車場の一番車が上

がってくる勾配のきついあたり、そこがちょうど駐車場の６％になっています。一番道路側

のほうの駐車場の一番庁舎寄りのところのスロープ、そこが６％ということで、確かに６％

で車いすが通ると危険というか、を感じるような勾配ということになっています。そのため

に、修善寺道路のところではなるべく下げるように努力をさせていただいているところです。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） これを出したということは、これを盾に６％の道路をつくっちゃう

のかどうなのか、非常に私危惧しているんです。ですから、やはり今建設部長がおっしゃっ

たように、やはりできるだけ下げる。文言はどうでも、歩道については何か考えるというよ



－186－ 

うなことをぜひ、恐らく規則かなんかつくるんだ思うんですけれども、それ１点確認します。

この条例の下の規則になるのか、何かつくるんだと思うんですけれども、それはどうなんで

すか。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（佐藤喜好君） 規則をつくり、そこの規則で細かい数字的なものを規定していき

ます。この道路法は相当でかい法律ですので、規則も通常の規則が１つあるんではなくて、

３つに規則ができます。１つは道路の構造、もう一つが標識関係、そして３つ目にバリアフ

リー新法に合った規則をつくるという予定でいます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 質疑というよりはお願いですけれども、市長さんもぜひ聞いておい

てもらいたいんですけれども。 

○議長（飯田正志君） ちょっとすみません、質問だけしてください、質疑ですから。お願い

はだめです。 

○１４番（森 良雄君） 質問だよ、質問…… 

○議長（飯田正志君） 質疑をしてください。 

○１４番（森 良雄君） 人が質問しているときに…… 

○議長（飯田正志君） 質疑をしてください。 

○１４番（森 良雄君） あなた、議長だか何だか知らんけれども、いいかげんなこと言っち

ゃだめだよ。 

○議長（飯田正志君） 質疑ですから。 

○１４番（森 良雄君） さっきから後ろのほうでぐじゅぐじゅ言っていたけれども…… 

○議長（飯田正志君） 質疑を…… 

○１４番（森 良雄君） 最後まで聞かなきゃわからないでしょう、君、そうでしょう。 

○議長（飯田正志君） 今、お願いと言いましたから、お願いはだめですから、質疑をしてく

ださい、どうぞ。 

○１４番（森 良雄君） 人の意見を最後まで聞きなさいよ、あなた、いいですか。人が質問

…… 

○議長（飯田正志君） 質疑をしてください。 

○１４番（森 良雄君） いいですか、それでは、市長さん、答えてください。駅の歩道は

６％でつくるつもりですか、どうですか。車いすが通れるような道路をつくるかどうか考え

ていただきたい。 

○議長（飯田正志君） すみません、森議員、今の質疑は議案と関係ありませんので却下しま
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す。 

○１４番（森 良雄君） 何言っているんだよ。新しく条例をつくると言っているんだ。 

○議長（飯田正志君） 条例を決めることですから。 

  これで、森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で、通告による質疑を終結します。 

  ただいま議題となっております議案第98号から議案第107号までの10議案については、会

議規則第37条第１項の規定により、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

いたします。 

 

◎議案第１０８号及び議案第１０９号の質疑、委員会付託 

○議長（飯田正志君） 日程第16、議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について（天

城ふるさと広場）及び日程第17、議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について（修

善寺体育館・修善寺グラウンド）の２議案についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第108号について、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第108号、議長さんがどうとるか知らんけれども、109号と非常に同じようなあれなの

で、できれば両方一緒に答えていただきたい。 

  公の施設の指定管理者の指定について質疑します。 

  天城ふるさと広場は新規に指定管理者を伊豆市体育協会とするのかどうか。この質疑の趣

旨は、たしかあそこの宿舎部門は別の団体が指定管理者だったと思うんですけれども、この

議案はあそこも含めて体協に委託するのかどうか。天城ふるさと広場の範囲、指定管理料、

伊豆市体育協会の概要について、これは議案第108号と議案第109号についてちょっと違うよ

うに感じておりますので、受託事業のすべて、受託金額、それぞれの受託事業の利用者の利

用状況、135ページと139ページの指定管理の目的に違いが、文言がちょっとあるような気が

しますので、どう違うのかどうか御説明いただきたい。 

○議長（飯田正志君） ちょっと森議員、今、議案第109号は修善寺体育館になっていますけ

れども、これ見ますと、天城ふるさと広場の範囲とかと書いてある、議案第109号のところ

で。これ議案第108号なんで、どうしますか。 

○１４番（森 良雄君） だから、いいよ、好きなように答えてくれれば。 

○議長（飯田正志君） 好きなようにって、だから議案第108号のほうでいいですね。 

  では、答弁を求めます。 

  観光経済部長。 
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〔観光経済部長 杉山健太郎君登壇〕 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは、御質疑のありました議案第108号についてお答

えさせていただきます。 

  天城ふるさと広場についてですが、こちらについては提案理由でも私申し上げたと思いま

すが、平成23年12月に、審査会による業務の実績評価において、現指定管理者について「現

状では施設維持管理や利用者サービスにおいて十分とは言えず改善を望む。今後は、魅力

（三力）プロジェクトとの連携も考慮した上で公募による指定管理を望む」というような答

申を受けております。本年度に入りまして、伊豆市体育協会より提案を受けまして、魅力

（三力）プロジェクトのかかわり、地域への波及効果等検討いたした結果、公募によらない

選定が市にとって一番有利であるという判断から、私ども審査会への諮問を行いまして、次

期５年間について、新規に体育協会の候補者選定が適切であるという答申を受けて、今回提

案をする次第でございます。 

  そして、次のふるさと広場の範囲、指定管理料でございますが、全敷地約18ヘクタール及

び条例に定める全施設ということになります。具体的には、先ほど議員のお話にもありまし

た山荘、キャンプ場、天城ドーム、体育館、野球場、テニスコート等という全施設というこ

とになります。なお、指定管理料につきましては、従来と同様利用料金制で行う予定でござ

いますので、指定管理料は発生はいたしません。 

  体育協会の概要については、後ほど担当部署より解説をしていただきます。 

  指定管理の目的に違いということでございますが、ふるさと広場の指定管理の目的に、伊

豆魅力（三力）プロジェクトの推進が加わるという理由についてです。ふるさと広場の設置

目的でございます観光の振興を図るという部分、これ条例に記載されておりますが、その部

分において、より具体化された施策として、体育協会が推進する魅力（三力）プロジェクト

が目指しておる姿、市民が豊かなスポーツ施設を活用し、健康づくりとスポーツを通じた交

流を進め、スポーツのまちづくりを定着させること。また、利用者視点に立った施設利用と

宿泊滞在を結びつけたスポーツ・ツーリズムを観光誘客の柱とし、観光事業の活性化を図る

ということに相通ずるものとして、また審査会の答申である魅力（三力）プロジェクトとの

連携として加えて、目的としてあります。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 体育協会の概要はどうするか。 

〔「教育委員会にお願いして」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 教育委員会、体育協会の概要について。 

  教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 大川 覚君登壇〕 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） それでは、ただいまの森議員の御質疑についてお答え

させていただきます。 
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  体育協会の概要につきましては、伊豆市民の健康増進、また体力の向上に関する事業を行

い、生涯スポーツの振興を図るということで団体活動を行っています。議案の139ページ、

議案第109号の参考資料を見ていただくとわかるように、平成19年９月21日にＮＰＯの認証

を受けて、現在、体育スポーツの振興に活動していただいておるところでございます。 

  御質問の内容ですが、まず受託事業のすべてと、受託金額についてということでございま

すが、今年度、伊豆市体育協会が教育委員会から受託しております事業は３つございます。

１つ目が修善寺体育館・修善寺グラウンドの指定管理の業務委託、受託金額は年間1,204万

5,600円、２つ目が狩野ドーム・狩野グラウンドの管理業務委託でございます。受託金額は

487万6,200円。３つ目が丸山スポーツ公園施設受付等管理業務委託、受託金額が390万960円

です。合計で2,082万2,760円となります。 

  次に、それぞれの受託事業の利用者の利用状況についてでございますが、各施設とも23年

度実績でお答えさせていただきます。修善寺体育館は２万2,130人、修善寺グラウンドが１

万8,125人、狩野ドームですが、２万581人、狩野グラウンドは１万1,156人、狩野プールに

つきましては742人でございます。丸山公園野球場につきましては6,895人、テニスコートは

1,194人、グラウンドゴルフ場は2,313人でありまして、合計８万3,136人の方々に御利用い

ただいております。 

  指定管理の目的に違いがあるかという御質問でございますが、当修善寺体育館、修善寺グ

ラウンドにつきましては、市民にスポーツの提供をし、市民の健康増進を図ることを目的と

した施設であり、スポーツ活動を通じた青少年の健全育成、健康をテーマとするまちづくり

に寄与することを目指していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 今お聞きのとおりに、皆さんおわかりになったと思いますけれども、

教育委員会所管と、それから観光経済部所管、両方の事業を１つの団体が受けている。今の

事務局長のお話ですと、教育的な目的も相当効果が上がっているのかなと思いますけれども、

これは市民の利用数だけじゃないと思うんです。外部の方の利用も相当ある。市民の利用が

高まって、教育的効果が大いに上がっているのかどうか、どういうふうに認識しているかど

うかということをまず１つお伺いしたい。 

  それともう一つ、この天城ふるさと広場で今までやっていた事業者というのはこれどうな

るんですか、失業しちゃうんですか。 

  それを、２点をお伺いしたい。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  最初に、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（大川 覚君） 各施設の利用者数の市内、市外の状況でございますが、
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やはり市内の方のほうが多く使われてございます。特に修善寺体育館、修善寺グラウンドに

つきましては、修善寺中学校の生徒たちが、またはスポーツ少年団の方によく御利用いただ

いているのが現状でございます。 

○議長（飯田正志君） 次に、観光経済部長。 

○観光経済部長（杉山健太郎君） 現管理者が失業するかというお話でしたけれども、契約が

切れるわけですから、当然事業としての撤退はしていただくようになります。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） これで、森良雄議員の質疑を終わります。 

  同じく、議案第108号について、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 同じように、天城ふるさと広場の指定管理について公募じゃない方

法の経過についてお尋ねいたしますが、４つ質疑いたします。 

  １つ目、平成19年度から約５年間の指定管理を契約していた株式会社来富を採用しないと

した理由については、今にもまた補足的な形ですね。前回提案と同じ、審査会では、現状で

は十分ではない、草刈り等々と言っておったんですが、それでやめになったのかなというこ

とを私は受け取りましたので、そういうことなのかどうか。 

  ２つ目です。どの施設でも指定管理期間中の中で中間審査をして、そのときにどう評価し

たのかということが出てきます。したがって、今回もその中間審査をしていたと思うんです

が、株式会社来富をどのように評価したのかお尋ねします。 

  ３つ目です。今もちょっと論議しているんですけれども、ふるさと広場の条例の設置には、

豊かな自然環境を利用し、市民の健康増進、観光の振興を図るためとこうなっているわけで

す。それで、片方では観光の振興がない。そういう意味では、今回提案している、ほぼ一致

しているんですが、プラスされたのかなと、観光振興をさらに具体的に提案しているのかと

思うんですが、その伊豆魅力（三力）プロジェクトを推進するのは、じゃここふるさと広場

だけと私は受け取ったんですけれども、そのように理解していいかどうか。 

  ４点目の件について、指定管理料については今お答え願えましたので、結構でございます。 

  最後です。株式会社来富には、指定管理から外れますよという経過報告は当然していると

思いますので、その経過をお尋ねします。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 基本的な考え方について、私のほうから申し上げます。 

  スポーツ・ツーリズム、伊豆市が持っているスポーツ施設を、これ非常にいいものが数多

くございますので、それを観光交流に使って、少しでも市民の雇用とか所得の向上につなげ
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たいということで、これは繰り返し申し上げてきました。その中で、きれいに区分はできま

せんが、基本的に狩野ドーム、狩野グラウンドと天城ふるさと広場、そして丸山スポーツ公

園は観光交流を主として、市外から多くのお客様に来ていただきたい。中伊豆グラウンドと

か修善寺グラウンド、あるいは狩野川記念公園は、主として市民の皆さんにお使いいただき

たいと思っています。ただ、もちろんきれいにはわかれません。 

  そうすると、天城ドームのような一番いいところは、じゃ市民は使えないのかという議論

も出てまいりますので、そこで魅力（三力）プロジェクトの事務局を担っております体育協

会が管理することで、年間の市民の大会とか、あるいは市民の利用をまず年度以前、例えば

今ごろの時期に来年度の計画をつくって、そこは市民利用で押さえてしまうわけです。そし

て、あいたところで、当然たくさんあいているところが出てくるわけですから、そこで市民

の皆さんも大きな大会とか、大きなイベントで使うことをまず押さえた上で、市外の方に今

まで以上に営業セールスをしていくというようなことで、市民の皆さんが一番いい施設を使

えないということがないように、そのためには、体育協会に一元管理していただくのがいい

だろう。 

  ただ、問題は１つ、予約の仕方がこれ残るんですけれども、予約の仕方についても、そこ

で不具合が起こらないように、市民の利便性が落ちないように、そんな配慮もさせていただ

きたいと思っています。 

  来富の動向について、これまでの経緯につきましては、部長から説明をさせます。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  観光経済部長。 

〔観光経済部長 杉山健太郎君登壇〕 

○観光経済部長（杉山健太郎君） それでは御質疑にお答えいたします。 

  まず、株式会社来富を採用しない理由、来富に対する実績評価等の部分でございます。 

  23年12月に実績評価が行われておりまして、その中で、現指定管理者の来富につきまして

は「施設の維持管理や利用者の安全面、サービスの向上等の改善と今後は魅力（三力）プロ

ジェクトとの連携を考慮した上での公募による選定を望む」と、これ先ほど述べたとおりの

答申でございました。 

  この答申に基づいて、私どもも公募による選定も検討いたしました。ただし、公募によれ

ば、当然当初のこの指定管理のときの経緯も聞きましたけれども、他の大手の民間業者の参

入も当然予想されます。大手の民間の手法によりまして、収支の改善やサービスの向上など、

収益性に特化された提案がまとめられることは想定され、その結果、私ども別の事業として

やってございますスポーツ誘致を目的とする魅力（三力）プロジェクトとの連携に難が出る

ということは、当然のことながら懸念がされます。 

  そのような中で、体育協会から提案を受け、体育協会の提案が、市の魅力（三力）プロジ

ェクトを推進する中で、市のスポーツ施設の一元管理を検討する。その中に、ふるさと広場
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ほか２施設、具体的には丸山と狩野ドームということですけれども、これらも見据えた中で

位置づけをして、天城ふるさと広場を中核施設として提案をしていただいたということでご

ざいます。そんな中で、提案内容を検討して、魅力（三力）プロジェクトとの連携、特に地

域への波及効果の重要性等の理由から、公募によらない選定が適切であると判断して、本日

の提案をさせていただきました。 

  体育協会が地元の団体でございまして、指定管理の申請書の中にも、地域団体や地元業者

への施設管理部門の委託を考えておるということでございまして、地権者である上船原振興

会などとの協力体制を築き、適正な管理のもと、快適に利用できる施設管理ができるものと

考えております。 

  設置目的にその魅力（三力）プロジェクトの推進が加わる理由ですが、これは先ほど市長

の説明にもあったとおりでございます。 

  ４番の指定管理料についてはという、これは先ほど述べたとおりでございます。 

  ５番目の経過報告ですけれども、株式会社来富については、この答申を受けまして、来年

度から指定管理は外れるということ、契約も満了になるよということと、体育協会を候補者

として進めるということで話をしておるというのが現状でございます。 

  先ほど森議員の質疑にもありました株式会社来富については、契約上は当然のことながら

切れます。これは体育協会に提案をしてございますので、契約上は切れますけれども、その

提案書の中に、先ほど言いました地域団体や地元業者との協力という部分での窓口は開いて

おるというふうに私は認識しております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  木村議員。 

○１６番（木村建一君） １つ目、中間報告、23年12月に実績評価をして、利用の改善等と、

いろいろな施設等のをやって答申を受けたということなんですが、これについては、当然来

富はきちっとその点を受け取って、いわゆる改善要求ですから、そのあたりの話し合いは当

然平成23年12月以降にやられたということでよろしいですか。 

  ２つ目です。実は、11月28日に、私は来富の社長と連絡をとりまして、こういう経過があ

るんですけれども御存じですかと言ったら、いわゆる大枠は聞いているんだけれども、正式

にはちゃんとこういう話は一切ありませんというお話受けたんです。したがって、来年から

外れますよ、話しているという状況ですということなのかどうか。私は片方しか聞いていな

いもので、きょう初めて部長のほうでは話してあると。しかしながら、相手方のは、11月28

日だからちょっと前、大枠は聞いている、ちゃんとは聞いていない、話し合いをさらにして

いきましょうということで終わっているもので、今回提案されますけれども、その点は、当

然４月１日からどうなるかわからないんだけれども、どうですかと言ったら、そのあたりは

聞いていませんというこうちょっと事実が違うもので、２つ目の点の確認はきちっとやって
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おきたいなと思っていますので、お願いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  観光経済部長。 

○観光経済部長（杉山健太郎君） まず第１点目の指摘に対する改善、その点については、随

時私どものほうから担当のほうで改善指示書を出してございます。ただ、現状を見てもわか

るとおり、利用料金制でございますので、なかなかそれが満足いく状態でなかったというこ

とは否めないかと思っております。 

  それで、重要なのは２つ目ですけれども、これは株式会社来富の社長のほうからも、私は

その話は聞いております。ただ、彼との話の中で、議会へ提案前だから、そういう電話があ

ったけれども、そういうお話があったけれども、今木村議員が言われたような形でおれは返

事をしておいたよということを私はいただいております。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  木村議員。 

○１６番（木村建一君） いや、聞いておったじゃなくて、すごく大事な、余りずれたくない

もので、この質疑から、ずれたくないものでこう限定するけれども、切りかわるときには当

然正式には議会にかけないと、当たり前のことだと思うんです、それは。最終議会でこれど

うなのか。それは議会側が、我々が決定する権限とは持たされている。極めて重要な責任も

あるんですけれども、大事なところは、そういう経過も数年たって、常にいろいろな形では、

市当局というのは、これじゃ決定するまで一切何もしないかというと、繰り返さないけれど

も、ほかのいろいろな将来にわたる今回補正出ているイベントだって、もう次から次へ計画

しているわけじゃないですか。では、決定するまで一切動かないかというとそうじゃないで

すよね。現実には動いているわけで、いろいろな物事を決めようとするときに、議会が決定

されましたといったら、ほぼそれにのっとって方針出していくということですよね。 

  今回お聞きしたいのは、もう一度確認です。そういうやりとりを聞いているじゃなくて、

正式にこういう形で、正式じゃない、来富との兼ね合いできちんとそういう話し合いを、改

善要求したんだけれども、例えば、あなた方なかなか大変だね、うまくいかないねと、指定

管理料だけじゃと。したがって、こういう方向で行くよということは話した経過というより、

丁寧に話したのかどうかというお尋ねをしているんです、私は。 

○議長（飯田正志君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（杉山健太郎君） 丁寧かどうかという部分については非常にお答えしにくい

んですが、私は、すべて今回のこの体協への移行についても来富の社長とはお話をして、そ

れで本日に至っておるということでございます。 

○議長（飯田正志君） これで、木村建一議員の質疑を終わります。 

  次に、議案109号について、14番、森良雄議員。 
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〔「もういいです」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） よろしいですか。 

  以上で、通告による質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第108号及び議案第109号の２議案について、会議規則

第37条第１項の規定により、お手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委

員会に付託いたします。 

 

◎日程の追加 

○議長（飯田正志君） お諮りします。 

  お配りしております。追加日程表のとおり、議案第111号について、これを日程に追加し、

追加日程として議題といたしたいと思います。 

  御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議なしと認め、議案第111号を日程に追加することに決定しました。 

 

◎議案第１１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 追加日程第１、議案第111号 業務委託契約の締結について（汚泥再

生処理センター建設工事業務委託）を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第111号について、提案理由を申し上げます。 

  伊豆市汚泥再生処理センター建設工事業務委託についての契約を締結するため、地方自治

法第96条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  契約の相手方につきましては、総合評価方式一般競争入札によりクボタ環境サービス株式

会社に決定し、契約金額は消費税等を含め９億3,975万円、業務委託の期間につきましては、

議決の日から平成27年３月13日までとなっております。 

  詳細について、市民環境部長に説明をさせます。 

○議長（飯田正志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  市民環境部長。 

〔市民環境部長 河野英世君登壇〕 

○市民環境部長（河野英世君） それでは、議案第111号につきまして、補足して説明をさせ

ていただきます。 

  本業務につきましては、田代地内に汚泥再生処理センターを建設する事業でございますが、
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当市のし尿処理施設の現況及び本事業の経緯の概略につきましては、先ほど訂正を願いまし

た配付済みである汚泥再生処理センター建設工事業務をごらんいただきたいと思います。 

  相手方の選定につきましては、ただいま市長から説明がありましたとおり、総合評価方式

一般競争入札により行いました。この概要につきましては、お手元にお配りしました議案書

に添付されております伊豆市汚泥再生処理センター建設総合評価審査結果報告書のとおりで

ございます。 

  主には３ページをごらんいただきたいと思います。落札者決定までの経過を記載してござ

います。 

  この方式を採用するために、本年３月には、伊豆市汚泥再生処理センター建設総合評価審

査委員会が設置され、初回の委員会におきまして、静岡県立大学名誉教授であり工学博士で

ある横田勇先生が委員長に就任されました。その後、５月18日の臨時議会で予算措置をお願

いしまして、６月には応募者の公募を公告し、７社から照会がありましたが、実際に応募し

てきたのは４社でございました。11月21日には応募者に対するいわゆる評価、ヒアリング、

それから評価が行われました。その結果、落札者がクボタ環境サービス株式会社に決定され

た旨が同委員会より報告されたものが、お手元の報告書の写しでございます。 

  なお、処理方式につきましては、この落札者の提案する浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱

窒素処理方式というものが採用されることとなります。 

  今回の総合評価方式では、まず応募者としての適格性を具備しているか等の審査を行い、

その後に一般要求事項及び特定要求事項を提示し、これに対する提案を求めた上、内容を審

査してきた次第です。一般要求事項と申しますのは、水質とか大気質等法規制もあり、当然

に達成すべき内容であるため、これらにつきましては採点対象ではなく、特定要求事項の項

目に合計して50点、それから見込まれる用役費用に５点、供用開始後15年間に見込まれる点

検補修費用等に５点及び入札価格に40点を配分し、これを定量化して評価をした次第でござ

います。 

  施設の概要につきまして御説明させていただきます。 

  建設場所は、何度も申し上げていましたように、伊豆市田代地内、具体的には、字石田

233番及び234番。 

  施設の規模と申しましょうか、こういったものについては、今後の詳細設計にもよります

が、敷地面積は4,250平方メートル、処理棟となります家屋の建築面積につきましては870平

方メートル程度の規模と考えております。 

  処理能力につきましては、基本計画のとおり、１日当たり28キロリットルでございまして、

処理方式は、先ほど申し上げましたように、落札者の提案した方式が採用されます。 

  この方式につきましては、そもそもこのし尿汚泥再生処理につきましては、環境省の定め

るところのいわゆる性能指針という基本的なよりどころがございまして、これには３つの方

式が示されております。具体的に、伊豆市で採用することとなったこの方式につきましては、
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し尿等を希釈することなく処理するため高負荷方式と言われているとのことでございます。

この方式をさらに浄化槽汚泥の割合が高い施設に合わせて改良した方式であるという説明を

受けております。 

  浄化槽汚泥対応型を採用すると、単独浄化槽、あるいは合併浄化槽による処理対象物の性

状の違いといいますか、こういったものが考えられるため、これを安定的に処理ができると

いうような説明を受けております。膜分離とは、生物処理で捕捉できなかった成分をさらに

分離処理するために、化学繊維でできた膜を設置するということでございます。 

  それから、用地につきましては、進入路の拡幅等も行いますが、これらに必要な用地とあ

わせて地権者の方々の御理解を賜り、現時点で全員の方々と売買契約を取り交わせていただ

いております。 

  次に、最初にお配りしましたスケジュールのほうをちょっとごらんいただければありがた

いと思うんですが、本事業につきましては、３年間にわたる事業でございます。そちらのス

ケジュールを見ていただければ、おおよその年度の進行状況がおわかりいただけるものと思

いますが、年明けから約５カ月間かけて詳細設計を行い、その後には、機器類等の工場製作、

現地での造成工事及び処理施設の軀体の建設を行い、26年度に内外部の仕上げ、機器据えつ

け及び配管工事、これらを施工して、27年３月、引き渡しを受ける前には当然いわゆる負荷

運転をして、性能が確保されているか等の確認を行うこととなっております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（飯田正志君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  暫時休憩をいたします。この休憩中に、質疑のある方は通告書を議長に速やかに提出願い

ます。 

 

休憩 午後 ０時０３分 

再開 午後 ０時０７分 

 

○議長（飯田正志君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから、議案第111号について質疑を行います。 

  まず、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第111号 業務委託契約の締結について質疑させていただきます。 

  まず、この契約が一般競争入札だとおっしゃっているんですが、総合評価方式一般競争入

札、正直言って初めて聞いた。これのどこが一般競争入札なのか。少なくとも、この概要を
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見た限り随意契約です。まず、その辺をわかりやすく説明いただきたい。 

  この契約の予定価格はお幾らだったんでしょうか。 

  この施設の処理方式、１次処理はどんな処理なのか、２次処理はどんな処理なのか、御説

明いただきたい。 

  それから、競争入札ということなんですけれども、ならば各業者に仕様書を提示したのか

どうなのか。それから、仕様書を提示したのだったら、我々議員にどんな仕様書なのか説明

いただきたい。 

  これ業者に提示する前に、市当局は自分たちでどういう施設をつくるかというようなこと

は何も検討しなかったのかどうか。検討しているんだったら、どういう施設をつくろうとし

ているのか。例えば、１次処理方式は活性汚泥法だとか、２次処理方式はフィルター式だと

か、何も説明していないのかどうなのか。 

  委員会で審査したということだけれども、はっきり言って、審査基準は何もわかりません、

私には、これ読んだだけでは。 

  それで、委員長、副委員長、委員の名前が載っていますけれども、例えば、委員長、副委

員長は大学教授だということなんですけれども、専門は何なんですか。工学博士といったっ

て、きのう、おとといかな、事故のあったトンネルのボルトの問題、ボルト研究している人

だって工学博士になれるわけだよね。ここに関連するのはやはり汚泥処理法の専門家かどう

なのかです。それから、委員の皆さん４名載っておりますけれども、これ皆さん、はっきり

言わせてもらいます、素人さんじゃないですか。どこに専門性があるんですか。この方たち

が委員会で審査できるのかどうなのかです、その辺のこと。 

  それから、ここの資料に載っている業者名は記号でしかわかりませんけれども、ちゃんと

どこの業者かもう決まっているんだから教えてください。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

〔市民環境部長 河野英世君登壇〕 

○市民環境部長（河野英世君） それでは、ただいまの御質疑にお答えさせていただきます。 

  何点かあったと思いますので、少し順序が不同となりますが、御了承いただきたいと思い

ます。 

  まず、予定価格につきましては13億4,500万円でございます。 

  それから、仕様書の提示はあったのかということでございますが、これは当然仕様書を提

示しております。 

  それから、基本的な検討がどこでなされたのかという御質疑につきましては、本施設を計

画したときに、基本設計業務が行われております。 

  それから、記号で表示しているからわからないではないかということにつきましては、委
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員会から出された報告書の裏のほうに具体的な業者名も表示されております。これは記号に

よりましたのは、当日のヒアリングをやるときに、どこの業者が参加しているということが

事前にわからないように記号化してやったというようなことでございます。 

  それから、入札の方式について、これがどこが一般競争入札なんだという御質疑でござい

ますが、これは地方自治法施行令の167条の10におきまして、一般競争入札において最低価

格の入札者以外の者を落札者とできる場合というような説明といいますか、根拠がございま

す。従来、公共事業というものは価格によって来たわけでございますが、主にはこういった

環境施設、ごみ処理なんかもそうですけれども、こういったものは非常に専門性が高くて、

なかなか処理方式を具体的に決めてからかかるというようなことは余り行われていなくて、

この性能発注、それから総合評価方式と呼ばれるものが一般的に採用されているというよう

に理解しております。 

  それから、処理方式につきまして、私も先ほどちょっと今までの自分の勉強の範囲、それ

から業者からの説明での御説明をさせていただきましたが、具体的な処理方法、どのように

流れていくのかにつきましては、申しわけありませんが、後ほどの説明とさせていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 

  以上で、御質疑を受けたことの説明とさせていただきます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 基本設計はしていたということなようですから、これはどこがやっ

たのかどうか。それをお伺いしたい。 

○議長（飯田正志君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（河野英世君） 申しわけありません。平成22年とかの話だったものですから、

ちょっと実際に受託した業者名は承知しておりません。後ほどお調べいたします。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） これで、森議員の質疑を終わります。 

  次に、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  私は何点かにわたって質疑をしたいと思います。 

  まず、この議案の審査について、何か委員会付託をしないというようなことのようですの

で、少し細かくなりますけれども質疑をさせていただきます。 

  まず最初に、施設の名称です。伊豆市汚泥再生処理センター建設工事ということになって

いるんですけれども、これはずっとこの施設が汚泥再生処理センターというのかどうなのか

ということなんですけれども、以前、二、三年、２年くらい前に、市長はたしか生活排水清
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流化施設というようなことをおっしゃっていたと思うんですけれども、それはやめたのか、

これにしたのかと、ずっとこれなのかということですけれども、まずそれが１点。 

  それから、今、処理方式が示されたわけですけれども、膜分離高負荷脱窒素処理というこ

とですね。これは処理方式、今最新のやつでは３種類あると言われておりまして、標準脱窒

素、高負荷脱窒素、それから膜分離と３つあるわけですけれども、これの膜分離にしたとい

うそういうことですけれども、膜分離のほうはどういう利点があるのかどうなのかお伺いし

ます。 

  次に、放流水質です。処理水を放流すると思います。恐らく１日、ちょっと私もわかりま

せんけれども、100トンくらいにはなるんじゃないかと思うんですけれども、放流水をそれ

だけ放流すると、処理水を。それについて、先ほど水質ですけれども、県のそういう基準が

あるという話ですけれども、一応ＢＯＤ、ＣＯＤ、それからＳＳ、これにつきまして、この

メーカーは幾らを出すかということをお伺いいたします。 

  それから、その次ですけれども、これは、私、建設総合評価審査結果報告書というのを今

読んでいるわけですけれども、この中に悪臭対策というようなことが載っているわけですけ

れども、この施設からは、特に膜分離高負荷につきましては悪臭が多々出るというような情

報もあります。この悪臭対策についてこのメーカーはどのような対策をとっているのか、お

伺いいたします。 

  それから、この中に、今言った審査報告書の７ページの下から３行目、維持管理の中にプ

ロセス用水取水量計画とあるわけですけれども、このプロセス用水というのはどういうもの

なのか。私は余りよく知らないんですけれども、このプロセス用水、私は希釈水のことかな

とも思ったんですけれども、このプロセス用水の取水先、これはどこからどういうふうに取

るのかということをお伺いいたします。 

  それから、次に処理水、先ほど１日100トンぐらい出るんじゃないかと申したんですけれ

ども、この処理水の放流先、これ建設するところは田代地区ですけれども、加殿地区の上流

に当たるわけです。ですから、加殿地区の人も大変心配しているというようなことですけれ

ども、この処理水をどこへどういうふうにして放流するのかということです。 

  それから次、施設の名称が汚泥再生処理センターとこういうふうになっておりますが、普

通のし尿処理施設とかそういうことを言わないで、汚泥再生処理とこう言っているわけです

から、何か特別に汚泥の再生処理をするのかということです。普通、例えば、函南でやって

いる下水道のあれなんかでは、汚泥を脱水してケーキにしてそれを埋立場へ埋め立てるとい

うような方式でやっておりますが、こちらの汚泥処理についてはどういうふうにするのかお

伺いします。 

  それから、先ほど予定価格というお話ございましたが、13億4,500万円ということですけ

れども、これは15年間の維持管理費を含めてのあれじゃないかと思うんですけれども、たし

か２年くらい前に、今手元に持っておりませんが、各方式がどれくらいお金がかかるかとい
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うことで、15年間の総コストということでこの膜分離の高負荷も入っておったんですけれど

も、これがたしか13億何千万円とかと記憶しているんですけれども、それで建設費用につき

まして、維持費を抜いた建設費用につきましては平均で９億円というようなことを書いてあ

ったような気がするんですけれども。だから13億4,500万円に、今９億幾らだからばかに安

いじゃないかと思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これは、13億幾らという

のは15年間の維持管理費も含めてのことだと思うんですけれども、そこら辺はどうなってお

りますか。 

  それと、維持管理費は年間幾らを見込んでいるのか。前の資料ですと、年間2,500万円く

らいということになったと思うんですけれども、この維持管理費の費用、これには、膜分離

ですと何年かに一遍、限外ろ過膜を交換しなきゃならないということがありますから、これ

も費用がかかるんじゃないか。あるいは活性炭を使うかどうか、それちょっとわかりません

けれども、そこら辺について、維持管理費及びそこら辺についてお伺いします。 

  それから、この管理の業者ですけれども、普通あそこの柏久保でやっております維持管理、

だれがやっているかというと職員がやっているわけなんです。衛生センターの職員がやって

いる。しかし、こういう非常に高度な技術があるそういう施設ですと、職員じゃ到底できな

いと思いますから、どこかの業者に頼むんじゃないかということなんですけれども、この業

者につきましてはもはや既に決まっているのか。普通考えられるのは、メーカーから派遣さ

れて、業者が派遣されるという例が多いんですけれども、そこら辺はどうなっておりますか。 

  それから、この地図があるわけですけれども、処理センター建設工事業務ということでこ

れ地図があるわけですけれども、Ａ３の地図があるわけですけれども、これの最初の候補地

は今この枠で囲ったところの左側、白山神社というところの上だと私は思っていたんですけ

れども、ここに活断層があるよということで変えたと、右側のほうに移転というか、候補地

を変えたということですけれども、活断層につきましては大丈夫なのか。地震が起きた場合、

壊れちゃうとかそういうようなおそれはあるのかないのか、お伺いいたします。 

  次に、最後になりますけれども、こちらの建てるところは田代区の地籍ですね、それで、

これの左側ずっと地図で見てもわかりますけれども、集落がありますけれども、こちらは加

殿区ということで、何か田代のほうはもう既に同意を得たというようなことですけれども、

加殿のほうはどういうことになっておるでしょうか。一部の人は反対しているというような

ことも聞いておりますが、それと普通こういう迷惑施設といいますか、普通といいますか多

いのは迷惑施設をつくるときには地元補償何かをやるというようなことがありました。例え

ば、柏久保の衛生センターの焼却場をつくるときには、集会所を柏久保につくってやったと

か、そういうのが過去にはありましたけれども、これの地元補償、田代区、それから加殿区

のほうから何かそういう要望が来ているかどうかお伺いいたします。 

  ちょっと長くなりましたが、たくさんになりましたが、ひとつよろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） まず、名称についてですが、当初は、総合計画にあるとおり新し尿処

理施設ということでやってまいりました。ただ、実態は生し尿は４％程度で、ほとんどが合

併浄化槽汚泥処理ということで、なかなか実態と合わない。また、し尿という名前がなかな

か非常に耳ざわりでよくないということで、その事業そのものの性質ではなくて事業の目的

に照らして、一時期、私は清流化センターという名前を使っていたんですが、意図的に。な

かなか定着しませんで、専門家の方から、これは最終的にやっぱり汚泥の処理であるのでこ

ういう名前がいいということだったようです。ただ、そのままそれを看板に立てることは必

要ありませんので、それはそれとして、ニックネームをいかにも伊豆らしい施設のニックネ

ームを決めるなり、募集なりして、そのような事業名をそのまま施設名にする必要は私はな

いと思っておりますので、そのような心地よいニックネームをつけたいと思っております。 

  それから、一番最後のところ、これは加殿の問題は、この４社を１社に選んだ結果、御承

認いただくこととは別問題でございますので、それはまた別途御質問いただくなり、御意見

いただけばいいと思っております。 

  技術的な問題については、市民環境部長から説明をさせます。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

〔市民環境部長 河野英世君登壇〕 

○市民環境部長（河野英世君） それでは、ただいま西島議員のほうから非常に多く御質疑を

受けましたけれども、ちょっと私も記録が完全にできたかどうかちょっと不安があります。

さらに、順不同になりますことを御容赦願いたいと思います。 

  まず、名称につきましては、ただいま市長のほうからも説明がありましたとおり、汚泥再

生処理というのは国の交付金のほうのメニューの名前をそのまま使っております。このため、

どういう名前、例えば、沼津市さんの施設はアクアプラザという愛称で呼んでおりますが、

こういった意味での名称は今後の課題でございます。 

  それから、維持管理費が先ほどの予定価格に含まれているかというようなことだったんで

すが、これは当然含まれておりません。予定価格というのは本体の事業費のみでございます。

ただ、いわゆる業者の提案として、私のほうで、おたくの会社で提案する方法、主にはその

方法によりまして、用役費、電気量、水道料といったものがどのぐらいかかるのかというよ

うな見積もりは出していただいてあります。このためには、伊豆市における電気料金が１キ

ロワット幾らである、あるいは上水道料金は１立方メートル幾らですよというような条件を

示して、いろいろな方式がありますので、希釈の倍数が多ければ、当然そういった意味での

水の使用料はふえてくるのかなというように思っております。 
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  それから、方式につきましては、先ほどもちょっと素人ながら業者の受け答え的な説明で

申しわけないんですけれども、一応説明をさせていただきました。それに関連しまして、膜

分離方式を採用いたします。膜分離を採用するのは、先ほどもちょっと申し上げましたけれ

ども、高度に固体、液体、つまり固液分離がされる。この結果、その後の高度処理が活性炭

のみの吸着で足りるんではないでしょうか、足りますよとこういうような御提案でございま

した。 

  それから、水質につきましては、ＢＯＤ、いわゆる生物化学的酸素要求量、これにつきま

しては１リットル当たり10ミリグラム以下。これは、いわゆるこの汚泥再生処理センターの

交付金をいただくための性能指針というものに提示されている数値でございまして、具体的

に幾つにしますとかというようなことはありませんが、当然これをクリアして放流すること

になります。ＣＯＤ、化学的酸素要求量につきましても、同じく１リットル当たり20ミリグ

ラム以下、水中浮遊物質、ＳＳにつきましては、同じく10ミリグラム以下というようなこと

で、私のほうは一般事項として示しているところでございます。 

  それから、悪臭対策につきましては非常に重要な事項だと思っております。まず、私たち

が発注仕様書で示したのは、現在伊豆市におきましては、悪臭防止法に基づく規制値は臭気

指数制度をとっております。田代地内は市街化調整区域でございますので、臭気指数18とい

う規制値があるわけですが、これを12にしますよと。したがって、これをクリアする方法を

提案してくださいということでやったところ、落札者の対応といたしましては、方法ですが、

水アルカリ次亜木炭触媒洗浄に活性炭吸着を加えた方式が提案されてきまして、脱臭効果も

高く、維持管理費の軽減も図ることができるというようなヒアリングの結果でございます。 

  それから、プロセス用水とは何かと、それからその取水先ということですけれども、プロ

セス用水というのは施設を洗ったり、薬品を溶かしたりするときのお水、それに使用する水

でございまして、これにつきましては井戸を掘削して取水する予定でおります。上水道の引

き込みというのは、処理棟の中での生活用水に使用するために引き込むものでございます。 

  それから、その水をじゃどこへ流すのかということですが、これにつきましては、敷地に

隣接しております谷ノ沢川を経由して大見川へ放流することとなります。 

  それから、最終的な汚泥処理の方法ですが、これにつきましては、堆肥化であるとか幾つ

か方法があるようです。これも指針に示されておりますが、ただ伊豆市としては既に助燃剤

として使う、これが設備的にも一番安いというようなことで、助燃剤としての活用であると

いうことで始まっております。 

  維持管理費についての御質疑もありましたけれども、維持管理費につきましても、各社提

案の方式によりまして異なっております。ただそれは、今回の本体のいわゆる入札額のよう

に、これを保証しろというものではございませんで、落札者が提案した方式でやればこのぐ

らいの金額に、私どもの提案ではこのぐらいになると見込まれますというような数値をいた

だいた範囲でございます。ですから、これを４社比較して点数化したというようなことでご
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ざいます。 

  それから、断層の件ですけれども、これにつきましても、当初の予定地は断層があるとい

うことで現在の図面にお示ししたところに場所がえをしておりまして、業者のほうの建物配

置図等からもこの断層は避けて考えられております。 

  完成後の維持管理につきましては、現在は柏久保につきましては直営でやっております。

それから、土肥の衛生センターにつきましては委託に切りかえました。新しい施設につきま

しては、直営というのはなかなか私は考えにくいのではないかなと思っておりますが、委託

であっても、現在そこの委託先を選定するような作業は一切しておりません。 

  それから、地元の補償といいますか、補償という言葉が適切かどうかわかりませんが、加

殿区さんからは…… 

〔「関係ない」と言う人あり〕 

○市民環境部長（河野英世君） よろしいですか。 

  ちょっとすみません、それは割愛させていただきます。 

  以上で御質問は大体終わったかなと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） 今、御説明をいただいたわけですけれども、まずプロセス用水とい

うことを言ったわけですけれども、プロセス用水というのはわかりました。 

  では、１つは希釈水、希釈水恐らく１日七、八十トンは使うと思います。それから、汚泥

本体が28キロリットルですから、28トンと、もっと多いと思いますけれども、それからも水

分が出るということで、100トンくらいは全部で出るんですけれども、希釈水も七、八十ト

ン１日に必要になるんじゃないかなと思いますけれども、それはどこから取るのか。井戸か

ら取るということで理解していいですか。水道から取ると、100トンじゃ大体１万円くらい

になりますから、かなり年間にすれば多い量になると思いますが、その希釈水はどこから取

るのかということです。 

  それから、処理水の放流先、谷ノ沢川というのがありましたけれども、谷ノ沢川といって

も、これは川といっても加殿用水の一部ということになっております。加殿用水の支川みた

いな感じで、川といったって自然の川じゃないわけです、加殿区が管理している。だから、

ここら辺とは十分は話し合いをしないと、勝手にあそこへ放流したなんてことにならないよ

うにひとつお願いしたいと思いますけれども、その点はどういうふうになっているか。 

  それから、汚泥処理ですけれども、今、助燃剤というお話がございましたが、助燃剤とい

っても本当の助燃剤じゃなくて、燃してしまおうということなんですけれども、これはそう

しますと大体、本来的でしたら伊豆の国市でやっている新焼却施設でやるんでしょうけれど

も、まだできていないから、そちらのほうは全然やっていないですから、助燃剤については
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柏久保の焼却場で燃すかということですけれども、こういうことを予定しているかどうかと

いうことです。 

  それから、維持管理費についてですけれども、先ほど13億4,500万円が予定価格と言った

けれども、これはだれが13億4,500万円に決めたかわかりませんけれども、非常に高い金額

です。前にもらった資料だと大体９億円くらいが平均だよということを言っていたわけです。

15年間の総コストが13億円とか14億円とかそういうことだと思ったんですけれども、予定価

格はだれが決めたかわかりませんけれども、とにかくばか安くできたということじゃないと

思います。平均くらいにできたんじゃないかと思うんですけれども、それ落札率にして、部

長は、うんと安くできたのか、それとも平均くらいかなと、どういうふうに思いますか、お

伺いします。 

  それから、地元補償ですけれども、これについてはこの議案と関係がないということはお

かしいと思いますよ、関係ないという。これだって、１つはどうなっているかということを

皆さんにお知らせしないとあれじゃないですか。日向の焼き場にしても、みんなそれは明ら

かにしてきたわけですよ、日向の焼き場にしても。どこへ幾ら、日向の地区へ幾ら、佐野地

区へ幾らということを明らかにしてきたから、この辺が決まっているんだったら明らかにし

ていただきたいと思います。それで、決まっていないんだったら、これから交渉するよとか

そういうことだったら、それならそれで結構ですけれども、そこは特に市長はあれですから、

市長さんにお伺いをいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市民環境部長。 

○市民環境部長（河野英世君） ただいまの西島議員の御質疑にお答えいたします。 

  希釈水が１日に80トンとか使うんじゃないかという御質疑でございますが、先ほど補足説

明の中でちょっと触れさせていただいたんですが、し尿等を希釈することなく処理するため

というようなことで説明を受けております。ですから、希釈水は原則使わないというような

解釈になろうかと思います。 

  それから、谷ノ沢川への経由については、地元説明、田代、加殿におきましても、この方

法でやらせていただきますということは御説明をさせていただきます。ただし、多少護岸と

いいますか、そういった部分が傷んでいるところがあるから、そういったところはちゃんと

やっていただきたいというような御要望を受けております。 

  それから、助燃剤としての利用につきましては、幾つかある方法の中で施設的にも多分安

価であろうということかどうかわかりませんが、これが選択されております。それから、新

しい焼却施設の計画におきましても、伊豆市としては、いわゆる通常の一般廃棄物、これも

一般廃棄物なんですが、加えてこの汚泥を焼却していくということで計画しております。 

  それから、請負比率ということになりますと、予定価格を落札者の価格で割りますと
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66.5％になろうかと思います。これが安いか高いかというような御質疑だったかと思うんで

すが、当初の５月18日の臨時議会で補正予算案を提出させていただきました時点で、28キロ

リットル掛ける5,000万円で14億円と見込みました。その前の基本計画書では、下水道放流

方式ですと幾ら、それから一般的な場内処理方式でやると13億5,000万円というような数字

が示されておったと記憶しております。それが、結果28キロリットル掛ける5,000万円で14

億円と改めて計上させていただきましたというような御説明をさせていただいていると思い

ます。この5,000万円につきましては、こういった施設、施工例が非常に少なくて、過去10

年ぐらいの地方自治体の施工の例から１キロリットル当たりの単価を出しまして、それを入

札の請負比率ですか、落札率というんですか、そういうもので逆算をしてこのぐらいだろう

と。ただ、伊豆市の場合は規模的にはちょっと小さ目でございます。最近の施工例を見ても

やはり40キロリットル、大きいところは100、150。そういったことで、ちょっとスケールメ

リット的には効果がないかなというようなことで、その金額で予算を要求させていただきま

した。結果としては落札者の努力もあったものと。したがって、適正と考えております。 

  以上でよろしいかと思います。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  西島議員。 

○１０番（西島信也君） まず、そのプロセス用水のところで希釈水という話あったんですけ

れども、私が80トンぐらいと、希釈水いるんじゃないかと言ったのは、前に伊豆市からもら

った資料で、大体この膜分離の高負荷脱窒素処理では、要するに汚泥の1.5倍から３倍の希

釈水が必要だということが書いてあったんです。それはまたごらんになっていただければい

いと思うんですけれども、とにかく、いいです、希釈水どこから取ろうと、水道から取ろう

と、井戸から取ろうといいんですけれども、それはそれでいいとして、それから汚泥処理に

つきましては助燃剤とするということで、お答えなかったんですけれども、柏久保の衛生セ

ンターで焼却場で燃すということになると思います。 

  それから、私がさっき聞いた落札率というのは、落札率は伊豆市のことじゃなくて、要す

るにほかの例ではどれくらいかということをお聞きしたんですけれども、大体、この手のも

のだと大体９億円です。それぐらいで落札しています。ですから、その１キロリットル

5,000万円で28だから十何億円だというのは、それはちょっと乱暴な計算の仕方だと思うん

ですけれども、とにかくこの契約金額自体は、私が思うには、大体平均か平均よりちょっと

高いくらいじゃないかなと私は思っていますけれども。 

  それから、地元補償についてさっき私聞いたんですけれども、市長さんからお答えなかっ

たから、市長さんにこれどういうことになっている。だから、これは情報ですから、やっぱ

りそれくらいはお示ししたっていいと思うんですけれども。急に公民館建てかえるから幾ら

なんていう議案が来るんじゃ、そういう補正予算が来るんじゃ我々としてもあれですから、

これが高いとか安いとか、田代区に対して高いとか安いとかそういうことを言っているわけ
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じゃなくて、どういうことを補償として今交渉してきたかということなんです。議案に対し

てどうだこうだというんじゃなくて、それも議案の一つの構成要素ですから、そこら辺、だ

から隠さなくてもいいことだと思うんですよね、それは。どうですか、市長さん。 

○議長（飯田正志君） 議案第111号は業務委託契約の締結についてですので、そのほかの質

疑については認めませんので、ほかにありますか。 

〔「関係あると思うんだよ」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 関係ありません。ここの業者でいいか悪いかの認定ですから。 

  ありますか、ほかに。 

○１０番（西島信也君） ありません。 

○議長（飯田正志君） ないようでしたら、次に移ります。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 議案第111号、今質疑していることについて２点だけお尋ねします。 

  議会に今投げかけられているのは、契約金額、それから契約の相手方、こういう締結をし

ていいかどうかというところを投げかけられている。それに基づいて、本当にそれでいいの

かどうかということを、基本的に正しいのかどうかという論議を、質疑を私はしていきたい

と思っています。２つ、そういう意味で質疑します。 

  いろいろと文書２冊にわたって読ませていただいて、このクボタ環境サービス株式会社が

総合的にいいよということで評価されて提案されておりますが、もうちょっと深めるという

ことで、自分自身の理解を深めたいなと思うので２つお尋ねします。 

  １つは、汚泥再生処理センターの建設工事業務についての２ページ目に、真ん中あたりか

な、発注する自治体が、いわゆる一般論でこれ述べているのかなと思うんですけれども、ど

この自治体でも「作成した発注仕様書に示した能力を保証する条件で契約する方法が多く採

用されている」というんですから、当然伊豆市がこういう発注仕様書を出して、これに基づ

いてどうなんですかということが当然審査会で話し合われてきたのかなと思っています。今

発注仕様書の中に、今やりとり聞いていますと、悪臭対策について１つ述べられておりまし

たが、主だったもので結構でございます。伊豆市にとって、こういうところをやっぱり条件

にして契約したいと、それについてそれぞれの業者に提案してくださいということだったと

思うんで、お願いしたい。 

  もう一点、いわゆる総合評価結果報告書の６ページに各審査があります。その中で、「施

設の安全性、災害防止対策に対して、具体的で高度な提案がなされた」ということと、もう

一つは、「環境対策において、地球環境保全に寄与する積極的な提案が示された」というこ

とで、どんな安全対策、環境対策を項目で点数づけやったのかということが右側にいろいろ

と書かれてありますが、今回、提案されている業者は環境対策においても10点満点で8.75と

いうことで、そういう評価を審査会のほうでやられているんです。したがって、その中身が
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これだけではちょっとわからなかったものですから、今後のやっぱり伊豆市にとっても極め

て重要な環境云々についても重要だなというふうに判断しましたので、もう少しその点をプ

ラスして説明していただければなと思っています。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田正志君） 答弁を求めます。 

  市民環境部長。 

〔市民環境部長 河野英世君登壇〕 

○市民環境部長（河野英世君） ただいまの木村議員の御質疑にお答えいたしたいと思います。 

  大きく２点だったと思うんですけれども、まずこの結果報告書の６ページ、先にすみませ

ん、６ページに記載された審査の内容についてでございますが、落札業者の提案といたしま

しては、太陽光パネル、これ45.6キロですか、かなり大きなものをつけて震災等の停電時に

も対応できますということ。それから、いわゆる配管なんかにつきましては、支持、支える

部分を規格の２倍以上にして破損を防止します。それから、応急用止水板、建設地は大見川

がはんらんするという可能性は捨て切れませんが、大雨のときに用水があふれて敷地内に入

るんではないですかということで、コンクリートで水の浸入を防ぐというような提案がなさ

れたというようなところが主にこの安全対策ということでございます。 

  それから、地球環境につきましては、先ほど申し上げました太陽光のこととイコールにな

るのかなというように思っております。 

  それから、もう一点、発注仕様書だったと思うんですけれども、発注仕様書は委員会が発

足して、まずその発注仕様書の内容ももちろん検討いたしております。これを応募者に提示

をして、それに基づいて応募していただいているわけでございます。 

  こんな形でよろしいでしょうか。以上で終わります。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  木村議員。 

○１６番（木村建一君） 逆の質疑のほうから行きます。逆のお答え願ったので、地球環境対

策等のことについてちょっともう少し、太陽光パネルつける云々というまでわかったんです

が、この業者がどこかこの敷地内につけたいということなんですか。何かちょっとその辺が

よくわからなかったものでお願いしたい。 

  それから、書類等が今あったらで結構ですが、大事なところなんです。伊豆市がこういう

発注仕様書、いわゆる悪臭対策とかいろいろなことに能力を保証する条件で契約する方法を

今度やったと。その方法がとられていますよということで、今回の応募方式というのは性能

発注方式でやられたということなんです。したがって、伊豆市にとって、今回提案するに当

たって、どんな条件を業者にこう投げかけて、こういう条件、こういう条件でぜひ提案して

くださいということを言ったのかなということが、そこのところがよくわからなかった。悪

臭対策だけはわかったんですが、ほかに何か具体的に伊豆市としてこの問題を、一般論じゃ
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なくて結構です。伊豆市にとって大事な要素の条件、こういう条件を提示したということが

あるでしょうから、その御説明を願いたいということです。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  市民環境部長。 

○市民環境部長（河野英世君） それでは、ただいまの御質疑にお答えさせていただきます。 

  太陽光パネルの設置位置は、設置場所ですね。 

〔「つけるの」と言う人あり〕 

○市民環境部長（河野英世君） つけます。これは業者の提案ですと屋根でございます。 

  それから、悪臭の対策につきましては、先ほどもちょっと触れさせていただきまして、そ

れ以外の条件ということで、こういったものをつくる際には環境アセスメントまでは求めら

れておりませんが、生活環境調査というものを当然行います。これの中で大気質、それから

先ほど申し上げました水質、それから振動、騒音、騒音は施設の騒音、それから搬入車両で

あるバキュームカーの走行騒音と申しましょうか、こういったものについて当然ながらそれ

ぞれ法律がございますので、それは当然クリアするようにというようなことを仕様書でうた

っております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） これで、木村議員の質疑を終わります。 

  以上で、質疑を終結します。 

  お諮りします。 

  本案については、会議規則第37条第３項の規定によって、委員会付託を省略することに御

異議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議がありますので、起立によって採決します。 

  本案について、委員会付託を省略することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔「３人以上の賛成者がいなければだめなんじゃないの」と言う人あ

り〕 

○議長（飯田正志君） いいです、だけど。 

〔「いいの」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） いや、だって、異議ありですから。 

〔「いや、異議があって、異議があったときに３人以上賛成者がいなけ

れば、その動議は取り上げないということがあるじゃないですか。や

ってください、それを」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議がありに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（飯田正志君） １人ですね、２人。２人、いいんだよな、16だから。 
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〔「ちょっと暫時休憩して」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） そうだよ、２人でいいんだよ。動議はだって２人いればいいんだから。 

〔「動議はそうですけれども、その場合は動議……。違うでしょう。動

議じゃないので、人数に関係なしに」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時００分 

再開 午後 １時０１分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩を閉じ会議を開きます。 

  委員会付託に異議がありましたので、起立で採決します。 

  本案について、委員会付託を省略することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、本案については委員会付託を省略することに決定しました。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  ここで暫時休憩します。討論のある方は発言通告書を出してください。 

 

休憩 午後 １時０２分 

再開 午後 １時０５分 

 

○議長（飯田正志君） それでは休憩を閉じ会議を開きます。 

  これより討論に入ります。 

  まず最初に反対討論、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  ただいま質疑が行われまして、私も質疑をしたわけですけれども、市民環境部長には本当

に細かいところまで説明をいただきまして、大変よくわかったわけであります。私もこの議

案はなかなかいいんじゃないかなとも思ったんですけれども、最後に市長が地元補償につい

て一言も言わないと、これは議案に関係ないということで。これは全くもって非常識なお答

えだと思うんです。やっぱりこういう施設をつくるには、地元との協議が一番大事なんです。

地元の賛成を得られなかったらこういう施設はできないんです。それには、やっぱり地元補

償といいますか、そういうのが大変重要なことになっているんです。ですから、田代区と加

殿区の住民の方に対して何にも市長は発信していない、言わないということは、何にも市長
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は発信していない。そんなことじゃ、後で問題が起きるに決まっているんです。 

  私は、この地元対策に非常に不備があると私は認めまして、つくる内容等については異存

はないんですけれども、やっぱり地元対策をしっかりしないうちに、見切り発車でこういう

ものをつくって発注するということはまことに大きな問題であると思いまして、反対討論と

いたします。 

○議長（飯田正志君） 次に賛成討論、杉山誠議員。 

〔１２番 杉山 誠君登壇〕 

○１２番（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。 

  議案第111号 業務委託契約の締結について、賛成の立場で討論をいたします。 

  伊豆市には、柏久保し尿処理施設と土肥衛生センターの２つのし尿処理施設がありますが、

いずれも供用から45年以上が経過し、老朽化が著しく、震災、地震災害等への耐久性も懸念

されたことなどの理由から新施設への更新が急がれていた中で、ようやくこのたびの業者決

定となるものであります。 

  さて、処理方式について高負荷脱窒素処理方式、膜分離高負荷脱窒素処理方式、浄化槽汚

泥対応型処理方式のいずれかを基本とし、技術提案を公募し、６人で構成される伊豆市汚泥

再生処理センター建設総合評価審査委員会にて、市の定めた仕様に基づき、４社から提案さ

れた特定要求事項提案設計図書について、個々の提案者の名前を伏せアルファベットのＩ、

Ｒ、Ｈ、Ｎとした中で、審査委員の合議制により行われた定量化審査による採点と入札価格

の採点との総合評価により最高点となった１業者を落札者としたもので、最終的にＩ業者で

あるクボタ環境サービス株式会社の仮契約に至ったとの説明がありました。 

  このような特殊施設の建設にあって、この選定方式は設計委託の段階で処理方式を特定す

ると業者が限定されることを避ける上で大変有効かつ透明性の高い方式であり、さらに副市

長以外はすべて外部の委員により審査が行われたものであります。 

  よって、従来、価格のみでの競争によっていた方式にかえて、価格のほかに、施設の品質

や施工方法等といった価格以外の条件、要素を評価の対象に加えて総合的に評価された結果、

クボタ環境サービス株式会社と契約締結することは適当であると判断をいたします。 

  よって、当議案が可決されますよう議員皆様方の御理解と御賛同をお願いし、議案第111

号についての賛成討論を終わります。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に反対討論、14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第111号 業務委託契約の締結について（汚泥再生処理センター建設工事業務委託）

について、反対討論をさせていただきます。 

  今まで質疑した中でおわかりになると思いますけれども、議員の皆さん、この施設の内容
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は御理解できましたか。１次処理は何ですか、２次処理は。高度処理施設が論議されている

ようですけれども、じゃ、３次処理はどういうふうになされているのか。何もわからない。

設計はどこがしたのかもわからない。それで13億円という数字が出ているんです。委員長、

副委員長は専門家なんですか、これもわからない。恐らく、委員の皆さんは皆さん素人だ。

そのとおりですね。審査内容を見ればわかるでしょう。太陽光発電を取りつけた。この施設

の機能とは関係ないんだ。支持金具を増設した。設計も出ていないのに、支持金具を幾つに

するかなんてわかるわけないんです。設計が出てからでしょう、支持金具10個つけますと。

だけど、これを20個にしますと。設計ないんでしょう、提示されていない。議論の前提は、

私のところへ来ているのはこれだけだよ。配置図だけだ。建屋がどうなっているのかなどわ

からない。当然汚泥の投入は建屋内でやるんだろうと思いますけれども、建屋の外でやれば、

臭気やら紛々、とんでもないことになる。それだけじゃないですね、残ったものは助燃剤で

利用する。助燃剤を燃やすとすると、柏久保しかないですね、市長さん。柏久保の了解は取

りつけているんですか。柏久保の施設では過去に重金属が検出された例もあるんですよ、議

員の皆さん。何もわからないで、はいそうです、いいですねと。結果的に、１次、２次、３

次処理はどういうふうにするかはわからないんです。処理方式は僕はわからないです。加殿

との打ち合わせも十分になされているかどうかは、西島議員の質疑でおわかりのように、わ

からない。予定価格なんですけれども、66.何パーセント、66％にしましょう。私は過去に、

現在もそうですけれども、伊豆市の落札率は100％だと言っているわけです。23年度は99．

何％というのが大分ある、これが伊豆市の実態なんです。それが今回は66％だ。私に言わせ

れば70％以下はおかしい、こういう数字が出てくることは。そこに笑っている議員がいるけ

れども、おかしいんですよ、66％なんていうのは。いわゆる低価格の受注が問題になってい

るわけです。これはもう60％台以下の問題です。この業者が適正に見積もっているんだった

ならば、当然そこまで追及していいはずです。こんな低価格受注がなぜ悪いかわかりますか。

品質に問題が起きるということなんでしょう。何でそこまで突っ込んで皆さん議論しないで

すか。私は、これは慎重に議論すべきですよ。当然、これ助燃剤を柏久保で燃やすなんてい

うことになったら、これまた新たな問題提起をされたということです。柏久保の皆さんがど

う言うか。今、原子力の問題で、廃棄物をどこへ埋め立てるかなんていう問題だって起きて

いるわけです。このような問題をうやむやのままに、なぜ急いでやるんですか。急いでやる

こと自体が問題だ。 

  以上、私の反対討論を終わります。 

○議長（飯田正志君） 次に賛成討論、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 議案第111号の業務委託契約について、賛成討論を行います。 

  今回提案されているのは、今、きょうどこまで来ているのかとはっきり見据えた上で、私

は討論に参加したいと思います。 
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  予算が流れてきました。そして、最終的にはきょう、こういう業者の総合評価方式で選定

しましたが、これでいいですかということなんです。 

  今回の総合評価方式について、今までの経過及びどういう経過のもとで審査会で論議され

たのか、流れが書かれておりますが、きょう提案され、また我々が今議会で臨む以前にその

資料が提出されて、私は読みました、全体を。そして、いろいろな処理方式が今までと違っ

て出てきている。さらなる専門的知識は残念ながら私持ち合わせておりませんが、膜分離方

式でやるという選択肢が重大な問題であるならば、我々も論議しなくてはなりませんが、今

回提案されているその業務委託契約についての契約の目的、方法、契約金額について、重大

な瑕疵があるならば、当然それについて異論を述べなくてはならないわけですけれども、そ

ういう意味では、大きな瑕疵が出てきた、いわゆる市民の利益に反した契約が提案されてい

るとは私は何ら思っておりません。 

  以前、議案に出されたときに、地元の理解ということで、加殿地区と十分なる話し合いを

持たずにスタートしたということで私は反対いたしましたが、地元の方々との話を聞きます

と、それ以降、いわゆる４月以降ですか、市長と直接的に話したと。当然、担当部長、担当

課長がそこに出向いていって、いろいろな話をしたというふうに伺っております。 

  したがって、加殿地区は不十分さがあったんですが、基本的にはきょう提案されているの

は、地元の協力のもとで、私は今回の提案も当然なされてきていると思います。今後、じゃ

具体的に当然地元へのどういう貢献を市としてやっていくのかということは、また別途市の

ほうから提案されると私は思っています、わかりませんが。それはまた別問題なのかなとい

うふうに私は思っています。 

  繰り返しますが、主たる問題は今回の契約相手先がこういうふうに決まったんですが、市

として提案することについて我々議会はどう判断するのかということなんですが、私は何ら

そういう意味では大きな問題はないというふうに思っています。 

  賛成討論終わります。 

○議長（飯田正志君） これで討論を終結します。 

  これより採決を行います。 

  議案第111号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。 

 

◎散会宣告 

○議長（飯田正志君） 以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

  次の本会議は12月14日午前９時30分から開催します。 

  本日はこれにて散会します。 
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  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時２０分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（飯田正志君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、平成24年第４回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（飯田正志君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎議案第９３号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 日程第１、議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５

回）を議題といたします。 

  本案については、今定例会初日の11月27日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあ

りましたので、審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。 

  最初に、第１委員会委員長、杉山誠議員。 

〔第１委員会委員長 杉山 誠君登壇〕 

○第１委員会委員長（杉山 誠君） おはようございます。12番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算

（第５回）に係る第１委員会所管科目について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、建設部所管科目につきましては、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  当議案の審査の過程における質疑の主なものとして、51ページ下の土地購入費と物件移転

補償費ですが、これは市道八木沢大西線なのか。また、土地の面積と物件移転補償はどのく

らいあるものなのかとの質疑に対し、場所は土肥の八木沢大西線になります。土地の購入面

積は約80平方メートルで、物件移転補償はＮＴＴの電柱を移転するものです。公共事業では

用地を先行取得し、用地取得後に工事をするのがルールですが、災害復旧では、復旧工事が

終了するまでに用地取得を完了することがルールとなっていますとの答弁がありました。 

  次に、観光経済部所管科目については補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における質疑の主なものとして、初めに、45ページ中段の林業振興費の関係で、

森林整備事業、高性能林業機械導入の補助金ですが、この補助金は総額で523万3,000円にな

るのかどうか、前回の400万円の予算措置が変更されると理解してよろしいかとの質疑に対

し、この森林整備事業は、造林作業の効率化の目的で事業体である田方森林組合が補助事業

を活用し、高性能林業機械スイングヤーダーという集材機を導入するため、９月議会で国庫

補助事業にメニューがある森林整備加速化・林業再生事業の予算措置により400万円の事業
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費を承認いただきましたが、静岡県東部農林事務所から、この事業と同額事業費で補助金が

123万3,000円有利となる県単独補助事業、しずおか林業再生プロジェクト推進事業を勧めら

れ、森林組合とも協議の結果、今回の補正に計上させていただきました。当初の国庫補助で

は、補助率が1,000立米に対して200万円の定額補助で、森林組合の事業規模が2,000立米で

すので400万円を計上させていただきましたが、県の補助事業は、事業費に対して３分の１

の定率補助となり、事業費1,570万円に対し、523万3,000円の補助を受けられ有利なものと

なります。そこで400万円との差額分の123万3,000円を今回上程させていただいているとこ

ろですとの答弁がありました。 

  続いて、有害鳥獣捕獲事業の有害鳥獣捕獲報償金に関連して、捕獲数の増加に伴う補正予

算であると理解していますが、いわゆる狩猟による分なのか、わなによるものか説明をお願

いしますとの質疑に対し、シカ、シシを１頭捕獲すると7,000円の報償を支払っています。

本年度の当初目標は、シカ600頭、シシ200頭の計800頭を見込みました。 

  この10月末現在、既にシカ604頭、シシ186頭の計790頭の実績となっています。この11月

から狩猟期に入り、昨年度もこの時期に140頭の実績があります。そこで今年度は、当初の

800頭にプラス100頭分の補正をお願いしているところです。 

  また、銃とわなに関しては、狩猟ではシカ439頭、シシ86頭、わなではシカ165頭、シシ

100頭となっていますとの答弁がありました。 

  次に、45ページ下段の観光振興事業のトレイルランニングレースは、ことし限りの開催で

すか、また開催日当日の安全性は主催者で対応できますか、参加者は１カ月くらい前から練

習を始めると思われることから、一般のハイカーへの安全性は考えているのかお伺いしたい

との質疑に対し、今回は初めての試みですが、伊豆市、松崎町ともに来年以降も続けて開催

することを考えております。また、当日の安全性については、８回の実行委員会を重ね、県

警の山岳救助隊の協力や関係の方々に現地確認をお願いしています。なお、一般のハイカー

が伊豆の自然を楽しみに歩いていることも十分承知しています。今回のトレイルランの開催

に当たり、特に既存のハイカーの方々との共存を、ぜひこの機会に位置づけさせていただき

たいと願っていますとの答弁がありました。 

  また、関連して、トレイルランニングレースを観光に結びつける意味で、今回1,500人以

上の応募があったと聞きました。このレースのスタートが松崎なので、帰りに伊豆市で疲れ

をいやすとか、宿泊を勧めるなどのＰＲはしていますかとの質疑に対し、今回、伊豆市がか

かわる一番の理由は、自然を売り込みながらリピーターをふやすことを目的としています。

実は、松崎町に泊まる方が多いと思っておりましたが、修善寺温泉に前泊をしたいという引

き合いもかなりありまして、地元に経済効果のある取り組みとなると考えているところです

との答弁がありました。 

  次に、総務部所管科目については、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における質疑の主なものとして、初めに、31ページの湯ヶ島財産区の土地購入
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について、もう入札が決まっているのかどうか、また、敷地全体の実態を知りたい。なお、

財産区からの寄附は土地だけなのかお伺いしたいとの質疑に対し、今回の土地については、

旧天城営林署です。予算額の1,000万円については土地を購入するもので、当然建物も付随

してきますので、これを壊すときは別途予算をつけさせていただくことになります。価格に

ついて、こちらの試算ではあのあたりの評価が平米１万円、土地が4,000平米ほどあります

ので2,000万円程度になります。今回、伊豆森林管理署との話し合いで1,000万円になったも

ので、入札等ではなく森林管理署との協議の結果ですとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、反対討論１名があり、採決の結果、付託されました議案第93号につ

きましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

  以上で、平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）にかかわる委員長報告を終わりま

す。 

○議長（飯田正志君） 次に、第２委員会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） それでは、第２委員会の審査内容について報告いたしま

す。 

  議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）の所管科目についてでありま

すが、ただいま議長から報告を求められました議案第93号について、審査の経過と結果を報

告申し上げます。 

  議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）第２委員会所管分についてで

すが、教育委員会のみ補足説明があり、質疑を行いました。 

  市民環境部所管科目の主な質疑として、議案39ページの国民年金事務費のシステム改修委

託料により改修する内容について詳しく説明を求めたのに対して、国民年金の異動データは、

新規加入、再取得、脱退、喪失、住所変更などがあります。これらの異動データは、現在、

書類の紙で日本年金機構静岡センターに送付していますが、平成25年４月から異動データに

ついては、電子媒体のＣＤにより送付することになりました。そのためのコンピューターシ

ステムの改修となりますが、この経費については、議案31ページの国庫委託金として全額補

助されますとの答弁でした。 

  次に、健康福祉部所管科目の主な質疑として、議案43ページの市内公的病院等補助金

8,600万円に係る対象病院とその補助金の交付に伴う特別交付税の措置について、詳しく説

明を求めたのに対して、対象の病院は伊豆赤十字病院と中伊豆温泉病院の二つで、救護病院

に限って補助をしています。特別交付税の交付対象として、市が補助したものに対して交付

されるため、市が独自の要綱を定めて補助しています。そこで、交付税措置されるのだから、

多く補助したほうが伊豆市にとってよいのではという考え方もありますが、今、国全体が財

政難の中で特別交付税の額は総額で減らされています。病院の補助のように基準が決まって

いる特別交付税と、その他の特殊事情を含めた特別交付税で調整されてしまいますので、補
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助したから必ず交付税の総額がふやされるものではありませんとの答弁がありました。 

  次に、教育委員会の主な質疑として、議案49ページ、小学校費の学校再編事業の土地購入

費について、購入後の土地の使用目的について詳しく説明を求めたのに対し、今回の学校再

編による狩野小学校の校舎の増築により、駐車場のスペースが減り、一般の来客用、保護者

用の駐車スペースが６台分から３台分に減ってしまいます。そのための駐車スペースに利用

します。また、警察等との協議により、学校入り口の横断歩道を修善寺側に少し移動し、児

童数の増加に対応し、安全に信号待ちができる待機スペースとして使用したいと考えていま

すとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第93号は全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、第２委員会の委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、

討論のある議員は通告書を議長に速やかに御提出願います。 

 

休憩 午前 ９時４４分 

再開 午前 ９時４８分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について、質疑、

討論、採決を行います。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について質疑させていただき

ます。 

  23ページに債務負担行為補正がございます。この中で、中伊豆給食センター給食調理業務

委託と配送業務委託がございます。１億4,100万円と3,000万円です。この内容なんですが、

議案第107号に学校給食調理場条例の一部改正というのがございます。この業務委託は、こ

の107号の条例改正は織り込み済みなのかどうなのか質問させていただきます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 森議員、確認しますけれども、今の質問のことが委員会であったかど

うかということ、あったらその内容をということでいいですね。 

〔「あってもなくても答えるのは簡単なんだから」と言う人あり〕 
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○議長（飯田正志君） いや、経過と結果ですので。あったかないかということで、委員長の

報告願います。 

  では、答弁願います。 

  第２委員会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） 森議員の質疑に対して、お答えいたします。 

  森議員も委員会のほうに傍聴されてたと思うんですけれども、委員外議員で。十分承知の

ことと思いますが。この件については、委員会のほうでは審査しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） いいですか、審査していませんということですけれども、１億円も

超えるような債務負担行為が審査されていないと。答えは一言、議長が払ってくれりゃ済む

ことでしょう。ぜひ当局に答弁を求めていただきたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 委員長報告に対する経過と結果に対する審議ですので、ほかに質疑は

ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 審査していませんから答えがありませんでいいのですか。伊豆市議

会はそれでいいのですか。ぜひ答えさせてください。 

○議長（飯田正志君） 以上で、森議員の質疑は……。 

  じゃあ、委員長報告ですので委員長、木村建一議員。 

○第２委員会委員長（木村建一君） 委員会に付託されましたね、当然。委員メンバー全員で、

私が司会進行しながら審査したわけですが、一つの重要な委員外議員の権利として、担当の

常任委員会で審査されなかったという状況のときには、委員外議員として、この問題は大事

だなと。まだ、委員会として審査されなかったなと思えば、その権利がそこに与えられてい

ってるわけですから、ぜひその場所で聞いていただきたかったなというふうに私は思ってお

ります。委員長ですから、私自身の考え、いろいろありますが、あくまでも委員長はこの場

所においては、みんなが審査されたことについて報告するという責務があります。一議員と

して木村一議員としての報告はこの場所では議会運営のルール上、適切でないということに

判断しましたので、委員会としては審査しませんという報告にならざるを得ないという結果

であります。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） これで森議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 
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  討論の通告がありますので、発言を許します。先に反対討論。 

  10番、西島信也議員。 

〔「議長、僕も反対討論したいけどな」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 終わります。まだだめです。通告は終わりました。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  私は議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について、反対討論を行

います。 

  議案書の47ページ、観光施設整備事業、17節土地購入費1,000万円、これは湯ヶ島の旧営

林署跡地を天城文学の里づくり構想のもと、湯ヶ島財産区から1,000万円の繰り出しを受け、

購入しようとするものであります。私は本会議で市長に何点か質疑をいたしましたが、一つ

としてまともな答弁は返ってこなかったように思います。 

  疑問点の一つは、天城文学の里づくり構想であります。これは説明で何回も天城文学の里

づくり構想というのは出てきました。構想というからには、ある程度、具体的な計画がある

のかと思っていたところ、これが全く白紙の状態、何もない。まさにあきれて物が言えませ

ん。 

  ２点目です。湯ヶ島財産区が1,000万円を出すことについて、何らかの権利を持つのか、

あるいは文学の里がつくれなかった場合、お金は返還するのか、こういった問題について、

これから住民と話し合いをしていくなどと言って具体策は何も持ち合わせておりません。こ

んな調子では、将来、伊豆市と湯ヶ島財産区との紛争の種になることは目に見えているわけ

であります。これから市の予算がどんどん縮小されていくのは現実の問題であります。この

天城文学の里づくりや、市長が選挙で訴えた修善寺の美術館建設、こういう箱物を建設する

ことは非常に難しくなってきていることは間違いがありません。そんなときに何の計画もな

しに、他人のお金を当てにして、不要な土地を購入するとは愚の骨頂であります。５年先、

10年先、世の中が変わり、役所の人間もかわったときにどういうことになるのか、そら恐ろ

しい気がするわけであります。これは私だけではないと思います。このような計画は直ちに

撤回することは伊豆市民、そして湯ヶ島財産区の利益につながると確信し、反対討論といた

します。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 次に、賛成討論を行います。 

  ６番、青木靖議員。 

〔６番 青木 靖君登壇〕 

○６番（青木 靖君） ６番、青木靖です。 

  議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）に対して、賛成の立場から討

論をさせていただきます。 
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  今回の補正は、３億1,200万円を増額するもので、その内容は、早期勧奨退職者の退職手

当に関するもの、定住促進事業児童の申し込み増加への対応、障害者自立支援事業の利用者

増加に対する対応、天城地区の放課後児童クラブ施設改修費用、伊豆市内の公的病院への補

助金、これは救急医療体制拡充のためのものであります。市内小学校の安全管理上、必要と

なる工事費、バス通学に対応したバス停周辺の安全対策に係る費用など、その他、新たな難

視聴対策助成金、有害鳥獣捕獲増加に対応する報償金の増額、さらには、歳入、災害復旧工

事の費用、いずれも継続的に実施していくべき重要な予算であると考えます。また、観光振

興に関しまして、新たな取り組みとして盛り込まれております伊豆トレイルランニングレー

スへの助成金についても、伊豆市または伊豆全体のよさを日本国内及び広くは海外にもアピ

ールできる絶好の機会となるイベントであると考えます。一方で、行政がかかわるあらゆる

事業がそうであるように、その実行にはその危険性の認識と安全性の確保、これが前提とな

ることは言うまでもないと思いますし、それらが実施されているからこそ、我々の社会秩序

が保たれているというふうに認識しております。 

  折しも、伊豆半島ジオパークは、世界認定を目指し、富士山の世界遺産登録も目指されて

います。今、私たちこの伊豆市が、この伊豆という名を冠している伊豆市が、伊豆の本来持

っているすばらしさ、これを広くアピールしていく必要がある、伊豆市だからこそそういっ

た責務があるというふうにも考えられないでしょうか。 

  例えば、自然を守るということは、自然を放置して何もしないということではないと思い

ます。私たちが正しく自然にかかわって継続して管理していくことで、初めて自然が持つ本

来のよさ、美しさを保っていくことができると思います。こういった観光イベントを通じて、

私たち伊豆市民がそういったことに気づき、正しくかかわるきっかけとなる、そんな事業で

あるとも考えられます。こういった伊豆市にとっての重要な内容を含む今回の補正予算、多

くの議員の賛同をいただき、本案どおり可決されることを望みます。 

  以上で賛成の討論といたします。 

○議長（飯田正志君） 次に、賛成討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 議案第93号 一般会計補正予算（第５回）について、賛成討論を行

います。 

  今までずっと私は、学校再編成に伴う子供たちの安全の問題、極めて重要であるというこ

とで、一般質問等々で２年以上にわたって教育委員会と論議をしてきましたが、今回の中身

見てみますと、学校再編、統合に伴う、いわゆる天城地区、新天城小学校に伴う二つの事業、

放課後児童クラブを新たにつくる必要性があって、その施設の改修工事や、また、子供たち

へのバスの乗降時の安全対策などのための用地の確保、土肥小学校においては、児童への津

波対策に対して、より安全を期すために１階にある特別支援学級を２階に移すなどのさまざ
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まな市民にとって必要な対策が盛り込まれているなというふうに思っております。 

  天城営林署の跡地の財産区の寄附を得ながら、地域住民の方々とどのように利活用してい

くのかという件については、質疑の中で自分の疑問点というのは、大枠では、ある程度、方

向性が見えてきたなというふうに判断しております。 

  新たな事業として、トレイルランニングレースというのがありまして、委員会を傍聴して、

いろんな疑問点も私、お聞きしましたが、これは伊豆市としては初めての事業提案でありま

す。トレイルって何なのかなということでいろいろ調べましたが、山の小道だという。トレ

イルランニング、ただ一言で言って済むことじゃなくて、いろんなクロスカントリーとか、

本格的な山登りマラソンとかということも全部ひっくるめてトレイルランニングというんだ

なということが改めてわかりました。初めて聞くことですから、全国的にどのようなことが

やられているのかなということでいろいろ調査しましたが、ことし11月から来年４月までの

トレイルランニング大会というのは新潟、茨城、神奈川、群馬、香川、愛知、三重、鹿児島

など34会場の予定があるということでありますから、ある意味では非常に新しいスポーツと

して、それぞれの自治体が取り組んでいるのかなと思いました。 

  ただ、論議の中で何が課題なのかということは当然把握した上での取り組みが、私は必要

だと思ってます。一時的にせよ、競技者が狭い登山道を大人数で走るわけですから、登山者、

愛好者から拒絶反応を受けることも私は珍しくないことだなと、何もしないとですね。確か

に調べますと、いろいろ状況ありますから、名称を述べることはちょっと差し控えたいと思

うんですけれども、第１回で一回のみで中止せざるを得なかったという自治体もあります。

内容はいろいろと読ませていただきましたが、またほかの自治体では、いわゆるルール違反

をして、心ない方々がトレイルランナー自体に印象悪くするという事態も起きたということ

なんですが、それについてはいろいろ私も調査しましたが、競技に入るに当たっての条件と

して、自然環境をきちっと守りましょうよということが、野山を荒らすなということが、競

技に参加することへの重要な条件として募集をかけているということもわかりました。危険

箇所への安全対策、一般登山者への安全対策などは、当然今後さらに詰めていく上で考慮す

べきことであり、その安全対策について、さらに詰めた検討が私は必要だなと思います。そ

のようなこともきちっと踏まえた上でやっていただきたいと思います。 

  トレイルランニング、最後に注文して討論終わりますが、私は、全国的なトレイルランニ

ングを見てみますと、大目標というのは、ただ単に観光ということじゃなくて、自然とスポ

ーツの共生という角度からやっぱり取り組んでいるということなんですね。その結果として

観光につながっていくという、もっと広い意味で私はやっていく事業なのかなと思います。 

  今回の冒頭の提案の中で、さまざまな事業の中の一つとしてこの問題が提案されましたが、

私は新たな事業ですから、ただ単に額の問題じゃないと思います。並列に提案するんじゃな

くて目的等々も含めながら、丁寧に提案時に説明することを望みまして、賛成討論を終わり

ます。 
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  以上です。 

○議長（飯田正志君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第93号 平成24年度伊豆市一般会計補正予算（第５回）について採決いたし

ます。 

  本案に対する各委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第93号は原案どおり可決されました。 

 

◎議案第９４号～議案第９７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 次に、日程第２、議案第94号 平成24年度伊豆市国民健康保険特別会

計補正予算（第２回）についてから、日程第５、議案第97号 平成24年度伊豆市上水道事業

会計補正予算（第２回）までの４議案を一括して議題といたします。 

  本案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経

過と結果について各委員長の報告を求めます。 

  最初に、議案第94号について、第２委員会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第94号につ

いて、審査の経過と結果を報告申し上げます。 

  議案第94号 平成24年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）についてですが、

補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、議案61ページの診療報酬支払準備基金繰入金について、今回は減額し、

繰越金の増額補正としているが、この支払準備基金の残額や基金の運営について詳しく説明

を求めたのに対して、保険給付等支払準備基金の平成23年度末の残額は１億5,043万3,809円

です。この基金の積立保有額は、条例により、当該年度及びその直前の２カ年度において行

った保険給付費等に要した費用の１年度当たりの平均額の100分の５以上に相当する額を積

み立てるものとするとありますが、現実的には国保の会計運営は厳しく、予想される医療費

に対して、国・県の負担金と被保険者の税で賄うところですが、財源が不足しています。 

  毎年、一般会計から２億円以上のその他繰り入れ、いわゆる赤字補てん的な繰り入れによ

り対応していますが、これにも限界があるため、本年度も基金から8,000万円の繰り入れで

調整をしていました。その後、医療費の支払いが予想より伸びなかったことから、今回の補

正で基金の繰り入れを取りやめることとしました。25年度、26年度は、また基金を半額ずつ

繰り入れることを前提にしなければ、予算編成ができない状況ですとの答弁でした。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第94号は全会一致で原案のとおり可
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決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、第２委員会、委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 次に、議案第95号、96号及び97号の３議案について、第１委員会委員

長、杉山誠議員。 

〔第１委員会委員長 杉山 誠君登壇〕 

○第１委員会委員長（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第95号から議案第97号までの３議案について、

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議案第95号 平成24年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第２回）につい

て、補足説明はなく質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、75ページの土肥簡易水道改良工事は八木沢の布設が

えということですが、以前から計画されていたものでしょうか。計画されていた場合、当該

工事はいつごろの予定でしたか。また、地方債補正が出されていますが、借り入れをしてま

で工事を前寄せしますかとの質疑に対し、当該工事の計画は以前からありました。八木沢の

布設がえは平成25年度の予定でした。また、地方債の補正は、国庫補助が前寄せられたため、

事業を１年早めて行うものですとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第95号は全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第96号 平成24年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２回）について、

補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、79ページの補正予算に該当する施設は、佐野・雲金

の処理場のものかとの質疑に対し、市内には、佐野・雲金、門野原、吉奈、日向・加殿・田

代、冷川の５カ所の処理区があり、そのすべての施設の電気料に該当しますとの答弁があり

ました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第96号は全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第97号 平成24年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第２回）について、補足

説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、91ページの固定資産財源調査業務について、大まか

なところは既存の台帳でわかっていると思うので、委託する必要があるか、またどのような

業者に委託するのかとの質疑に対し、現在2,473件の資産があり、資産台帳もあるが、財産

内訳が整備されておらず、創設当時の旧４町の決算書から数字を合わせながら拾い上げる膨

大な作業になります。整理には多くの時間が必要となることから業務を委託するものです。

また、委託先については、現システムを扱っているところを予定していますとの答弁があり

ました。 
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  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第97号は全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

  以上で、議案第95号から議案第97号までの３議案について、委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 以上で、委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、

討論のある議員は通告書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１０時１６分 

再開 午前１０時１７分 

 

○議長（飯田正志君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第94号から議案第97号までの４議案について、質疑、討論、採決を行い

ます。 

  初めに、質疑を行います。質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を

終結いたします。 

  これより本４議案に対する討論に入ります。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  これより順次採決を行います。 

  初めに、議案第94号 平成24年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）につい

てを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第95号 平成24年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第２回）について

採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第96号 平成24年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２回）につ

いてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第97号 平成24年度伊豆市上水道事業会計補正予算（第２回）についてを採決

いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、10分休憩いたします。10時30分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

再開 午前１０時２９分 

 

○議長（飯田正志君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第９８号～議案第１０７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 日程第６、議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正

についてから、日程第15、議案第107号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてま

での10議案を一括して議題といたします。 

  本案についても、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果につ

いて委員長の報告を求めます。 

  最初に、議案第98号から議案第103号までの６議案について、第１委員会委員長、杉山誠

議員。 

〔第１委員会委員長 杉山 誠君登壇〕 

○第１委員会委員長（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第98号から議案第103号までの６議案につい

て、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正について、補足説明は

なく、質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、第１条の臨時または非常勤職員を臨時職員に改める

理由、また臨時職員と非常勤職員の違いは何かとの質疑に対し、一つには、この後で出てく

る非常勤職員のほうに今まで臨時職員として規定していたものをうたい込む手続を行ってい
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ます。特別職という枠ではなく、非常勤職員という条例を開設するというのがあります。そ

ちらのほうで非常勤という言葉を使うので、こちらのほうからは臨時職員という規定にさせ

ていただきました。臨時職員と非常勤職員の違いは、まず臨時職員については、地方公務員

法の22条で任用形態として、臨時的任用というものを定めています。これは、通常の職員の

ように採用試験とかの選考手続によらずに短期間、緊急的に雇用する場合です。また、非常

勤職員というのは、常時勤務する職員と比べて、勤務時間が短いという概念になりますとの

答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第98号は全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第99号 伊豆市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、内容的に変わったところを教えてくださいとの質疑

に対し、議案のほうの新旧対照表105ページで変更点を示してあります。109ページでは、旧

のほうで、その他の非常勤の特別委員長が日額6,000円、それから委員は5,500円というとこ

ろの非常勤特別職の職員をさらに細かく表示してあります。110ページでは、特に高度の専

門的な知識、経験等を必要とする職員として市長が認めたものにあっては、２万3,000円を

基準として、任命権者の定める額、必要に応じて月額または年額とすることができるという

ものを改正後のほうに直してありますとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第99号は全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第100号 伊豆市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につい

て、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、特に専門職の方を採用したいから改正するわけでは

ないのかとの質疑に対し、例えば食肉加工センターの作業員は、今、臨時職員です。できれ

ば民営化の予定をしていますが、それまでの間、一定の人に引き続いてやってもらいたい状

況があります。最長１年という規定を超えて採用することは公務員法上、認められていない

のでこういったものを３年間採用したいということになると、一定の期間、業務が終了する

というような規定を適用して採用することができるということになっています。また、１日

に入ってくる個体がずっと数が多いという状況ではなくて、時間によって多い少ないがある

だろうということで、その時間についても任期つきの採用ということで６時間とか５時間の

時間で採用するということも想定されることから、今回提案させていただいていますとの答

弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第100号は全会一致で可決すべきも

のと決定しました。 

  次に、議案第101号 伊豆市債権管理条例の制定について、補足説明はなく、質疑を行い
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ました。 

  審査の過程における主な質疑として、これは議会に諮らないで債権の処理ができるという

ことだと思うが、場合によっては数千万円ということもあり得ると思うが、それでも議会に

諮りませんかとの質疑に対して、この適用で条件に合っていれば、議会の議決ということに

はならないというように判断していますとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第101号は賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第102号 伊豆市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定に

ついて、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における主な質疑として、６％では車いすが通れないと思います。一般的にバ

リアフリーで考えると、３％だと思いますが、そういうのも条例にのせる考えはありません

かとの質疑に対し、考えはあります、ただし数字ではありませんとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第102号は全会一致で可決すべきも

のと決定しました。 

  次に、議案第103号 伊豆市準用河川における管理施設等の構造の技術的基準を定める条

例の制定について、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における質疑として、国のほうから伊豆市で管理しなさいということで条例を

つくるようになったのですかとの質疑に対し、準用河川についても、地域主権一括法により

国から伊豆市のほうに来たものですとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第103号は全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

  以上で、議案第98号から議案第103号までの６議案について、委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 次に、議案第104号から議案第107号までの４議案について、第２委員

会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第104号か

ら議案第107号までの条例案について、審査の経過と結果を報告申し上げます。 

  議案第104号 伊豆市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定についてですが、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、この条例の基準は厚生労働省の省令にあるものですが、事業の人員配置、

居室面積、利用定員など多くの基準は、当然、規則で定められる。膨大な量の規則が予測さ

れるが、他の市町と同じ対応をされているのかとの質疑に対して、この条例による事業の人

員、設備及び運営に関する基準は、大筋を定めて、後は規則で定める形をとっています。地

域主権一括法によりそれぞれの自治体が定めるものですが、静岡県の指導による条例ひな型

に従って制定するものです。規則も全部制定すると約300になりますが、県の指導に基づく
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規則の制定を予定していますとの答弁がありました。 

  以上、討論はなく、採決の結果、議案第104号については全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定をしました。 

  続きまして、議案第105号 伊豆市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の制定について、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  地域密着型介護予防サービスの対象者について確認があり、質疑を終了しました。 

  その後討論はなく、採決の結果、議案第105号については全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

  続きまして、議案第106号 伊豆市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例の制定について、補足説明、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第106号に

ついては全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  続きまして、議案第107号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正について、補足説明は

なく質疑を行いました。 

  主な質疑として、今回の改正では、修善寺南小学校の自校方式の給食を給食センター方式

に変えるが、先般、米ペーストを使った給食パンのモデル校と新聞に出ていたが、来年はど

うなるのかとの質疑に対し、米の市場拡大を目的に静岡県事業として、自校方式の修善寺南

小学校で米ペーストパンの試食を行いましたが、この事業については今回限りのものですと

の答弁がありました。 

  自校方式の特徴をなくしてでもセンター方式のほうがよいと判断される理由について説明

を求めたのに対し、特に修善寺地区の学校給食については、児童の減少に伴い段階的に自校

方式をセンター方式に変えてきた経過があります。人件費等の経費の面と給食センターを有

効活用していきたいというのが主な理由ですとの答弁がありました。 

  以上、討論はなく、採決の結果、議案第107号については全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

  以上で、第２委員会委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、

討論のある議員は通告書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時４４分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正についてから議案
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第107号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてまでの10議案について、質疑、討

論、採決を行います。 

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告がありませんので、質疑はない

ものと認め、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  議案第107号 学校給食調理場条例の一部改正についての反対討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 議案第107号 学校給食調理場条例の一部改正について反対討論を

行います。 

  委員長という立場を十分にわきまえた上で、討論させていただきます。 

  委員長というのは、皆さんの意見をまとめていくという立場であります。この議案が提案

されたときに委員会でも若干の質疑は、自分の疑問点というか、やりましたが、委員長とい

う立場でそこでまた持論を述べてやるというのは、ちょっといささか余り好ましくないとい

うことで、その場所ではただ単に聞いて終わりましたが、そういう立場から、委員長という

立場をきちっと踏まえた上で、討論に参加していきたいと思います。 

  いろいろと議案提案のときに理由は述べられていました。そして私が今、委員長報告で述

べたように、委員会でも同じような教育委員会から報告があったんですが、私は大もととい

うのは、この学校給食の問題について財政論からいいのだろうかと提案理由はそのようなこ

とでしたから、ほかにはもう一つ、施設の関係等々の理由は述べておりましたが、私は自校

方式とか、それからセンター方式に関係なくて、子供たちにとって一番いい給食はどんな給

食なんだろうかと、そのためにはどんな学校給食がいいのだろうかと、学校給食は教育の一

部という立場でやはり私はこの点は考えていく必要があるのじゃなかろうかと思っています。 

  いろいろと調べてみましたが、学校給食法というのが、今、名称がなくなりまして、平成

20年度ですか、実質的には21年度、施行されたんですが、学校保健安全法というのに替わり

ました。これについて、全部述べる必要性は何らないんですが、ちょっと気がかりなところ

は、これに基づいて、当然、学校給食がやられております。法律の目的に、従来の学校給食

の普及充実に加えて、今回の方法を変えることによって、学校における食育の推進というの

が、新たに制定されたということは、教育長、十分に御存じだと思うんです。その中に、さ

らにそれを踏まえた上で学校給食の目標というのが第２条にありますが、７項目に整理され

ておりますが、幾つか気になるところだけ、全部そうなんですが、今回のセンター方式は、

この点はどのように教育委員会で考えられてやられたのかなと気がかりなところがあるんで

す。 

  ７項目の中の二つだけ、ちょっと文章読みながら自分なりの考え方を述べさせていただき
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ますが、４項目めに、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を

深めて、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと、それか

ら７項目めに、食料の生産、流通及び使用について正しい理解に導くことと、いろいろと書

かれてあるんですが、それを見たときに、いわゆるなかなか栄養が偏るというか栄養不良じ

ゃないですね、今、子供たちは。そうしますと、地域の食材を利用した地産地消ということ

が一つのやっぱり、ただ単にこれを教育委員会だけじゃなくて農業起こしという意味で、市

長部局の中においても遊休農地をどう活用していくのかと。いわゆる伊豆市づくりをどうし

ようかということが、観点が、私あると思うんです。そういったときに、大きくなればなる

ほど、一つのセンターでたくさん給食をつくればつくるほど、それに見合ったような材料が

きちっと伊豆市にとって提供できるかと。大規模になればなるほど、なかなか生産者と結び

つく度合というのが、私は少なくなるのかなというように思っています。やっぱり地元でと

れたもの、全部とはなかなかいきませんが、地元でとれたものが、伊豆市民の農業をやって

いる方から学校給食に運ばれてくるということが、私は自然環境の問題とか流通問題を考え

ていく上で、子供たちの教育にとって、極めて重要な要素であるのかなと思ってます。 

  そういう立場から、やはりきちっともう一度、私はこのセンター方式にすべきかどうかと

いうことも含めながら、当然、検討したのかなとも、それが全く見えない、今回の提案の中

では。私はそのように考えて、冒頭お話ししましたように、お金の面だけを中心にして考え

るべき課題ではないというふうに思いますので、今回の提案については反対をさせていただ

きます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより分割採決を行います。 

  初めに、議案第98号 伊豆市職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたし

ます。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第99号 伊豆市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 
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  よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第100号 伊豆市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につい

てを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第101号 伊豆市債権管理条例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第102号 伊豆市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定に

ついてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第103号 伊豆市準用河川における管理施設等の構造の技術的基準を定める条

例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第104号 伊豆市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第105号 伊豆市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第106号 伊豆市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定め

る条例の制定についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第107号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第１０８号及び議案第１０９号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 日程第16、議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について（天

城ふるさと広場）及び日程第17、議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について（修

善寺体育館・修善寺グラウンド）の２議案を一括して議題といたします。 

  本案についても、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果につ

いて委員長の報告を求めます。 

  最初に、議案第108号について、第１委員会委員長、杉山誠議員。 

〔第１委員会委員長 杉山 誠君登壇〕 

○第１委員会委員長（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第108号 公の施設の指定管理者の指定につ

いて（天城ふるさと広場）について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  当議案につきまして、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  審査の過程における質疑の主なものとして、体育協会が指定管理者になると地元の人はど
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うなるかとの質疑に対して、昨年の審査会における答申が施設の維持管理や利用者の安全面、

サービスの向上等の改善と、今後は魅力（三力）プロジェクトとの連携を考慮した上での公

募による選定ということで一般公募という方法も考えましたが、魅力（三力）プロジェクト

とのかかわりや本来の目的である市民の健康増進あるいは観光振興で考えたときに、市内へ

の波及効果を考えた場合には、やはり体育協会ということになりました。地元雇用ですとか

地元業者利用とかいう部分で体育協会の提案もありましたので、公募によらない方法で提案

させていただいていますとの答弁がありました。 

  また、体育協会で市民の体育活動が活発になっているという実態は把握していますかとの

質疑に対し、体育協会について産業振興課では詳しい情報は得ていませんが、魅力（三力）

プロジェクトとしての実績という部分で全国に先駆けたスポーツツーリズムに取り組み、平

成23年度では7,000人余りの宿泊、金銭換算で4,100万円、8,600食の弁当の受注、これが500

万円、あと輸送業務等、会員数として56の宿泊施設、８軒の弁当事業者が加入して、この魅

力（三力）プロジェクト、市民発想型のプロジェクトとして推進している実績は把握してい

ますとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第108号は、賛成多数で可決すべき

ものと決定をいたしました。 

  以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 次に、議案第109号について、第２委員会委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第109号に

ついて、審査の経過と結果を報告申し上げます。 

  議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について（修善寺体育館・修善寺グラウン

ド）ですが、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、指定する伊豆市体育協会の概要資料に記載された沿革では、平成23年に

旅行業登録を行っているが、具体的にどういうことを行おうとしているのかとの質疑に対し、

現在、魅力（三力）プロジェクトを立ち上げ、その事務局を伊豆市体育協会が行っています。

魅力（三力）プロジェクトは、伊豆市内の社会体育施設を有効活用し、大学の合宿やスポー

ツ大会等の誘客をするものです。それらの誘客には旅行業の資格が必要になるため、第３種

の資格を取られて登録していますとの答弁がありました。 

  以上、討論はなく、採決の結果、議案第109号は全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  以上で、第２委員会委員長報告を終わります。 

○議長（飯田正志君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、

討論のある議員は通告書を議長に速やかに御提出願います。 
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休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時０４分 

 

○議長（飯田正志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について（天城ふるさと広場）

及び議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について（修善寺体育館・修善寺グラウン

ド）の２議案について、質疑、討論、採決を行います。 

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  最初に、議案第108号、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  私は、議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について（天城ふるさと広場）質疑を

行います。 

  質疑は１点だけであります。この天城ふるさと広場は、今現在、指定管理者としてやって

いるところがあるわけですね。株式会社来富という会社が指定管理者として、今、天城ふる

さと広場の運営をしているわけであります。先日、ここで体育協会が指定ということの議案

が出てきたわけですけれども、しからば、株式会社来富はどういうわけで指定から外された

のか。また、公募の上にもそういう名前がのってこなかったと、公募しないということです

けれども、それはなぜなのか。 

  以上、来富を指定管理者から外した理由、これについてどういう議論があったのかお伺い

いたします。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  第１委員長、杉山誠議員。 

〔第１委員会委員長 杉山 誠君登壇〕 

○第１委員会委員長（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。 

  この来富が指定管理者に指定されなかった理由ということに対しての質疑でありますけれ

ども、質疑の中で一つとして、まずこの今まで指定管理を受けていた団体のことを示してい

ると思われますが、この方たちは余り成績がよくなかったのかどうかということが質疑され

ました。そして、それに対しての答弁としては、評価した結果、23年度の答申によって、施

設の維持管理や利用者の安全面、サービスの向上等の改善と今後は魅力（三力）プロジェク

トとの連携を考慮した上で、公募による選定を望むというような審査会の答申を受けたとい

う答弁がありました。 
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  また、現在、指定管理している株式会社来富につきましては、今回、体育協会のほうが指

定管理に対する申請あるいは提案をしている中で施設管理の考え方として、地元の雇用、あ

るいは地元業者、地元団体との連携を含めて、地域の力による維持管理が提案されていると

いうことで答弁がありましたということでございます。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 次に、議案第109号について、通告がありますのでこれを許します。 

  14番、森良雄議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について（修善寺体育館・修善寺グラウン

ド）について、質疑させていただきます。 

  指定管理の目的として、伊豆市民の健康増進、体力の向上に関する事業を行い、生涯スポ

ーツの振興を図るとともに、スポーツ活動を通じた青少年の健全育成、健康をテーマとする

まちづくりに寄与することを目的とするとこういうことが議案第109号の参考資料としてご

ざいます。 

  さて、それではこの目的に沿った活動を伊豆市体育協会はどのようにして行っているのか、

またその成果は上がっているのかどうなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（飯田正志君） 答弁願います。 

  第２委員長、木村建一議員。 

〔第２委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○第２委員会委員長（木村建一君） 森議員の委員長報告に対する質疑に対してお答えをいた

します。 

  いわゆる今回、修善寺体育館・修善寺グラウンドを引き続き体育協会に指定したいがいか

がかということの提案について論議をしましたが、今、挙げた一つの項目についてどうなの

というところについては論議をしておりません。あくまでも指定管理を今まで受けていた修

善寺体育館・修善寺グラウンドについて本当に引き続き、この体育協会にやっていいのかど

うかということについて論議をいたしましたが、補足的にその立場、その観点から、委員会

で社会教育課長が次のように述べたことをお答えしていきたいなと思ってます。 

  公募によらない指定管理者の選定についてというのがあるんだが、その中に施設の事業内

容の予定、事業の継続性という観点や、現受託団体の実績から、現受託団体を引き続き、す

なわち、今回質疑のあった体育協会が修善寺体育館・グラウンドについてどうなのというこ

とについては、質疑の中で、引き続き体育協会を指定管理者として指定することが適当であ

ると認めたから提案してきたんだという報告が課長からありました。 

  以上であります。 
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○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 何か全然議論にならないですね。私が聞いているのは、今、私が先

ほど述べたのは、体育協会そのものの目的だと思うんですね。伊豆市民の健康増進、体力の

向上に関する事業を行い、この事業を行っていることは認めますよ。では結果を出している

のかどうなのかということを私は聞いているんだ。それを議論しないで、はい、承認しまし

たで済むんですか。いかがですか。 

○議長（飯田正志君） ちょっと森議員に聞きますけれども、そういう議論があったかどうか

で結構ですね。 

  これ、議案としてはできませんので、委員長の報告の経過と結果についての質疑ですので、

そういう議論であったかどうかということを第２委員長に聞くということですけれども、よ

ろしいですか。 

〔「あなたは付託してるんだからね」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） あなたって、議会が付託したんですよ。議会が付託したんですよ。あ

なたも付託に賛成したんだから。 

〔「質問に答えてないんじゃないですか。議長」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 議案に対して、質疑はできませんので。ここでは。 

  とりあえず、第２委員長、答弁願います。 

○第２委員会委員長（木村建一君） 委員外議員として否決されたから、こんな質疑している

のかなと思いながら、お話させていただきます。 

  今、議案となっているのは、繰り返しますが、森議員も十分に御存じだと思うんですけれ

ども、体育協会は、ただ単に、今、質疑している修善寺グラウンドと修善寺体育館だけをや

っているわけじゃないですよね。広くいろんなところでそういうことをやっている。そして

その中の今回は、繰り返しますが、体育協会で、修善寺グラウンド・修善寺体育館をやって

いきたいんだがどうかというふうなお話になったんですが、あなたは前に同じような質疑し

てるいんですよね。今、目的は述べましたから、詳しくは言いませんが、スポーツ振興、狩

野川記念公園のグラウンドを見てみると、市民スポーツが衰退しているんじゃないかという

ふうなお話しなされました。この件について、私のほうから、今回の指定管理が、体育協会

のスポーツ振興という立場から見たときに、狩野川記念公園どうですかという質疑ですねと

いうことになって、何かお話しなされたから担当常任委員会にこれで採決しますか、採り上

げますか、採り上げませんかというようなことを、私、委員長として投げかけましたが、こ

れは今回の提案していることと違うからということで否決されたということは十分に御存じ

だと思うんですね。当然、あくまでも今までのこういう活動やってきたことについて、引き

続きやっていきたいという審査会の報告もあったということですから、それに基づいて審査

をしたということでありますから、より具体的にそれの検証をするということはやっており
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ません。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） 再質疑ありますか。 

  森議員。 

○１４番（森 良雄君） 私は一例として狩野川記念公園のグラウンドを上げたんです。いい

ですか。それと同じことを修善寺体育館・修善寺グラウンドで当てはめることだってできる

わけですよ。あそこでやっているバレーボールとか、野球なんかもやっていると思います。

そういうものが本当に振興されているのかどうなのか。そういうことを聞きたいんですよ。

それを審査しないで、ただ、ああいいですよと。そう言っているんじゃないんですか。それ

ではちょっと、議会の委員会として、僕は不適当と思いますけれども、いかがですか。 

○議長（飯田正志君） 第２委員会委員長、木村建一議員。 

○第２委員会委員長（木村建一君） 言葉というのは、正確にやっていただきたいと思います。

また、きょうの質疑の中で、広く体協そのものの活動どうだったのというお話なされてるん

ですが、あくまでも修善寺体育館とグラウンドについて、引き続き指定していいかどうかと

いう論議ですから、その立場に立って我々はとらえてやっていったということでありますか

ら、体育協会全般にわたって、その目的に沿ってどうなのという論議は、それは広くは該当

するでしょうけれども、市長から提案されたことは、繰り返しますが、修善寺グラウンド・

体育館について、引き続きやっていいかどうかという提案でありますから、これ以上の論議

はやっておりません。 

  以上であります。 

○議長（飯田正志君） 以上で質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  議案第108号について、10番、西島信也議員。 

〔１０番 西島信也君登壇〕 

○１０番（西島信也君） 10番、西島信也です。 

  私は議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について、反対の立場から討論を行いま

す。 

  この天城ふるさと広場の施設の内容は、天城ドーム、多目的広場、野球グラウンド、ゴル

フのショートコース、そして宿泊施設天城山荘ですけれども、多岐にわたっております。そ

して平成19年10月１日から現在に至るまで、株式会社来富が指定管理者としてその管理に当

たっております。そこで、今回、天城ふるさと広場の指定管理者を公募によらない選定、い

わば１社随意契約という形で伊豆市体育協会にするという議案がここで出てきたわけであり

ます。指定管理者の指定は、原則公募により選定しなければなりません。しかし、指定管理

者として、当該施設の管理を現に行っている団体や、市長が特に認めるものは公募によらず、
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候補者として選定できるものと定められております。伊豆市体育協会は、市長が特別な理由

で選定したものであります。特別な理由とは何か。それは本会議でも委員会でも説明してお

りましたが、魅力（三力）プロジェクトを活用するため体協にお願いしたいということであ

ります。 

  天城ふるさと広場は、紛れもなく公の施設であります。伊豆市の公の施設であります。地

方自治法第244条で規定されている公の施設とは、直接住民の福祉を増進する目的を持って

住民の利用に供するための施設であり、利用そのものが福祉の増進となるものでなければな

りません。したがって、よそからのお客さんが利用する魅力（三力）プロジェクトの事業が、

公の施設を利用するということにつきましては、私は正しいこととは思っておりません。し

かし、観光業界からの要請もあろうかと思いますので、ある程度はやむを得ないと私自身は

理解をしております。 

  しかし、これは程度問題であって、市長は天城ふるさと広場の魅力（三力）プロジェクト

を推進させるため、何の落ち度もない来富を切り捨て、自分たちに都合のいい体協を指定管

理者に指名するということは、本末転倒も甚だしいものであります。天城ふるさと広場は、

魅力（三力）プロジェクトのためにあるのではなく、あくまでも市民の利用に寄与するため

に存在するのだということを大前提としてもらいたいと思います。市長には、地方自治法第

244条、公の施設の条項をしっかりと勉強することをお勧めするものであります。 

  次に、現指定管理者である株式会社来富が、なぜやめさせられなくてはならないのか、私

にはさっぱり理解ができません。ただいま委員長報告で、来富の評価が低いというようなこ

とでありましたが、何に比べて評価が低いのか、全然具体性もなく説得力もありません。評

価が低いということは大変に疑わしいと思わざるを得ません。来富の代表者は、天城湯ヶ島

町の職員であったときから、天城ふるさと広場の運営に携わり、平成19年に同施設が指定管

理者制度に移行するについて、役所を退職し、そして会社を立ち上げ、全身全霊をもって天

城ふるさと広場にささげてきたわけであります。天城山荘などについては、昼夜を分かたず

その管理運営に邁進し、指定管理料をゼロに抑えてきたということにつきましては、特筆大

書すべきものがあろうかと思います。その間、この不況下においてお客様の確保に努め、誠

実に仕事をしてきたということは万人の認めるところであります。そして先月の皇太子殿下

行啓の育樹祭においては、つつがなくその務めを果たしたことは記憶に新しいところであり

ます。また、地元地権者の上船原の皆さんとも良好な信頼関係を築いていると伺っており、

私は現時点では株式会社来富が最適の指定管理者であると確信をしております。その来富を

公募の土俵にも上げさせずに切り捨てる。これはまさに血も涙もない仕打ちじゃないかと皆

さんお思いになりませんか。自分の思いだけで市民を犠牲に追い込み、しかも平然としてい

られる。我々の常識、市民感覚からは到底考えることはできません。ぜひ市長には、再考を

促すものであります。 

  以上、私は、本議案の反対討論とさせていただきます。 
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○議長（飯田正志君） 次に、議案第109号について、14番、森議員。 

〔１４番 森 良雄君登壇〕 

○１４番（森 良雄君） 14番、森良雄です。 

  議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について、反対討論をさせていただきます。 

  この指定、ここに載っている特定非営利活動法人伊豆市体育協会ですが、この団体は先ほ

ども申したように、伊豆市民の健康増進、体力の向上に関する事業を行い、生涯スポーツの

振興を図るとともに、スポーツ活動を通じた青少年の健全育成、健康をテーマとするまちづ

くりに寄与することを目的とすると、指定管理の目的がこうなっております。 

  体育協会が指定管理者になれば、修善寺体育館・グラウンド管理業務委託は平成25年度か

ら27年度に至って3,630万円の私たちは債務負担を負うものであります。体育協会、議案第

108号でもおわかりのように、本来なら体育協会という名前からいえば、先ほど述べたよう

な、市民の健康増進や体力の向上に全力を尽くしてこそ指定管理者となるべきものだと思い

ます。ところが、残念なことに、私は一例として狩野川記念公園のグラウンドを挙げました

けれども、それでは修善寺体育館や修善寺グラウンドの利用者はふえているんですか。そう

いう議論はちっとも行われていない。その一方で、魅力（三力）プロジェクトでお客さんを

しっかり誘致しているとおっしゃっておりますが、市長さん、伊豆市の宿泊客はふえている

んですか、減っているんですか。減っているんでしょう。それで一方の団体だけが、いや、

誘客している誘客していると。何かつじつまが合わないんではないですか。体育協会は、市

民の健康増進、体力の向上、スポーツ活動の発展、それに全力を尽くすべきなんです。残念

ながら見ている限りでは、金もうけに走り、今言ったような本来の目的から逸脱しておる。

私はこの議案は、その最たるものだと思います。 

  指定管理者に指定して、体育振興を図ってもらう。しかし、今までの実績はどうなんです

か。何も議論されてないじゃいないですか。しっかりと伊豆市の市民の体力向上、スポーツ

振興に全力を挙げてもらいたい。そういう観点から、私は反対させていただきます。 

  終わります。 

○議長（飯田正志君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより分割採決を行います。 

  初めに、議案第108号 公の施設の指定管理者の指定について（天城ふるさと広場）につ

いて採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第109号 公の施設の指定管理者の指定について（修善寺体育館・修善寺グラ
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ウンド）についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（飯田正志君） 起立者多数。 

  よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程の追加 

○議長（飯田正志君） お諮りします。 

  お配りしてあります追加日程表のとおり、発議第13号 伊豆中央道・修善寺道路の早期無

料化と江間交差点のフルインターチェンジ化を求める意見書について、これを日程に追加し、

追加日程として議題としたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（飯田正志君） 異議なしと認め、発議第13号を日程に追加することに決定いたしまし

た。 

 

◎発議第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（飯田正志君） 追加日程第１、発議第13号 伊豆中央道・修善寺道路の早期無料化と

江間交差点のフルインターチェンジ化を求める意見書についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  第１委員会委員長、杉山誠議員。 

〔第１委員会委員長 杉山 誠君登壇〕 

○第１委員会委員長（杉山 誠君） 12番、杉山誠です。 

  ただいま議長から求められました伊豆中央道・修善寺道路の早期無料化と江間交差点のフ

ルインターチェンジ化を求める意見書の提出についての提案理由の説明をさせていただきま

す。 

  本文の朗読をもって説明とさせていただきます。 

  伊豆中央道・修善寺道路の早期無料化と江間交差点のフルインターチェンジ化を求める意

見書 

  低迷を続けております伊豆地域の観光は、富士山の世界遺産登録への動きや、伊豆半島ジ

オパーク構想・新東名開通による内陸フロンティア構想への取り組み、東駿河湾環状線の開

通と伊豆縦貫自動車道の事業化などにより新たな光が射し大きな期待が寄せられております。 

  しかし、これらの計画の根幹をなす伊豆中央道・修善寺道路は、平成24年７月19日付けの

静岡新聞に掲載されたように伊豆中央道と修善寺道路について道路経営を一本化し合併採算

制を導入し、両路線の建設借入金償還計画を見直し、伊豆中央道の償還期限の平成27年３月



－244－ 

が延期されようと計画されています。 

  また、江間地区の伊豆中央道は市道と平面交差しており、交通渋滞はもとより交通事故が

危惧されている危険な交差点となっております。 

  つきましては、地域の実情をご賢察のうえ、以下の点について、実現するよう強く要望し

ます。  

  記。 

  １、早期に伊豆中央道及び修善寺道路の無料化を図ること。 

  ２、江間交差点の立体化とフルインターチェンジの設置を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  平成24年12月14日、静岡県伊豆市議会。 

  静岡県知事 川勝平太様、静岡県議会議長 小楠和男様であります。 

  議員の皆様には、この意見書を採択していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（飯田正志君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田正志君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（飯田正志君） 討論はありませんので、討論を終結いたします。 

  これより発議第13号について採決を行います。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（飯田正志君） 起立者全員。 

  よって、発議第13号は原案のとおり可決されました。 

  ちなみに、この意見書は函南町議会議長と伊豆の国市議長と私と３人で、12月21日県庁の

ほうに行って提出してきます。 

 

◎閉会宣告 

○議長（飯田正志君） 以上で、本会議の日程はすべて終了いたしました。 

  これをもちまして、平成24年第４回伊豆市議会定例会を閉会いたします。 

  皆様には長期間にわたり、慎重審議いただきましてありがとうございました。 

 

閉会 午前１１時３６分 


